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令和元年本別町議会第３回定例会会議録（第１号） 

令和元年９月１０日（火曜日） 午前１０時００分開会 

──────────────────────────────────────────── 

○議事日程 

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  議会運営委員長報告 

日程第 ３  会期決定の件 

日程第 ４  諸般の報告 

日程第 ５  行政報告 

日程第 ６ 議案第５４号 町道中央橋通り中央橋橋梁補修工事請負契約について 

日程第 ７ 議案第５５号 本別町立へき地保育所条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第５６号 本別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育

の必要性の認定に関する基準並びに利用者負担額を定める

条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第５７号 本別町こども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の

一部改正について 

日程第１０ 議案第５８号 本別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部改正について 

──────────────────────────────────────────── 

○会議に付した事件 

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  議会運営委員長報告 

日程第 ３  会期決定の件 

日程第 ４  諸般の報告 

日程第 ５  行政報告 

日程第 ６ 議案第５４号 町道中央橋通り中央橋橋梁補修工事請負契約について 

日程第 ７ 議案第５５号 本別町立へき地保育所条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第５６号 本別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育

の必要性の認定に関する基準並びに利用者負担額を定める

条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第５７号 本別町こども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の

一部改正について 

日程第１０ 議案第５８号 本別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部改正について 

──────────────────────────────────────────── 
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○出席議員（１２名） 

議 長 １２番 高 橋 利 勝 副議長 １１番 藤 田 直 美 

 １番 水 谷 令 子  ２番 柏 崎 秀 行 

 ３番 梅 村 智 秀  ４番 石 山 憲 司 

 ５番 篠 原 義 彦  ６番 大 住 啓 一 

 ７番 山 西 二三夫  ８番 黒 山 久 男 

 ９番 方 川 一 郎  １０番 阿 保 静 夫 

──────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

──────────────────────────────────────────── 

○説明のため出席した者の職氏名 

町 長 髙 橋 正 夫 副 町 長 大和田   収 

会 計 管 理 者 花 房 永 実 総 務 課 長 村 本 信 幸 

農 林 課 長 菊 地  敦 保 健 福 祉 課 長 飯 山 明 美 

住 民 課 長 田 西 敏 重 子ども未来課長 大 橋 堅 次 

建 設 水 道 課 長 大 槻 康 有 企 画 振 興 課 長 高 橋 哲 也 

老人ホーム所長 井戸川 一 美 国保病院事務長 藤 野 和 幸 

総 務 課 主 幹 上 原 章 司 住 民 課 主 幹 小 坂 祐 司 

住 民 課 主 幹 久 司 広 志 建設水道課長補佐 小 出 勝 栄 

総 務 課 長 補 佐 三 品 正 哉 教 育 長 佐々木 基 裕 

教 育 次 長 阿 部 秀 幸 社 会 教 育 課 長 坪  忠 男 

学校給食共同調理場所長 高 橋  優 農 委 事 務 局 長 倉 崎 景 一 

代 表 監 査 委 員 畑 山 一 洋 選 管 事 務 局 長 村 本 信 幸 

──────────────────────────────────────────── 

○職務のため議場に出席した者の職氏名 

事 務 局 長 鷲 巣 正 樹 総 務 担 当 主 査 越 後  忠 
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開会宣告（午前１０時００分） 

──────────────────────────────────────────── 

◎開会宣告 

○議長（高橋利勝） ただいまから、令和元年第３回本別町議会定例会を開会します。 

 なお、本日につきましては、気温が上がってございますので本日の会議につきましては

上着を脱いで結構でございますのでお知らせをいたしておきます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（高橋利勝） これから、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（高橋利勝） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行ないます。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、方川一郎議員、大住啓一議員、

及び水谷令子議員を指名します。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 議会運営委員長報告 

○議長（高橋利勝） 日程第２ 議会運営委員長から報告を行ないます。 

 議会運営委員会方川一郎委員長、御登壇ください。 

○議会運営委員長（方川一郎）〔登壇〕 報告いたします。 

 令和元年６月１９日第２回定例会において閉会中の調査付託を受けた議会の会期、日程

等の議会運営に関する事項について報告いたします。 

 議会の運営に関する事項。 

 まず、会期について申し上げます。 

 本定例会の会期は、本日、９月１０日から９月２４日までの１５日間とするよう予定を

いたしました。 

 次に、一般質問の締め切りについて申し上げます。 

 一般質問の通告は、９月１２日正午をもって締め切ることといたしました。 

 次に、陳情文書の取扱いについて申し上げます。 

 本日までに同一内容の陳情が２団体から提出がありました。 

 林業木材産業の成長産業化に向けた政策の充実、強化を求める意見書提出の陳情。 

 本件については、議会運営基準１３８運用例１によることとし、本別町林活議連の発議

に向けた取り扱いを予定いたしました。 

 以上報告いたします。 

○議長（高橋利勝） これで報告済みといたします 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 会期決定の件 
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○議長（高橋利勝） 日程第３ 会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、９月１０日から９月２４日までの１５日間とすることにしたいと思

います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日、９月１０日から９月２４日までの１５日間とすることに決

定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎休会の議決 

○議長（高橋利勝） お諮りします。 

 議事の都合により、９月１１日から１７日、及び２１日から２３日までの計１０日間を

休会にしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、９月１１日から１７日、及び２１日から２３日までの計１０日間は休会と

することに決定いたしました。 

 暫時休憩します。 

午前１０時０５分  休憩 

午前１０時０７分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 諸般の報告 

○議長（高橋利勝） 日程第４ 諸般の報告を行ないます。 

 報告第８号平成３０年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について報告を

求めます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 報告第８号平成３０年度決算に基づく健全化判断比率及び資金

不足比率の報告について。 

 健全化判断比率及び資金不足比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、監査委員の審査を経て議会に報告

し、公表することが義務付けられており、平成３０年度決算に基づく各比率を報告するも

のでございます。 

次のページをお開きください。 

１、健全化判断比率でありますが、実質赤字比率につきましては、一般会計の実質収支
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額は１億３,９８９万８,０００円の黒字となっておりますので該当はありません。また、

連結実質赤字比率につきましては、本町の全ての会計の収支を合算し、黒字か赤字かを判

断する比率でございますが、全会計合わせて２億８,４２２万８,０００円の黒字となって

おり、連結実質赤字は生じませんでしたが、国民健康保険病院事業会計において９,２１６

万９,０００円の資金不足が生じております。 

次の実質公債費比率ですが、公債費等の借金の返済に一般会計の標準的な収入がどの程

度充てられたかを示す指標でございます。算定結果は９.４％となっております。将来負担

比率ですが、地方債残高等の一般会計が背負っている将来負担すべき額と一般会計の標準

的な収入を比べ、負担の大きさを示す指標でございます。算定結果は３０.１％となってお

ります。 

参考としまして、法律で定める基準比率でございますが、早期健全化基準は実質赤字比

率１５.０％、連結実質赤字比率２０.０％、実質公債費比率２５.０％、将来負担比率３５

０.０％。財政再生基準は実質赤字比率２０.０％、連結実質赤字比率３０.０％、実質公債

費比率３５.０％となっておりまして、健全化判断比率のうちいずれかが基準比率以上の場

合には、早期健全化計画並びに財政再生計画を定めなければなりませんが、本町はすべて

基準以下であります。 

次の２、資金不足比率でありますが、資金不足比率は事業の規模に対する公営企業ごと

の資金不足額の割合でございますが、水道事業会計、簡易水道特別会計、公共下水道特別

会計においては資金不足額は生じなかったものの、国民健康保険病院事業会計において９,

２１６万９,０００円の資金不足が生じ、資金不足比率が１０.３％となっております。 

 参考としまして、経営健全化基準の資金不足比率は２０.０％であり、全会計とも基準以

下であります。 

 以上、平成３０年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率についての報告とさ

せていただきます。 

○議長（高橋利勝） これで報告済みといたします。 

 次に、監査委員から令和元年７月分に関する例月出納検査結果報告書の提出がありまし

た。 

 その写しをお手元に配布しておきましたので御了承願います。 

 これで、報告済みとします。 

 次に、平成３０年度本別町教育委員会の活動状況に関する点検、評価報告書が教育長か

ら提出がありました。 

 その写しをお手元に配布しておきましたので、御了承願います。 

 これで、報告済みといたします。 

 次に、議員派遣結果報告書が、新任議員研修会参加者、及び広報広聴常任委員会から提

出がありました。 

 その写しをお手元に配布しておきましたので、御了承願います。 
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 これで報告済みといたします。 

 次に、議長の動向の報告について令和元年第２回定例会以降における議長の主な動静に

ついて、お手元に配布のとおり報告いたしますので、御了承願います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 行政報告 

○議長（高橋利勝） 日程第５ 行政報告を行ないます。 

 髙橋町長、御登壇ください。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 令和元年度普通交付税の算定結果について報告をいたします。 

 ７月２３日に総務省から普通交付税の算定結果の通知が示されたところでありますが、

本町は、対前年度比０．８％１,９１８万円増額の２５億６,１９０万２,０００円となりまし

て、平成２５年度以来、６年ぶりの増額となったところであります。道内におきましては、

交付団体である１７８市町村のうち１３６市町村で増額となっており、増額率は対前年比、

北海道町村では１.３％、十勝町村では１.８％となったところであります。 

 昨年度より増額となりました主な要因は、普通交付税の算定において基準財政需要額か

ら控除する臨時財政対策債振替相当額が３,９５１万８,０００円の減となったものの、子ど

も子育て支援事業の増や、障がい者自立支援給付費の増等による各費目の単位費用改正に

伴い、基準財政需要額が増加したことに加えまして、本町の特殊要因として、過疎対策事

業債等の償還額算入の増加などが挙げられます。 

 予算編成におきまして、一般財源の不足分を補う財政調整基金及び減債基金は、本年度

の当初予算におきまして、４億７千万円の取り崩しを計上しておりますが、今後の収支見

込から判断いたしますと、同額の積み戻しは困難であり、年度末残高は昨年度と比較いた

しまして減少する見通しとなっております。今後も地方交付税の大幅な増額は見込めない

状況であり、税収の伸びも期待できないため、財政運営は一層厳しい状況となることが予

想されています。 

 これからの財政運営の方針といたしましては、地方財政対策、地方交付税制度改正の動

きに注視するとともに、基金依存度の縮小や経常経費の削減等、行政改革の推進により財

政運営の安定化を図りつつ、地域の活性化や諸課題を解決していくため、予算の重点化、

効率化の徹底が不可欠であると認識しているところであります。 

 今後も、町民が夢と希望を持てる施策の展開を進める所存でありますので、町民の皆さ

まをはじめ議員各位の御理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 次に、第７次本別町総合計画の策定状況について報告いたします。 

 市町村における基本構想につきましては、平成２３年４月の地方自治法改正によりまし

て、策定義務がなくなりました。 

 しかし、地方自治体が担う事務の高度化、多様化と人口減少など大きく変動する社会情

勢に対応しながら、住民福祉の向上を進めていくためには、中長期的な方向性を示す総合
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計画の役割は重要であると考えています。 

 現計画であります第６次本別町総合計画は、令和２年度をもって終了いたしますことか

ら、令和３年度から１０年間のまちづくりの指針となる第７次本別町総合計画づくりを本

年度より進めてきております。 

 この間の取り組みといたしまして、６月２５日に役場庁内による総合計画推進委員会を

設置し、次期計画期間をはじめとする計画の在り方や現計画の施策を体系ごとに総括して

いくことなどを協議してきました。 

 また、町民の皆さんによります総合計画策定審議会では町内活動団体からの推薦者２２

名と、１８歳から３５歳までの６０名を無作為抽出した中から応募いただく方式を初めて

用いて、４名の参加をいただき、合計２６名の審議員によります７月１０日に総合計画の

役割と、町の財政状況について理解を深めつつ、アンケートの実施や今後の活動について

協議をいただいたところであります。 

 現在は、各課部局から提出された現計画の総括を取りまとめる作業と並行して、町内中

学校生徒全員、本別高等学校生徒全員、町民１,０００人の方々を対象といたしましたアン

ケート調査を実施しております。 

 今後につきましては、総合計画策定審議会委員、行政改革推進委員の皆様と役場若手職

員を対象としましたワークショップを１０月から１２月まで３回開催し、議論いただいた

意見等を計画づくりに活かさせていただくほか、引き続き総合計画策定審議会、総合計画

推進委員会において、次期計画の素案づくりを継続していただきます。 

 次期計画の基本構想及び基本計画につきましては、令和２年９月議会に提案させていた

だく予定でありますが、議員各位には随時、策定状況を報告させていただきたいと考えて

おります。併せて、町民の皆様にも広報紙ほんべつを通じて審議会等の活動状況や策定の

進捗状況、アンケート調査結果等をお知らせするとともに、計画素案のパブリックコメン

トを実施し、御意見をいただきたいと考えておりますので、議員各位におかれましても今

後ともご理解、ご指導を賜りますようお願いを申し上げます。 

 次に、幼児教育保育の無償化について報告いたします。 

 国は急速な少子化の進行並びに幼児期の教育及び保育の重要性に鑑み、総合的な少子化

対策を推進する一環として、子育てを行なう家庭の経済的負担の軽減を図るため、市町村

の確認を受けた幼児期の教育及び保育等を行なう施設等の利用に関する給付制度を創設、

本年５月に子ども子育て支援法の一部を改正する法律を成立させ、本年１０月から幼児教

育保育の無償化をスタートさせます。 

 幼児教育保育の無償化の概要及び本町の今後の対応につきましては、国が進めます幼児

教育保育の無償化は、本町の場合に置き換えますと市街地に所在します、幼保連携型認定

こども園ほんべつに通園する３歳児クラスから５歳児クラス全員、加えて１号認定子ども

の満３歳児、勇足、仙美里地区に所在します、へき地保育所に通所する３歳児クラスから

５歳児クラス全員が対象となり、利用料を無償化するものであります。 
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 国は、無償化における制度改正におきまして、給食のおかずやおやつの副食費について

は、無償化の対象としていないことから、各施設において保護者から実費徴収する制度と

なっているところですが、本町におきましては、この副食費の実費徴収について更なる子

ども子育ての環境整備の一環として、無償化の対象となる児童の主食と副食を合わせた給

食費について公費負担することとし、開始時期を無償化がスタートする１０月１日からと

いたします。 

 このことにつきましては、本町の子ども子育て支援施策について、調査、審議いただい

ております本別町子ども子育て会議、並びに民生委員、児童委員協議会に対し、幼児教育

保育の無償化それに伴います副食費などの取り扱いについて説明、ご理解をいただいてい

るところであります。 

 幼児期の教育、保育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う極めて重要なものであること

から、子どもたちが健やかに成長できる、希望するすべての子どもに質の高い就学前教育、

保育を必要とする子どもに質の高い保育を提供していく。更に少子化対策、子育てを行な

う家庭の経済的負担の軽減を図り、子どもを産み育てることを負担ではなく、喜びとして

感じられるよう、まち全体で子育てを担い、地域で人と人が繋がる仕組みを整備し、子ど

もの笑顔があふれる、子どもの最善の利益が実現されるまちづくりを目指してまいります

ので、議員各位におかれましてもご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し

上げます。 

 なお、関係条例の一部改正及び関係予算につきまして本定例会に提案させていただいて

おりますので、よろしく御審議をお願いいたしたいと思います。 

 次に、農作物の生育状況について報告いたします。 

 営農指導対策協議会での２回目の定期作況調査が、本日実施をされておりますので、こ

れまでの定期作況調査と農業改良普及センターによる９月１日現在の農作物生育状況定期

調査に基づき報告をさせていただきます。 

 本町の気象経過ですが、植え付け期の５月から６月上旬までの気温は高温で経過し、日

照時間も平年を上回り、干ばつ傾向で推移しました。しかし、６月中旬に入ると一転して、

７月中旬までの約１カ月間、低温と日照不足が続く状況でありました。幸い降雨量が少な

く、畑の管理作業、一番牧草の収穫も順調に行なわれてきたところです。 

 小麦につきましては、春から順調な生育を示し、開花が例年より早かったものの登熟期

間が充分に確保され、ＪＡの収穫作業も天候に恵まれ７月２５日に始まり、８月１日に収

穫を終了しています。その結果、乾麦で平均１１.５俵、品質、製品歩留まりにつきまして

は、現在製品の調整中でありますが、製品歩留まりにつきましては９０％程度の確保を予

想しているところです。 

 ８月以降、天候はおおむね順調に推移してきましたが、小豆が７月下旬の高温の影響を

受け、莢数が少ない状況が散見されやや不良。大豆、金時は生育も順調で平年並みとして

います。馬鈴薯は、高温による茎葉の黄変の早まりがみられ心配はされていましたが生育
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は平年並み。てん菜も順調な生育となっており平年並みとしています。 

 また、飼料作物につきましては関係機関からの情報として、デントコーンは茎が細い傾

向がみられるものの平年並みの生育とみていますが、２番牧草は降雨での収穫遅れなどに

より品質の低下となっています。 

 現在のところ、各畑作物はほぼ順調な生育となっていますことから、これからの収穫時

期に向け好天に恵まれ、平年を超える出来秋となることを期待しているところであります。 

 次に、生活協同組合コープさっぽろが本町に開設する配送センターについて報告いたし

ます。 

 本町とコープさっぽろは、平成３０年６月１２日に地域見守り活動に関する協定を締結

し、宅配システム、トドック宅配時の安否確認や状態異変時に連絡をいただく仕組みを構

築し、町全体の見守りネットワークの一員としてご協力をいただいています。 

 また、この間、十勝管内３カ所の配送センターのうち、帯広北センター機能の一部を本

町に移転誘致することを目的に協議を進めてまいりましたが、この度コープさっぽろが賃

借する物件及び改修工事が完了し、新規開設されることとなりました。 

 内容につきましては、名称はコープさっぽろ宅配本別デポとなり、開設予定日は令和元

年９月２３日月曜日、所在地につきましては事務所が本別町南２丁目７番地９、倉庫が本

別町南２丁目１０番地３となります。 

 事業規模につきましては、配送エリアは本別町、足寄町、陸別町となりまして、登録組

合員数は３町で１,６８０人の規模となり、配送につきましてはトラック５台による運用と

なります。 

 雇用の規模につきましては、宅配ドライバーが５人、営業部担当が１人となり、雇用に

つきましては現地採用を含めて募集を行なっているところです。 

 以上、本別町議会第３回定例会の行政報告とさせていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○議長（高橋利勝） これで行政報告を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議案第５４号 

○議長（高橋利勝） 日程第６ 議案第５４号町道中央橋通り中央橋橋梁補修工事請負契

約についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 議案第５４号町道中央橋通り中央橋橋梁補修工事請負契約につ

きまして提案理由の説明を申し上げます。 

 町道中央橋通り中央橋橋梁補修工事請負契約締結にあたりましては、予定価格が５,００

０万円以上の工事契約となりますので、「地方自治法第９６条第１項第５号」及び、「議会

の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例」第２条の規定により、



- 10 - 
 

議会の議決を求めるものでございます。 

契約の目的は、橋梁長寿命化計画に基づく中央橋における補修工事で、工事内容は、支

承取替え、ひび割れ補修等を施工するものでございます。 

契約の方法につきましては、指名競争入札による契約締結で、指名委員会は令和元年７

月２６日に開催し、指名業者は株式会社野田組、鎌田建設工業株式会社、株式会社岡崎組、

株式会社本別建設工業、千田建設工業株式会社、小川建設工業株式会社、株式会社楠茂建

設の７者を選定いたしました。 

令和元年８月１日に指名通知を行い、令和元年８月２２日に入札を執行しております。 

契約金額は９３,９４０,０００円で、入札回数は１回で落札をしております。 

契約の相手方は、本別町北３丁目５番地９、株式会社野田組、代表取締役野田仁でござ

います。仮契約は、令和元年８月２２日に行っております。 

工期は、着工が本契約の日から７日以内で、完成は令和２年３月２０日でございます。 

以上、議案第５４号町道中央橋通り中央橋橋梁補修工事請負契約についての提案に代え

させていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第５４号町道中央橋通り中央橋橋梁補修工事請負契約についてを採決し

ます。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５４号町道中央橋通り中央橋橋梁補修工事請負契約については、原

案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第５５号 

○議長（高橋利勝） 日程第７ 議案第５５号本別町立へき地保育所条例の一部改正につ

いてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大橋子ども未来課長。 
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○子ども未来課長（大橋堅次） 議案第５５号本別町立へき地保育所条例の一部改正につ

いて、提案理由の説明をいたします。 

 国は、急速な少子化の進行並びに幼児期の教育及び保育の重要性に鑑み、総合的な少子

化対策を推進する一環として、子育てを行なう家庭の経済的負担の軽減を図るため、本年

５月に「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」を成立させ、併せて「子ども、子

育て支援法施行令の一部を改正する政令」が施行されたことを受け、本町のへき地保育所

に通う子どもに係る利用者負担額等の規定を改正する必要が生じたため、所要の改正を行

うものであります。 

 今回の幼児教育、保育の無償化の大きな改正点は、保育所、こども園等を利用する３歳

から５歳までの利用者負担額を無償とするものです。 

 それでは、条例の案文を朗読するとともに各条について概略を説明して提案をさせてい

ただきます。なお、括弧書きの朗読は省略をさせていただきます。 

 本別町立へき地保育所条例の一部を改正する条例。 

 本別町立へき地保育所条例（昭和４０年条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 第８条中「別表に」を、「次の各号に、」に改め、同条に次の各号を加える。 

 第１号、第４条第１項第１号及び第３号に該当する子ども、並びに第４号に規定する子

どものうち満３歳以上である子ども、（満３歳に達する日以降の最初の３月３１日までの

間にある子どもを除く。）０円。 

 これは、第２号認定こども（いわゆる、保育の必要な３歳児から５歳児の子ども）と第

１号認定こども（いわゆる、教育認定こども）と措置入所の子ども３歳児から５歳児まで

の利用者負担額を「０円」とするものです。  

 第２号、第４条第１項第２号に掲げる子ども及び第４号に規定する子どものうち（満３

歳未満である子ども、満３歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子どもを

含む。）別表に定める額。 

これは、第３号認定こども（いわゆる、保育の必要な満３歳未満の子ども）の利用者負

担額を「別表」に定めるとしております。なお、へき地保育所において、この別表に該当

するのは２歳児のみで、今回の改正による金額の変更は有りません。 

 別表中、「平成２９年４月１日適用」を「令和元年１０月１日適用」に。 

 別表については、「各月初日の措置児童の属する世帯の階層区分」、「階層区分」、「第

１から第９」、「世帯の階層区分の定義」は変わらず、３歳以上児の利用者負担額徴収月

額を削除いたしました。 

 別表備考第１項中「「均等割の額」とは、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

２９２条第１項第１号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第２号」

を「「所得割」は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第２号」に、

「の額をいう」を「をいう」に、「なお」を「この場合において」に、「町民税」を「市

町村民税」に改め、「又は均等割の額」を削る。 
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別表備考第２項中「保育料」を「利用者負担額」に改める。 

別表備考第３項中「支給認定保護者」を「教育、保育給付認定保護者（法第２０条第４

項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。）」に改める。 

別表備考第４項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

別表備考第５項中「であって、」の次に「特定被監護者等（子ども、子育て支援法施行

令（平成２６年政令第２１３号）第１４条の２に規定する特定被監護者をいう。）のうち」

を加え、「にある子」を「にある子ども」に、「保育料」を「利用者負担額」に改め、同

項後段を削る。 

別表備考第６項後段を削る。 

別表備考第７項中「保育料徴収月額」を「利用者負担額」に改め、「又は６,０００円（当

該児童が第４条第１項第２号に規定する小学校就学前子どもの場合は９,０００円、第４条

第１項第３号に規定する小学校就学前子どもの場合は３,０００円）のいずれか低い額とし、

最年長の子どもから順に２番目に年齢が高い児童にかかる保育料徴収月額は、０円」を削

る。 

これは、子ども、子育て支援法の一部を改正する法律の改正に伴う、用語の整理と、無

償化により、３歳児から５歳児まで利用者負担額が無くなったため、改正するものです。 

 附則。この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

以上、議案第５５号本別町立へき地保育所条例の一部改正についての提案説明とさ

せていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第５５号本別町立へき地保育所条例の一部改正についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５５号本別町立へき地保育所条例の一部改正については、原案のと

おり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第８ 議案第５６号 
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○議長（高橋利勝） 日程第８ 議案第５６号本別町特定教育、保育施設及び特定地域型

保育事業の保育の必要性の認定に関する基準並びに利用者負担額を定める条例の一部改正

についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大橋子ども未来課長。 

○子ども未来課長（大橋堅次） 議案第５６号本別町特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の保育の必要性の認定に関する基準並びに利用者負担額を定める条例の一部改正

について、提案理由の説明をいたします。 

 先ほど議決をいただきました、本別町立へき地保育所条例と同様に、幼児教育保育の無

償化に伴い、所要の改正を行うものです。 

 本改正では、主にこども園ほんべつにおける３歳から５歳までの利用者負担額を無償化

する改正であります。 

 それでは、条例の案文を朗読するとともに各条について概略を説明して提案をさせてい

ただきます。なお、括弧書きの朗読は省略をさせていただきます。 

 本別町特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の保育の必要性の認定に関する基準

並びに利用者負担額を定める条例（平成２７年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第４条を次のように改める。利用者負担額等。 

 第４条、特定教育、保育施設等を利用する教育、保育給付認定保護者が支払うべき利用

者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第１号、教育認定子ども（法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育、保育給付認定子どもをいう。）０円。 

これは第１号認定こども（いわゆる、教育認定）こどもの３歳児から５歳児までの利用

者負担額を「０円」とするものであります。 

第２号、満３歳以上保育認定子ども（法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育、保育認定子どもをいい、満３歳に達する以後の最初の３月３１日ま

での間にある教育・保育給付認定子ども、次号において「特定満３歳以上保育認定子ども」

という。）を除く。）０円。 

これは第２号認定こども（いわゆる、保育の必要な３歳児から５歳児の子ども）の利用

者負担額を「０円」とするものです。 

第３号、満３歳未満保育認定子ども（法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する保育認定子どもをいい、特定満３歳以上保育認定子どもを含む）別表に定

める額。 

これは第３号認定こども、いわゆる保育の必要な満３歳未満の子どもの利用者負担額を

別表に定めるとしております。今回の改正で無償化となるのは、３歳児以上の子どもとな

ることから、この別表に該当するのは３歳未満児となり、今回の改正による金額の変更は

有りません。 
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 附則。第２項中、平成３３年３月３１日を、令和３年３月３１日に改める。 

 別表を次のように改める。 

別表については、「教育標準時間認定」これは教育認定子どもの利用者負担額を無償と

することから削除いたします。「保育標準時間認定」これは、「各月初日の措置児童の属

する世帯の階層区分」、「階層区分」「第１から第２１」「世帯の階層区分の定義」は変

わらず、３歳以上児の利用者負担額徴収月額を削除、「保育短時間認定」これも、「各月

初日の措置児童の属する世帯の階層区分」、「階層区分」「第１から第２１」、「世帯の

階層区分の定義」は変わらず、３歳以上児の利用者負担額徴収月額を削除いたしました。 

備考、第１項この表における「所得割」は、地方税法（昭和２５年法律２２６号）第２

９２条第１項第２号に規定する所得割（この所得割を計算する場合には、同法３１４条の

７に規定する寄付金税額控除及び、３１４条の８に規定する外国税額控除、並びに附則第

５条に規定する配当控除並びに附則第４条の４及び第５条４の２に規定する。住宅借入等

特別税控除額は適用しないものとする。）をいう。この場合において、同法第３２３条に

規定する市町村民税の減免があった場合、その額を所得割の額から順次控除して得た額を

所得割の額とする。 

第２号、この表における当該年度の４月から８月分までの利用者負担額の算定にあって

は、前年度分の当該年度の９月から３月までの利用した負担額の算定にあっては当該年度

分の市町村民税により行なうものとする。 

第３号、教育保育給付認定保護者の申請に基づき、申請者または当該申請者との同一世

帯に属する者が未婚のひとり親（婚姻によらないで母又は父となった者であって、現に婚

姻（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）をしていない

もの。）であるときは、これらの者を地方税法第２９２条の第１項に規定する寡婦又は寡

夫とみなして所得割の額を算定するものとする。ただし、寡夫とみなす場合においては当

該算定の年の合計所得金額が５００万円以下のものに限る。 

第４号、所得割の額を算定する場合には当該算定にかかる市町村民税の賦課期日におい

て、教育保育給付認定保護者または当該教育保育給付認定保護者との同一世帯に属する者

が地方税法第３１４条の３第１項に規定する指定都市の区域内に住所を有する者で有る時

は、これらの者を同項に規定する指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみな

して所得割の額を算定するものとする。 

第５号、この表の第３階層以上と認定された世帯であって、特定非看護者等のうち満１

８歳に達する日以後の最初の３月３１日までにある子どもを３人以上扶養している場合に

おいては、当該３人目以降の教育、保育給付認定子どもにかかる利用者負担額は０円とす

る。 

第６号、この表は第３階層以上と認定された世帯であって、同一世帯に小学校就学前の

範囲内にある子どもが複数人、同時に特定教育保育施設を利用している場合（特別支援学

校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入所し、または児童発達支援もしくは養護型発達支
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援を利用している場合を含む。）及び、特例保育を受けている場合は、最年長の子どもか

ら順に２番目に年齢が高い教育、保育給付認定子どもにかかる利用者負担額は同表に掲げ

る額の２分の１に相当する額とする。 

 第７号、この表の第３階層以上と認定された世帯のうち当該世帯の所得割の額が７７,

１０１円未満かつ、次の各号に掲げる世帯である時は当該世帯で最年長である教育、保育

給付認定子どもにかかる利用者負担額は同表に掲げる当該階層の徴収額から１,０００円

を控除した額の２分の１に相当する額とする。 

第１項、母子世帯等。母子及び父子、並びに各福祉法（昭和３９年法律第１２９号）に

規定する配偶者のいない女子または配偶者のいない男子で、既に児童を扶養している者の

世帯。 

第２項、在宅障害児、者のいる世帯。次に掲げる児、者を有する世帯。 

ア、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に定める身体障害者手帳

の交付を受けた者。 

イ、養育手帳制度について（昭和４８年９月２７日厚生省発第１５６号）に定める療育

手帳の交付を受けた者。 

ウ、特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）に定める特

別児童扶養手当等の支給対象児、又は国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に定める

国民年金の障害基礎年金等の受給者。 

エ、精神保健及び精神障害福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条に

定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。 

第３項、その他の世帯。保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進、並びに永住帰国した中国残留邦人等、及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律による支援給付を必要とする状態にある者。その他、特に困窮して

いると町長が認める者を有する世帯。 

第８号、この表の第３階層以上と認定された世帯であって、当該世帯の所得割の額が１

６９,０００円未満、かつ、特定非看護者等のうち最年長の子どもから順に２番目に年齢が

高い教育保育給付認定子どもは前項までの規定に関わらず、当該児童にかかる利用者負担

額は０円とする。 

第９号、本表に定める金額に関わらず利用者負担額は給付単価を限度とする。 

これは子ども子育て支援法の一部を改正する法律の改正に伴う用語の整理、法規定の略

称変更に伴う改正と、無償化により３歳児から５歳児までの利用者負担額が無くなったた

め改正するものであります。 

附則、この条例は令和元年１０月１日から施行する。 

 以上、議案第５６号本別町特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の保育の必要性

の認定に関する基準並びに利用者負担額を定める条例の一部改正についての提案説明とさ

せていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 
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○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第５６号本別町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の保育の必要

性の認定に関する基準並びに利用者負担額を定める条例の一部改正についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５６号本別町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の保育の必

要性の認定に関する基準並びに利用者負担額を定める条例の一部改正については、原案の

とおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議案第５７号 

○議長（高橋利勝） 日程第９ 議案第５７号本別町子ども子育て支援法に基づく過料に

関する条例の一部改正についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大橋子ども未来課長。 

○子ども未来課長（大橋堅次） 議案第５７号本別町子ども子育て支援法に基づく過料に

関する条例の一部改正について、提案理由の説明をいたします。 

 子ども子育て支援法の一部改正により、これまでの「子どものための教育、保育給付」

に加え、新たに規定される「子育てのための施設等利用給付」についても同様に過料を科

すことができるようにするものであります。 

過料の条例があるものの、実際にこの条例に抵触するような事案があった場合であって

も、悪質でない限り、適用させて過料を科すことは想定しておりませんが事実とは異なる

申請を行ったり、必要な書類の提出や検査を拒んだりすることがないよう、一定の予防線

としての効果を期待して制定するものであります。 

 それでは、条例の案文を朗読し、提案とさせていただきます。なお、括弧書きの朗読は

省略させていただきます。 

本別町子ども子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部を改正する条例。 

本別町子ども子育て支援法に基づく過料に関する条例（平成２７年条例第２号）の一部を
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次のように改正する。 

第２条第１号中、「法第１３条第１項」の次に、「（法第３０条の３において準用する場合

及び子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号）附則第６条第１項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。）」を加え、「同項」を「法

第１３条第１項」に改め、同条第２号中「子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令

第２１３号）附則第３条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む」を「法第３

０条の３において準用する場合及び法附則第６条第１項に規定する委託費の支払について

適用する場合を含む。以下この号において同じ」に、「同項」を「法第１４条第１項」に改

める。 

附則。この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 以上、議案第５７号本別町子ども子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部改正に

ついての提案説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第５７号本別町子ども、子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部

改正についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５７号本別町子ども、子育て支援法に基づく過料に関する条例の一

部改正については、原案のとおり可決されました。 

◎日程第１０ 議案第５８号 

○議長（高橋利勝） 日程第１０ 議案第５８号本別町特定教育、保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大橋子ども未来課長。 

○子ども未来課長（大橋堅次） 議案第５８号本別町特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、提案理由の説明をいたし

ます。 
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この条例は、平成２６年に公布された内閣府令、特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準において定める従うべき基準及び参酌すべき基準により、教育・保

育施設の確認基準及び地域型保育事業の認可基準を定めているものであります。令和元年５

月３１日に同府令を一部改正する内閣府令第７号及び第８号の２つの府令の公布により、本

条例を改正するものであります。 

内閣府令第７号による改正は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正を受

け、地域型保育事業の認可基準の一つであります連携施設の確保要件を緩和するものであり、

第３７条、第３８条、第３９条、第４２条、第４３条、及び、改正前の附則第７項の改正が

それに当たります。 

現在、本町においてこの適用を受ける施設はございません。 

次に、同府令８号による改正は、幼児教育・保育の無償化に伴い、事業者が保護者から実

費徴収することができる費用の設定及び法改正に伴う用語の整理が主な内容となっており

ます。 

第１３条第４項第３号の改正は、食事の提供に要する費用の取扱いを変更する改正であり

ます。 

国は、無償化の対象となる児童の食事に係る費用について無償化の対象から外し、保護者

が負担とする改正を行ったことから、本条例につきましても同様な改正を行なっております。 

食事の提供に要する費用については、事業者が受領できると改正しております。 

議案書の３頁ページ目の上から５行目のアでありますが、食事の提供に要する費用につい

て、所得条件を付けて、免除するとしております。 

次に、同じく３ページ目の中ほどにあります、イであります。同時入所の３人目以降の児

童の食事の提供に要する費用について、免除すると改正しております。 

次に、その下にあります、ウであります。満３歳未満保育認定子どもについては、従来通

り、給食分が利用者負担の一部であるから、あえて徴収することはありません。 

以上のように、本改正においては、国の基準に従い給食、おやつ等に係る食材料費につい

て、原則、実費徴収する規定を設けておりますが、先ほど行政報告させていただきましたと

おり、本町独自施策として、無償化の対象となる児童の副食と主食を合わせた給食料につい

て、公費負担することとし、補正予算を提案しております。 

 それでは、条例の案文を朗読し、提案とさせていただきます。 

 なお、括弧書きの朗読は省略をさせていただきます。 

（「説明省略」と呼ぶ者あり） 

（「賛成」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 大住啓一議員から説明を省略することの動議が提出されました。 

 この動議は賛成者がありますので成立しました。 

 説明を省略することの動議を採決します。 

 この動議の通り、説明を省略することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。したがって議案第５８号本別町特定教育、保

育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について説明

を省略することの動議は可決されました。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第５８号本別町特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部改正についてを採決します。 

お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５８号本別町特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

◎散会宣告 

○議長（高橋利勝） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 念のため申し上げます。 

 明日９月１１日から１７日までの７日間は休会であり、９月１８日午前１０時再開であ

ります。 

 これをもって通知済みといたします。 

 なお、一般質問の通告は、９月１２日正午をもって締め切ります。 

 質問のある方は、締め切り時間厳守の上、提出願います。 

 本日は、これで散会します。 

 御苦労さまでした。 

散会宣告（午前１１時０５分） 
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開議宣告（午前１０時００分） 

───────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（高橋利勝） これから、本日の会議を開きます。 

───────────────────────────────────── 

◎日程第１ 議会運営委員長報告 

○議長（高橋利勝） 日程第１ 議会運営委員長から報告を行います。 

 議会運営委員会、方川委員長、御登壇ください。 

○議会運営委員長（方川一郎）〔登壇〕 おはようございます。 

 報告いたします。 

 議会の運営に関する事項。 

 意見書の取り扱いについて申し上げます。 

 本日までに２件の提出がありました。 

 林業、木材産業の成長産業化に向けた施策の充実、強化を求める意見書、日米貿易

交渉大枠合意の撤回と国会批准を行わないことを求める意見書、以上２件については、

２０日の本会議で審議する取り運びを予定いたしました。 

 次に、提出議案の取り扱いについて申し上げます。 

 提出議案中、認定第１号平成３０年度本別町一般会計歳入歳出決算認定についてな

いし認定第９号平成３０年度本別町国民健康保険病院事業会計決算認定について、以

上９件の議案については、議長及び議会選出監査委員を除く１０名の委員で構成する

平成３０年度各会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託をして、閉会中の継続

審査とする取り運びを予定いたしました。 

 以上、報告いたします。 

○議長（高橋利勝） これで、報告済みといたします。 

───────────────────────────────────── 

◎日程第２ 一般質問 

○議長（高橋利勝） 日程第２ 一般質問を行います。 

 順次、発言を許します。 

 １０番阿保静夫議員。 

○１０番（阿保静夫） 議長のお許しがありましたので、２問について一般質問を行

いたいと思います。 

 １問目は、会計年度任用職員の制度化で処遇改善はということで、伺いたいと思い

ます。 

 ２０２０年４月に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正し、新たに会計年度任
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用職員が制度化するとのことです。 

 自治体で働く臨時、非常勤職員の多くがこの対象となるとのことです。 

 その業務内容や賃金などの処遇については、各自治体で決定されるものとしていま

す。 

 会計年度任用職員は、一般職地方公務員とされることにより、地方公務員法が適用

され、勤務形態はフルタイムと短時間勤務に分類されます。 

 フルタイムの職員は、給料と手当が支払われ、継続採用されると昇給も可能になり、

また、期末手当や地域手当、寒冷地手当なども支払われます。 

 短時間勤務の職員は、これまでと同様に報酬と費用弁償となりますが、期末手当の

支払いも可能となります。 

 改正法の施行は２０２０年４月ですが、条例や規則等の改正は２０２０年３月議会

までに決めなければなりません。 

 この機会に、臨時、非常勤職員の声を聞き、処遇改善につなげる努力をすべきと考

えますが見解を伺います。 

 まず一つ目①ですが、新制度対象となる職員数をどのように考えていますか。いわ

ゆる定数外職員は２００名余りというふうに押さえておりますけれども、先ほども申

し上げたとおり、この新制度の対象となる方がそれら全員ではもちろんないというこ

とで、帯広市などの議論の経過を見ると３分の１程度になっているようなのですけれ

ども、いずれにしても、本町の場合はどういうふうに考えているのか伺いたいと思い

ます。 

 ②ですが、制度の対象となる方々の声を聞くことも大事と考えます。前述したとお

り、働いている方のそれぞれの声、状況などをしっかりととらえた上での制度を運用

していくということが必要だと思いますので、その辺の取り組みについて伺いたいと

思います。 

 ③ですが、身分保障や処遇改善、同一労働同一賃金などが制度の目指すところだと

思いますが、新たな制度でこれらが改善されるべきだと考えます。今回の国の法改正

は、まさにいわゆる働き方改革の一環だと思いますけれども、身分保障や処遇改善と

いうことは非常に大きなポイントになるというふうに思います。現時点での取り組み

の考え方を伺いたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 阿保議員の御質問の会計年度任用職員の制度化で処遇

の改善は、の答弁をさせていただきますが、まず、会計年度の任用職員の制度の概要

について説明させていただきますが、地方の厳しい財政状況が続く中、多様化いたし

ます行政の需要に対応するための臨時、非常勤職員の総数は、平成１７年が４５万６ ,
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０００人ということでありましたが、平成２８年度には６４万３ ,０００人と増加傾向

にあるということでもあります。 

 本町におきましても、臨時、非常勤の職員につきましては、一般行政事務のみなら

ず医療や福祉など、さまざまな分野において重要な担い手となっております。 

 平成１７年４月１日現在で１７３名であった臨時、また、非常勤の職員数につきま

しては、正職員の減少もあり、平成２８年４月１日には２２０人となっているところ

でもあります。 

 これら増加に伴いまして、全国的に地方公務員法に定める任用制度の趣旨に沿わな

い運用が見られてきたことから、地方公務員の臨時、非常勤職員について、特別職の

任用及び臨時的任用の適正を確保して、並びに一般職の会計年度任用職員の任用など

に関する制度の明確化を図るとともに、会計年度任用職員に対する給付について規定

を整備することを目的に、平成２９年５月１７日に地方公務員法及び地方自治法の一

部を改正する法律が公布されまして、令和２年４月１日から施行されるということに

なりました。 

 法改正の内容につきましては、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件を

厳格化して、勤務形態をフルタイムとパートタイムに区分いたしました一般職の会計

年度の任用職員制度を創設して、任用、また、服務規律などを整理するとともに、期

末手当の支給をできるものとすることが主なものとなっております。 

 なお、阿保議員の御質問の要旨にあります、継続の採用と昇給につきましては、文

字どおり会計年度ごとに任用される職員となるということでありますから、年度ごと

の任用となりまして、継続雇用が保障されるということではないということもまた御

理解をいただきたいと思います。しかし、年度ごとの採用でありますが、再度の任用

についてもまた否定されるものでないということで規定されておりますので、基本的

には年度ごとで区切りながら、また再度任用されるということになっております。 

 また、給与につきましても昇給という考え方ではなくて、再度の任用に際しまして、

前歴を換算した給与の号俸の格付けが可能になるということであります。 

 一つ目の職員数の考え方でございますが、現在、さまざまな職場においてさまざま

な職種の任用を行っておりますが、それら含めて、各課部局と必要数について、今、

打ち合わせをしているところでありまして、大幅に４月１日からこの制度が変わるも

のですから、今までどおりということではなくて、しっかりと職場の中のそれぞれス

タッフの立ち位置などを含めて検証しながら、どの部局にどれだけの雇用職員数が必

要なのかということも含めて、心新たに、また行政運営の状況をしっかりと確認しな

がら、この会計年度任用職員が必要であるかということも含めて判断をさせていただ

くということにさせていただきます。 
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 二つ目の対象となる方々の声を聞くことが大事との御質問でありますが、制度の構

築及び運用につきましては、それぞれ働く皆さんの御意見として、まず役場職員組合

ともしっかり話し合いを行いながら進めておりまして、一方的な制度の押しつけにな

らないようにとり進めているところであります。 

 また、現在の臨時職員等として働いていただいている方々につきましては、この制

度の説明をしっかり行いながら、来年度の任用に向けて進めてまいりたいというふう

に考えております。 

 任用につきましては、あくまでもそれぞれの長の専権事項でありますから、長とし

ても責任を持ってしっかりとした制度構築をしていく所存でもあります。 

 ３番目の制度の目指すところについての御質問でありますが、議員御指摘のとおり、

今回の法改正につきましては、非正規労働者の処遇を改善するという目的もあります

ことから、国の目指します働き方改革の実現を視野に入れた新たな制度を構築してま

いりたいというふうに考えております。 

 いずれにいたしましても、臨時、また、非常勤の職員の任用条件につきましては、

これまでよりは向上されるものと考えておりますが、職員数の適正化や、また、財政

状況も鑑みながら適切な運用、また、効率的な行政組織となるべく対応してまいりた

いと考えております。 

 以上申し上げて、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） 今回の制度が適用される対象人数は、今の現時点でのいわゆ

る非常勤の方々が２２０名ということの話でしたけれども、全員では多分ないのでは

ないかなというふうに思います。 

 先ほど、実は帯広で今、委員会でやりとりがされていまして、そちらのほうを少し

勉強させていただきましたけれども、国が言っている対象人数の３分の１から４分の

１が実際の対象になるような、２ ,４００人に対して７００人ぐらいの話を、今、委員

会のほうでしているようですが、それは帯広市は帯広市なので、全然機構も違うので、

本町がどうこうということではないのですけれども、そういう意味でも、今のいわゆ

る臨時職員等の状況がどういう状況なのかというのをまず正確にとらえながら、この

制度を採用して、この制度にかかわらない方々もいらっしゃるというふうに思うので

すけれども、そことのバランスをどうとっていくかということが結構重要な部分だと

いうふうに思います。 

 その点について、①と同じ中身ではあるのですけれども、本町においては、この制

度を適用していく今の臨時、非常勤の方々がどの程度の割合になるのか、どんなふう

に考えているのかということと、この制度が適用にならない対象にならない方々とい
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うのは、現状どおりで移行していくのか、また新たな対応となるのか、その辺につい

て①関連で伺いたいと思います。 

 ②の対象となる方々の声を聞くということは、今後続けていくということで、それ

はよろしいです。 

 ③のいわゆる今働いている状態より、より働きやすくなった、待遇が改善されたと

いう声が聞けるようになることが最大の目的だというふうに思うのです。 

 それでそのことは、私の考えですけれども、人口減の中で、とりわけ若い方々の働

く場所というのは、本町においては、農家ももちろんありますけれども、やっぱり役

場というのは重要な職場の一つだというふうに思うのです。ですから、今回の制度改

正がそういうとりわけ若い方々の職場として、定住に少しでもつながっていけばなと

いうふうな期待も込めて質問しているわけですけれども、それとあわせて、一定の財

政出動も必要になるわけですが、給与等のお金が、このまちの中で回ることによって、

町の経済にもプラスの影響はあるだろうというふうに思われる、そういうふうなこと

も含めて、経済振興の一翼を担うことが、今回の制度改正で新たな職員制度の誕生で、

そういうことにもつながっていくのではないかなと私は考えているわけですけれども、

その辺について単に制度をどうやってつくっていくか、変えていくかということだけ

でなく、やはり本町の将来の人口とか経済とかということに少しでもつながっていく

ような、そういうことも含めて、本町としても制度を構築していっていただきたいな

というふうに考えているわけですけれども、その辺についての議論というのをあわせ

てしていくべきだというふうに思うのですけれども、その点について伺いたいと思い

ます。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） それでは、私のほうから、ただいまの御質問についてお答

えをさせていただきます。 

 まず、会計年度任用職員制度の考え方でございますけれども、私どもがとらえてお

りますのは、今いらっしゃいます臨時職員、あるいは施設の管理人、そしてパート職

員等々いらっしゃいますけれども、基本的には、これらの方が今回の会計年度任用職

員制度へ移行していくということで基本的にとらえています。 

 ただ、帯広市さんの状況というのは、私ども詳しく把握をしておりませんので、先

ほど阿保議員のほうからありましたけれども、例えば４分の１なり３分の１というの

がどういう経過なのかというのはちょっと今わかりませんけれども、私どもの考え方

としては、基本的に今までの臨時職員ですとかパート職員というのは全て会計年度任

用職員に移行するということになります。ですから、来年の４月以降というのは、本

当にこの会計年度任用職員制度の一本化ということになるのかなというふうにとらえ
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ていますので、実際に制度の適用となる方という部分でいきますと、今、２２０名ほ

どいらっしゃいますけれども、基本的にはその方たちが対象になるかと思います。 

 ただ、町長の答弁のほうからもありましたけれども、今現在、制度の確立に向けて

制度設計をいたしながら、各部局、担当のほうと今やりとりをしておりまして、例え

ば適正な配置というのがどうなのかですとか、そういったところも含めて、今、検証

している最中でございますので、実際、最終的にどのような形になるかというのは、

今しばらくちょっと時間がかかるのかなというふうにとらえております。 

 あと、待遇改善の関係でございますけれども、町長の答弁のほうでもありましたけ

れども、任用条件等につきましては、今までよりも向上するものというふうにとらえ

ております。一つの例でいきますと、今、例えば日額支給されている方、時間給で支

給されている方ですけれども、今度の会計年度任用職員に移行していく段階では、そ

れぞれその部分というのは改善されるものというふうにとらえております。会計年度

任用職員になれば、期末手当等も支給されることとなりますので、そういった部分で

は改善されるのだろうというふうに考えております。ただ、そういったものには当然

財政の負担も生じますので、その辺の試算等も含めて、今後、詰めていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） 基本的に処遇改善につながるというふうにとらえてよろしい

のかなというふうに思いますし、そのことが一番求めたい部分だし、そうあってほし

いと願っていた部分であります。 

 それで、先ほど町長が、基本的に１年ごとの契約、任用だよというお話で、これも

ほかの自治体での議論では、やはり法的にそれは決めているわけではないけれども、

自治体の働く人、あえて自治体の職員という言い方にさせていただきますけれども、

自治体職員としては、いろいろな採用の機会を設けなければならないというのも一方

にあるということで、なかなか何年も続けてという考え方にならないまちも多いとい

うふうに私の調べの中ではありました。 

 そうは言っても、やはり人口減の中で、なかなか働く人が少なくなってきている中

での一定の、わかりやすく言うと安定した職場としてのありようはあるというふうに

思うのです、役場として。ですから、国の制度の中では、５年目以降はないけれども、

４年目まではいいよというような話もあるというふうに聞いているのですけれども、

１年ごとということではなくて、３年、４年という形の中で、同じ方をということは

できるのではないかなというふうに思うのです。それは５年以上やったらだめだよと

いう法律はないというふうに理解しているのですけれども、その辺についてちょっと
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確認をしながら、職場によっては長年勤めていただいたほうがありがたいなというと

ころもあると思うのです、現実的に。ですから、そういうことになると、処遇改善と

あわせて一定の期間働いていただけるという、そういう考え方も成り立つのではない

かなというふうに思うのですけれども、その点についてどういうふうに考えているの

か伺いたいと思います。 

 それから前に戻りますけれども、②で対象となる方々の声を聞くことも大事と考え

ますと。現在の２２０名の臨時の方々全員を対象にするというのは、僕もちょっとそ

ういうことだというのは私もびっくりしましたけれども、予想していなかったのです

けれども、そうとなると、やっぱりそれぞれの事情というのがいろいろあって、そう

いう声をやっぱりきちんと聞きながら、制度の説明、先ほど一言で言えば今より待遇、

処遇がちょっとよくなりますよということも含めて、知らしめていくということが大

事だと思うのですけれども、まだ職員組合等との話し合いも今始まったばかりのよう

な趣旨だったと思うのですけれども、期間がありますよね。来年の３月までにとにか

く、現実的には多分ことし中に条例提案がされないとなかなか厳しいのではないかな

というふうに予想するわけですけれども、その辺の進め方について、どのような考え

をお持ちなのか伺いたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 今の御質問の答弁でありますけれども、全体的に採用するとい

うことでありますけれども、ちょっと前後するかもしれませんが、まず、会計年度職

員ですから、基本的には会計年度、年度の採用ということになるということをぜひ御

理解いただきたいと思います。ただ、５年とかという、今、御質問ありましたけれど

も、それは私どもは認識しておりませんが、これは担当のほうから答弁をさせていた

だきたいと思いますが、基本的には単年度、単年度というか、会計年度、会計年度で

すけれども、結果として再任用を妨げませんので、それは結果的に、例えばＡさんが、

ことしいっぱい今年度いっぱいだけれども、また必要として次年度も、結果として４

年になった、５年になったということは、これはあり得ることでありますし、それは

継続して何年間もずっととか、例えばずっと働けるのですよとか、何年間働けるので

すかという、そういう雇用形態ではないということで理解していただいて、あくまで

も会計年度、その年度、年度の採用で１年ずつ継続するか、そこで雇用が切れるかと

いうことの、そういう制度になっていくということをぜひ御理解いただきたいなとい

うふうに思います。 

 そして、二つ目ですけれども今の臨時、パートの皆さん方、２２０名全員かという

ことですけれども、どの人がどうということを選別できませんので、今、頑張って働

いていただいている方々にそれぞれ聞き取りというか、御説明をしながらお話をさせ
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ていただいて、そして職場の中もあわせて、各部局でどれだけの今までと含めて、今

度は財政出動もかなり厳しくなるわけですから、そういうことを含めて、自分たちの

働き方も含めて、しっかり職員の間でも、各部局でもどれだけの任用職員が必要なの

かということも含めて、しっかりと検証していただきながら、これからの部分につい

ては、それぞれ対象となるべく人たちの声をしっかりと聞きながら、そして説明しな

がら、最終的に人数も、そしてまた、それぞれ人もこれから決めていく、そういうス

ケジュールにしたいなというふうに思います。このスケジュールと、そしてまた、今

ご質問ありました、年度が５年というようなことの一つの節目ということであります

が、この部分については担当のほうから答弁をさせていただきますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） それでは、私のほうから答弁をさせていただきます。 

 まず、任用の関係です。国の制度がどのようになっているかというのは、ちょっと

私、把握をしておりませんけれども、あくまでも今回の会計年度任用職員というのは、

町長から答弁がありましたとおり、その年度内の任用となりますので１年ごと、最長

で１年ということになります。ただ、再度の任用は可能ですので、そのような形での

運用となりますし、制限を加えるものではないというふうに考えておりますので、あ

くまでも任用形態としては１年ごと、最長１年の任用ということで、制度としてはなっ

ております。 

 ちょっと補足ですけれども、任用するに当たって職員と同じように条件つき採用に

なります。ですから４月に、例えば会計年度任用職員として採用された方というのは、

１カ月間条件つき採用となりまして、職場での勤務を通じて職務遂行能力を観察し、

その結果がよければ正式採用というのがこの制度の中での決めなのですけれども、例

えば次の年、再度任用された場合、また同じ条件つき採用になります。法の中でそこ

が明確にされておりますので、そういった意味での会計年度ごとの採用ということで

は徹底をされているのかなというふうに考えております。 

 もう１点、今後のスケジュールの関係でございますが、今、予定をしておりますの

は、１０月の下旬から１１月の上旬ごろに、この会計年度任用職員制度についてある

程度整理ができるかと思いますので、議員協議会を開催をしていただいて、そこの場

で全体説明をさせていただきたいというふうに考えております。１１月に臨時議会を

開催して、そこで条例案を提案させていただきたいなというふうに今予定をして、今

準備を進めております。 

 職員の方への説明につきましては、１１月ごろになるかと思いますけれども、議員

協議会での説明が終わった後に、順次各職場で、どのような形で進めていくかという
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のはこれからですけれども、対象となる職員の方への制度説明、こういったものを行っ

ていきたい。 

 今回の会計年度任用職員は、改めて募集を行って、そして応募してもらうというこ

とになりますので、その職員募集については、年明け１月には行っていきたいと考え

ております。 

 今、このようなスケジュール感で準備を進めているところです。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） 大体１１月中に説明までいくということですが、２２０名と

さっきおっしゃったので、その２２０名の皆さんに今の働いている状況と今後の働き

方が変わるということをきちんと説明していくということが何よりも大切ですし、先

ほど来、申し上げているとおり、会計年度任用ということになれば、一定の待遇、処

遇改善にもつながるし、身分保障にもつながっていくというようなことが今回のこと

で非常に重要だというふうに思っているわけですが、先ほどちょっと申し上げたとお

り、地方のこういうまちで、やはり一定の働く場所があるということが非常に重要だ

ということがまず第１点です。人口減対策という意味で今言っています。 

 それとあわせて先ほど冒頭に町長から全国の状況、そして本町の状況で、いわゆる

非常勤、あのころは非正規という言葉も使っていましたけれども、そういう職員が、

実際のところ本町でいうと役場の半分を占めて、町民の皆さんのために仕事をしてい

るというのがもう現実となっているから、やはりそういった人たちの処遇や待遇をき

ちんと安定していくということは、非常にまちづくりにとっても重要ですし、先ほど

来、申し上げているとおり、ここはちょっと町長の見解を伺いたいのですけれども、

やっぱりこのまちで住めるということが大事なことだというふうに思うのです。当然、

そこで人口増とあえて申し上げませんけれども、一定の歯どめになっていくような、

そういうことにもつながっていくのかなというふうに思うのですけれども、そういう

ことも含めて、この制度の改善を大切に考えていくべきだというふうに最初のほうで

申し上げたのですけれども、その辺についての一定の考え方を伺いたいというふうに

思います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 阿保議員の御質問のとおりだというふうに思いますし、現実、

本別の行政組織というのは、管理部門の俗にわかりやすく言えば、事務職だけではな

くて現場がありますから、病院から医療、保健福祉、全般にわたって現場、第一線が

ありますよね。ここを何といっても支えていただいているのは、圧倒的にやっぱり臨

時、パート含めて、今回の改正の会計年度職員に該当する皆さん方が支えていただい
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ていることは間違いありません。平成１２年をピークにして、交付税もどんどんどん

どん下がって、１７年には大変な状況になって職員採用も全然できなくて、ざっと言

えば管理部門だけでも５０名以上の職員を採用できなくなったというような時代が

あって、それでも現場は縮小するわけにいきませんから、管理部門はそういう部分で

かなりみんな頑張って職員減も含めて対応してきましたけれども、現場第一線はなん

たってそれぞれ大事なというか、直接命や健康を預かるところですから、そこはそう

いうことになりませんので、必ず人的な採用をしていただかなければならないところ

でありまして、そこをしっかり支えていただいた皆さんですから、それで２２０名全

員かということなのですが、基本的にはその支えていただいた方々が２２０名の皆さ

んですから、そこをしっかりと制度説明していただきながら、引き続き本町のまちづ

くりにとって必要な、大切な人材ですから、そのことを大事にしていくということで

あります。 

 結果として、そのことがまちの雇用の場だとか、また、人口減も含めて、まさにま

ちを守り支えるという大事な人材でありますので、そういう意味も含めて対応してい

きたいなと思っています。町内的には、もちろん農協も今まであったとか、製糖会社

だとか、そういう大きな企業が、たくさんの雇用がありましたけれども、時代ととも

に、そういうなかなか機械化だとか近代化含めて対応がなくなりましたけれども、やっ

ぱり必ず人が支えなければならない部分というのは、これはどこもあるわけですから、

そこも含めて、これからもまちを支える、そしてまた、大事な現場を支える人材をしっ

かり雇用させていただきながら、まちづくりにしっかりと御協力いただける環境を整

えていきたいなというふうに思いながら、今回の改めて会計年度の任用職員のことに

ついては、しっかり説明させていただきながら、また御協力いただける環境をつくっ

ていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） もう１点だけ。待遇、処遇改善、それから手当等の新設や改

善等、具体的な内容、あるいは金額的なものというのは、私の理解では、各町村の考

え方によるというふうに押さえております。ただ、本町においては、例えば池北３町

とか十勝の中の一つのまちということもあわせて考えたときに、その辺の、簡単に言

うと足並みですか、そういうふうなことも含めて考えていかなければならない面もあ

るのではないかなと思うのです。どこそこのまちが一番待遇がいいよという話という

のもどうなのかなと、それは余りいいことでないように私も思うのですけれども、そ

の辺の考え方だけ最後に伺いたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 
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○総務課長（村本信幸） お答えをさせていただきます。 

 諸手当の関係ですとか、休暇等の関係でございますけれども、基本的には、現在、

取得ができる、例えば特別休暇、こういったものは現状のまま継承していきたいとい

うふうに考えております。ですから、今の、例えば現状よりも下がるということはな

く、とりあえず現状のまま移行したいというふうに考えていますし、諸手当の関係で

ございますけれども、一応会計年度任用職員の制度上認められているものに沿っての

ことになりますけれども、例えば通勤手当ですとか時間外、休日給、それとか特殊勤

務手当ですとか、そういったものは制度上認められておりますので、それに沿って支

給をしていきたいと考えております。 

 議員の御質問にありました、近隣町村とのすり合わせでございますけれども、詳細、

すり合わせているわけではございませんけれども、ただ、今後ある程度制度設計等が

煮詰まってきたときには、ちょっとその辺も必要なのかなと。ただ、日常的な情報交

換というのはありまして、どちらかといいますと本町のほうにいろいろ問い合わせを

いただいていることもあるのですけれども、そういったことの情報もある程度集約し

ながら、町としての制度設計というのは詰めていきたいなと考えております。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） それでは、２問目の質問を行います。 

 ２問目はごみ収集、生ごみ対策の改善はということで質問をいたします。 

 本年４月より、新たな体制でごみ収集が行われています。生ごみは燃やすごみに分

別されていますが、週１回の回収では、特に夏場は困るとの声があります。 

 また、いわゆるボランティアごみも分別が必要で、善意にブレーキをかけるのでは

と危惧しています。ボランティアごみというのは、自主的に道や歩道などのごみを拾っ

ている方が何人か、私、見ています。そういう方の一人にちらっと話を聞いた話です。 

 新たな体制でごみ収集が始まり、半年過ぎましたけれども、町民の中からは燃やす

ごみに分別されている生ごみの回収が週１回で、保管がなかなか大変だとの率直な声

を聞きます。コンポストの活用などで堆肥化を行っている方もいます。 

 また、残念ながら道路などに捨てられているごみがありますが、これを拾っている

方もいます。ボランティアごみの扱いがなくなって、拾ったごみを分別する必要があ

る。出鼻をくじかれる感があると率直に話されています。 

 帯広に近いまちでは、燃やすごみ、生ごみ回収は、市街地なのですけれども、週２

回となっているまちがかなりありますけれども、本町を含む３町は週１回ということ

で進められてきました。週１回のところはこのほかにも幾つかあります。そういうと

ころなのですけれども、そういう現状で今進められている。 

 それから、ここには書きませんでしたけれども、新たなごみの収集については、そ
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れぞれ説明会が行われていて、担当にちらっと聞いたところによると、その中で生ご

みを出せるのが１回減るということについては、余り意見は出なかったというふうに

聞いておりまして、これは私の考えですけれども、実際にやってみて、あれっ、とい

う状況だったというのが正直なところなのかなというふうに思っております。特に夏

場はなかなか大変なことになっているというふうな声は間違いなくあります。 

 そういうことで、①ですが生ごみ処理については、コンポスト活用可能な方には、

購入に何らかの支援策を考えてはどうかということで、対応を伺いたいと思います。

コンポストの話は相当昔にありまして、長所短所があるということで、ただ、現時点

でも、まちなかを歩くと結構庭などの片隅に、町長のところにもあるようですけれど

も、コンポストで頑張って堆肥づくりしながら処理しているということで、最初のこ

ろのコンポストの話のときには、町として何とか支援できないかという話もありまし

た、一定の金額を。それで、何であえてまたここで出したかといいますと、回収を１

回ふやすとなると何千万円単位でお金がふえると。それを支えるごみ袋となると、コ

ンポストどころではないのだろうなということも含めて、そういう意味も含めて、①

で、ちょっとコンポストを改めて考えてはという意味で質問をしているところです。 

 ②ですが、結構朝早くに散歩されている方の中に、袋を持って歩いている方がいて、

あるいは車、途中でハザードをつけてとまってごみを拾っている方がいたり、非常に

すばらしいなと思っています。同じようなところに同じようなごみが落ちているのも、

ちょっとこれは残念な部分もあるのですけれども、いずれにしてもそういう善意のボ

ランティアでやっている方々が、以前と比べると、以前はボランティアごみという、

共用ごみ袋といいましたか、一つに全部入れて出せるという状況だったのですけれど

も、今は基本的に中身によって分別するということで、一般的に捨てられているもの

で言えば、ビニール、プラ系統、缶系統、そして生ごみになるようなもの、そういう

ものが多分一緒になって捨てられていることが多いのかなという状況なので、最低２

分類は必要なのかなというふうに思っております。 

 そういうような状況の中で、分別の袋をそういうボランティアをやっている方に町

として、枚数は別ですけれども、一定数無償で供与するということを考えられないだ

ろうかという提案です。これはやはり善意というものをどうとらえるかということだ

と思うのです。やっぱりこれに応えられるようなまちであってほしいし、基本的には

そんなごみは落ちていないのがもちろん理想ですけれども、現状の現実ではそういう

ことがあるということで、町として一定の何か方法論として、ただはいと渡すのでは

なくて、いろいろな方法があるのかなと。 

 ちょっと小耳に挟んだのでは、高校生が来るということなのですけれども、高校生

で拾っている方がいるというのはちらっと聞いたり見たりしています。そういうこと
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も含めて、こういうこともまちづくりの一つだと私は思うものですから、財政出動は

非常に難しいというのはもう十分わかっていますので、今ある手段の中で、ちょっと

いわゆる決まりの行間を読む、そういうことがぜひ町の中でやってもらえないだろう

かというふうに思う次第で、②の質問ということになりました。よろしくお願いしま

す。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩をいたします。 

午前１０時４８分  休憩 

午前１０時５８分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 答弁、髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 阿保議員のごみ収集、生ごみ対策の改善の質問の答弁をさせて

いただきます。 

 高校生、大変御苦労さんでございます。本町のこの議会の中でこんなに多くの生徒

の皆さんに来ていただいたのは初めてかと思いますが、少し緊張しながら答弁をさせ

ていただきたいと思いますが、本当にありがとうございました。 

 新たなごみの処理体制が始まってからちょうど６カ月を迎えるところでありますけ

れども、昨年からごみの出し方について、足寄のくりりんセンターから帯広に収集体

制が変わるということで、住民説明会だとかを実施しながら、また、広報誌でのお知

らせをして、町民の皆さんに新しい収集体制に対する協力をお願いしてきたところで

あります。 

 このごみ収集につきましては、特に今、御質問のありました部分の生ごみの収集が

週１回となるということで、町民の皆さんにどれだけの御意見をいただくのかなと思

いながら、私も住民説明会には極力出席させていただいて、御意見を伺ってきたとこ

ろですが、多くの御意見の中には、やっぱり悪臭の防止対策、そしてまた、ポリ袋や

紙袋など、小分けにして管理をしてお願いしているということで、提案する側が、非

常に今までの処理体制は生ごみ袋もポリで、どっちかというと生分解できるような薄

い袋を使っていましたけれども、今度は収集して燃やせるごみということも含めて、

かなり厚い袋の中で、また、それをポリ袋だとか新聞紙などにくるんでにおいを防ぐ、

また、それをまた物置きだとか、それぞれ必要なところに保管をしていただくという

ことの説明をさせていただいたところ、このごみ収集が週２回から１回になることに

ついては、今御質問ありましたようにそれほどの御意見がなく、処理方法についてそ

れぞれ工夫をしていただいてきたところだと思っています。 

 今、このごみ処理が１回から２回にするということになりますと、単純に言います

と、今の処理体制を倍にしなければならないということでありますし、また、それに
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対するコストというのも非常に上がります。最低限工夫しても、節約してもパッカー

車１台、さらにまた、それに添乗します職員の方が２名は最低限必要だということに

なりますので、大幅なコスト増にもなるということも含めて、ここら辺は町民の皆さ

んが一番願っていましたごみ処理手数料の値上げやごみ収集委託料の増額にならない

ということで、この住民説明の中でも一番御意見をいただいたところでありますから、

このごみ処理手数料の値上げを懸念する意見、また、現状のままで何としても対応し

ていただけるということを含めて、多くの御意見をいただいたところでありまして、

その点についても報告させていただきながら、まず１点目の御質問の答弁をさせてい

ただきます。 

 生ごみ処理に対しての一般家庭の生ごみ処理容器の支援策についての御質問であり

ますが、御質問の中でも阿保議員もおっしゃっておりましたけれども、本町もしばら

くこの問題についてはずっと協議をさせていただいて、このごみ処理容器についての

補助も含めて、全町で推進をするという形の中で取り組んだ経過があります。私もそ

の中にいましたから、私の自宅も先ほど質問ありましたように、それぞれ数台取りか

えました。さらに、コンポストというのは商品名ですから、容器でやるということに

なると、最初は順調にいくのかなというようなイメージを持ったのですが、実際にやっ

てみると、非常に悪臭のもととなったり、また動物が周辺を、穴を掘って中を出すだ

とか、いろいろなことがあって、そしてもっとひどいのは、やっぱり生ごみですから、

ハエの発生源になったり、非常に逆に悪臭や環境問題を含めて、扱いが非常に難しい

ということを含めて、全町的に取り組んだ結果、これについては、そういうことの環

境にはなじまないと。なかなか取り扱いが難しい部分を含めて、これはそれぞれ個人

で努力されて実施している人ももちろんおりますが、全体での取り組みについては、

非常にこれは難しいということで、この部分については取りやめということに実は

なってきた経過があります。 

 さらに、家庭の中で、住宅の中でできるということで、電動式の処理機もかなり推

奨がありました。私自身もそれをつけてやった経過があるのですけれども、残念なが

らこれも家庭の中でやると、住宅の中でやると悪臭もひどくて、ほとんど機能しない

というようなことになって、逆に経費、コストばかりかかるということになって、大

変なことになって、この後の粗大ごみになって、また処理にもえらいことになってい

る。 

 そういう経過もずっとたどってきましたけれども、このごみ処理容器につきまして

は、特に半年間、単純に言えば夏場だけしか使えないということもありまして、冬場

の管理なども含めても、これは実態としてはそぐわないということで、この生ごみの

処理の容器を活用して減量化するということについては、それぞれ大変維持管理が難
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しいということで、現時点でのご要望であります、この制度をしっかりということで

ありますが、このことについては実施するということは非常に困難であろうというふ

うに思います。 

 そういう経過を含めて、池北３町で処理体制に変わったときに、生ごみ専用の堆肥

化にするラインを設けて、実はあのような足寄のくりりんセンターで堆肥化にして、

それぞれ町民に還元すると、こういうような体制にしたことも、そういう経過でもあ

ります。このことについては、また別な方式ということであれば、また検討が必要か

と思いますが、現時点での御質問の内容については、まだまだ私どもの今までの経過

からして、非常に困難であろうと、こういうことで申し上げたいと思います。 

 次に、２点目のボランティア清掃のごみの取り扱いについてでありますが、清掃活

動を実施されている自治会や団体、また、さらに従来と同様に無償で公用のごみ袋を

提供しておりますが、ごみ処理体制が変わったことで、公用の埋め立てごみ袋から公

用の燃やせるごみと公用の燃やせないごみに分別する必要がありまして、これまでと

は取り扱いに違いが生じておりますので、申請の受付時にはその点を説明をして御協

力をお願いしているところであります。 

 また、ボランティア清掃の御質問でありますが、多くの自治会や団体の皆さんにも

御協力いただいて、ごみのないきれいな、清潔なまちが維持されているということに

は、本当に心から感謝申し上げたいと思いますし、また、御質問にありましたように、

個人的に、散歩の途中だとか、それぞれ気がついたときに収集していただいている方

もおります。これも今までもそういう方が自治会を通してそういう申請があった場合、

また、自治会からそういうようなお話があった場合については、直接その収集のボラ

ンティアをしていただいている方々に、ごみの収集の袋を提供させていただいている

ということも事実でありますから、今後とも、これら本当に善意で取り組んでいただ

いている方々には、あくまでも、これからも自治会を通して申請をいただくことによっ

て無償提供するということは、私どももこれからもしっかり続けていきたいなと思い

ますので、逆にありがたく感謝申し上げながら、今後についても、今も実施していま

すが、これからも問い合わせや相談にも応じますし、また、ぜひ自治会からの申請も

いただきながら、連絡いただければ今までどおり対応させていただくということも申

し上げて、答弁とさせていただきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） １番目の①のコンポスト、商品名ということで、生ごみ処理

容器なのですけれども、当初から見るといろいろな改善が加えられているというふう

に思いますというか、確認しています。例えば、町長おっしゃったように虫の関係で
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いえば、ふたの裏にそういう対応できる殺虫剤というか防虫剤をつけたりとかありま

す。もちろん１００パーセントではありません。一般論で言うと１個、２個ではなか

なか対応できないから、町長も四つあるというお話をしていたようですけれども、そ

ういういろいろな対応はあるのかなというふうに思っております。 

 いずれにしても、今までの生ごみを足寄に集めて堆肥化するということがなくなっ

たことが、やはり実際に半年、現体制で動いてみて、ちょっと声が出てきているとい

うのは、これは現状としてそういう声が出てきているので、何とかここを改善しなけ

ればというふうに思って、今回の質問ということになったわけで、過去に取り組んだ

経過があるけれども、なかなか当初の目的に至らなかったと、生ごみ処理容器はなか

なか大変だということが一定の結論だったというふうに、今おっしゃったとおりだと

思いますけれども、一定の改善も加わっているので、私はまた機会があれば、この次

も含めて、この後にも、改善点も含めて提案はしていきたいと思っておりますが、今

回は今までの経過を踏まえた上で、なかなかそれは難しいということで、了解をした

ところです。 

 ②ですが、幾つかの自治会で、旧農地、水事業、現支払い交付金事業等を活用して、

地域を挙げて道道や町道、あるいは農道のごみを拾うという地域が幾つかあると思い

ます。私たちの地域も全部で四つの自治会ですけれども、みんなでやって、町の方に

も、今回、新たなごみ収集ということで、御指導、御鞭撻をいただいたという経過は

ありますけれども、先ほど町長の答弁の中で、個人的に拾っている方もいらっしゃる

ということで、そういう方には自治会を通して申請していただくというような話だっ

たと思うのです。それはそれで個人にそういう袋がわたっていけば、それはありがた

いことなのですけれども、そこはやっぱり個人で来て、こういうことで拾っているの

だけれども、袋をもらえないでしょうかということにはならないのか。やはりどうし

ても自治会という中で進めていただくというような考え方なのか、その点を再度確認

したいと思います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 再質問の答弁をさせていただきますけれども、今、御質問にあ

りましたように、地域の、直接支払い制度の地域の環境整備の中でやっていただく、

また、空き缶ポイ捨ての対策だとか、ずっと自治会、衛生組合を中心に、それぞれ地

域の中で、多くのごみ処理含めて、ポイ捨ての処理だとか、また、不法投棄も含めて

ですけれども、衛生組合の役員の方々だとか、そういう方含めて、本当に多くの活動

をしていただいていますから、そういう団体や、また、自治会などの活動については、

収集のごみ袋というのは、それは対応は十分させていただかなければならないと思い

ますが、そのほかに、今御質問ありましたように、個人でも、今までもあるのですけ
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れども、実はこのエリア、ずっと毎日散歩しているのだけれども、本当に数年前から

そういうことが行われていると聞いた部分については、自治会の皆さん方からも、こ

の地域はこういうことをやっていただいているという、そういうことをお聞きして、

それでは、せめてごみ袋ぐらいはということも含めて提供させていただくという経緯

もあります。ただ、これは個人個人で、一人一人がそれぞれ主張、そういうボランティ

アをやっていただいているということも、そこももちろん即座に対応するということ

もあるのでしょうけれども、担当としては、あくまでもそういう確認もしながら含め

て、やっぱりできれば自治会の皆さん方からそれぞれ紹介があったり申請があれば、

より対応しやすいということでありますから、そのことも含めて、個人の部分につい

てはそういう対応をさせていただいて、しっかり個人の善意に応えていけるようにし

ていければなというふうに思っておりますので、そのことについてはぜひそんなこと

で対応させていただきたいなというふうに思っています。 

 あとは、個人でやっていただく部分についても、最近、散歩してきている人がたく

さんおりますので、それぞれの地域で、そういうポイ捨てだとか、ごみが散乱してい

る部分について、収集していただくということは非常にありがたいことでありますか

ら、できる限りそういう部分についてはしっかり対応させていただくように、これか

らも担当も含めて努めていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） 自治会を通じて個人的な部分も申し込むということの考え方

は理解はしたところですけれども、私の見る限りでは、本当にそういうことなしに、

拾っている瞬間までは見ているのです、それぞれの袋で。そういう人たちが、そうい

う共用のごみ袋が、言い方は悪いのですけれども、わりと手軽に町からもらえるとい

うことは、一定、あってもいいのかなと。自治会を通してということは、別にやぶさ

かではありませんけれども、もともとが善意で行う個人のボランティアですから、そ

この部分は直接対応も可能としてもいいのではないかと思うのですが、その点だけ最

後に伺いたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） どこかで線を引くという意味ではありませんけれども、やっぱ

り一つのけじめとして、そういう手続があったほうが、より全体に知らしめていただ

いたり、また、そういう責任も含めて、きちっと明確になっていくのかなということ

もありますので、これはあくまでも担当のほうとしても、できる限り直接接触させて

いただいて、そこでということも今までやってきていましたけれども、そういうこと

を含めて、疑うとかそういう意味ではなくて、本当にそういう善意で活動していただ
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いている人に少しでも対応していただきやすいような方法をとっていくようにしてい

きたいなと思いますので、その辺で理解をいただければと思います。 

 以上であります。 

○１０番（阿保静夫） 終わります。 

○議長（高橋利勝） 次に、２番柏崎秀行議員。 

○２番（柏崎秀行） 初めに、本日、初めて傍聴に来ていただきました本別高校１年

生の皆さんには、ＯＢの一人として大変うれしく、ありがたく思います。ぜひ有意義

な時間にしていただきたいと思います。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、通告済みの１問、変化をするふるさ

と納税の取り組みについてを質問させていただきます。 

 本町の２０１８年度の寄付受納額は５ ,７４１万円と発表されています。 

 ２０１７年度の７ ,５６１万円を下回りましたが、その年、３ ,０００万円ほどの大

口寄付があったと聞いていますので、毎年少しずつではありますが、寄付額はふえて

いる状況だと認識しています。本町を応援していただいている全国の皆さんに深く感

謝を申し上げたいと思います。 

 本年６月からふるさと納税の仕組みが変わり、返礼品の割合が３割以下、地場産品

の調達など、ルールを守らない自治体については、国が対象外とすることになりまし

た。 

 一方、町税の減少が続く中で、取り組みによっては税収をふやすことにつながる効

果の高い制度であると強く思うことから、以下、３点について考え方を伺います。 

 一つ目といたしましては、本年６月の制度改正以前の返礼品割合と、それ以降の返

礼品割合の変化に違いがあるのか、また、地場産品の調達について問題はないのかを

伺います。 

 二つ目、今回の制度改正によって、自治体間の返礼品競争も落ち着き、本来の目的

であるまちをよくする取り組みと、その結果にも寄付者の目が向けられると考えます。

寄付金の活用によって町がどのように変化しているのか、ＰＲすべきです。寄付金の

全額を当該年度の事業費として活用するなど、寄付者の意向に沿った取り組みをどの

ように進めていくのか伺います。 

 三つ目、庁内のワーキンググループの進捗状況をどのように評価しているのか。 

 また、寄付額の増額と、効果的なＰＲを行うため、専任担当職員の配置など、前向

きな取り組みを行っていく考えがあるのか伺います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 柏崎議員の変化するふるさと納税の取り組みについて

の御質問の答弁をさせていただきます。 
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 まず、１点目の御質問につきましては、本町におきましては、本年６月以前も以降

もですが、返礼品の割合は３割以内として実施をしてきています。 

 また、地場産品の調達につきましては、現在、取り扱いをしております返礼品全て

が問題なしということで、北海道を通じて総務省にそういう判断を受けていただいて

おります。令和元年の５月１４日にふるさと納税の対象となる地方団体として総務大

臣より指定を受けたところであります。 

 ２点目の御質問でありますが、議員の御指摘のとおり、本来の目的であります、ま

ちをよくする取り組みと、その結果に寄付者の目が向けられています。 

 本町におきましては、平成１８年度から、延べ１万９３６人の方々から２億１ ,７６

９万２ ,０００円の寄付をいただいたところであります。 

 この寄付金を基金として積み立てながら、歴史民俗資料館の特別展示事業や、本の

まち夢づくり講演事業、農産物加工施設備品の整備事業、さらに、保育料の軽減事業

や学校給食費多子世帯の軽減事業を、寄付者の御意向に沿う形で、７ ,３３８万６ ,０

００円の基金を活用して実施をしてまいりました。 

 歴史民俗資料館への町内外からの来場者増や、図書館と農産物加工施設の整備によ

ります利用者の確保、また、子育て世帯への支援によります子育て環境の充実など、

これらに取り組んできたところでもあります。 

 この実績につきましては、ホームページや広報誌で公表して、寄付をいただいた方々

への報告をさせていただいていますが、今後はより一層、ふるさと納税を活用した事

業のＰＲを積極的に行いながら、本町への寄付をいただいている方々をさらにふやし

ていきたいというふうに考えているところであります。 

 ３点目の御質問でありますが、庁内のワーキンググループの進捗状況でありますけ

れども、令和元年５月以降、今まで４回の会議を開催をしています。本町の魅力ある

まちづくりにつながる事業を、現在、積み立てております基金の活用、もしくは、新

たに実施をする事業に対して直接寄付を募る方式を導入して、寄付をふやすことを目

的として、具体的な協議を進めているところであります。 

 現在のところは専任の職員は配置しておりませんけれども、庁内ワーキンググルー

プにおいては、横断的な連携によりまして、情報の共有や研究、協議を進めて、町内

外の方々に応援していただける、本町の魅力あるまちづくりの事業をＰＲして、ふる

さと寄付の事業として、寄付金を活用した事業がそれぞれ発展していくように、新た

な取り組みの実施に向けて、今後も引き続き慎重に協議を進めていきたいと考えてお

ります。 

 いずれにいたしましても、寄付による財源の確保とともに、本町の魅力を発信して、

ふるさと納税の、自分のふるさとを大切に思い、寄付という形の中でふるさとに貢献
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するといった本来の趣旨から逸脱することなく、魅力ある自治体に寄付をしたいとい

う寄付者の要望をしっかり意識をして、将来的にまちの活性化につながる事業となる

ように進めていく考えであります。 

 また、今後とも議員各位の特段の御協力、御支援もいただきながら事業を進めてい

きたいと思いますので、よろしくお願い申し上げて、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 柏崎議員。 

○２番（柏崎秀行） ただいま町長のほうから答弁いただきました。 

 何点か再質問させていただきます。 

 １番目の返礼品の割合と地場産品の活用という中で、本町、サイトに出している中

で、大手企業の返礼品が上位を占めているというのが現状であると認識しているので

すけれども、それはそれで、やはり大手の商品、魅力のある商品、地場産品を活用し

ているということで、大変必要なものだなという認識はしていますが、やはり地場産

品の提供を伸ばすには、どう考えているのか。今、２社のサイトを使って宣伝という

かＰＲを行っていると思うのですけれども、これが４社になるというふうな情報もあ

るのですが、４社にするというような根拠と、目標設定はあるのかというのを１点伺

いたいと思います。 

 １番項の中で、もう一つですけれども、なかなか地場産品を活用するといったとき

に、何がいいのか悪いのかということを探るには、提供者との話し合い、会議という

ものが必要になってくると思うのですけれども、どのぐらいの回数、その提供者との

打ち合わせなどを行っているのかというのを伺って、１番項とさせていただきます。 

 二つ目といたしましては、先ほど町長のほうから、累計２億１,７００万円ぐらいの

寄付が集まっていると。本町では、基金として積み立てて、次の年度に活用するとい

うやり方をしていると思うのですけれども、やはり寄付者の意向という中では、こう

いうことに使ってくださいという中で、それを見えるように、なるべく当該年度で活

用していくという考えはないのかというのが一つです。 

 それと、先ほど寄付者の６点ぐらいから選ぶと思うのですけれども、福祉でまちづ

くり推進事業、自然との共存環境保全事業、本のまち夢プラン、消費者と生産者を結

ぶ農業の推進事業、資料館、町長にお任せ６点の中から選ぶのですけれども、なかな

かその中で、ここに使ってくれというような感じを何となく見受けられないというよ

うな感じはするのですけれども、先ほど答弁の中に、子育て世代の充実といったこと

にも使っているということで、その細目を細かく、なるべく選びやすくというような

方向性に持っていくという考えはあるのか。なかなか条例改正だったり要綱の変更

だったりと、大変なこともあるのですけれども、寄付者の意向に沿うには、もう少し

選びやすくしたらいかがかなと思います。 
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 ３点目のワーキンググループですけれども、この議場で総務課長のほうから、若手

の職員でワーキンググループを組んで話し合っていくよというような説明があったと

思うのですけれども、４回の会議をしているという中で、どんな話し合いがあったの

か、それと、どういう人選をしてそのメンバーを集めているのか。それは人がどうと

かではないのですけれども、役場の中にいろいろな課があると思うのですけれども、

その中でどういう課から、どういう年代の人を集めて話し合っているのかというのを

お聞きします。 

 担当の専任職員は、確かに人事の部分なので、難しいこととは思うのですけれども、

ふるさと納税という取り組みはずっと続く制度ではないと言われています。その中で、

やはり速やかに専任担当職員を置いて、もうそれにしか没頭しないのだというような、

頑張るのだという職員を１人置いて、なるだけ民間だったり提供者だったり、庁舎の

中でも企画振興課の商工観光とか、観光協会とか、ＮＰＯと協議する、毎日のように

そういう話をして、なるだけ増額をするというような取り組みをするには、早目に専

任職員というのは必要だと考えます。 

 何点かですけれども、再質問させていただきます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 再質問たくさんありますから、もし答弁が漏れていたら御指摘

をいただきたいなと思いますが、まずは基本的な部分ですけれども、大手の返礼品が

多数を占めているということで、さらに２社のサイトから４社にするということであ

りますが、４社にするということは、私どもまだ認識はしておりませんが、１社から

２社にして、より広くこのサイトを広げて、ＰＲも含めて応募しやすい、言ってみれ

ばクレジット決済もできるとか、そういうぐあいに、より利便性を高めていくという

ような方向をとってきておりますが、そして、さらにまた返礼品の中身のそれぞれ検

証といいますか、それぞれいろいろ協議をして、それぞれ御指導もいただくというよ

うなことも含めてあります。俗に言うと、地元だけで考えても、町外の人にはなかな

か理解してもらえないというか、わかりやすく言えば、売れるものがというか、使っ

てもらえるものがわからないというようなことも含めて、どうすればより目にとまっ

て、それぞれ多くの人たちに興味を持っていただけるかと、こういうようなことも含

めて、サイトの御指導もいただきながら実施しているということでありまして、でき

ればという、話があったのかもしれませんが、これをやるまでに、またそれぞれの、

無料でやるわけでありませんので、それだけのコストと見合っただけの成果が出るか

ということを含めて、担当のほうではきっと苦慮しながら、より多くのふるさと納税

がふえていくような、そういうことで考えていただいているのではないかと思います

が、それは今、２社の中ではそれ以上のことについてはまだわかりません。 
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 地場産品との協議でありますが、それぞれ協議については、それまで出品いただい

ているものについては協議しながらやってきていますが、それはその後の新しいもの

ができることでなければ、なかなかそれは新しく協議するということになりませんの

で、それは常にこういう方向をやりたいとか、こういうことがという提案があったら、

相談がある取り組みについては十分協議させていただきますが、それ以外は、今、約

９０近いそれぞれ商品があるということでありますから、９３だということでありま

すが、そういうことでやっておりますので。 

 ワーキンググループですけれども、このワーキンググループは、何かを開発しよう

というワーキンググループでは実は主力はないのです。本町のまちの魅力をどうＰＲ

して、まちづくりに生かしていくかという、そういうワーキンググループですから、

質問の期待とはちょっと違うのかなという思いはありますけれども、でも、その中で、

私ども職員と一堂に、また、私ども理事者側も入ってお話するのには、そういう返礼

品のことも含めて、ぜひ一緒になって協議させていただいて、我々のようななかなか

発想ができないようなもので、特に若手の職員、これも人事で、誰が、誰がと決めた

わけでなくて、それぞれ言うなれば自主的に、若い世代の職員の方々がそれぞれチー

ムをつくって、ワーキングという形の中でそれぞれ先行して協議させていただいて、

このグループをつくっていただいているということでありますから、これも逆に職員

の皆さん方のやる気と元気をしっかり私どもが期待をしているというところでもあり

ます。 

 そしてさらに、頑張る職員の専任ということでありますが、これはそれぞれこれか

ら本当に大事なところだというふうに私どもも心得ています。ただ、内部でも協議す

るのですけれども、私どもの職員とみんなでいろいろなことを検討しても、やっぱり

専任的ではなかなか難しいだろうと。専任については、いろいろ人材とか経験とか含

めて、それに、言ってみれば新しく立てた人がぜひいてくれればというようなことも

あるのですが、ただ、それを１人だけということに頼って、本当にそれができるのか

ということもいろいろありますけれども、心配をするよりも、まずそういうことを積

極的に取り組んでいくということも一つの方式でないかというような方向では話をさ

せていただいていますので、その是非については担当のほうから答弁をさせていただ

きますので、この辺もよろしくお願いしたいと思っています。 

 本町のふるさと納税、返礼品を取り扱うというのは、他の自治体よりもかなり遅い

ほうなのです、実は。なぜかというと、先駆けて、本別町は個性あるふるさと納税と

いうことで、本別のまちづくりの柱を立てて、平和だとか農業だとか福祉だとか教育

だとか、それから本のまちだとか、立てました。これについて、本別のまちづくりに

賛同していただけたり応援していただける人は、その個性あるふるさと納税に寄付し
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ていただけませんかということでサイトを立ち上げました。これがずっとやっていま

したので、そこに返礼品をというようなことが国のほうで出てきたというのは、その

ずっと後でありまして、ですから、今も返礼品の中のふるさと納税していただくとこ

ろの項目の中に、どこに、例えば１万円を本別町に納税いただくことになると、返礼

品として、それはどこに希望しますかということでアンケートをとります。そうした

ら、町長にお任せもありますし、また、例えば福祉に使ってくださいとか、農業に使っ

てくださいとか、そういうのがあります。そういうところの部分を含めて、先ほど言っ

たような項目に分かれているということでありまして、それは御質問ありますように、

自由に、もっと広く、やりやすくという部分については、非常にまた幅が狭いのかな

という感じもありますので、逆にふるさと返礼品の伴う部分については、そういう項

目を余り設けないで、本当に純粋に本別町に対する、そういうことも逆にオープンに

したほうがもっとやりやすいのかなと、そんなこともありますけれども、寄付してい

ただく方は余りそこまで、何に、何にということよりも、そういう本別町ということ

のほうがずっとまたやりやすいのかなと、そんな気もしておりますので、そんなこと

も十分に検討させていただいて、広くふるさと納税のやりやすいように、しっかり取

り組んでいければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 私のほうからは以上申し上げて、あと残った部分があれば担当のほうから答弁させ

ていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） それでは、私のほうから答弁をさせていただきます。 

 まず１点目としてありました、サイト、２社から４社にしたという部分でございま

す。これまで運営してきた中で、そして今後の状況をいろいろと検討していく中で、

今ある２社ではそろそろ頭打ちというか、全国的な状況を見ても厳しいかなというこ

ともありまして、それで今回２社を追加することとしております。 

 特徴としましては、１社は寄付金の使用目的から寄付先を選べる、こういう特色の

あるサイトのようでございまして、そういったものを今回設定をいたしまして、全体

的な寄付金の受け皿といいますか窓口を大きくしていきたいなというふうに考えてお

ります。 

 続きまして、地場産品の関係で、提供事業者との関係でございますけれども、これ

まで何度か私のほうからも答弁をさせていただきました。現時点でまだまだしっかり

とそういう場を設けて議論というか、意見のやりとりができている状況ではございま

せんけれども、今後もその会議のあり方を含めてしっかりと対応してまいりたいなと

いうふうに考えております。 
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 次に、議員のほうからもありましたけれども、使い道の関係でございますけれども、

現在、本町、条例を持っておりますが、これが平成１８年から始めました、個性ある

ふるさとづくり寄付金の関係でございます。今、六つの事業をその中で定めておりま

すけれども、当初、本別町を未来ある子どもたちに引き継いでいく福祉でのまちづく

りですとか、基幹産業である農業から生まれる農産物の付加価値を高めるための事業

推進ですとか、そういったことを掲げまして、寄付をされる方の本別町への思いを具

体化することによって、寄付を通じた多様な人々の参加による個性あるまちづくり、

こういったものを目的としまして、個性あるふるさとづくり基金というのをスタート

させました。その後、２６年から今のふるさと納税という形に移行していったわけで

すけれども、御指摘のとおり、確かに当時の６事業でございますから、町長のほうか

らもありましたけれども、やはり寄付をしていただける方、あるいは今後、寄付金を

活用していく上で、やっぱりいろいろと改善をしなければならないことはあるのかな

というふうには認識しておりますので、その辺は早急に検討して対応してまいりたい

なというふうに考えております。 

 ワーキンググループの関係でございます。町長からもありました、まちづくりをど

うアピールしていくのかを議論していく、若手職員が自主的に参加をしているという

ところでございます。今現在、各課、部局から自主的に参加をしていただいて、現在、

１１名の委員と、事務局２人で会議を運営をしております。 

 主なテーマといたしましては、基金の活用事業ですとか、あるいはふるさと納税型

のクラウドファンディング、こういったものを今後どうしていくのかというところで

の議論を今行っているところでございますので、今後、この辺もしっかりとワーキン

ググループの中での活動を定着させ、活発化させながら具体的なものを出せるように、

とり進めていきたいなというふうに考えております。 

 専任職員の関係でございますけれども、確かに一つの考え方としては、専任職員を

置くことによって、寄付金、あるいはそういった返礼品の充実、そういったことを図っ

ていくというのも当然重要なことだというふうに考えておりますので、これにつきま

しては、今後、ちょっとしっかりと検討させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 柏崎議員。 

○２番（柏崎秀行） 丁寧な説明、答弁いただきました。 

 やはり先ほどワーキンググループですか、若手１１人、事務局２人ですか、すごく

優秀な職員がいて、活発な意見をされていると思います。でも、やはり提供者とか、

例えば商工業者とか、いろいろなグループがあると思うのですけれども、そういった

グループで話し合う機会というか、役場内だけではなく、提供者や商工業者、いろい
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ろな町民と交えて、このふるさと納税について、どういう商品をどう提供していくの

かという議論も必要かなと思います。その辺の考え方が一つです。よろしくお願いし

ます。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 議員御質問のとおり、提供者、あるいはグループの方との

話し合いというのは、今後、非常に大切なものというふうに認識しておりますので、

先ほども答弁させていただきましたけれども、会議のあり方含めてしっかりと対応し

てまいりたいというふうに考えております。 

○議長（高橋利勝） 柏崎議員。 

○２番（柏崎秀行） このふるさと納税について、大変前向きな答弁をいただきまし

た。 

 最後に１点だけ、町長にお伺いします。 

 私は、このふるさと納税、いつまで続くかわからないですけれども、１億円に達す

ることを目標にやっていこうと考えています。町長はこの１億円に達するとお思いで

すか、思わないですか。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 私どももよく考えていたり、いろいろ話題にするのですが、やっ

ぱり売るものが最終的にあるというのは強みだと思うのです。本町も歴史があって、

本当に食の安全、安心含めて、本当に豆のまち本別を代表する食品がありますよね。 

 このふるさと納税に限定して申し上げますと、例えばみそ、しょう油、これだけ無

添加で優秀な、納豆も含めてあります、代表的なもの。これは会社の社長さん方とも

お話するのですけれども、みそは１回買ったら１カ月持つよねと、最低。ほかの食べ

物だったら、１回みんなで食べたらなくなるとか、１週間でなくなるとかあるのだけ

れども、例えば隣まちのワインなら、１回抜いたらそのときで終わりだとなるけれど

も、長持ちするよねと。大事なことなのだけれども、そういうものと比べるとコスト

からしても、例えばジャガイモを送ります、そしてトウモロコシを送ります、中身よ

りも運賃のほうが高いのですよね。ですから、なかなかふるさと納税、１億円に、本

当は件数からするとなってもいいのだけれども、なかなか金額的にはなっていないの

です。というようなことも含めて、やっぱり売れるものというか、売るものをもっと

つくりましょうよということも含めて、今、それぞれ話をさせていただいて、今ある、

例えば９３品目が単独であるとしたら、それをセットにして、もっともっと価値を、

興味を高めて、売る方法、扱ってもらう方法だとか、いろいろ考えながらやることに

よって、最初に阿保議員から御質問ありましたように５ ,０００万円だとか、それを目

標ということで、何とかクリアできるように今なりつつありますから、ぜひ今提案の、
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やっぱり最低目標、１億円というのは直近の目標にして頑張れればと思いますし、こ

の財源の厳しいときに、これがあれば、より一層またいろいろな政策が、この財源を

使ってまちづくりができるということもありますから、やっぱりできればもっともっ

とそれを超えたいなと、こういう思いでいますので、ぜひいろいろなアイデアだとか、

また、方式があれば、またどんどん提案いただいたりアドバイスいただいたりしなが

ら、本当にまちを挙げて取り組んでいければと思いますので、ぜひ食べるものばかり

でありませんから、いろいろなものがきっとあると思いますので、よろしくお願い申

し上げたいなと思っています。 

 御質問の部分については、私どもも今、提示いただいた金額以上に、もっともっと

欲張りながら、しっかり実現できればいいなと、こう思いながら進めていきたいなと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○２番（柏崎秀行） 終わります。 

○議長（高橋利勝） 次に、４番石山憲司議員。 

○４番（石山憲司） 議長のお許しを得ましたので、２点、質問させていただきます。 

 最初に、本別町の理科教育の充実についてお伺いいたします。 

 理科教育設備、観察、実験用の機器等の整備と、本別理科教育プロジェクトへの支

援についてお伺いいたします。 

 小学校、中学校、高校ともに新学習指導要領が告知されました。 

 理科教育において、観察、実験こそ理科教育の基本であると、新要領では観察、実

験を重視しております。 

 本町では、本年５月、小中高大の連携による理科教育振興、推進を目的に、本別理

科教育プロジェクトが開始されました。 

 道教育大教授は、本別町各学校が共有できるラボパック、実験器具のセットですね、

を持つイメージ、一つの実験室をつくっていきたいとのことであります。 

 また、同プロジェクトでは、イベント会場などでの中高生による小学生を対象とし

た理科実験等を実施しております。 

 さきのきらめきフェスティバルにおいても、本別高校生によるステージ上での実験

や、ブースにてのロケット発射、また、子どもたちを対象にした竹トンボや紙飛行機

作成なども行っておりました。 

 そこで、お伺いいたします。 

 １点目、観察、実験用機器の整備について。 

 現在、町内各小中学校及び高校が所有している観察、実験機器を委員会として把握

しているのかどうか。 
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 観察、実験用消耗品について、学校側と十分協議がなされているかどうか。 

 また、新要領で必要とされる観察、実験用機器の確認と、それらを年次計画にて整

備が必要と考えますが、お伺いいたします。 

 ２点目、ただいま申し上げました同プロジェクトへの教育委員会としての支援につ

いて、考え方をお伺いいたします。 

○議長（高橋利勝） 佐々木教育長。 

○教育長（佐々木基裕）〔登壇〕 石山議員の本別町の理科教育の充実についての御

質問に答弁させていただきます。 

 近年の人工知能の飛躍的進化やグローバル化の進展などによりまして、これからの

時代に生きる子どもたちには、社会の変化に主体的にかかわり、一人一人がみずから

の可能性を最大限に発揮できる生きる力を育むことが重要であるととらえているとこ

ろでございます。 

 新学習指導要領におきます理科教育の目標は、子どもたちが自然に親しみ、見通し

を持って観察、実験などを行うことによって、問題解決の能力と、自然を愛する心情

を育てるとともに、自然の事物、現象についての理解を図り、科学的な見方や考え方

を育てることをねらいとしてございます。 

 １点目であります、観察、実験用機器等の整備につきましては、学校ごとの備品台

帳にて管理をしており、各年度における整備、更新等につきましては、予算編成時に

おいて、各学校と協議を重ねながら進めております。 

 本別高校が所有する理科備品につきましては、所管が北海道教育委員会であります

ことから、地教委としては把握してございません。 

 次に、今回の改訂により必要とされる機材の確認と整備についてでありますが、今

回、理科で新たに追加された学習内容は、音の伝わり方と大小、雨水の行方と地面の

様子、人と環境の３点のみでありますことから、さほどの費用をかけずに整備できる

ものと判断しているところでございます。 

 いずれにいたしましても、予算編成時におきまして、各学校と十分協議を進めなが

ら対応してまいりたいと考えております。 

 ２点目の本別町理科教育プロジェクトにつきましては、６月議会の一般質問の中で

も御説明させていただきましたが、本別高校が実施者となり、公益財団法人から助成

を受け、本年度から２カ年にわたり、小中高校における理科教育の共同研究事業を行

うものであります。 

 教育委員会といたしましても、全面的な御協力、御支援を行ってきており、今後も

同様な対応をしてまいる所存でありますので、御理解賜りますようよろしくお願い申

し上げ、答弁とさせていただきます。 
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○議長（高橋利勝） 石山議員。 

○４番（石山憲司） 再質問させていただきます。 

 まず１点目の観察、実験用機器等の整備についてでございます。 

 ただいま教育長は、各学校において整備しているという答弁であったかと思います。 

 私は、これからの学校のあり方として、これらの機器のシェアといいますか、共有

化ができないかどうか、それについて改めてお伺いしたいと思います。 

 これから実験機器、高額なものがふえてまいります、中学校におきましても。それ

らを各学校でそれぞれがそれぞれの学校で用意するのではなく、委員会として用意し、

それを各学校で使用していただく、こういう方策はあるか否か、答弁のほう、お願い

いたします。 

 また、理科の実験につきましては、どうしても実験用消耗品というのがかかります。

これらについて、実際に授業で使われるのは先生方で、小中学校の場合、主に。その

先生方の意見によって、もちろん単元によって、いろいろ消耗品等、必要となると思

います。これらも含めまして、教育委員会としてどのように考えるか、お伺いいたし

ます。 

 高校につきましては、もちろん道立でございますので本町の所管内ではございませ

ん。ただ、本別町にはいろいろな本別高校を支えている団体等もいろいろございます。

それらを通じて、本別高校の学力向上及び生徒さん方の利便を図るために、そういう

方法も考えられないのか否かをお伺いします。いわゆる本別高校を直接的に本別町が、

例えば機器を買って、本別高校に持っていくというのではなくて、そのルートを考え

られないのか否か、お伺いいたします。 

 それから、２点目のプロジェクトへの支援について、全面的に協力するということ

でございますが、このプロジェクトは教材等の共有等も、当初含めて考えておられた

と思います。これも含めまして、再度、教育長の答弁を求めます。 

○議長（高橋利勝） 佐々木教育長。 

○教育長（佐々木基裕） 石山議員の再質問について御答弁をさせていただきます。 

 まず１点目の、理科振興備品の保管についてでございます。それと活用ですね。議

員の御質問によりますシェア方式による一括管理ということだと思いますが、各学校

ともに授業の進捗状況は年間を通してほぼ同一でございます。同一でありますことか

ら、観察、実験に使用する教材は同じ時期に使用するものと私どもはとらえておりま

して、同じ教材であっても、それぞれの学校で整備、保有するのが最も有効に活用で

きるものと私は思ってございます。 

 また、理科教材の消耗品の中には薬品等もございます。保管に当たっては、十分に

定められた保管をしなければならず、一元化の管理は、私どもは今の段階でできない
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ものと思ってございます。 

 また、今回、本別高校で実施いたしましたプロジェクトにより作成されます理科教

材の保管場所につきましては、大きさや作成数などによりまして、各学校に保管、も

しくは教育委員会で保管するという二つの方法を考えておりまして、教育委員会で保

管する場合につきましては、貸し出しによる活用を考えているところでございます。 

 ２点目であります。道立高校の本別高校への理科振興備品の購入についてでござい

ます。先ほども答弁をさせていただきましたが、本別高校は所管が北海道教育委員会

でございます。私どもは地教委の立場でございますから、本別高校への教材につきま

しては、それぞれ学力対策等につきましては、議員も御承知のとおり、考える会でさ

まざまな形で御支援させていただいておりますけれども、直接理科授業に用いる理科

振興備品の購入につきましては、現在のところ、助成するにはいろいろ問題があるか

なと思ってございますし、財政的にも私どもはそれは無理なことととらえているとこ

ろでございます。 

 ３点目であります。本別町理科教育プロジェクトに関する点でございます。 

 本別理科教育プロジェクトにつきましては、本別高校が実施者となり、本別高校と

町内の小中学校の共同体制のもと、道立教育研究所付属理科教育センター、そして北

海道教育大学釧路校などの協力を得ながら展開しているプロジェクトでありまして、

中谷医工計測技術振興財団の協力を得ながら、本別町内の理科教育の振興を図るため

に立ち上げた研究プロジェクトでございます。プロジェクトの詳細につきましては、

さきの６月議会で報告をさせていただいたところでございますが、このプロジェクト

により蓄積されました理科教材につきましては、本町の宝物として、有効に活用させ

ていただくとともに、小中高校の系統的な学習プログラムをもとに、授業改善に図っ

てまいりたいと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 質問の途中でありますが、ここで暫時休憩をします。 

午前１１時５９分  休憩 

午後 １時３０分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 石山議員。 

○４番（石山憲司） 午前中に教育長のほうから教育委員会の理科教育に対していろ

いろ御答弁いただきました。 

 教育長は常々、確かな学力向上に基づく生きる力ということを強調されておられた

と思います。 
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 そこで、他の教科同様、理科教育に対する教育長の見解を改めてお伺いいたします。 

○議長（高橋利勝） 佐々木教育長。 

○教育長（佐々木基裕） 石山議員の質問にお答えをしたいと思います。 

 私も確かな学力と生きる力を育むことにつきましては、その思いは私も石山議員と

一緒でございまして、学校教育の重要な課題としてとらえているところでございます。 

 今回、学習指導要領の改訂となりました。これは理科教育のみならず、どの校種に

おいても共通している点でありますけれども、社会に開かれた教育課程という方向が

示された点でありまして、変化する社会を見据えながら教育課程を編成し、変化する

社会と結びつけながら教育活動を実践していくことが求められると私は思ってござい

ます。これは理科教育に限らず、全ての教科に当てはまるものと思ってございます。 

 その観点から、学習指導要領が今回改訂となってございますが、この学習指導要領

は、教育課程の基準であり、児童生徒が何を学ぶのかの基準を示されているものでご

ざいます。 

 しかしながら、今回の改訂におきましては、何を学ぶのかではなく、どのように学

ぶのかも示されておりまして、この点は過去の学習指導要領にはない、大きな特色と

言えると思います。 

 具体的には、主体的、対話的で、深い学びによる授業改善を図っていくことが求め

られてございます。 

 私どもは、理科教育に限らず、このような深い学びを追求しつつ、しっかりとした

教育行政を推進してまいりたいと考えてございます。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 石山議員。 

○４番（石山憲司） 続いて、第２問、本別町第７次総合計画についてお伺いいたし

ます。 

 総合計画は、本別の今後１０カ年のまちづくりの基本理念、基本目標、さらに町政

全般にわたる全ての政策、施策が掲載されるものであります。 

 今回の策定は、昭和４２年の行財政５カ年計画を含めまして、第７次の総合計画と

なります。 

 今日の厳しい人口減少の中で、本町の将来と町民の暮らしを守る重要な計画になる

と思います。 

 そこで、２点、お伺いいたします。 

 現在までの策定の進捗状況。 

 今定例会の行政報告の中でもありましたが、現計画、第６次の総括と、実施されま

したアンケート調査について、報告を求めます。 
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 ２点目、総合計画に対する町長の考え方でございます。 

 町長は、第５次、第６次に続き３回目の策定となります。町長も公約を掲げ、町民

から選ばれた方でございます。みずからの公約との整合性をどのようにとっていかれ

るのか、考え方をお伺いいたします。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 石山議員の２問目の本別町第７次総合計画策定につい

ての御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 まず１点目の現計画、第６次の総括と、実施されたアンケート調査についての報告

でありますが、本年６月２５日に、役場内の組織として、副町長を委員長といたしま

す総合計画推進委員会を設置して、現計画の総括や次期計画の期間を初め計画策定の

あり方などを協議しているところであります。 

 現在の計画における総括でありますけれども、本年度も含めて、令和２年度の事業

まで現在の計画に含まれますことから、これらを見越した中での作業となるというこ

とでありまして、ある程度の想定も含めた総括作業となりますが、施設体系ごとに、

第６次計画の事業の展開結果が町民生活向上にどのような効果や影響をもたらしたの

か、また、今後に引き継ぐ課題は何なのかなど、具体的な検証を行うために、体系別

の検証シートによりまして整理作業を進めて、内容を検証、総括することで次の計画

の新しいテーマにつなげていくことといたしております。 

 団体、民間有識者で組織いたします総合計画策定委員会にも提示をさせていただき

ながら、これをもとにした意見などを聴取するなど、有効な資料として活用させてい

ただくこととしています。 

 検証シートの進捗状況でありますけれども、施策の体系別のシートの回収はおおむ

ね終了いたしましたので、現在、この整理を事務局で行っているところでありまして、

１０月中旬以降に現在の計画についての内部評価を行うこととしております。 

 次に、アンケート調査の状況でありますけれども、今後のまちづくりの方向性につ

いて、どのような項目に重点を置くべきか、どのような施策が望まれるかなど、性別、

年代別など、町民のニーズの実態を把握することを目的としたアンケート調査であり

まして、とりわけ将来の本別町を担うこととなる中高生も対象に調査を行ったところ

であります。 

 内容といたしましては、一般成人、町民の方々向けには、無作為抽出した１ ,０００

人と、町内の中学校生徒１４４人、そして本別高等学校生徒１０５人を対象に、町民

の方々には８月１６日に郵送、中高生には各学校を通じて配布をさせていただいたと

ころであります。 

 回収の状況につきましては、町民の方々は１ ,０００人中、回収率３７ .７パーセン
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トの３７７人、中学生は１４４人中の８８ .２パーセント、１２７人の回答、高校生は

１０５人中、回収率８３ .９パーセントの８８人からの回答をいただいたところであり

ます。 

 現在、集計や分析作業を行っているところであります。 

 今後につきましては、このアンケートの結果を各課、部局に配付して、町民の皆さ

んの貴重な御意見をもとに、施策の企画立案に反映させるなど、次期計画の基礎資料

として活用させていただくということにさせていただいています。 

 このほかに、今後における策定作業でありますが、総合計画策定審議委員会７人と、

役場の若手職員を対象としましたまちづくりワークショップを１０月２日、１１月６

日、１２月４日の３回シリーズで開催をして、まちの魅力の掘り起こし作業から、活

力ある地域づくりをするための議論をいただきながら、意見などを計画づくりに生か

させていただきたいと考えています。 

 総合計画の策定審議会につきましては、本年度３回と専門部会を２回、次年度にお

いても策定審議会４回と専門部会１回を適宜開催することとして、役場庁内の総合計

画推進委員会を策定まで、必要な都度、開催をするなどして、アンケート調査の分析

だとか、第６次の総合計画の総括の議論を行いまして、策定審議会を初めとする町民

の皆様の声を反映させながら、次期計画の素案づくりをさせていただきたいと思いま

す。 

 次に、２点目の総合計画に対する町長の考え方でありますが、私も御質問のとおり、

この策定に当たりましては３度目になりますけれども、常に、特にこの６期目の町政

を担うに当たり、共生、協働の安心と活力と夢あふれるまちづくりをテーマに、まち

に活力と雇用、暮らしに安全、安心、そして子どもに夢と未来、この３点を柱に据え

た公約を掲げさせていただいたところであります。 

 テーマと三つの柱は、本別町民の皆さんが生活していく上で普遍的なものでありま

して、時代が変われども、本質的には大切にして守っていかなければならないものと

認識をしているところであります。 

 したがいまして、これまでの総合計画、そして次期の総合計画につきましても、本

別町民の方々の生活及び福祉の向上につながることを重要視するものでありまして、

方向性は違わず、一致しているということで御理解いただきたいと存じますし、ただ、

総合計画におきましては、行政に対する住民の方々のニーズの多様化や複雑化、高度

化により、言葉の表現が変わることや、新しい事務事業、国や道の制度改正などによっ

て、内容や順序が変わることがありますが、町民の皆様とともに、自分のまちは自分

の手でつくると、こういう協働のまちづくりをさらに円熟、充実させ、やはり本質的

な町民の皆様の幸せを第一にすることはぶれることなく、たゆまぬ努力をしていきた
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いというふうに思いますし、また、それぞれの実現に向けた取り組みを進めなければ

ならないということで認識をしているところであります。 

 議員各位には、適宜、策定状況を報告させていただきながら作業を進めさせていた

だきたいと思いますので、今後とも特段の御理解、また、御支援を賜りますようにお

願い申し上げて、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 石山議員。 

○４番（石山憲司） 再質問させていただきます。 

 町長は就任以来、町民参加とか、町民が主役のまちづくりを基本理念に、多くの方々

と対話を重ねながら町政の執行に当たってこられたと思います。 

 今回の総合計画策定に当たりましても、中学生、高校生の全員、それから、今回初

めてだと思いますが、町民１ ,０００人にアンケートを配布して、より多くの町民の

方々の御意見を聞こうという姿勢かなというふうに理解しております。 

 そこで、この点につきましては、アンケート等がまとまる、分析終了後、それらを

随時、それからもう１点、先ほどの６次の総括も、でき次第、町民に知らせる考えが

あるかないか。それぞれ調査を終了したり分析が終わった後は、それぞれ広報等を通

じまして町民に知らせる意思があるかないか、お伺いします。 

 それから、２点目のほうの、町長の公約との整合性ということでございますけれど

も、私も古いのから随時、広報、公約等、読まさせていただきました。基本理念にお

いては、現職の町長でございますので、変わるところは大きくはございません。 

 ただ、それぞれの政策一つ一つは、私は申し上げませんけれども、２５年のときに

は、六つの柱、４８の政策、２９年のときは、今、町長は三つと言いましたけれども、

パンフレットでは五つの柱、１３の政策等が出ております。これらも検証させていた

だきました。確かに総合計画に基づいているところがほとんどでございます。総合計

画に載っていないというのは、新たに出たもの、例えば空き家対策とか、今回のコミュ

ニティスクールとか、そういうものは当然新たに、総合計画上はなかったものが、時

代の流れとともに入ってくるのは当然であると理解しております。 

 ただ、これから総合計画をつくるに当たり、人口減少というのは非常に極めて重要

な課題になると思います。国立社会保障、人口問題研究所が、昨年、２０１８年に発

表した、日本の地域別将来推計人口によりますと、本別町は２０４５年には現在の人

口の半分近くになると推計されております。そして、日本全体が急激な人口減少に陥

る中、本別町だけが人口を維持することは困難であると思います。 

 また、ある本によりますと、今後、人ばかりではなく税金も減少し、役場職員もな

り手がいなくなってくると、地域のサービスは当然、減少することは考えられると思

います。 
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 そのような中にあって、今後１０年間、本別町がどのような指針で進まれていくの

か、町長の見解をお伺いいたします。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 総合計画を策定していく上で、それぞれ第６次の総括も含めて、

今しているところでありまして、そしてそれを、先ほど言いましたけれども、その中

で、今まで取り組んできたことで、さらに継続するもの、また、新しく追加するもの

などなど含めて、まずは総括をしながら、また、町民の皆さんのより多くの御意見を

いただく、そのためのアンケート調査を含めて、今実施していっているわけでありま

すから、誰もこのような人口減少になるというのは想定はしていない中でありますけ

れども、でも、社人研のそれぞれの調査だとか、いろいろ含めて厳しい状況になって

きていますけれども、日本列島が成り立たないような話になるわけですから、その中

でも私どもは、地方創生絡み含めて、やっぱり最低限でも本町の人口は５ ,０００人は

確保するということで、それぞれ今までも、別な調査でありますけれども、地方創生

絡み含めて、そういう指針を示しながら、それに向かってそれぞれ人口減少対策、そ

してまた、必要な子育て支援含めて、また、高齢化の対応などなど含めて、必要な医

療、保健、福祉、まちづくり、総体でそれぞれの政策をとり進めながら、そのことも

一つずつ実行することによって、それらの目標に向かってしっかり進んでいくという

ふうなことになってきているわけでありますから、今の時点でどのように思うかとい

うことでありますけれども、それら、この総合計画の策定の中で、今までの進めてき

た政策、まちづくりを含めて、それぞれ多くの検証を行いながら、そしてアンケート

もいただきながら、足りないところ、また、これから引き続きやるところを含めて、

しっかりと進めていくという、そういう基本であります。 

 その中でも、常に町民の皆さんが主役でありますから、町民の皆さんと、まさに一

人だけが頑張るとか、誰かが頑張るではありませんから、まちづくりですから、自分

のまちは自分でつくる、そういう本町は特に町民力の非常に高いまちでありますから、

協働のまちづくりをしっかり進めると、そういう環境、条件をしっかり進めていくと。

そのことによって、親の背中もしっかり子どもたちに見ていただきながら、このふる

さと本別を一層愛して、理解して、ゆくゆくは本町でしっかりまた自分たちも頑張っ

ていただける、そういう子どもたちの子育て環境含めて、まちを支える多くの人口を

しっかりと育てていくと、そういうまちづくりに進めていくという考え方の中で進め

てきました。 

 これからもそのことをまず第一目標にしながら、そしてまた、こういうところです

から、これからも財源の厳しい話ももちろんありますけれども、特に人口減少含めて、

交付税含めて、相当の勢いで交付税も減っておりますし、ピークから、一時から見る
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と１０億円以上も下がっているわけですから、毎年下がって下がって、やっとことし、

０ .８パーセント、下げどまりということでありませんが、上がっただけで、それだけ、

せっかく積んだ基金もここまで、基金は大事なときに使うということで、本当に町民

総意でしっかり基金を積み上げてきたやつが、じりじりじりじりこんなことになって、

急激にここにきてまた積み戻しができないような状況になってきていますから、そう

いう現実を含めて、やっぱり間違いのない、これからも財政の基盤の確立と、そして

職員の皆さんが豊かに、幸せ感をしっかり持っていただけるようなまちづくりをする

ために全力を尽くしていくと、こういう政策の中での、次期の７次総合計画の策定に

向けて、そのような理念をしっかりと持ち込んだ計画にできればなと、こう思ってお

ります。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 石山議員。 

○４番（石山憲司） 今のは後段の部分の答弁だったと思います。前段の部分にお伺

いいたしました、総括、アンケート調査の結果等について、町民に知らせるか否かに

ついて御答弁のほう、漏れていましたのでお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 総合計画を策定する上で、今、総括とアンケートですから、そ

れを町民に知らせるかどうかというのは、そういう機会があれば、もちろんそれは知

らせるとか、それは当然やっていくことだというふうに思いますけれども、ただ、今

のこの中のアンケートとかの結果をどうするかというのは、総合計画の策定の過程の

審議委員会の中で、それをしっかりと、公表するというのではなくて、それを提示し

て、それで審議してもらうという、そういう基本的な資料になるということですから、

そのことを踏まえて、一連の作業として、それが町民の皆さんに知らしめるというか、

そういうことが周知できるような体制になっていくのではないかなと、こう思います

ので、改めてこれがどうだからということをやるかやらないかというのは、まだ現時

点ではそういう判断をできる状況にはまだないのかなと、こう思いますので、ここは

理解をしていただきたいと。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 石山議員。 

○４番（石山憲司） 今の点について再々質問させていただきます。 

 確かに現計画に対する総括については、広報等による周知が必要か否か、これは疑

問があるかもしれません。ただ、アンケート調査というのは、今回、総合計画で町民

の意向をお伺いするわけでありますね。意向調査だと思います。確かにこれは第４次

のときだと思いますが、このときも意向調査をやっております。そしてそれは、事実、
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これは実際の計画書でございますけれども、グラフ化されて掲載されている、公表さ

れるものなのだと思います、私は。したがいまして、今回も後にパブリックコメント

とかいろいろ素案ができた段階ではするというお話でございました。そのパブリック

コメントを要求するにも、素案ができましたよという提示ばかりではなくて、なぜこ

の素案ができたのかというためには、しっかりと町民の声を反映していますと、それ

はアンケート調査で出てきた結果がどうなるかあれですけれども、アンケート調査を

もとにしておりますというためには、当然アンケート調査の結果が出た時点では、そ

れは町民に周知する必要があると私は思いますが、その点について、再度お伺いいた

します。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 総合計画書を策定します。策定するときの、策定するだけの参

考資料、いろいろ含めて、アンケートから総括から始まる。その結果は総合計画の言っ

てみれば計画書、その中にはもちろん織り込むわけでありませんから、そのことは公

表するかしないかでなく、それはもちろんしなければならないことですし、こういう

結果があってこういうことになってきましたということをしっかりやるということで

すから、それは改めてそれを知らしめるとか何とかでなくて、それはその中で必要と

して、それは絶対入っていくということですから、そこら辺は間違いなく、質問と答

弁がちょっとかみ合わないと思うかもしれませんが、間違いなく御質問のアンケート

の内容の結果だとか、それから、総括だとか、それはきちっと計画書の中に含めて、

町民の皆さんにしっかりとそれはお知らせするというのは、それはその中にしっかり

入っているということですから、首を傾げないでちゃんと聞いてください。同じこと

を言っていると思いますから、これはやらないということでなく、必ずそれはやらな

ければならないことですから、そのようにしていくということを改めて申し上げたい

と思います。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 石山議員。 

○４番（石山憲司） 今の点でもう一度確認させていただきます。 

 確かに公表はする。わかりました。私が聞いているのは、いつですか、なのです。

策定しました、できました、その中に当然入っております、ですから公表ですという

のか、素案ができる段階で、アンケート結果はこうでしたよという報告をされる意思

があるかないかをお伺いしたつもりでおりました。その点、もう一度確認させていた

だきたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 総合計画を策定するに当たって、その途中経過として、ダイジェ
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スト版だとか、どういうような部分で掲載するということもありますから、結果は必

ずそれは入ります、絶対入ります。その中の途中経過として、ダイジェスト版とかと

いうような形の中で、それはアンケートの中身はこうでしたよ、結果はこうですよ、

さらにこういう総括もこうですよというようなことをしっかりとこれは掲載させてい

ただいて、それで最終的ないろいろな資料を含めて、それをもとにして総合計画の策

定の段階に入りますよ的な、そのダイジェスト的な報告はもちろんする機会もありま

すし、やるということは間違いなくやらなければならないことだなというふうに思っ

ていますから、そのことだと思います。 

○議長（高橋利勝） 石山議員。 

○４番（石山憲司） その点については、また同僚議員からも質問あるかもしれませ

んが、先に進めさせていただきます。 

 総合計画を策定するわけでございますけれども、先ほど人口問題で言いました、答

弁されたと思いますが、推定値と期待値、実は前回もそうなのですけれども、推定値

というのは２２年で７ ,０００人ぐらいですか。希望値は当時のままでくる。そういう

希望値、我々はそれだけ期待していると、人口は減らないように頑張るのだという期

待値と、実際に出ている数値、何年には本別町は七千二百何ぼかになりますという、

そういうものの違いが当然出てくると思います。 

 ただ、今回つくられる総合計画におきましては、少なくとも絵に描いた餅にするこ

とはなく、実現可能なものにするためには、先ほど私が言いましたとおり、財源も限

られてくる中にありまして、当然、各政策の優先順位といいますか、それらをもとに

取捨選択していかなければ、本別町の政策、施策は遂行していけないのではないかと、

財政的な理由もあろうかと思います。 

 そういう中にあって、町長はもちろん今までも町民の声を広く聞いてこられ、今回

もそれに基づいて総合計画を策定されると思いますので、町民の声は今までも十分聞

いておられると思いますけれども、これからもこの総合計画策定に当たりまして、住

民の声、特にアンケートとか、中学生、高校生の意見を十分にくみ取って作成のほう

を期待しているところでございます。 

 その辺につきまして、町長の見解をもう一度お伺いいたします。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 一人でも多くの町民の皆さんの声を聞きながら総合計画を策定

していくというのは、これは以前からも一切変わることはありませんし、そのことも

含めて、中学生、高校生のアンケート、参加も含めてやっていくということでありま

すから、これは未来の本別の姿をどのように考えているかということで、そういう若

い年代層も含めてありますし、また、今までの総合計画の総括は、現役の皆さん方含
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めて、実感的にどう感じているか、そのようなことも含めてやりますから、当然、い

つも申し上げますが、自分たちのまちは自分たちでということの基本的な理念のもと

に、まちづくりはみんなで進めるということでありますから、私一人が聞くとか何と

かでなく、全体で同時に、策定をしていただく人もそうですし、また、職員もそうで

すし、多くの人たちの御意見を聞きながら、本町のまちづくりの基本となる総合計画

をつくっていくと、このことについては、御質問のとおりそのような一人でも多くの

参加をいただきながら、しっかり策定していくということについては、これからも変

わらずに踏襲していきたいなというふうに思いますので、そのことについては、また

いろいろ御意見も御指導もいただければと思います。 

 以上であります。 

○４番（石山憲司） 終わります。 

○議長（高橋利勝） 次に、６番大住啓一議員。 

○６番（大住啓一） 議長の許可をいただきましたので、通告いたしました２問につ

いて質問をいたします。 

 １問目、財政調整基金残高が約７億円、今後の予算編成の考えはについて質問いた

します。 

 冒頭に、昨年９月６日未明に起きた北海道胆振東部地震から１年が過ぎました。亡

くなられた方々、被害を受けた方々に御冥福をお祈りし、心よりお見舞い申し上げま

す。 

 それでは、さきの６月定例会において、監査委員からの報告では、財政調整基金残

高が約７億円であり、出納閉鎖後、これは５月末日ですが、約１２億５,０００万円に

なっていると認識しております。来年度以降の予算編成に影響があるものと思います

が、考え方を伺います。 

 本町の財政運営は、国に依存する割合が多く、近年の交付税減額などが大きく影響

しているものと思います。 

 今後は、行財政改革を強力に推進することや、町民の皆さんに御負担をお願いする

ことも想定される中で、以下、３点についてお伺いいたします。 

 １点目として、行革を進める中で、一つ目は、町長を初めとする特別職、また、一

般職の給料の見直しはどのようになるのか。 

 二つ目は、定数外職員の件でございますが、これは前段で阿保議員が質問しており

ますので重複しない中で質問いたしますが、来年の予算編成の中で定数外職員２２０

名をどの程度絞り込むのか。 

 三つ目は、公有財産、これは土地、建物ですが、これの処分など、多くの事項があ

りますが考え方は、お伺いいたします。 
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 ２点目といたしまして、町民の皆さんに負担が生じることも予想される、一つ目で

すが、使用料、これは施設の使用料でございます。二つ目は、各種団体に対する補助

金、三つ目は、保険料、これは介護保険等々でございますが、の値上げ、四つ目は、

固定資産税にかかわる税率の見直しによる増額などについて、どのようなお考えなの

か、お伺いいたします。 

 ３点目といたしまして、一般会計はもちろん、６特別会計、２企業会計のあり方と

して、新たな方法を見つけ出すことが必要と思います。次期総合計画との兼ね合いを

考慮した特別養護老人ホームの建設、また、水道、病院の２企業会計の将来をどのよ

うにとらえているのか、お伺いいたします。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 大住議員の財政調整基金残高が７億円、今後の予算編

成の考え方についての御質問の答弁をさせていただきます。 

 まず、本町の財政運営は、町税や使用料、手数料などの自主財源が約３割程度であ

るのに対しまして、地方交付税や国、道の支出金、町債などの依存財源が約７割を占

めているところであります。国、北海道などへの依存度が高くて、財務体質が硬直化

している状況にあります。 

 このような中で、歳入総額の４割を占めます地方交付税が、平成２３年度から８年

連続で前年度を下回る状況となっておりまして、この減額を補塡するための財政調整

基金の繰り入れにより予算編成を行ってきたところであります。 

 財政調整基金の状況でありますけれども、本年４月末時点での基金残高は約７億円

でありましたが、最終的な平成３０年度末の基金残高は１２億５,０００万円となりま

して、平成２９年度末の基金残高から約１億８,０００万円の減少となったところであ

ります。 

 また、現行予算における令和元年度末の基金残高の見込みにつきましては、当初の

予算におきまして４億円の繰り入れを予算計上していますことから、現時点では８億

５,０００万円程度になると見込んでおりますが、いずれにいたしましても、町税など

の自主財源の大幅な増収は見込めず、また、地方交付税の減額、財政調整基金残高の

大幅な減少などの影響によりまして、本町の財政運営は大変厳しい状況になると見込

んでおります。 

 まず一つ目の御質問でありますけれども、特別職の給料の見直しにつきましては、

これまで集中改革プランなどによりまして、特別職は平成１７年度までに現在の給料

額に見直しを行い、一般職につきましては１７年度から２０年度まで、基本給の独自

削減を行ってきたところであります。 

 御質問の今後の見直しの件につきましては、現時点ではまだ言及できる段階ではご
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ざいません。 

 また、定数外の職員の処遇の関係でございますが、現在、会計年度任用職員制度に

つきましては、令和２年４月の導入に向けた準備をしていっておりますが、職員数の

適正化や財政情勢も鑑みながら、先ほどの御質問にありましたように、今、これから

も各課部局の調整に入りまして、どのような組織体制で、それぞれの立ち位置も含め

て、各課で努力していくか、これらも含めて、また、今２２０名と言われる御支援い

ただいている臨時、パートの職員も含めて、それぞれ聞き取りも含めて、これから業

務の適正化に向けての人材配置に向けてしっかり対応していくということで進めさせ

ていただくところであります。 

 また、公有財産の処分に関しましては、これまで町有地の貸し付けだとか、また、

旧鉄道用地の貸付地などの売り払いを行ってきたところであります。 

 今後も遊休地を初め公有財産の処分につきましては、引き続き取り組んでまいりた

いというふうに考えております。 

 二つ目の御質問でありますが、使用料につきましては、平成３０年度にこれまでの

施設ごとの維持管理費の５０パーセントを受益者負担をしていただくという算定を見

直しまして、会議室や、また、屋内体育施設などの類型によりまして、維持管理費、

暖房費の２５パーセントとなるように改正を行ったところであります。 

 今後は老朽化した施設、また、廃止や稼働率の低い施設の統廃合や管理人などの適

正配置を進めていくことから、施設の集約化、また、維持費の縮減を図っていきたい

というふうに考えております。 

 各種団体に対する補助金の見直しでありますが、行財政改革推進本部会議の補助金

等の見直し検討部会におきまして、１３１件の補助金について検討を終えたところで

あります。また、今回から、負担金１８７件あるのですが、これについても検討の対

象としたところでもあります。 

 今後は、来年度以降の事業のあり方、各課と調整の後、各補助金団体とも協議を行

いまして、予算に反映させていきたいというふうに考えております。 

 ３点目の介護保険料につきましては、介護保険の給付費などの見込みから算出され

た基準額に基づいた算定をしているために、財政状況にはこれは影響されるものでは

ありませんが、また、固定資産税の税率の見直しにつきましては、現在のところ、そ

のような予定はございません。 

 三つ目の御質問でありますが、特別養護老人ホームの関係につきましては、これま

でお示しをしてきた小規模多機能型の居宅介護事業所、清流の里に併設するという考

え方も含めて、今後の人口減少や町内の施設のベッド数などを考慮しながら、関係機

関で協議を進めているところでもあります。 
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 また、水道事業会計のあり方につきましては、現在、人口減少に伴う料金収入の減

少や、施設の老朽化、災害に対する設備投資などが避けられない状況となっておりま

して、このために、人口減少を見越した料金収入と今後の維持管理に要する負担を見

据えた料金の見直しを進めていくということであります。 

 次に、病院事業の会計のあり方につきましては、今、町国保病院は地域の基幹病院

として重要な役割を担っていただいておりまして、今後の事業運営に当たりましては、

一般会計からの支出は必要なものと考えておりますが、企業としての採算性向上のた

めの努力や創意工夫を重ね、一般会計の負担の縮減に努めてまいります。 

 本町の財政運営は非常に厳しい状況になると見込まれる中で、来年度以降の予算編

成に影響を及ぼさぬよう、また、今後も持続可能な財政基盤を確立するために、適時

適切な行財政改革を推進しますとともに、現在進行中の行政運営に関しましても、常

に歳入の確保と歳出、経費の削減に取り組みながら、効率的かつ効果的な予算の執行

に努め、住民サービスの維持、向上を図ってまいる所存でありますので、また議員各

位の特段の御理解や御支援、御協力をお願い申し上げるところであります。 

 以上、申し上げて答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 再質問いたしますが、まず、財政調整基金の関係でございます。

私もさっき通告書どおり説明いたしましたが、当初７億円の報告を受け、出納閉鎖後

は１２億５ ,０００万円。町長も今、答弁でありましたように、一般会計で、当初我々

が３月議会で議決しました部分で４億円を投入すると。１２億５ ,０００万円から４億

円引きまして８億５ ,０００万円残っている形になりまして、さらにそれから国保病院

に３億円を出すと。これはあした以降、きょうの終わり方ですが、あした以降の補正

予算に出てくるということで、議員協議会で説明がありました。したがいまして、８

億５ ,０００万円引く３億円ということになりますと５億５ ,０００万円しかない。例

年でいきますと、町長の今答弁ありましたように、ここ数年来は４億円程度を財政調

整基金から繰り入れると。戻す金が半分戻ればいいところですから、２億円戻ると。

それを繰り返していって、もし戻らなかったり、国からの交付税等々が減額された場

合は、来年の話をしますと、５億円しかないところで４億円繰り出して、１億円残っ

ているところに、戻らないとすれば、再来年は１億円しかなくなるという、この綱渡

りというのですか、財政調整基金だけの話をしますと、そういう状況になってくると

思います。これは数字だけの話でございます。 

 そこで、私がお話しさせていただいているのは、強力に行財政改革を進めなければ

ならないでしょうということなのです。 

 それで、行財政改革を進める上で一番基本となるのは、横文字で恐縮なのですが、
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スクラップ・アンド・ビルドという、これは行革の基本理念でございます。これは効

率的ではない組織を解体して、積極的につくり変えていくということでございます。

これは何も古いものが悪いということでございませんので、新しい考え方を入れた中

で組織づくり、財政運営をしていくのが基本の中の基本だという考え方でございます。 

 町長が先ほど、みずからの給料、職員の皆さんの給料のお話をしましたけれども、

町民の皆さんには当然御負担がかかってくることは誰が見ても想定されることでござ

います。今現在、町長の給料云々については、平成１７年云々というお話ありました

けれども、組織のトップとしては、まず間違いなくみずからの給料をこういうことだ

とお示しして、職員の皆様の職員組合なり町民の皆様の負担に対して、そういう体制

で臨むのだという姿勢が大事でないかと思っております。 

 また、補助金等々につきましても、３億７ ,０００万円ほど今出している話です。こ

れは国、北海道に関係のない、町だけのお話の補助金の中で、約３億８ ,０００万円、

３億７ ,７００万円でしたか、そのぐらい出ている現状になるかと思います。これを全

部廃止しろとは言いませんけれども、相当思い切った中で進めていかないとならない

部分かなと思っているのと、今朝の定例会が始まる前に、監査委員からの報告があり

ました。補助金のチェックをしたところ、１団体について資料の不備があるというよ

うな報告を先ほど見せていただきましたけれども、監査委員のほうからの報告でなく

て、町の執行側からきちっとした団体の管理をさせていただいて、これは全部浮いて

いるお金でなくて、皆さんの税金ですから、これはきちっとした形で使っていかなけ

ればならない。 

 それと、先ほど午前中、話をしました、阿保議員からありました定数外職員の関係

ですが、これは一切方向性が出ていない状況だと思います。そして、先ほどの答弁で

ありましたけれども、１１月には議員協議会を開いて、臨時議会で条例改定するとい

う話、私どもとしては初耳でございます。それは一種、議会をどういうふうに思って

いるのか、町民の皆さんに対してどういう考え方をしているのか。 

 ２２０人の定数外職員の方々のお話をしますと、１人年間所得１００万円として、

平均してですね、２２０人いるということは２億２ ,０００万円です。これを全部やめ

てしまえという乱暴な言い方はいたしません。その辺も、職員化をするならする、新

しい法律に基づいてやるならやるということで、それは結構なことでございますけれ

ども、町民の皆さんに、こういう形で法律も変わって、こういうスタイルで町として

は進みたいのだということを報告して、説明をして、それから議会のほうにも相談し

ていただく、説明していただくというのが筋であって、唐突に１１月の中旬に議員協

議会をやって、下旬の臨時議会でどうのこうのと、それは全く聞いていない話でござ

いますから、その辺、どのように整理していくのかということでございます。 
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 給料の話も定数外職員の話もそうでございますし、公有財産の処分については、再

三、私のほうもお話しさせていただいてございます。処分しているといっても、いま

だ古い、大きな建物で言いますと、静山研修センターがどうしただとか、共栄にござ

いますふるさと産業開発センターがどうしただとか、学校の財産は離れているかもし

れませんけれども、旧学校の教員住宅はどうしたのだとか、学校敷地はどうしたのか

という、その他もろもろの話があると思います。そんな中で、どのように、基本的に、

ただ処分します、こうですというようなことではなくて、それをきちっとした理論武

装をして、町民の皆さんときちっと対峙してお話をしていくべきでないかと思います

が、その辺もあわせてどのように考えているか、お伺いするものでございます。 

 施設の使用料については、２５パーセント云々というお話出ましたのですけれども、

どのように考えて、町民の皆さんにどのように、レクリエーションといいますか、趣

味の会だとか、いろいろな部分があります。そういう部分で、いかに町民の皆さんに

心和むまちにしていくかという、極めて大事な部分もございますので、その辺も一律

に上げていくとかということでなくて、考え方をお示しになって、町民の皆様と相談

していくのが筋でないかと思っております。 

 介護保険料の話ですが、当面ないのだというようなニュアンスだったと思いますが、

今、十勝で、平均の部分で言いますと、五千九百何がしで、たしか十勝で２番目だと

思います。大樹町の次かと思いますが、これは安いところでは３ ,０００円台もござい

ます。これは独自に決められる部分でございますので、その辺はどうしても町長おっ

しゃるように、歳入と歳出の見合いということになりますと、入ってくるお金もある

程度考えなければならないとなれば、この辺の大きな見直しも出てくるのかと思いま

す。これについても年金は目減りしている、なかなか所得も上がっていかないときに、

介護保険料だけ唐突に上がっていくような印象があるとすれば、それもきちっとした

説明が必要でないかと思います。 

 税率の云々、これについては、固定資産の関係で、今１ .４ぐらいですか、それが２

パーセント台にできるかできないかというのは、ルール上できるかもしれませんが、

余り過度な政策をとりますと、北海道、国からの指導が入るかもしれませんけれども、

それにしても、どのようにお考えになっているか。税額を決定するのは、市街地は路

線価等々も参考にしているようでございますけれども、農地等々についてはどのよう

にお考えになっているのか、その辺もお聞かせいただきたいと思います。 

 老人ホームの関係でございますが、小規模で云々という町長の御答弁でございまし

た。町民の皆さん、なかなか施設があかないものですから、難儀しているのも事実で

ございます。この辺もきちっとした理論立てをして、何年にはどうする、何年後には

こうするというようなお話を町民の皆さんにしていくべきでないかと思っております
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が、その辺もどのようにお考えなのか。 

 水道の民営化については、私もこの程度のといったら７ ,０００人ぐらいの規模のま

ちで、民営化というのはそぐわないというふうには認識してございます。ただ、半年

近くも前になりますけれども、マスコミ等々で相当民営化という部分は地方自治体に

おいても叫ばれた時期がございます。当然、町民の皆様もマスコミ等はごらんになっ

ていますので、その辺、きちっとした、先だってからの説明会を行ったようでござい

ますけれども、民営化にする考えがないならない、どういう理由でないのだというこ

とも含めてお話ししていただければと思っております。 

 国保病院の関係でございます。これは先ほども言ったように８億５ ,０００万円しか

財政調整基金が残らない中で、この年度の途中で、これから審議させていただきます

けれども、３億円を投入するということでございます。これは町民の皆様の命を守る

施設ですから、一概なことは申し上げませんけれども、これは大きな話ですから、町

民の皆様に説明をする、本当にこういう形でないと病院は持っていけないのだ、だか

ら一般会計から３億円入れるのだという明解な説明もなしに、唐突に出てくることが

極めて多いものですから、これを機会に、あした審議させていただきますけれども、

どのような形で、どのようなことがあって、３億円というお金が出てきたのか、相当、

何点もありますから、漏れたら漏れたでまた質問いたしますけれども、以下の部分を

再質問するものでございます。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩いたします。 

午後 ２時２３分  休憩 

午後 ２時３９分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） それでは、私のほうから、財政調整基金の関係と、定数外

職員の関係について答弁をさせていただきます。 

 大住議員御指摘のとおり、財政調整基金につきましては８億５,６００万円から、あ

す、補正予算の提案をさせていただきます３億円を除きますと５億５,６００万円とい

う状況になることを想定しております。 

 ここに来るまでの大きな要因といたしましては、確かにこれまでも財政状況を説明

させていただいたときにもお話をさせていただきましたが、普通交付税が平成２６年

度以降減少を続けまして、減少前の平成２５年と比較しても、３０年度決算で４億６,

６００万円減少していると。やっぱりこの減少が大きく影響いたしまして、これまで

予算編成に当たっては、財政調整基金の繰入金を２億円、それが３億円、そして４億

円という形になってきました。 
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 来年度以降の予算編成に当たっての考え方でございますけれども、基金に関しまし

ては、財政調整基金と公債費の返済に充てます減債基金、これを除いた特定目的基金、

今、１３億８,０００万円ほどございますけれども、この基金の活用というのもしっか

り行っていきたいなというふうに考えております。ただ、使ってしまえばなくなるの

は当然でございますから、なるべく事業選定をしながら、基金の充当というのは図っ

ていかなければならないと思います。 

 大住議員からもありましたけれども、繰り入れをして繰り戻す額が小さければ、毎

年、基金は減っていきますので、ことし、令和元年度については、なるべく繰り戻せ

る額というのを多く確保できるように、今後、１２月補正等ありますけれども、経常

経費の圧縮とか、そういったものはしっかりと対応していきたいなというふうに考え

ております。決算の中でなるべく多く繰り戻していきたいというふうに思います。 

 来年の当初予算に当たっては、まずは財調の繰入額を４億円から減らしていくとい

うところでの努力といいますか、そこを目標にしながら予算編成にまず当たらなけれ

ばなりませんので、そこもしっかり予算編成会議等の中で具体的な取り組み等出しな

がら対応してまいりたいと思います。 

 定数外職員の関係でございます。阿保議員の御質問の際もお答えをしてきておりま

す。 

 今回の会計年度任用職員制度によりまして、全体的な処遇というのは当然改善をさ

れます。ただ、その際にも答弁させていただきましたけれども、財政負担も当然生じ

ることとなります。今後は、適正な人員配置というのがどうあるべきか、そして、財

政状況というのも当然加味をしながら、鑑みながら対応していかなければなりません

ので、ここについては、この厳しい財政状況の中で、どこまで会計年度任用職員制度

を導入しての負担を抑えられるかというのも一つの課題だというふうに思います。 

 ただ、阿保議員の御質問の町長答弁でもありましたけれども、今、２００人を超え

る方がいらっしゃいますけれども、福祉、医療の現場で支えてくださっている方もい

らっしゃいますので、そういったところも含めて、ちょっと慎重にその辺は対応して

まいりたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（高橋利勝） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也） 私のほうからは、使用料の関係、それから補助金の考

え方、それから財産処分に関して、この３点についてお答えさせていただきます。 

 使用料の部分でございますけれども、大住議員の御質問の中にありましたとおり、

平成３０年の４月から料金改定ということで、この間の議論につきましては、やはり

公共施設有料化に伴って、これも財政を起因とした有料化に、過去の経緯があったわ

けでございますけれども、それ以降、町民の皆様から、やはり文化活動、あるいはス
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ポーツ事業含めて、やはり町民の皆様がすごく使用に窮屈だといいますか、運動、活

動が減ったというようなことがこれまで寄せられていたことが一つと、それから、説

明にもございましたとおり、維持費の半分を御負担いただくというところを、この間

の数字を見てきましたところ、２５パーセントの実績。そこを鑑みたときに、２５パー

セントは、そこはしっかりもらいましょうと。それから、もう一つは、しっかりそれ

ぞれ町民の皆様が公共施設、もともとの所期の目的があって設置したわけですから、

その目的に沿うように、施設をしっかり使っていただくと。かえってそのことが所期

の目的にかなうことであろうということで、そういった部分、減免の対象も広げまし

て、３０年の４月から改定させていただくに至ったところでございます。 

 ただ、平成２９年の夏以降、そういったことで使用料に関していろいろと説明のほ

うをさせていただいた経過の中で、ただ、やっぱり施設の維持費というのは、当然、

減ることなく、当然物価の関係もあって、ふえていくことが予想されるという中にあ

りまして、施設の使用料を下げるに至っても、場合によっては、なお施設の利用率が

上がらないですとか、やっぱり使われない施設だとかが当然出てくるであろうと。そ

の際には、そういった施設については、人口の関係もございますし、財政のこともあ

るので、その際からも、そういったときには、施設の統廃合だとか集約化、そういっ

たところは、施設料金を下げるかわりに、そういった部分はそういったことも含めて

考えさせていただきますということもあわせて説明してきた経過がございます。 

 したがいまして、今回も、とりわけそのことが別に担保としているわけではござい

ませんけれども、今後そういった部分、当然こうやって財政が、やはり５年前と比較

して４億円以上が収入の減ということになってございますので、それは本当に残念な

ことではありますけれども、それらに見合った部分を当然考えていかねばなりません

ので、公共施設については、そのときに説明させていただいたとおり、今後、集約化

ですとか統廃合というものを、当然そのときの考え方に沿って進めていく必要がある

のかなと思っています。 

 ただ、大住議員言われるように、それは本当に行政が勝手に一人でやるのではなく

て、やはりその際にも、しっかり使用していただいている方々にきちっと説明をして、

そして御理解が得られるような方法をとっていかなければならないというふうに思っ

ておりますので、よろしく御理解いただければと思います。 

 それから、補助金の関係でございますけれども、大住議員の御質問のとおり、今、

補助団体の部分については、行革の見直し検討部会の中で作業を進めているところで

あります。基本的には全て、それぞれ町単独で補助事業のみならず、国、道と協調し

てやっているもの、あるいは団体と協調でやっているものも含めて、一応全部一通り

見させていただいております。 
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 ただ、これも当然、町民の皆様、団体があって活動されているわけでございますの

で、しっかりそこは町の考え方、それから財政状況を踏まえた中で、今、それぞれ所

管している原課のほうに、そういった見直しの結果をお知らせいたしまして、今後、

予算編成に向けてどういうふうにしていくか、それはしっかり議論の場といいますか、

説明できる時間も設けながら、ただ、財政、こういった形で厳しくなりながらも、激

変というのはちょっと相当厳しいというふうに思いますので、しっかり年次的なもの

を考えながら、そういった部分に、しっかり歳入に見合ったといいますか、それから、

それぞれ団体にもそれぞれ目的があって活動されているわけですので、そういった実

情も踏まえながら対応していきたいというふうに考えております。 

 それから、３点目に、不用財産の処分の方法でございますけれども、これにつきま

しても、行革の中で、基本的には推進計画の中で、それぞれ不用財産の処分というこ

とで計画として載せてございます。基本的には、不必要な財産については積極的に処

分を行うということと、それはこの間の取り組みとは変わらないわけでございますけ

れども、やはりちょっと難しい部分は、やはり建物がまだ残っている状況の中での処

分方法ということは、これまでも課題となっていることでございまして、基本的には、

それぞれ町民の方、あるいは企業等の問い合わせがあったときには、そういった部分

については積極的にそれぞれ原課のほうでも対応させていただいているところであり

ますし、そういった情報等がございましたときには、私どもにも御一報をお寄せいた

だければありがたいというふうに思っておりますし、そういった形で処分のほうはこ

れまでと同じように進めてまいりたいと思っておりますので、よろしく御理解いただ

ければと思います。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 飯山保健福祉課長 

○保健福祉課長（飯山明美） 私のほうから、介護保険料についての御説明をさせて

いただきます。 

 介護保険料に関しましては、介護保険事業計画、３年を１期とした計画を立ててお

りまして、その３年間に使われるであろうサービスの全体量を計算しまして、その中

で半分が税、半分が保険料という形で、一定のルールで保険料を算出しておりますの

で、こちらにつきましては財政状況に影響されるものではございません。 

 もう１点、特別養護老人ホームの考え方につきましては、議会等でも今、５０床の

特養を２カ所の地域密着型特養にして、１カ所目を小規模多機能型事業所、清流の里

に併設をするということで御説明をさせていただいてきたかと思いますが、ここに至

りまして、やはり介護職員がなかなか確保できない問題であったり、大住議員がおっ

しゃったように、人口減少の問題等々もあります。今、町内にベッドがあるというの
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は、特養が５０床、老健が８０床、病院のベッドが今６０床あります。全体で１９０

床のベッドがあるのですけれども、これから人口がどうなっていくかということもも

う少し見据えながら、本別町に必要なベッドの機能とかベッドのあり方はどうなのか

というところを、今、関係部局ですとか関係者とも協議をしながら、再検討をしてい

るところです。なるべく早い段階でいろいろなパターンも示しながら皆さんと協議が

できるように、今準備をしておりますので、状況としてはそういうことになっており

ます。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 大槻建設水道課長 

○建設水道課長（大槻康有） 私のほうからは、水道事業の民営化につきましての御

質問にちょっとお答えをさせていただきたいと思います。 

 平成３０年の１２月に水道法の改正がございまして、これはまだわりと新しい法律

の改正なのですけれども、自治体が施設を所有したまま、運営権を民間企業に委託す

るというような、国は促しをかけてきているということでございますけれども、やは

り地方にある小さなまち、やはりこういう小さなまちとか、集落が点在しているよう

な市町村の水道につきましては、やっぱり施設の管網がすごく大きくめぐらされてい

るということもございまして、施設費が大変多くかかりますということでございます

ので、なかなか収益性の望めないところかなということで、なかなか民間での受け皿

は大変厳しいのかなというふうに今考えているところでございます。 

 また、先ほど議員からお話ありましたけれども、新聞等で皆さん御存じかと思いま

すけれども、まだ日本では余り例はないのですけれども、外国のほうでは一度民営化

を実施した例もありまして、やっぱり何回かにわたって水道料金を上げまして、高騰

していきまして、再び公営化に戻っている経緯がたくさんございまして、こういうこ

とも考えますと、やはり民営化においては、経営が悪化すれば、やはり住民の負担に

もかかわってきますし、水質の管理にも不安があるのかなというふうに考えておりま

す。また、災害時の対応とかもございますので、水道水の管理は公共においての責務

だと今考えている状況でございますので、現在では、民間への計画は今のところござ

いません。 

 以上でございます。 

○議長（高橋利勝） 藤野病院事務長。 

○国保病院事務長（藤野和幸） 財政調整基金からの３億円の病院への繰り入れの関

係でございますが、平成３０年末、病院で現金の不足が生じまして、２億円の一時借

入金を行いまして、これをことし７月に精算したところでございます。 

 令和元年、今年度当初の繰入金２億８ ,８００万円を計上しておりますが、うち２億
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円が、先ほどの２億円の一時借入金の精算に充当し、残り８ ,８００万円が今年度使用

できる運営資金として残ったわけでございますが、病院の運営が今年度につきまして

も非常に厳しいことから、１億円を今回、今年度の運営資金として繰り入れるもので、

合計３億円を９月の議会で補正予算として提案させていただくものとなっております。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 休憩を挟んでの答弁でございますが、相当細かく答弁していた

だきました。このような話を町民の皆様の前でひざを突き合わせて説明していただけ

れば、皆さんわかってくれると思うのです。議員も同じだと思います。唐突に何ぼ要

るのだからということでなくて、今、かみ砕いて説明受けました。調整基金も初めと

して、定数外職員云々、それらも今、細かく使用料、補助金、財産処分、介護保険料

についても説明いただきました。老人ホームの建設についても、ベッド数の話まで出

てきたということでございます。民営化も含めてですが、これらの答弁をいただいた

中で、この部分については、ある意味、理解をいたしますし、いろいろな部分で、再

質問、再々質問ですが、こういう内容を来年の予算に向けて町民の皆様に、月２回、

告知版も入れれば２回でございますから、広報等々で周知をするという考え方がない

のか。全部細かく書いてということではございませんけれども、町民の皆さんが行政

の主役でございます。まちづくりの主役でございます。そこに話を進めないで、一方

的に言っても、なかなかならないでしょうと。 

 それと、財政が非常に何年か前と違っていて、基金を１回借りた形をとって、積み

戻す額が満額戻せないという状況が３年も４年も続いているとなれば、当然、今お話

しになった使用料等々について、町民の皆さんの御負担をお願いすることは出てくる

と思います。 

 それで、冒頭お聞きしたのは、特別職の給料とか職員の皆さんの給料、町長の給料

は十勝の町村の中で７番目でございます。職員の皆様のラスパイレス指数でいきます

と、本別の下が中札内村と広尾町ですか、そのような形になってございます。それら

を含めて、今この場で何ぼ、幾らということは申しませんけれども、考え方として、

町民の皆様に御負担をいただくという大前提に立てば、そこら辺は町長の最高責任者

としてどのようにお考えになっているのかということと、細かく説明いただきました、

この内容について、病院の関係は、あした細かく審議させていただくということです

から、それはいいとして、細かく説明をする考えがあるのかないのか。２点ほどにな

るかと思いますが、再度答弁を求めるものでございます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 財調にかかわって、それぞれ財源が厳しいということはもちろ

んのことですけれども、これは突然、また特に病院の２億円の一時借り入れの負担が
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生じたということを含めて、非常に大きな負担になっていますから、この辺の状況で

ありますけれども、ずっと町の財政運営につきましては、平成１２年をピークに、何

度も申し上げますが、ずっと交付税が減額になってきて、本当に一時の４３億円有余

あった交付税が、今、１０億円以上少なくなってきているということで、ここ何年も、

毎年、人口減少もそうですけれども、国の方針としては表向き、はっきりそうだとい

うことでありませんけれども、やっぱり地方は基金があって、わりと財源には余裕が

あるというような発言や判断があって、かなり地方が構造改革で厳しい状況の中で、

まさにぎりぎりで基金を積んで不測の事態に備えようということで、全国的にやって

きたわけですが、そのことよりも、まだ国は大変だけれども、地方はあるというよう

なことを含めて、算定外の基礎数値も相当厳しくなってきたのかなと、そんなことも

ありますが、そんなことで、私どものまちばかりでありませんが、全体的にこういう

交付税が下げて、どんどんどんどん減額になってきているということで、どのまちも

１年、２年の違いはあるかもしれませんが、同じような状況になってきているという

ことも事実であります。 

 そんな中で、我がまちは、本当に町民の皆さん、また、職員、議会の皆さんにも、

全部に、皆さんに協力いただきながら、何とかこの危機を脱するようにということで、

基金も積み戻ししながら、まさに給与も減額しながら、また、それぞれ御負担もいた

だきながらやってきました。おかげさまで３４億円を超える総体的な基金があったの

ですが、またもとに戻りますが、昨今の交付税の減額によって、それがやっぱり１０

億円強減っていくということになったというのが現実でありますから、それも３４億

円もあったときには、基金ばかりあってもというようなことでありましたけれども、

やっぱりいざというときにしっかりと財政出動して、町民の暮らしをしっかりと支え

ていくと、そういうための基金でありましたから、それは有効に使わせてもらうとい

うことでありましたけれども、じりじりじりじりこういうことになりました。でも、

そのかいもあって、こういう急激な変化にも対応できるということは反面あるという

こともそうでありますが、でも、これがこれから続くとなれば、なおさら厳しい状況

になりますから、本当にこの厳しい状況がこれからも続くということであれば、今、

御質問ありますように、みずから身を切る姿勢も示すということは当然のことですか

ら、そのこともその時点ではしっかりと、これは私どものまず姿勢を示しながら、職

員も含めて、そういうときが来ないことが一番いいのですけれども、そんなことにな

らないようには努力をさせていただきますけれども、そのような不測の事態になった

ときには、しっかりとその旨をしっかりまた姿勢として示しながら、わずかにしかな

りませんけれども、そういうことも含めて考えて対応しなければならないところであ

ります。一度経験したことでありますが、職員の皆さんとは、二度とあのようなこと
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がないように、全体で知恵を絞って、汗をかいて、しっかり頑張っていこうというこ

とで、ともにスクラムを組んで頑張ってきていますが、これらの状況の中で、すごく

危機感を持ちながら、先ほど総務課長が答弁させていただきましたように、次期の予

算編成も、基金の依存度を少なくして、しっかりとまた年度末にはその基金を繰り入

れが積み戻しできるような、より一層のまた節約も含めて、行革体制、また、各種の

施設のあり方、制度の見直しも含めて、財政規律をしっかりと確立できるように努力

させていただきたいなと思っています。 

 今、急遽のお話でありますが、突然出てきたような話かもしれませんが、大変厳し

い中での財政運営でありますが、こういう現場を持っている中での現実対応も含めて

あるということでありますが、その反面、このことが乗り越えられれば、必ずまた町

民の皆さんの少しでもニーズに応えられるまちづくりができるものと、こう思ってお

りますので、このことも含めて、また一層の御指導もいただきながら対応してまいり

たいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 町長のお話はいつも同じような内容で、みずから身を削るとい

うことを私は単刀直入に聞いているのですが、何パーセント削るとかというお話はし

ていません。町長みずから、特別職と職員組合がありますから、一概にはお話できな

いかもしれません、職員の皆さん。特別職の考え方としては、みずから身を削るとい

う抽象的なことでなくて、もう当然、町民の皆さんに負担いただくとなれば、みずか

ら身を削ると今おっしゃっているのですから、それをきちっとするのかしないのかと、

単刀直入に聞いている。だから簡単明瞭にお答えいただければいい。 

 それともう一つ、こういう内容を、財政がこういう状況になったと、これで来年度

以降について、来年度に向けては、町民の皆さんにはこういうことを周知したいのだ

という話も、病院の一時借り入れの２億円を払って、３億円払うという話も、それを

全部町民の皆さんに周知していくのが、開かれた役場、開かれた行政の考え方でない

かと思うのです。 

 だから、先ほど再々質問でしたのは、町長、特別職の給料を減額する考えはあるの

ですかということを単刀直入に聞いている。町長はいつも、しっかりと、しっかりと

とおっしゃいますけれども、本当にしっかりとやるのであれば、自分がどのように考

えているかだけ、しっかり言ってください。 

 それと、病院の関係については、あす、審議しますけれども、一時借入金の２億円

を調整しないとこれはだめだということなのですね。それは事務長でも副町長でもい

いのですが、これは北海道なり国のほうから指導が入っているということですか。あ
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した審議しようと思ったのですが、余りにも遠回りするものですから、きょう、今の

ところで聞いておきます。 

 ２点だけ。広報に出すか、給料を下げるか、病院の関係をどうするか。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 町民の皆さんに負担を求めるということになるというような状

況にもしなるとすれば、それはもちろん、そのことをします。 

 ちなみに申し上げますが、私どもの俗に言う三役、町長、教育長、今、副町長です

か、これはずっとその部分についての削減はずっと続けているということもひとつ御

理解いただければと思っています。これは、管内何番目とかではなく、ほかもそうで

すけれども、先ほど言いましたように、財政状況、みんなそういうことを含めて、ほ

かの町村もそうですけれども、それはずっと戻すことなく、ずっと削減は続けてきて

いるということはもちろんですから、それでまた、先ほど申し上げたように、また職

員の給与もという、こういうことはないようにみんなで頑張ろうなと言ってきた、さっ

き話しましたけれども、そういうことが、不測の事態が起きた場合については、もち

ろん、今、是か非かということですから、それはそのとおり、しっかりと我々はその

ことを受けとめて、範を示すということは申し上げたとおりであります。 

 病院の会計につきましては、議員協議会で説明させていただきましたけれども、初

めて歳入というか、欠陥で、運営費も含めて、それでみずから一時借り入れをして、

年度内に借り入れて、それを年次計画で返していくというような計画をしたのですが、

それが夏に、北海道の指導でありませんが、我々からしたら指導ということにとらえ

ざるを得ないのですが、そういう指導があって、その一時借り入れもきれいにして、

そして再度出発しなければ、これからの病院の企業会計のあり方としては問題が残る

ということも含めて、それで急遽、財政出動して、それを穴埋めして、そして正常化

に戻しながら運営していくということであります。 

 もう一度、その部分のもう少し細かいことについては、担当のほうから説明させて

いただきます。よろしくお願いします。 

○議長（高橋利勝） 藤野病院事務長。 

○国保病院事務長（藤野和幸） ただいまの町長の追加といいますか、平成３０年度

の決算におきまして、十勝総合振興局の春のヒアリングで、今回、資金不足が生じま

した。資金不足率１０ .３パーセントということで、こちらは国の経営健全化基準２０

パーセントを上回っているものではございませんが、早期に資金不足を解消するべく

取り組むようにという助言と申しますか、受けているということでございます。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田 収） ただいまの病院の関係につきまして補足をさせていただき
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ます。 

 今、事務長から説明があったとおりでございます。この資金不足の解消につきまし

ては、秋のヒアリングまでに方向性を示していただきたいというふうな助言がありま

したので、今回、やむなく２億円借りた分を、一借の部分を返すと、そういう形で今

回、予算を出したところでございます。 

 それから、先ほどから出ています町民周知に関しては、議会で議決をもらった部分、

それから、行革である程度ダイジェスト版だとか方向性が出た場合については、その

都度、広報等で周知していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 今、細かくいただきました。病院の件については、あす、細か

く質疑をさせていただくということ。 

 それと、最後、副町長のほうから補足がありました。そういうことになれば、その

都度ということでございますから、先ほど町長の答弁にありましたように、町民の皆

様に、私はもう負担いただかなければならないかなと思っているのですが、それは考

え方の相違ですから、それが出てきたときには、当然みずから身を削るということと、

それは周知するということの、この質問に対しての確認をさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 今、確認ということでありましたけれども、そのとおりに受け

とめていただければと。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） ２問目に移ります。 

 町税及び保険料の徴収と納税、納付者への対応について。 

 税は、地方自治体においても、予算編成上、最も重要な礎となるものです。 

 しかし、景気の動向などにより所得減となり、納税が滞った場合、年金からの天引

きが発生いたします。国のルールの中でのことと思いますが、実情についてお伺いい

たします。 

 １点目でございますが、納税は国民の３義務、これは教育、勤労、納税の一つであ

りまして、町民皆さんの平等を図る上で欠くことのできないものでございます。 

 しかしながら、社会情勢の変化による景気の低迷などにより、納税が滞ることもま

まございます。滞った後に、年金から天引きする旨の文書が役場から来て、天引きが

始まります。そのこと自体、国のルール等であれば仕方ありませんが、当事者宛の公

文書の中に、相談を受ける一言が明瞭に記載されていてもよいと思いますが、また、

急激な高齢化社会になった今日、職員の皆様が出向き、話を聞き、相談に乗ることも
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一考かと思いますが、考え方をお伺いいたします。 

 ２点目でございますが、土地、これは主に農地のことでございますが、売買につき

ましては、さまざまな方法があるものと認識しています。売買が整えば、売り手側に

所得が生じ、課税することとなると思いますが、売買価格調査と称します調査依頼が

まいります。その回答を返送するには、交通手段のない方もおられます。職員の方々

が出向くことも必要と思いますが、考え方をお伺いいたします。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 大住議員の２問目の町税及び保険料徴収と収納、納付者への対

応についての質問の答弁をさせていただきます。 

 まず１点目についてでありますけれども、税金等の年金の天引きの仕組みを簡単に

ちょっと説明させていただきたいと思います。 

 まず、年金天引きの対象となる税金などは四つありまして、一つには介護保険料、

二つには町、道民税、そして国民健康保険税、後期高齢者の医療保険料、この四つと

なります。 

 これらにつきましては、細かな要件は割愛させていただきますが、６５歳以上で一

定以上の年金収入がある方は、原則的には年金天引きの徴収となります。それで、原

則、年金天引きなので、滞納の有無に関係なく、金のあるなしに関係なくて、要件に

合致した場合については、自動的に年金の天引きが開始されるということであります。 

 しかし、これは滞納がありませんよという方については、年金天引きでなくて、口

座振替を申請をしていただければ、口座振替にさせていただくということであります

から、今、御質問のケースについては、まず口座振替の件だというふうに思いますが、

これについては、この口座振替によって年金天引きの税金の納付が滞った場合は、い

わゆる滞納処分の一環として行われるということでありますので、これは御理解いた

だきたいと思いますが、滞納のない場合については口座振替ということになります。 

 原則としては年金天引きと言いましたけれども、国民健康保険税、後期高齢者医療

保険料に限っては、滞納がないことで、ただいま言いましたように、口座振替による

振り替えをすることとなっております。 

 今回の質問については、国民健康保険税または後期高齢者医療保険料についての口

座振替を選択された方が、何らかの理由によって納税が滞り、町といたしましても円

滑な徴収が行えないと判断をさせていただいた場合には、年金天引きによる徴収に変

更させていただくということになりますが、町といたしましては、本人の意に反して

口座振替から年金からの天引きということに変更されていくわけですから、何の通知

もなくいきなり、国の制度からということでは、そういうことでは対応しておりませ

んので、それなりの経過を踏まえながら、例えば１回の納付がおくれたからといって、
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直ちに年金天引きの変更通知を出すわけでありませんし、その間、督促状だとかで、

口座から振替ができませんでしたと、そういう口座振替不能通知というのを出します。

そのほかにまた催告状というのを出して、納税を促す通知を出すということになって

おりますので、それらの手続を踏まえて、税の公平性の観点から、税金が納められる

ということであります。 

 その間、本人から何らかの連絡、アクションがあれば、それについては納税相談に

も応じますし、また、電話でも結構ですし、そういうような、何かの都合で引き落と

しができなかったかなどなど含めても聞き取りをするということになっておりますし、

また、連絡いただければそういうことになります。ただ、連絡がないということも中

にはありますが、基本的にはそのような対応をさせていただいているところでありま

す。 

 今回の質問のような決定の事例は、何らかの対策が必要と判断せざるを得ないとい

うことでありますが、これもまたまれな事例であるということも御承知いただければ

なというふうに思っています。 

 このような経過を踏まえますと、今回のような滞納が続いて、何の連絡も相談もな

いという条件でありますけれども、税の公平の観点から、これらについては、町とい

たしましても、本人にこのような通知をする前に相談をいただくということについて

は、これからはしっかりとこのことについても事情も確認しながら対応させていただ

くということにさせていただきたいと思います。 

 今後につきましても、これまでと同様、平素でわかりやすい表現に気をつけながら、

必要に応じて町民に対する説明を行っていきたいと考えております。 

 次、２点目でありますが、土地売買価格の調査でありますけれども、本調査の目的

は、固定資産税の評価の参考にするための町内で売買された土地取り引きの実情を把

握して、適切な地価の動向を調査するものでございまして、別に強制ではありません

が、この調査票の回収の方法につきましては、役場の住民課の税務担当、また、勇足、

仙美里の出張所に持参をしていただくか、また、返信用の封筒を同封しておりますの

で、これに記入してそれぞれ送っていただくということになります。また、それもな

かなかできないという人については、電話での回答も受けつけておりますので、電話

でもその実情に基づいて応じていただける場合もありますし、もっと言えば、これは

先ほど申し上げたように強制ではありませんので、回答がないということも、それも

致し方のないことになるというふうに思いますので、それぞれ必要な部分について、

電話でも結構ですし、封書でも結構ですし、出かけていただけなくても結構ですから、

もし電話ででも連絡いただくことができるとするなら、それは職員のほうも適宜その

ような対応をさせていただくということでありますので、この土地売買価格調査につ
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いては、このような中身になっているということであります。 

 以上申し上げて、答弁といたします。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 答弁いただきました。 

 税を納めることについて、私も何人かの方々から相談を受けていますが、決して納

めるのが嫌だとか、法律に違反して納めたくないということではございません。私ら

もその部類に入ってきてございますけれども、役場から来る文書を見ますと、極めて

文字が小さいのです。それで、類似した内容が３枚ぐらい、私も預かってきているの

があるのですけれども、当然公文書ですから、住民課であれば、本住号の、日にちが

入って、年金特別徴収対象者様と、こうやって見てもなかなか読めないぐらい小さい。

そして、当然町長のお名前が入っている。そして、お題目で３１年度に公的年金にか

かわる町、道民税の納付方法についてと。そして、これが３ページぐらいある。そち

らの方、担当はわかっていると思いますけれども、これが極めてわからないというの

が実態だと思うのです。それで私どもに、やはり議員をやっていますので、町民の皆

さんとも相談を受けることもございますので、聞くと、やっぱりそれがなかなかわか

らないと。ですから、町長のお名前を書いてある真下にでも、一番上の一番見えると

ころに、細かいパソコンの大きさはわかりませんが、１４ポイントだとか２０ポイン

トとかあるようでございますけれども、極めて大きな字で、中身がわからなかったら、

電話をくれる時間帯だとか教えてくれませんかというような、文法の話はわかりませ

んが、こういう堅苦しい表現でなくて、会話用語というのですか、そういうことで案

内を差し上げて、御返答いただくというような方法をこれからとっていったらどうで

しょう。 

 今、町長の答弁の中で、電話でも回答はいいのだよというお話、それは極めて大事

なことだと思います。それであれば、電話だってなかなか料金がかかるとかというこ

ともありますので、年金の方々、２カ月に１回、月平均６万円にしても、２カ月に１

回で１２万円、１１万円入るとしても、月額６万円弱ぐらいでやっていると。そうい

う大変な皆さんの生活している中で、電話くれとか、報告くれといっても、これはな

かなか難しい話なのです。それで、皆さん方、役場にいて、一生懸命といいますか、

町民の皆様の生命と財産を守っていただいているのは、これは敬意を表しますけれど

も、返信をくれという中で、切手を貼って、封筒にその様式を書いて入れて送るにし

ても、自分の玄関先から送れないのです、ポストがないから。昔みたいに郵便局の方

が来ていただいたときに持っていってもらえるような話になればいいのですけれども、

今、町長も出張所とかありました。出張所まで行くとなれば、大体そこの近くまで行

くとポストがあるものですから、それだったらポストに入れるということになります。
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出張所にそのまま持っていってもいいと。ですから、私が言っているのは、何も難し

い話でなくて、そういうことを行うのであれば、職員の人が持っていって、どうなの

と、こういうことだよと説明していただいてもやぶさかでないのでないかなというこ

とでの質問の趣旨でございます。その辺をどのようにお考えになっているのか、再度

質問をするものでございます。 

 それと、税金の徴収ということでお話しさせていただいています。一生懸命徴収し

て、税務担当の人たちは大変な思いをしてやっていると思いますけれども、その辺、

今、私がお話しさせていただいたことをしていただかないと困るのですが、あくまで

も今までどおり文書を出して、それの返信をもらわなければならないという考え方な

のか、その辺はどういうふうに考えおるのか。 

 それと、先ほどと同じ内容になりますけれども、今朝ほど、きょうの一般質問が始

まる前に、報告事項の中で、監査のほうから報告がありました。不納欠損が７０人で

２０４万３,４３２円あったと、３０年度ですね。これは監査の方々が見ていただいて

の報告ですから、前年度より５０万円ほど多いということでございます。これはもう

職員の方が一生懸命やっていて、不納欠損処理しているということは、町民の皆さん

から見たら、なかなか効果が上がっていないのでないかということになるのでないか

と思うのです。本当に今、町長が答弁していただいたように、職員の方が電話だとか

そういうことで対応してもいいのだよと言っていながら、片方の報告を受けると、３

０年度の報告でいくと、７０人で二百四万三千何がしという内容でございます。この

辺を執行者側としてどのようにお考えか。やはり親身のある、町民の皆さんと接して、

いろいろな悩み、いろいろな相談事を聞いていただいて進めていくのが、一番納税の

率を上げる、これも一助になるのでないかと思いますが、その辺の考え方について、

どのようにお考えか、まずはお聞きしたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 質問の内容と、また、不納欠損というか、滞納のありましたけ

れども、一番最初の質問のケースと、今、後段に質問していただいた部分とはちょっ

と分けて考えていただきたいなと思います。こういうものについては、非常に担当も

含めて聞きますと、まれな例でありますから、これは今、文書をこうやって持ってい

ましたけれども、エクセルか何かで出てしまうと、ものすごく小さくなってしまうと

いうことは事実ですから、それは先ほども言いましたけれども、簡素でわかりやすく

するということはもちろんですし、その中で電話でもできますし、郵便局も封筒に入

れれば郵便局は持っていってくれますから、配達の皆さんもそういう連携もとれます

ので、そういうことも含めてやりますけれども、なるべく連絡がとりやすいようなこ

とについてはしていきたいと思います。 
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 また、後段の質問については、非常に滞納がふえているということでありますけれ

ども、その辺については、担当のほうは必ず通常の税の、また、使用料とか含めての、

滞納の分は、必ず滞れば納税相談含めて実施をしているはずでありますから、その辺

も含めてしっかり対応していくということでありますけれども、これも実態的には担

当のほうから説明させていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（高橋利勝） 田西住民課長。 

○住民課長（田西敏重） お答えいたします。 

 納税につきましては、いろいろとこちらから督促状なり催告書なり出しまして、そ

れに応じて相談窓口に来て連絡がありましたら、それなりにちゃんと納税相談のほう

はしっかりと対応してまいりたいと思っております。 

 また、不納欠損の話があったのですけれども、不納欠損につきましても対応的には、

その人が財産があるかどうかというのを精査しながら、その年によってその金額とい

うのは異なると思いますが、その辺を精査してしっかりとやっておりますので、御理

解ください。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 町長からも担当からも細かく御答弁いただきました。 

 こと、納税していただくということは、町民の皆さん、平等という観点から最大限

努力をして、それでも足りないぐらいの部分があろうと思います。職員の皆さんから

見れば、大住は鬼のように見えるかもしれませんが、これはある意味、苦言を呈させ

ていただかないと平等さに欠ける部分も、不納欠損という部分は考えられますし、今

朝、そういう報告も受けましたので急遽でございますけれども、そういう質問をさせ

ていただいているということでございます。 

 今、町長からも担当からもそういう御答弁がありましたので、それはわかりました。 

 町長から、冒頭、答弁ありましたように、これからはということもありましたので、

本当にだんだん目も遠くなる、３枚も５枚も同じのが来ると、なかなか私らも含めて、

この年になると理解力に遠くなるということなものですから、その辺もうちょっと、

お役所のやり方はわかるのですけれども、ルールに外れない限りの会話言葉というの

ですか、何々さん、こういうことでちょっと滞っていますよというような書き出しで

も、本別町役場が一番最初に始めれば、これは画期的なことなので、その辺と、何か

あったら１０円かかるかもしれませんが、電話くれればすぐ対応しますよというよう

なことをどこかに入れていただくような形をとっていただければ、これに越したこと

はないと思うのですが、その辺どんなものでしょうか。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 手続上、全部が全部そういうことになるかは別でありますけれ
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ども、ケースバイケースでそのような生活実感といいますか、居住しているなどもか

なり把握できるということだろうと思いますから、例えばひとり暮らし、高齢で、な

かなか外出するのにも大変だなどなどの生活実感がわかるような人方についても、十

分にそこら辺を配慮できるような、また、先ほど言いました、質問にありましたけれ

ども、文書もだんだん小さくなると、本当に読むのも読みきれないみたいなことにな

りかねませんので、それは誰の都合かと言われたら、それは仕方ないかもしれません

が、そうではなくて、一層そういうことも気を使いながら、ちょっと担当にばかり負

担をかけるようなことかもしれませんが、しっかりそのことのほうが逆にスムーズに

業務が進むということもあるというように思いますので、そういう配慮も含めて、先

ほど申し上げましたように、簡素でわかりやすく、しっかり丁寧に対応できるように

していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

○６番（大住啓一） 終わります。 

○議長（高橋利勝） 次に、３番梅村智秀議員。 

○３番（梅村智秀） それでは、議席番号３番、梅村智秀による、通告済みの３問に

ついて、一般質問をとり行います。 

 先だちまして、昨年９月の北海道胆振東部地震より１年余りが経過をいたしました。

また、あまたの災害において、お亡くなりになられた方、今もなお御苦労を強いられ

ている方々に心よりのおくやみとお見舞いを申し上げます。 

 そして、御多忙の折に傍聴にお越しいただきました皆様に心よりの御礼を申し上げ

ます。 

 なお、通告済み３問中、２問におきまして、一部でございますが、さきに質問をと

り行われました議員と重複する点がございますことをお含みおきください。 

 それでは、１問目、ごみすっきり、本別はリサイクル率十勝一。 

 本年４月１日より、ごみの分別と収集体制が変わり、一部に不都合も生じている。

早急に対策を講じ、ごみに対する自助意識とともに、行政への信頼と満足度を高め、

町民が誇りを持てるまちづくりの一助とすべき。現在までの対応と今後の方針につい

て、事実と所信をただす。 

 １、これまでの週２回から週１回の収集日程、こちらは市街地でございます、となっ

たため、家庭における生ごみ保管が衛生上の課題となっている。これらを解消し、ご

みの排出量削減や、堆肥化と有効活用を促進するため、生ごみ処理機やコンポスト化、

生ごみ等をコンポスト化するための関連の費用を全て含んででございます、コンポス

ト購入補助を行うべきである。 

 ２、残念ながら町内沿道にもポイ捨てなどによるごみが現認される。 

 また、ごみ集積所、ごみステーションでございます、では分別間違いのため、未収
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集となり、長期間放置されるごみ袋も少なくない。 

 これらの改善に自主的に取り組み、自費購入をした指定ごみ袋を利用し、美化、清

掃に励む町民もいらっしゃる。本町において定められているボランティア清掃に対す

る制度を再整備、周知し、しっかりと奨励、補助、そしてさらなる推進をすべきであ

る。 

 ３、平成１７年度に道内リサイクル率第１位、こちらは環境省によるものでござい

ます、になり、現在においても十勝において第１位であるが、その継続、向上のため

に、さらなる取り組みと周知をすべきである。 

 以上、答弁を求めるものでございます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 梅村議員の１問目の、ごみすっきり、本別はリサイク

ル率十勝一の質問の答弁をさせていただきますが、まず１点目の生ごみの保管につい

て、衛生上の課題となっております質問についてでありますが、特に夏場の保管につ

いては、腐敗による悪臭が不快感を与えるものでありまして、この対策として、生ご

みについては、ポリ袋に入れてそのまま指定袋に入れることを可能にしております。

その都度縛って、またふたつきのバケツに入れて保管する方法など、説明会でもるる

詳しく説明をさせていただいて、理解の促進をさせていただいたところでありますが、

その中で、減量化含めて、生ごみの処理容器の助成ということでありますが、先ほど

阿保議員の質問にも答弁させていただきましたが、現時点では、この支援策について

は考えておりません。 

 ２点目の、ポイ捨てやごみステーションに残されたごみ袋などの対応については、

地域の積極的な衛生活動のおかげで、住みよい生活環境の保全が図られていることに

対しては、大変ありがたく思って、感謝をしているところであります。 

 また、御質問のポイ捨てなどのごみ処理については、自治会を通じて、ボランティ

アの収集も行っていただいている方々、公用ごみ袋の申請をしていただければ、無償

で提供させていただくことも先ほど答弁させていただいたところでありますので、こ

れらもぜひ活用していただければと思います。 

 ごみ集積場の分別の間違いのごみ袋につきましては、これは自治会、また、それぞ

れの会議でも御意見としてあることも私どもも承知をしておりますが、ごみ集積場の

利用者の方々が出したごみ袋には、それぞれ自治会のステーションでも工夫しながら、

番号を書いたり、氏名を書くところまであるのですが、ただ、そこで、例えばプラス

チックを出すと、プラも少し変わりましたから、ラップみたいなのはプラの中でなく

て燃やさないごみで出すとか、いろいろありましたから、ちょっとまだまだなれない

ところもありますけれども、ただ、それはそのときに、そこの担当というか、気がつ
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いた人が処理してしまうと、ずっとそれがそのとおりになってしまうということであ

りまして、これはいろいろな場面でも出たことがあるのですが、それは本当に逆にき

ちっと特定ができれば、教えてあげることも親切であるということも含めて、それは

各自治会のステーションの担当というか、そのエリアにいる人たちが気を配りながら

そういう活動をされているということでありまして、それもぜひこれからの、気づか

ない部分を気づいていただいたりして、長い間、また地域の中で御指導なり、また御

支援いただいて、問題のない収集の方法になっていくということも含めて、またこれ

もそのような方向について御理解をいただいて、御協力いただければなと思っていま

す。 

 次に、３点目のリサイクル率の継続の取り組みでありますけれども、このリサイク

ルについては、御質問のように、本町も特に収集については、資源ごみは徹底して資

源にしようと、捨てればごみですけれども、ちゃんと活用すれば資源になるというこ

と含めて、平成１５年度から２０年度までは、本当におかげさまで全道１位を何年も

誇ってきました。その後、２２年と２４年ですが、この間のあいているところは、残

念ながら全道２位ということでありますけれども、でも、これだけ町民の皆さんが本

当に各団体、自治会含めてしっかり取り組んでいただいたおかげで、これが本別の北

海道での揺るぎないリサイクルを誇るまちとしてまた一層注目されたところでありま

す。 

 さらにこれにあわせて、先ほど言いましたように、センターへ持っていって処理す

るのにもお金がかかります。それを少しでも軽減するようにということで、資源にす

ることによって自治会の活動の一部経費になったり、また、収集していただく業者の

皆さんにも一定の補助をさせていただくことによって、業者の皆さん方の協力もさら

にしていただけるようなことを含めて、この奨励金を出させていただいて、自治会挙

げて、各団体でそれぞれ資源集団回収の奨励をさせていただいたところであります。 

 このようなことも含めて、さらにこれは引き続き徹底していきたいと思いますが、

ただ、分別収集が変わりまして、今まで資源に使っていた、例えば古着だとか、そう

いうものも、リサイクルでないほうに回ってしまったり、また、今までは空き瓶も全

部資源集団のほうにいったのですが、それも制度が変わりまして、なりましたから、

１キロ幾らでうちは奨励金を出しました。１キロということは、奨励金は自治会とか

団体は１キロ６円ですか、協力いただいている業者の皆さんに１キロ５円ということ

でしたのですけれども、瓶などになると、かなり重量が今度は減るものですから、少

しリサイクル率という面については減るかもしれませんが、思いは今までと同じ、しっ

かりと取り組んで、みんなで減量化、そしてまたリサイクル、有効活用に向かってい

くという、町民の皆さんの積極的な活動を今後とも支えていくためにも、これらをさ
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らに意識を高めて、続けていっていただけるような方法をとりたいというふうに思っ

ています。 

 生ごみの関係、先ほども質問いただきましたけれども、本当に大変なことはもちろ

んですけれども、本当に少しでもなれていただいて、先ほど言いましたけれども、今

まで本当に、ちょっと冬の間など、もっとしばれるときですと、すぐばりっと破れる

ような袋でしたけれども、今度は相当強度も高くなりましたし、その中に新聞紙だと

かいろいろなものをあわせて入れて、におい消しもできますし、それを、例えば物置

きだとか、なければふたつきの缶等があったら、その中で保管していただいて、週１

回ですけれども、それに対応していただけるような工夫もぜひ努力もいただきながら、

環境にやっぱり一層協力いただきながら、自助の頑張りもしていただいて、それで余

るものについては、やっぱり公助で、しっかり町も含めて対応させていただきたいと

思いますので、そういうようなことも含めて、より協働の処理精神をさらに養ってい

ただきながら、御協力いただきたいなと思います。 

 以上申し上げて、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 御答弁いただきました中で、また改めてお伺いをいたすところ

です。 

 １番目、いわゆる先ほども質問の中で繰り返されておりましたけれども、先ほどは

コンポスト、いわゆる堆肥化するための容器、こちらについて考えはないよと。一部

について、電動のごみ処理機、室内で使うもの、生ごみ処理機についても、何かお使

いになられたけれども、悪臭がというようなお言葉があったかというふうに認識して

ございます。 

 こちら、改めまして、電動の生ごみ処理機について、どのような認識をお持ちなの

かについてお伺いをいたします。 

 また、先ほど明確に考えていないよということでございましたが、改めて、なぜ考

えられないのかというところについて、具体的理由についてをお伺いいたします。 

 また、２番目、こちらはボランティア清掃に関する部分でございます。先ほど来、

自治会というところを通して手続をしてよということでお話もありました。 

 現時点でございますけれども、まず、手続云々というところもありながら、公用の

ごみ袋、燃えるごみと燃えないごみですか、この２種類に分かれておりますけれども、

袋の設定が、多分、４５リットルの一番大きなものしかないのかなというところです。

例えばこちらも、最小単位の５リットルのものからにして、先ほど来、散歩の途中と

いうようなお話もありましたけれども、散歩の途中でちょっと４５リットルの袋を持

ち歩いてというのはなかなかと思いますので、こちらについて、小さなものからも対
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応できるようにというふうにされるとよろしいのかなと考えるところでございます。 

 手続についてもなのですが、いわゆる自治会等を通してというもの、先ほど一つの

けじめとしてというようなお言葉を使われておりましたけれども、やはり何かことを

起こそうとしたときに、人間はいかんせん、やはりものぐさなものでございますから、

その手続等にちょっと障壁があると、なかなか一歩踏み出すことに差しさわりが出た

りということもございます。やはり個人で気軽に窓口で袋の手続をしたりとかという

ところをできるように、こちらも改めて考え直すべきではないかというところでござ

います。最低でも、やはり対応する袋のものを小さなものから大きなものまでに設定

をしていく、そうした必要があります。 

 また、３番目、道内リサイクル率、平成１７年度から第１位となりましたよという

ところで、２４年度までは全道２位でしたよと。その後、現在は平成２８年度で全国

９位で、平成２９年度が１０位というところになっております。これは本当に日本全

国の中ででございますから、すばらしい実績だと思うのです。私もこのまちに来てま

だ日が浅うございますけれども、町民の方々から、本別はごみに対する意識が高いの

だよというお話は複数の方からいただいておりますけれども、道内リサイクル率ナン

バー１になったのだとか、何年から何年ぐらいまではこういう実績があるのだという

ところまでお話しいただける方がなかなかいらっしゃらないと。せっかくこうした実

績を残されているのですから、改めて本別にはこういう実績があるのだよというとこ

ろと、先ほどキロ当たりの手数料というか補助金ですか、そういったお支払いという

ものをされていたようですが、改めてここでまた道内１位どころか日本全国１位をね

らうようなところができないのかどうか。できないのであれば、何が障壁になるのか、

具体的な理由といいますか、今までなぜ好成績をとれていて、今時点でも好成績だと

は存じますけれども、なぜそこが少し停滞しているのか、そこをまたさらに返り咲く

というところができないのかどうか、どのような御見解を持たれているのか、答弁を

求めるものでございます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 梅村議員は、答弁すると、なぜと理由を聞くところであります

が、特にコンポストの関係については、先ほどの議員の質問の中で答えさせていただ

きました。よかれと思って用意したものが、逆に粗大ごみになったり、邪魔になった

り、衛生上、取り扱いが難しくて、大変なやっぱり難儀をするというようなことになっ

た、そういう経過も含めて、この生ごみ処理容器とあえて言いますけれども、これに

ついては助成をして奨励するということについては今のところ私どもは考えることに

は至っていませんと、こういうことでありますので、ここは理解してほしいのですけ

れども、これも使用した結果、そういうことがわかったということでありますから、
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そういうことであります。 

 電動機の話をします。電動機、私事ですけれども、５万４ ,０００円ぐらいだったと

思います。大きくないのですよ。そこに入れると、おがくずみたいなのが入っている

のですけれども、ぐるぐるぐるとローラーが回っていたのですけれども、それは、例

えばひとり暮らしをしていたとしても、どうかなと思うぐらいの、もっと高いのを買

えばもっといいかもしれませんが、なかなか一般の家庭の中で生ごみを処理するとい

うのにはなかなかそぐわないなと、コストもそうですし、それが大量に処理できない

となると、残ってしまうのです。それをまた掃除するとなると、逆にまた大変になっ

てくるなどなど含めて、電動のものというのは、それは余り精度のよくないものを使っ

たのかもしれませんが、紹介いただいて、それを買わせていただいたのですが、それ

も結局は物置きの粗大ごみになってしまうというようなことになってしまった結果も

あります。 

 特にごみ処理容器は、夏場だけなのですよね。冬は、こういうところですから、全

く使いませんから、それもまた今度邪魔になってくるとかになるのです。庭があると

か花畑があるところでしたらある程度いいのでしょうけれども、一般の中では、なか

なか全部がこれを対応する、もっと言えば、動物が来て、においがすると穴を掘って

がちゃがちゃにしてしまうこともしょっちゅうあるのです。それについては、相当埋

めて、ふたに逆にハエがわかないような殺虫の防護シートを貼るとか、また、スプレー

してにおいをとめるとか、いろいろな工夫をしなければならないのです。土も入れた

り、いろいろなものを入れて、しょっちゅう攪拌もしなければならないということも

含めてありますから、それが１基でやると、ある程度堆肥化になって出すと、ものす

ごいにおいがするのです。それをまさか畑に、花畑にまくわけにいきませんから、も

う一つなければ熟成できないというようなこともあるのです、一般家庭では。農村部

で専門的にやられる人は別ですけれども、大変な悪臭があるのです。などなどの経過

もあって、相当町民の皆さんも一緒に頑張ったのですが、結果的にこれはやはり余り

奨励できないねと、こういうことになったものですから、このことについて、先ほど

も言いましたけれども、それを生ごみで集めて、３町で堆肥化するラインをつくって、

それで堆肥にしたという、そういう経過もあったものですから、今度はそれを燃やせ

るごみで一緒にいくということでありますから、そういうことであります。 

 リサイクルの関係については、前後しますけれども、その前にボランティアですね。

ボランティアについては、もう少し簡素化しながらやっていくということについては、

ちょっと工夫させていただいて、なるべくそういうふうにしたいと思いますし、御質

問にありますように、まさか４５リットルのものを持ってといきませんから、大体の

予想、ごみのあることを予想するというわけでないですけれども、歩いて簡易に拾っ
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ていただけるような袋も、十分それも検討させていただいて、せっかく頑張っていた

だける趣旨に少しでも応えて、私どもも感謝できる環境をつくっていきたいなと思い

ますので、ここもそのように対応させていただいてもらいたいなというふうに思いま

す。 

 あとはリサイクルですが、私も全国の地球環境問題を考える自治体というのがある

のです。そこのサミット、去年本別で、全国でやったのですが、北海道では本別だけ

なのです。なぜ本別かというと、リサイクル率が全道１位ということで、本別を指定

して、その協議会に加盟させてもらったのですけれども、やったときもそうですが、

九州などへ行くと、約八十数パーセント、リサイクル率があるのです。なぜかという

と、面積は十勝や北海道みたいに広くないですから、１０分の１ぐらいの面積なので

す、まちの面積が。そこが、例えば竹だとかヤナギだとか、そういうものを全部リサ

イクルするのです。粉砕してチップにしたりいろいろするのです。おがくずにしたり、

そういうことをする。そういうのも含めると、全国一というのはほど遠いなというふ

うに思うのです。うちも相当頑張るのですけれども、先ほども少し言いましたけれど

も、今まで資源ごみで出すことができたやつが、今度、燃やせるごみだとか、そっち

に移っていくものですから、それはやっぱり今までどおりで量的にも少なくなって、

一番は瓶の重さが違うものですから、これも量的にというか、重量的には少なくなる

から、全道１位というのは、きっと頑張ってまだ何とかやれると思うのですが、その

ぐらいの意識で頑張るのですけれども、全国というのはなかなか、最初から諦めるわ

けでないですけれども、現状のそういう分別の内容からすると非常に厳しくなると。

できれば一番いいなと思うのですけれども、それらはぜひそういうことも含めて取り

組んでいきたいなというふうに思いますが、現状としてはそのような分別の方法も含

めて相当変わってきておりますので、厳しい状況であるということは間違いありませ

ん。ただ、気持ちはそのことに負けることなく、そういう可能な限りのリサイクルを

しっかり取り組んでいきたいなというふうに思います。 

 あとは、これらの実績を周知するということですが、これは本当に誇れることであ

りますから、今までは衛生組合だよりだとか、いろいろな団体のものでいきましたけ

れども、しっかり取り組んでいくということを含めては、それは担当のほうからしっ

かりやっていただくように、周知の方法も含めて担当のほうでまた答弁させていただ

きますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 田西住民課長。 

○住民課長（田西敏重） ボランティアごみの件につきまして、町で検討するという

ことで、町長のほうで答えていました。ボランティアごみで４５リッター、公用の袋
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としては印刷がかなりの枚数しなければできませんので、別な袋を代用するだとか、

そういうことを考えて検討してまいりたいと考えております。 

 リサイクル率については、先ほど衣類とか、今度３１年度から、当然処理内容が変

わりましたので、生ごみだとか衣類だとか、そういうものが今まではリサイクル率の

ほうに入っていたのですけれども、処理の関係でかなり順位は下がる形には、今まで

６０パーセントぐらいのリサイクル率なのですけれども、下がるということになると

思います。 

 情報的に、今までの成果であるとか順位については、今、町長の言ったように、衛

生だより等に掲載するとか、その辺の周知等については考えてまいりたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 改めてお伺いをいたします。 

 １番目の、いわゆる電動の生ごみ処理機であるとか、いわゆるコンポスト化をする

ための容器、こちらについてでございますけれども、まず、コンポスト化するための

容器について、こちらは夏期しか使えませんよということでございますが、実は私も、

町長、私事だと前置きされましたけれども、私も両方併用して使っているのです。やっ

ぱりこれ、使い方なのかなと。私は両方とも有効活用させていただいておりまして、

おっしゃるように、夏期の間であれば、春先とかであれば、いわゆる小動物が掘り起

こしてということも私も経験してございます。ですから、その都度、土を多くかぶせ

たりとか、そういったこともしております。ただ、冬期間、容量の大きな容器を使っ

ていれば、この気候ですから、カチカチにやっぱりしばれますし、容器を設置してい

る土も、これもかちかちにしばれていますので、小動物が掘り起こすことがないので

す。ですから、冬期間においては、その中に入れていくというところ。町長、攪拌も

しなければとか、においがすごいということでございますけれども、私、それはしっ

かりとした堆肥化ができていない、いわゆる完熟していないといいますか、だからやっ

ぱりくさいのです。それはやっぱりやり方、攪拌の仕方が悪かったりとかということ

もありますし、容器が粗大ごみになってしまったよというお話もあったかもしれませ

んけれども、これらの関連ということでございましたら、では、先ほども議員からも

お話ありましたとおり、においを除去する除臭剤的なようなものもありますし、堆肥

化を促す粉末とかそういったものもございますので、容器だけではなくて、そういっ

たもの関連についても補助対象としていくべきではないかと。 

 あと、電動のものについても、確かに容量が小さかったりということがありますけ

れども、こちらについては、私が使っていて難点だなと思うのは、時間がかかるとい
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うところと、確かに私も、町長がおっしゃったぐらいの金額のものを使っていても、

一度に処理できる量が少ないという実態はございます。ただ、使うと、本当にカリカ

リのチップのような形になって、においなんか全くしないようになりますので、ちょっ

と使っている機器とかが違うからなのか、使い方の問題なのかわかりませんけれども、

電動生ごみ処理機については、とても有効的なものだというふうに考えてございます。 

 道内の実情でお話しさせていただきますと、例えば札幌市とか帯広市は２万円を上

限としておりますし、高額なところでありますと、月形町５万円、興部町６万円など、

こういったものも見受けられます。管内町村に限定してお話をさせていただくと、お

隣の足寄町が２万円を上限に補助しておりますし、士幌町が３ ,５００円というところ

でございます。大多数の地方公共団体が取り入れている政策だというところまでは申

し上げませんけれども、やはり一定程度の効果というもの、使う方によって、それは

粗大ごみにしてしまう方もいらっしゃれば、当然のことながら有効活用できるいい制

度だというような方もいらっしゃるというふうに把握しているところでございます。 

 いかんせん、週１回の収集体制になって、出てきている問題というのは、本当に夏

期の生ごみというところでございまして、帯広市などは、燃やすごみ、週２回の収集

体制を維持している理由の一つに、生ごみの腐敗と衛生上の観点からというところも

述べられているところであります。 

 やはり本年度の予算審査特別委員会にて担当課から御答弁いただいたのですけれど

も、やはり人口減少を遅らせる具体的な最重点取り組みの考えはというところをお伺

いしたところ、働く場所の確保なのだと。今ある事業所をしっかり守っていく、設備

投資をしていただく支援をというような御答弁もいただいております。 

 例えばでございますけれども、電動生ごみ処理機の導入に関しての補助とか助成制

度、これを条件といたしまして、例えば町内の指定した店舗からの購入とか、あとは

助成に対しても商品券の交付、そういったことをしていけば、ごみ収集に対する不便

とか不満、そういったものの解消にもつながりますし、当然、ごみに対する意識の高

いこの本別町、ごみ排出量の削減というものにもつながります。また、地方創生の観

点からでの地域の活性化というものにもつながりますので、言うならば三方よしと、

いろいろなメリットがあるのではないかと。 

 先ほど来、なかなか暗い話題でございますけれども、人口減少であるとか財政難の

話題がずっと続いておりました。では財源をどうするのだということにもなってくる

と思いますけれども、当然、お金は掘ってわいて出てくるものでもないですし、例え

ばでございますけれども、一定程度役割を終えたかなと思われるような補助制度とか

助成制度、これらをちょっと見直して、そちらの一部を転化するとか、少なくともや

はり柔軟的、少なからずともこうした体制が変わったことによって、こうした声が生
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じているわけですから、それらに対して柔軟に臨んでいくよという姿勢、これはお見

せするべきだと。まず試験的にでもいいので、やはり実施してみる値は十二分にある

のではないかというふうに考えるところでございます。 

 また、２番目の袋の部分でございます。担当課より御説明もありましたとおり、別

に印刷している、ここに経費を多額にかける必要というのは私もないと思いますし、

例えば半透明のビニール袋を使っていただいて、何か役場から発行しているよという

ようなわかる記号を入れたりとか、マジックでも構わないと思うのです。そういった

ものを入れたりとかして、公用の代用をしていくと。それで大きな反響があれば、経

費をかけて印刷をするとかということも必要だと思いますし、今の時点では、それこ

そやはり柔軟にでございますけれども、まずできるところから、経費をかけずに、少

しずつ改善、改革に取り組んでみる。やってだめなら変えればいいし、変えてだめな

らやめればいいというところだと思います。特段、多額の経費がかかるわけでないこ

とについては、どんどんどんどん積極的に取り組んでいく、こうした姿勢が必要であ

るというふうに考えるところでございます。 

 また、リサイクル率の部分でございますけれども、町長からは、全国一はなかなか

と。私も調べたところ、やはり町長おっしゃるとおり、８０パーセント台前半、なか

なかほど遠いなと。本町においては、おおむね６０パーセント台前半ですか、平成２

８年度であれば６２ .２パーセントで９位。ちなみに、１０位が５６パーセントでお隣

の足寄町。２９年度は５８パーセントで１０位というところであります。道内におい

ては、ベスト５にはもう必ずと言っていいぐらい入っておりますので、やはりここか

らちょっと、いろいろ制度が変わって、リサイクル率の低減というものが懸念される

というところのお話もありましたけれども、ここはやはり意識喚起をして、最低でも

全道１位には返り咲いていくというようなところまで考えていけたらなと思うところ

でございます。 

 特にでございますけれども、１番目の生ごみの電動処理機についてのお考え、私の

所見も述べさせてもらいましたが、改めて御見解をお伺いするところでございます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 生ごみ処理機については、今の現状では、まだ町として取り組

むということにはまだ難しいだろうと思っておりますので、それぞれ自助でやってい

ただくものについてはしっかりやっていただければと思いますし、私どもも、今まで

衛生組合含めて、そのような今までの経過のようにお話をしながら、共通の認識を持っ

てきているものですから、そういうことで対応させていただきたいなと思いますので、

その辺については、まだそれぞれ多くの方がそのような要望とかお話があれば、また

別なことで検討する余地があるかもしれませんが、現状の中では、このようなことで
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経過も含めて御理解いただきたいなと思っています。 

 また、ごみ袋の関係ですけれども、担当が言いましたけれども、梅村議員からの御

質問は、４５リッターという大きな袋でなくて、小さい袋で持ち歩きできるようなと

いうことですから、それはその方向で、お金をかけるとかかけないでなく、あるもの

でしっかりと、現状のもので対応していただければ、本当に活用していただくという

ことはありがたいことですから、それはしっかり、なるべく利用していただきやすい

ような方向をしっかりつくりながら対応させていただきたいなというふうに思ってい

ます。 

 リサイクル率、大変私も望むところなのですけれども、なかなか現状としては、総

体のごみの量というか、リサイクルにするごみの量含めて減ってきておりますので、

その中で、ほかもそうかもしれませんが、私どもの意識としては、気持ちとしては、

希望としても、リサイクル率をやっぱり全国一と誇れるぐらいの気持ちで、これから

も衛生行政、ごみの分別処理、そしてまたリサイクルについては取り組んでいきたい

なと思いますので、またよろしくお願いしたいなと思っています。 

 以上申し上げて、答弁とします。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） ただいま御答弁いただきまして、今、町長の襟元に丸いカラフ

ルなバッジがつけられておりますけれども、せっかく目についたので、町長、襟元に

つけられているバッジですけれども、これがどういったもので、例えば今話題になり

ましたごみの問題について、どういったもので、どのような思いを持たれてそのバッ

ジをつけられて、ごみの部分についてどのように考え方を反映させるかとか、もしそ

ういったところがありましたらお聞かせいただけたらと思います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） ごみの環境問題につきましては、私もこの立場に就任させてい

ただいて、一環してやってきました。この結果が奨励金でありますし、また、堆肥化

でありますし、また、衛生組合、団体を通じた本町の環境の、本当に住みやすい環境

の、そしてまた一斉清掃のそれこそ取り組みも含めて、みんなで環境のいい、住みよ

いまちをつくろうということ含めて取り組んできています。これは特に言いますと、

環境大臣から、北海道はこれから農地も含めて持続可能な、ちょっと話がそれるかも

しれませんが、農薬や化学肥料でかなり本来の地力が落ちてきたと。そういうものを、

もう一度安全、安心の食料を生産するための環境も含めて、こういう取り組みをずっ

としていく、それは北海道、十勝がモデルとしてこれから農業の現場でやっていく、

そういうことを含めて、この取り組みの感謝状もいただきながら、これをぜひポテン

シャルのあるバッジをつけて今後も頑張ってほしいと、こういう意味で持続可能な
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バッジをいただいたところでありますから、そういう意味で、梅村議員も同じものを

つけておりますから、同じ思いで、環境問題を含めて、これから一層、今厳しい環境

状況になっていますので、これからも少しでも貢献できる一助となるように、地元の

安全、安心含めて取り組んでいける、それは環境だけでなくて全てにおいてそのよう

なことで取り組んでいきたいなと思っていますので、そのことも申し上げたいと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） そのバッジ、ＳＤＧｓ、持続可能な開発目標、国連のほうで開

発目標とされている、世界的な取り組みが今進んでいるものでございます。せっかく

私だけではなくて、ごみに対する定義というものがなされましたし、一定のお考えと

いうものもお聞かせいただきました。本別町はごみに対する意識が高いまち、住み続

けられるまちづくり、持続可能なまちづくりというものを目指しているのだというと

ころの認識を共通させていただきまして、１問目を閉じさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩いたします。 

午後 ４時０６分  休憩 

午後 ４時１５分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それでは、２問目、町民の小さな声を聞き、みんなでつくる総

合計画。 

 第７次本別町総合計画は、令和３年度から１０年間のまちづくりの指針となる本別

町の最上位に位置づけられる計画である。策定段階より、一人一人の小さな声に耳を

傾け、真の町民自治として具現化すべき。現在までの対応と今後の方針について、事

実と所信をただす。 

 既に総合計画策定審議会、町内各種団体などから参加の２６名で構成、も開かれ、

役場町内会による総合計画推進委員会、大和田副町長を委員長とする、も設置、既に

素案づくりが始まっている。 

 また、町内中学生、本別高校生、町民１ ,０００人の方々を対象としたアンケートも

実施。今後も役場若手職員を対象としたワークショップの開催や、パブリックコメン

トを実施する計画だが、より広く、より丁寧に町民の方々の声を吸い上げ、参加と協

働のまちづくりを推進すべく、新たに町民議論の場を設ける必要がある。後段の、新

たに町民議論の場を設ける必要がある、こうしたところについて見解を求めるもので

ございます。 
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○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 梅村議員の２問目の質問であります、町民の小さな声を聞き、

みんなでつくる総合計画の質問の答弁をさせていただきます。 

 御質問にありますように、一つには、より広く、より丁寧に町民の方々の声を吸い

上げ、また、参加と協働のまちづくりを推進すべく、新たな町民議論の場を設ける必

要があるとの趣旨についてでありますが、議員御質問のとおり、市町村の長期計画に

該当する住民の方々に影響することなので、関心を持っていただくのと同時に、かか

わりをいただきながら計画を策定することが望ましいというふうに認識もまたしてい

るところであります。 

 一般的には、総合計画策定における住民参加のあり方についても、さまざまな考え

方もありますが、大別すると六つの方法に分類されるところであります。 

 １点目は、まず、策定審議会への諮問、２点目はアンケートの実施、３点目は団体

のヒアリングの実施、４点目はワークショップの開催、５点目は計画案の説明会の開

催、６点目はパブリックコメントの実施となっておりますが、今回、次期総合計画の

策定に際しましては、実施済みといたしましては、一つに、策定審議会への諮問は終

わりました。二つ目のアンケートの実施であります。この２項目でありますが、今後

は団体のヒアリングの実施、そしてパブリックコメントを実施して、町長がおじゃま

します形式による計画案の説明会の開催を、策定審議会委員と若手職員を対象とした

ワークショップの開催、また、広報誌と公式ホームページを活用いたしました経過報

告及び意見聴取等を予定しているところであります。 

 総合計画は、地方自治法における策定の義務がなくなって以降、策定することへの

判断は自治体に委ねられておりまして、本町については行政報告でも報告させていた

だきましたけれども、地方自治体が担う事務の高度化、多様化と人口減少など、大き

く変動する社会情勢に対応しながら、住民福祉の向上を進めていくためには中長期的

な方向性を示す総合計画の役割は重要であると。その中で、第７次の本別町総合計画

を策定するという考えに至ったところであります。 

 総合計画につきましては、性格として二つの種別があると言われています。 

 一つ目は、地方自治法に規定されていた当時からのもので、行政運営の計画として

目指すべき目標と、それを実現するための自治体が行うべき施策、事業を記載するも

ので、住民、地域団体、事業者などに対しては、理解と協力を求めるにとどめるもの

であります。 

 二つ目は、公共の計画としての性格を持つもので、自治体と住民、地域団体、事業

者などが共有すべき目標と、その実現のためにそれぞれが担うべき責務が記載された

ものであります。 



－ 74 － 

 平成２３年４月に地方自治法の規定が廃止された後、平成２４年３月、本別町条例、

議会の議決に付すべき事件に関する条例にて規定されている内容については、地方自

治法の趣旨を踏襲したものでありまして、本町における総合計画も一つ目の性格を持

つものとなっています。 

 現在、本別町が目指します将来像、将来目標を示す基本構想と、基本構想を実現す

るために必要な手段や施策を明らかにする基本計画の作成に入る前段として、本町に

おける現状と課題などについて、策定審議会との情報共有などを進めているところで

あります。 

 今後における策定作業における素案づくりの過程におきましては、御質問にありま

すとおり、一人でも多くの町民の方々の意見を聴取できるように、可能な限りの取り

組みをしてまいりたいというふうに思います。 

 以上申し上げて、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） ただいま御答弁いただいたとおり、総合計画が取り入れられた

経緯としますと、昭和４４年ですか、僕が生まれる前なのですけれども、地方自治法

改正によって、市町村に対して義務づけられたというところに端を発し、それで総合

計画が普及をしてきましたよと。策定義務自体は、分権改革の一環として、平成２３

年度に廃止されましたというところは、ただいま町長からも御報告ありまして、いわ

ゆる法令にのっとった策定義務というものはないのだけれども、本町においては策定

していきますよというところでございます。 

 この総合計画が重要なものであるという認識は、これも一にしているというふうに

私も認識しております。この総合計画、言うならば、この計画でまち全体のレベルが

わかるのだというように称される方もいらっしゃるくらいです。また、これについて

は評価が分かれるかもしれませんけれども、新聞紙面上では、まちの憲法と称する方

もいらっしゃったというところでございます。 

 その最も重要な本別の未来計画、これを改正といいますか策定といいますか、して

いくのであれば、丁寧に丁寧に、こと丁寧に、それこそ町長から繰り返しお言葉いた

だいているとおり、協働とか共生とか、一人でも多くの声を聞きとか、自分のまちは

自分の手でつくるというところで、こちらについての考え方も一にしているのかなと

いうところであります。 

 でも、これは私自身の私見でございますけれども、では今現在の第６次総合計画で

ございますけれども、どのくらいの町民の方がこの全体像というものを把握されてい

るのかなというところです。当然、約１０年近く前に策定されまして、計画の見直し

というものもなされてきて、時間がたてば当然、記憶から薄れていったりとか、新し
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い計画に移行していったりというところもあると思いますけれども、少なくともまち、

行政で行われていることや、議会を通して議論されていることとか、まちの状態とい

うものが、我々が思っているほどに、皆さん、やはり問題意識というものは持ってい

ながらも、正確な情報というものはやっぱり把握されていないのかなというふうに感

じるところでございます。 

 先ほど町長から六つの例、一つ、審議会、二つ目はアンケート、三つ目は団体ヒア

リング、四つ目はワークショップ、五つ目、計画案の説明、６番はパブコメというと

ころでお話がありました。当然、有識者や各団体から選ばれた方々からお話を聞いて、

これはしごく当然のことでございます。ただ、例えば、では一例といたしまして、自

治会といたしましても、では自治会加入の全員の方々が、自治会の長であるとか役員

さんに、きちんと自分の思いとか考えというものを伝えていれるのかどうかというと

ころでございます。やはり中には、お仕事の都合であったり、生活環境の事情であっ

たりとか、さまざまな理由で御自身の声を届けきれていないという、小さな小さなか

細い声というのがこのまちには散見されるというところは、私も個人の政治活動の中

で把握しているところでございます。 

 先ほど来から町長述べているとおり、できる限りの手段をもって一人でも多くの声

ということでございますから、私が先だって通告書に書いております最後段、新たに

町民議論の場を設ける、これはアンケート、これも１ ,０００人だけです。回答も全員

からありません。パブコメ等も、前回のものも拝見いたしましたけれども、限りなく

やっぱり数としては多いものではないというところでありました。やはり本当に自分

のまちは自分の手でつくる、町長のお言葉をそのまま、私も本当にそのとおりでござ

います。私自身は、真の町民自治という表現をさせていただいておりますけれども、

やはりこれは町長が委嘱する策定審議会、推進委員会設置、無作為抽出の町民、高校

生、中学生アンケート、役場若手職員ワークショップにあわせて、周到な町民参加、

つまりは個人参加、課題別参加、地域別参加、団体参加、こうしたさまざまな視点で

多様な意見を拾い集める、こうした必要性があります。町民のワークショップを徹底

的に行うというところです。 

 近隣でありましたら、帯広ですとか音更、清水、鹿追、池田などなど、管内の地方

公共団体でも独自性のある計画策定について乗り出しているところであります。本町

においては、それに先駆けて既に取り組まれていることもあると思いますが、ぜひこ

こはさらに丁寧に声を拾い上げていくというような場を設ける必要があるというふう

に考えているところであります。改めまして町長の見解をお伺いするところでござい

ます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 
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○町長（髙橋正夫） 総合計画の性格上、それぞれ団体も含めて一般公募も含めて、

策定委員というのは出てきていただいています。私も５次の総合計画から携わらせて

いただきましたけれども、５次のときには白紙諮問しました。策定委員の方を選んで

いただいて、一般公募して手を挙げていただいて、その方々に担っていただいて、あ

とは白紙諮問しました。 

 なぜかというと、経過があるのですけれども、若干説明させていただきますけれど

も、その前の４次のときに、それまでは業者というか、それぞれの専門のコンサルが

策定してくれるのです。そのときに説明会か何かのとき、議会もみんな入りました、

当時。そうしたら、こういう立派な資料が出てきたのですが、ふっと後ろを見たら美

幌町と書いてあった。これでは議会で問題になりました。こんなことで、人と数字を

入れかえて、それがまちの総合計画ということにはならないだろうと。やっぱりどん

な形であろうと、みずからがつくるということも含めてやり出したのが、昔の第４次

のときでした。 

 それら含めて、５次も含めて、町民が主体になって、自分のまちの未来像をそれぞ

れの代表の皆さん方がぜひということで、職員はまとめるのが大変でしたけれども、

そういうことをやりました。以来、ずっとそのことを踏襲しながら、町民の皆さんが

みずから本別町の、多少姿形が丸くなくても、四角くなくても、いびつであっても、

自分の思いというのがそこに入っている。そういう思いで総合計画をつくらせていた

だいて、それをもとにまちづくりを進めてきました。 

 そういう経過も含めて、私はやっぱり、梅村議員の質問のとおり、より多くの町民

の皆さんが参加をいただいて、自分のまちの未来像をしっかりつくっていただく、こ

ういうことで意識をした。 

 もう一言言わせていただければ、もちろん私どもも住民説明会などもしますけれど

も、選ばれた町民代表として、二元代表の議員の皆さん方も、そのことをしっかりと

また協力していただいてやっていく、こういうことでありますから、それは町も、私

どもの執行者側も、議会の皆さん方も、そして選ばれた策定委員の皆さん方も含めて、

しっかりその辺は町民の皆さんと向き合って、計画策定に向かって努力いただいてい

るということも事実でありますから、そのこともしっかりと経過、歴史も含めて、今

度の７次の計画についてはそのことを大事にして、質問にありますように、できる限

りしていこうと。先ほども言いましたように、この地区、この地区というようなやり

方でなくて、直接、なるべく深くというか、細かく入れるようにした形の中で、町長

がおじゃまします的な形の中で、それぞれ地域に、また団体に入りながら、より意見

を聞かせていただいて、それを総合計画に反映していこうと、そういうことで今後の

計画のスケジュールの中にはしっかりそれを通していきたい。 
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 さらに、先ほども答弁させていただいたように、中高生のアンケートや、そして一

般町民の皆さん、無作為の１ ,０００人の皆さん、回答は確かに三十数パーセントでし

たけれども、そういうことも含めて、そういう案内とかアンケートを出すことによっ

て、また意識を高めていただくなど含めて、いろいろな場面でまた御意見もいただけ

る、そんな機会もつくりながら、しっかり第７次の総合計画、今までの反省も含めて、

また、これからの継続、踏襲できるものも含めて、ぜひつくっていきたいなというふ

うに思いますので、そのことについて申し上げいきたいなと思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） ただいまの御答弁を受けまして、私が申し上げている、新たに

町民議論の場を設けるべきだよというところについて、具体的なところとして、私、

聞き取ったところといたしますと、町長がおじゃましますの形態をとっていくよとい

うところなのでしょうか。お気持ちは本当に共通、一にしているというところで、繰

り返し述べさせていただきますけれども、では町長がおじゃましますというものにつ

いて、例えば具体的な回数とか、どのように執行していくのか、対象としてどのぐら

いのものを見込もうとしているのかとか、具体的な御計画について、改めてお伺いを

いたします。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） まずは町を代表する経済団体、農業もそうですし、農業団体も

そうですし、商工業界もそうですし、建設業界もそうですし、そういう団体から青年

の、若い世代だとか、また、福祉の関連の皆さん方とか、そういうことで、それぞれ

の代表するというか、それぞれの職種の人たちの意見を、まちを支えていただいてい

る方の意見を広く聞くために、そういうところを一つ一つ細かく、でき得れば入って

いきながら、その意見を聞きながら、まちづくりの総合計画に反映できるものはしっ

かりと反映させていただきながら、総合計画の策定する思いだとか意義を伝えていく

ということで進めていきたいなというふうに思っています。改めていついつ、こうや

ります、こうやりますというと、逆にそういう御意見だとかが集まりづらいというの

もありますし、こっちのスケジュールもいろいろあったりしますから、もっと気楽に

出向いていって、いろいろ御意見を聞く、そういう周知の方向がいいのではないかと

いうことも含めて、職員との間でもそういう方向でぜひ進めていこうということに今

計画させていただきますので、そのように進めていきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） ただいま具体的にお名前というか、挙がったとすると、いわゆ
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る農商工とか福祉関係の団体の代表とかというようなことでございました。代表とい

うのは長のみならず、役員とか、そういったものも含めているというふうに解してお

りますけれども、私が申し上げているのは、そういったところに対して傾聴する、耳

を傾けるということは、おおむねこれまでもやってこられたでしょうし、どこでもや

られていることだと思うのですけれども、例えばですけれども、そういった組織や団

体に所属していない、かつ、例えば地域のものにもいろいろな御事情で参加がなかな

かかなわないとかという方々に対しても、すごい極端な表現かもしれませんけれども、

一人も余すことなく耳を傾けますよ、お声を寄せてくださいよというぐらい徹底的に

やったらどうですかと。というのは、そこまでやった上で、いわゆるみずからの意思

を発しないとか、参画しないということであれば、行政としても、我々そこまでやり

ましたよねというふうになると思うのです。それが、言葉はきれいな言葉が、一人で

もというふうになりますけれども、やっぱり町長がおじゃましますというものでも、

それもだから町長がおじゃましますということであれば、当然、町長同席でというこ

とにもなるでしょうし、それをよしとする人もいれば、そうではない方もいらっしゃ

るでしょうし、朝がいい方もあれば、夜がいい方もいらっしゃる、平日がいい方もい

らっしゃれば、土日祝祭日がよい方もいらっしゃるというところでございますから、

そのぐらい柔軟に声を聞くのだよというところ、町長にぜひお話ししたいという方も

いらっしゃれば、町長にはちょっと席を外してほしいという方もいらっしゃるでしょ

うし、やっぱりそのぐらい丁寧な、いわゆる町民ワークショップといいますか、そう

いった形態のものを取り入れるというようなお考えはないのか、改めてお伺いいたし

ます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） もちろん団体に入るという意味ではありません。そういう、も

ちろん経済界だとか、商業だとか、福祉だとかありますから、そういうところに積極

的に入っていきながら広く意見を聞くということですから、決して団体に行って、そ

この役員だとか長に聞くということでありませんから、そのために、何とかの説明会、

何とかの説明会でなくて、よりざっくばらんに、フランクに入っていけるようにとい

うことで、町長がおじゃまします的な入り方でやっていくということですから、好き

嫌いを言われたらどうしようもありませんけれども、そんなことではないのですけれ

ども、でもそれは町の行政の仕事ですから、それは好きだ、嫌いだといっても、やっ

ぱりそのときは出てきてもらわなければならないけれども、来ていただけないならそ

れは仕方ないけれども、それは余分な話ですけれども、そのぐらいの気持ちで、でき

る限り御意見をいただきながら、大事なことですから、やっていきたいなと、これは

同じ思いだというふうに思いますから、そのほかにパブリックコメントは余りないか
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もしれませんが、そういうことも直接意見をいただくことももちろんしっかり取り組

んでいくということにしておりますから、そういうところもあわせて、いろいろな可

能性をあわせてそれぞれ御意見をいただくところ、ただ、総合計画ですから、実施計

画とはまたちょっと違うので、そこら辺の理解もいただきながらやっていかないとな

らないところでありますから、できる限り直接お会いしてお話しするほうが一番成果

というか、お互いに理解を得られるのかなと、そんなことで、そこには策定委員の方

もおりますから、策定委員の方も十分に意を呈して、策定委員の方に参考にしていた

だけるような、そういう情報だとか、そういう意見の収集の仕方もしていかなければ

なりませんので、これも気を配りながらしっかり対話をできる状況をつくっていきた

いなと、こう思っております。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 改めての確認になりますけれども、町長がおじゃまします的な

スタイルでということで御答弁いただきました。ですから当然、耳を傾けるお気持ち、

おつもりはあるよということは理解しておりますけれども、具体的な表現といたしま

して、この表現が適当かどうかわかりませんけれども、いわゆる本当に大町民ワーク

ショップみたいな形で、本当に回数、先ほど言ったように、時間帯とか曜日とかも、

いろいろな形の方が参画できるような形で、おじゃましますというような形で、町民

にとってはいわゆる受動態なものではなくて、来てくださいというような能動的なも

の、これもやはり相対するものとして一つ必要だというふうに思います。 

 まず、私、好きだ、嫌いだとかということだけではなくて、やっぱり話しやすさと

か、そういったものもあるでしょうから、ぜひ町長の耳に入れたいという方もいらっ

しゃるでしょうし、逆に、そうではなくて町民だけでお話をしたいとかいうこともあ

るでしょうし、そういうような形の形態をとれば、なかなかいろいろな意見が飛び交っ

て、収拾がつかなくなったりということもあるかもしれませんけれども、それはやは

りその場を取り仕切るコーディネーターの方の力量にもかかってくると思いますし、

出された意見を全て反映するとかということは難しいのはわかりますよ。それはやっ

ぱり精査していかなければいけないのもわかりますけれども、少なくとも本別町、こ

れまで第６次というものを鑑みて、当然、やっぱり先ほど来からお話ある財政の問題

とか、人口減少、地方創生の観点からも、必ずしもよい評価とならない点もあるわけ

ですから、これからの１０年、これまでの１０年とはまた違う、本当に歩みの早い中

でときが流れていくというふうに、これは誰しもが認識しているところであります。

ですから、行政としてそこまで聞いて立てた計画なのだというような形に、本当にで

き得る限りとか、一人でも多くの声を聞きということでありますから、町長がおじゃ
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まします的なという一元的なものだけではなくて、幅広い形を採用していくべきだと

いうふうに私は考えるところでございます。どうも町長がおじゃましますという形だ

けというところを具体的にお話しいただくと、自分のまちは自分の手でつくるとか、

一人でも多くの声を聞き、策定するとか、そういったところに対してちょっと齟齬が

あるのかなというふうに感じるところでありますので、改めてそういうような形で、

とにかくありとあらゆるような方法で声を拾い上げるというようなおつもり、そう

いった具体的なお考えがあるのかどうか、改めてお伺いをいたすところでございます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 一人だけの思いで物事をやるわけでありませんから、全体の審

議委員、策定委員もいますし、それぞれ団体もありますし、個人もあります。ただ、

一人でも多くというのは、言葉尻をとらえて一々言うのだったら、いろいろなことに

なってしまいますよね。でもそういう思いでやるということが、ちゃんと理解してい

ただけなければ議論も何もなりませんから、その辺はしっかり受けとめていただきた

いと思いますし、そのために今考えているのは、何々の説明会をやりますから集まっ

てくださいとか、そういうやり方でなくて、直接出向いていって、このお話を聞かせ

ていただけるということは、少しでも多くの人たちに、本当に細かく行けるためには、

町長がおじゃまします的なことで入っていかさせてもらうのが一番効果的なのかなと、

またいろいろ意見もいただけるのかなと、そういう思いで、今、職員と一緒にその計

画をつくるということであります。 

 ちなみに、おじゃましますは、各自治会の集会所、全部回りました。各団体も全部

回りました。そういうことも含めて、町民の方もまだ覚えていらしていただいていま

すから、そこで時間の都合とかいろいろつけば、また参加もしていただきやすい環境

だなということもわかっていただけますし、それが全部行かなくても、それは結果と

して仕方ないかもしれませんが、ただそういう気持ちで、町民の皆さんから広く、本

当に一人でも多くの皆さんに、何回も言いますけれども、そういうことが可能な条件、

環境をつくりながら、この策定委員の皆さん方とも十分にその辺の整合性を図りなが

ら、ちゃんと町民の願いを、また、まちに対する思いをしっかり聞かせていただいて、

その計画の中に反映できるものをしっかりと反映させていただける、そういうまさに

町民みずからがそれぞれ発案した思いを込めた総合計画ということに、ぜひつくるた

めに努力したいなと、こういうことでありますので、あれもやれ、これもやれという

ことはありがたい話でありますから、ただ、物理的にできる、できないは、それはあ

りますけれども、その思いは同じでありますから、そのことについては、もっとこう

したらいいのでないかということがありましたらぜひ提案をいただきながら、可能な

限りそのことについて十分に協議させていただきたいと思います。 
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 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 町長から御答弁いただいた中で、私が感じるのは、その思いを

持ちながらとかということでありますけれども、どうも、全自治会を回ったことがあ

るよというようなお話をいただいた後に、全自治会を回らずともというようなお言葉

も足されたりとかして、では今回の町長がおじゃましますに対する姿勢として、では

全自治会、余すことなく回ろうというようなお気持ちでいて、何か物理的な理由等で

致し方なく回れなかったとかというところがある、それは致し方ないのかもしれませ

んけれども、臨む姿勢、今の段階からこれはやっぱりまちの未来を担う１０年計画で

すから、本当に大切なもので、いろいろな意味で、繰り返しになりますけれども、地

方創生の観点から言っても、本当にこれは我がまちにかかわらず、本当に厳しい時代

がこれから待ち受けているというところで、この１０年計画が本当に町民一人一人の

手でつくられたものにならなければ、先行きとしてはなかなか見通しが明るいものに

はならないのかなというふうに考えるところであります。言葉としては、美辞麗句と

いいますか、そういう思いがあるとか、そういう姿勢だとかということをるる述べら

れておりますけれども、何か私としては、私の繰り返し述べているところの意を汲ん

でもらえているのかどうか、具体的な提案というものも先ほど来からしているつもり

なのですけれども、どうも町長がおじゃましますというものだけにこだわられている

というか、違う形のものを、町長がおじゃましますも、それもやっていただいて結構

だと思いますし、有効的なものだと思いますけれども、違う形のもの、いわゆる町民

のワークショップというものも考えられないのでしょうか。いかがでしょう。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 私の立場でこのようなことをして広く意見を聞きたいというお

話をさせていただいています。それが美辞麗句と言われたらどうしようもないですよ

ね。梅村議員の言っていることが、全部自分の言っていることに私の答弁が同じでな

かったらだめだという質問のされ方をすると、私はこういう思いでやりますというこ

とを言っていることが、質問は、一人でも多くの方と、丁寧にということですから、

私も一人でも多くの方とできるだけ、もちろん意見交換しながら、そして丁寧にやっ

ていくという、同じことを言っているのに、それが齟齬があるとか、違うと言われた

ら、これはどうしようもない話でないですかね。反問しているわけでないですよ。何

も違わないのです、私の言っていることは。違いますか。それを、議員の質問はその

とおり私も受けとめて、大事なことだと受けとめて、だからもっと気楽に入れること

に、それがもし違うというのだったら、具体的にああしろこうしろということの提案

だってあってもしかるべきですけれども、質問が、そういうぐあいにやったとしても、
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それは策定委員もいるし、先ほど言ったように議会の皆さん方もいるのですから、私

どもだけでなくて、この策定、総合計画の中に意見を反映するのには、まさに一番は

二元代表制の議員の皆さん方もいろいろな助言もいただき、意見を聞いていただいて、

それを反映させていただくというのも、これも一つの方法であります。 

 ですから、私どもだけにどうする、どうするでなくて、自分たちみずからもどうし

ていくのかということも含めてお話しいただきながら、ともにいい総合計画というか、

みんなで考える、まさに町民みんなで考える、そして思いが込もった総合計画にしよ

うではありませんかという、こういうことにぜひ御支援いただければなというふうに

思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） ただいまいかがでしょうかということでありましたから、反問

ということで認識すればよろしいのでしょうか。であれば正式な手続……。 

○議長（高橋利勝） 反問権ではないですよ。 

○３番（梅村智秀） 違うのですか。いいですよとおっしゃったから。（発言する者

あり）ですから、どうですかと。では、反問ではないということですね。 

○議長（高橋利勝） はい。 

○３番（梅村智秀） であれば、以上をもって２問目を終わらせていただきます。 

 それでは、３問目、喫煙は休憩？公平で柔軟な職場環境構築を。 

 職員の勤務時間中における喫煙は休憩時間と見なしているのか。喫煙者、非喫煙者

の間で不公平感がないよう、合理的取り決めとあわせ、町民を初めとする来庁者と職

員の受動喫煙被害対策が必要である。現在までの対応と今後の方針について、事実と

所信をただす。 

 本年７月より健康増進法が改正、受動喫煙対策が強化され、行政機関においても敷

地内禁煙となるが、喫煙場所の区画、標識の表示、施設利用者が通常立ち入らない場

所に設置などを条件に屋外に喫煙所を設置することが可能となった。 

 昨今、たばこの煙の成分が染み込んだ髪、毛髪ですね、や衣服などから有害物資が

放出される三次喫煙被害対策を求める声が高まりつつある。町民を初めとする来庁者

や非喫煙職員に対して、本町においても一定の検討と対策が必要であるが、見解を問

う。 

 ２、職員が喫煙のため離席している時間、つまりは働いていない時間をどのように

解釈し、取り扱っているのか。現状では少なからず非喫煙職員が不公平感を抱くおそ

れがある。社会的に喫煙者を取り巻く環境は非常に厳しい。あわせて、働き方全体の

多様化が進んでもいるので、しっかりと受動喫煙対策を講じた上で、喫煙、非喫煙を

問わず、従事している職務の事情等に応じ、一定の取り決めのもと短時間でも休憩を
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取得できる職場環境を構築する必要がある。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 梅村議員の３問目の喫煙は休憩？公平で柔軟な職場環境の構築

をの質問の答弁をさせていただきます。 

 まず一つ目の御質問でありますけれども、平成３０年７月２５日、健康増進法の一

部を改正する法律が公布されました。本年７月１日から、役場庁舎や学校、病院といっ

た、複数の人が利用する施設につきましては、施設内禁煙、敷地内においても受動喫

煙を防止するために必要な措置がとられた場所以外については禁煙とする法律が施行

されました。 

 この法の施行に伴いまして、役場庁舎につきましては、施設内におきましてはこれ

までも禁煙としたところでありますけれども、敷地内につきましては、一般の人の通

過が比較的少ない庁舎北側の車庫の一部を喫煙スペースとして、標識を表示し、非喫

煙者に対してもここで喫煙をしていることを明確にする措置をとってまいりました。       

また、役場前の駐車場をイベントで貸し出す場合につきましても、主催者に対して、

喫煙のスペースを設置し、受動喫煙対策を促しているところであります。 

 また、三次喫煙被害の対策として、喫煙後すぐのエレベーターの使用を禁止すると

いう対策をとる施設も存在していることは認識しておりますが、確かに喫煙後すぐに

密閉された空間を利用した場合につきましては、たばこのにおいが充満することは、

これは私どもも承知しておりますが、特に非喫煙者にとってはよいことではないとい

うふうに考えておりますが、本町におきましては、喫煙スペースそのものが密閉され

た空間ではなく、その後においても密閉空間がさほどないことから、これまでの三次

喫煙の被害ということについては余り意識することはございませんでしたけれども、

議員の御質問のとおり、これは十分な研究をされている方もおりますが、喫煙後にお

いて、個室での打ち合わせなどがある場合については、非喫煙者がにおいなどで不快

な思いをされることも十分に考えられますので、密閉された空間において業務を行う

場合については、その前の喫煙などについて、非喫煙者への配慮として取り組んでい

かなければならないものと考えております。また、これらも含めて、改めて課長等会

議などを通じて周知を徹底していきたいというふうに思います。 

 二つ目の御質問でありますが、各施設の喫煙スペースにつきましては、施設とさほ

ど距離の離れた場所ではないことから、何かあればすぐに対応できるという状態であ

りまして、労働から完全に解放されているとは言えない状況であることから、喫煙が

休憩に当たらないものとして運営してきておりましたが、離れる際には上司や同僚に

行き先を告げて、勤務中の離席の扱いとしてきているところであります。 

 また、喫煙者と非喫煙者において不公平感を抱くおそれがありますが、これにつき
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ましては、喫煙、非喫煙のみならず、さまざまな理由で、私用のため、離席をする理

由はさまざまでありますことから、職員全体にどのような方法ができるか、これはこ

の中において、特に御質問にありますように、たばこについては健康の問題もさるこ

とながら、やっぱり大事なところでありますので、特にこの中において議論をし、と

もに働く人が不公平感を抱かないように、各課でしっかりとこれらの問題を提起しな

がら、それぞれの自覚の中で議論していただいて、推移を見守っていきたいなという

ふうに考えております。 

 この問題につきましては、大変難しい面もありますけれども、健康第一、また、そ

してそれぞれの第三次の喫煙被害などについても、また自分なりに意識をお互いに共

有しながら、適切な対応をしていくための議論をさせていただきたいと思いますので、

以上申し上げて、答弁とさせていただきたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） ただいま御答弁いただいた中で、本庁舎の事例についてお話を

いただきました。屋外の喫煙所についてですね。本庁舎以外にも、町の施設、機関と

いうものがございます。これらの場所についての喫煙者とか喫煙所の実態ですとか、

いわゆるそれぞれの受動喫煙対策について、また、車内の喫煙ですとか作業中の喫煙

等について、実態としてどのように把握をされていらっしゃるのか。また、それらが

十分であるという認識であるのかについて、お伺いをいたします。 

 また、いわゆる喫煙のため離席中のことについて、ちょっと改めてのお伺いになり

ますけれども、本町においては、いわゆるすぐさま業務に立ち戻れるような環境であ

るから、業務中である、いわゆる指揮監督下にある、休憩中ではないという認識であ

るのかについて、改めてお伺いをいたします。 

○議長（高橋利勝） 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長

いたします。 

 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 梅村議員の再質問の答弁ですけれども、喫煙の実態と、また、

それは十分なのかということと、場所、二つの質問でありますが、まず一つ目の喫煙

の場所と実態は十分かということですが、庁舎含めて、わかりやすく役場の庁舎、出

先もそうですけれども、庁舎の中での、建物の中での喫煙はしておりません。外で喫

煙所を設けてやっている、それが実態でありますが、それは密閉したところではあり

ませんから、どっちかというと屋外に近いようなところでありますけれども、そのほ

か、公用車での喫煙も一切禁じておりますから、そういう意味では、十分とは言えな

いかもしれませんが、それぞれ受動喫煙含めての対策を含めて対応はしてきているだ

ろうというふうに思っています。 
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 また、もう一つ、これは休憩ですかどうですかということですけれども、先ほども

少し言いましたけれども、たばこを吸うのも、厳密に言えばその時間は業務していな

いということになるかもしれませんが、それぞれ人は、喫煙、非喫煙者に限らず、そ

れぞれのいろいろな理由で自席を離れるということはありますから、それら含めてい

くと、そこまで細かく、ここはたばこを吸っているから、これは休憩ですよとか、こ

こは違う用事で、例えば生理的な現象で、どこまでですかと、そういう分けは今まで

はしていたことはありません。ですから、それはそれぞれの自覚、都合によってそれ

ぞれ対応してきたということでありまして、改めてたばこを吸っている時間が休憩に

当たるとか何とかということで、今までは規制ではありませんけれども、そこを線引

きしたということは今までないということは事実であります。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） ただいま御答弁いただいた中で、出先機関等含めて、いわゆる

密閉型ではないけれども、屋外の喫煙所というものになっていると。公用車は禁じて

いるよということでございました。その後に、十分とは言えないかもということでご

ざいましたが、これは公用車での禁煙を徹底しているというものが十分ではないとい

うような御趣旨なのか、いわゆる屋外の喫煙所、密閉型ではないということであるか

ら、受動喫煙対策が十分ではないということなのか、改めてお伺いするものでござい

ます。 

 また、２番目の、いわゆる喫煙中の取り扱いについてですけれども、何か明確な認

識はちょっと持てなかったのですけれども、つまり本町において、職員が条例で定め

られている勤務時間中に、屋外の喫煙所に出て喫煙をするという行為は休憩に当たる

のか当たらないのかということをお伺いしているのです。それについて明確な御回答

を求めるものでございます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 十分でないかもしれないと言ったのは、喫煙に対して、こうい

う対策をしていますよと、建物の中はだめですよ、屋外ですよと、基本的に。公用車

の中はだめですと。どこかがゆるいから十分でないという言い方でなくて、私どもが

今行っている喫煙の場所と、だめなところ等は徹底しておりますけれども、それだけ

で十分なのかと聞かれたら、十分かどうかわかりませんけれども、そういう対策をし

ていますと。特に受動喫煙のないように、それらの対策をしていますよということを

申し上げました。 

 もう一つは、休憩かどうかということで、今までたばこを吸いに行く人、先ほど言

いましたけれども、いろいろな理由で自席を離れる人含めて、休憩ということで判断

したことはまだ一度も、今のところはないというのが現実であります。 
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 以上です。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 改めて受動喫煙対策について、十分ではないというようなお言

葉でございました。こちらを十分なところまで考えて、検討していくというようなお

考えがあるのか否か。 

 また、２番目でございますけれども、いわゆるこれまで喫煙時間というものが休憩

かどうかというものについて、議論というか、そういった場がなかったというか、何

かあいまいな認識なのかなというような受け取りをしているのですけれども、例えば、

これは明確に、いわゆる生理的な現象、排尿や排便とか、その他それに類いすること

とか、あとは健康上の理由、薬を服用するとか、いろいろなことがあります。あとは

飲食をするとか、いろいろあると思います、携帯電話等を操作するとか。それらにつ

いて、本町においては明確な定めがないということなのか、であるならば、それでよ

ろしいというような御認識なのか、改めてお伺いをするものでございます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 先ほど言いましたけれども、十分な対策でないということは、

どこか間違っているとか、やっていないということでは決してありませんよというこ

とを申し上げているから、そこは理解してくださいね。私どもがやっている対策が、

梅村議員から見て十分かどうかと判断したときに、十分でないのでないかと思われる

かもしれないだけの話で、私どもは、やっていることは十分でないとかということで

なくて、相手がいるわけですから、そこから見たときに、言ってみれば、第三者とい

うか、相手側から見たときに、それで十分なのかと聞かれたら、そうでない部分もあ

るかもしれないけれども、私どもはこういう取り組みをしていますということを申し

上げましたから、それは十分な取り組みということは、それは今やっていることが私

どもは十分な取り組みをしているというふうに認識しています。 

 そして、もう一つの御質問は、これは明確に離席すること、また、たばこを吸うこ

とは休憩かどうかということはあいまいな認識だということですけれども、あいまい

な認識でなくて、そういう認識を持ったことはございませんということを申し上げま

した。いろいろな理由で自席を離れることはありますから、それを全部、例えば今質

問ありました、携帯電話とかいろいろあります。それだって、玄関の外に出て話すと

か、いろいろなことがあります。それも含めて、そういう認識はありませんと。 

 ただ、今回、質問いただいたように、たばこのことですから、健康上のこともあり

ますので、それを改めて各課の中で、不公平感だとか、そういう不快感のないように、

十分職場の中で協議をさせていただいて、どのような方法がいいのか、例えば全面禁

煙にして一切だめだということになるのかわかりませんけれども、そういうことを含



－ 87 － 

めて、職場の中で十分不公平感のないように、そしてまた、健康に負担がかかること

のないような、そういうことをしっかりみんなで協議していただくと、そういうこと

にさせていただくと、こういうことであります。今の質問をきっかけに、そういうこ

とも投げかけて、職場の中で協議していただくと、こういうことにさせていただこう

と、こう思います。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 受動喫煙対策についてでございますけれども、それはいわゆる

個々人それぞれの主観で、Ａさんは適切だと思う、Ｂさんは不適切だと思うとかとい

うことではなくて、例えば行政として一定の指針として参考とするのであれば、例え

ば厚労省が示している見解であるとか、いわゆる受動喫煙についても諸説あります。

ですから、本町としてどういった学説等を採用しているのかというところ、これがやっ

ぱりあいまいであると、いかがかなと。こと健康に関することでございますからとい

うところであります。 

 だから、今の時点ではちゃんとやっているよということであれば、それについても、

例えば北側の余り人が通らない通用口ということでありますけれども、学説の一つで

あれば、いわゆる無風状態ででも、直径で１４メートルぐらいはいわゆるたばこの煙

が蔓延してしまうというような学説もあるぐらいでございます。ですから、そういっ

たところについては、きちんと役場としても、昨今の喫煙を取り巻く環境というもの

を鑑みて、再検討をしていく必要性というのは十二分にあるというふうに考えるとこ

ろでございます。 

 また、休憩時間等についてでもありますけれども、それはやはり各課、また、どう

いう形かというところまでは言及いたしませんけれども、少なくとも職員の皆さんか

らきちんとやっぱり御意見等をもらって、どのようにしていったらいいのか、どのよ

うにすると公平感があって、かつ、今、多様性が認められる時代だというところであ

ります。当然、では机に座っていたりパソコンの前に座っていれば必ず成果が上がる

仕事をしているのかというと、必ずしもそうではないというところでありますから、

やはり昭和から平成、平成から令和というふうに、ときの移り変わりもあります。職

員さんがきちんと働きやすい環境というものを皆さんで協議して、それらをつくって、

何よりもまちのため、町民のためにきちんと成果を上げられるような環境づくりとい

うものをきちんと、不公平感がないようにという前置きをさせてもらいますけれども、

お話をすべきだというふうに考えるところであります。改めての御見解をお伺いする

ところでございます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 不公平感のないようにするということは、先ほどから答弁させ



－ 88 － 

ていただいていますから、これは何回も言いますけれども、それぞれの事情で離席を

すると。だから、席を離れたから仕事をしていないとか何とかではないということも、

梅村議員の言うとおりだと私も思っていますから、ただ、それは職場の中で、せっか

くの機会ですし、またしっかりと協議して、本当に不公平感がないように、いろいろ

な事情があるけれども、そのことも含めて職場の中でその都度、新しい職場ができた

らそこできちっと議論して、みんなはこういうことでちゃんとやりましょうと、そう

いう協議を、不公平感がないようにしてほしいと、そういうことを私どもお願いをし

ているということ。 

 もう一つは、対応が十分でないということは、役場のほうから、職場をわかりやす

く言うと、役場のほうで、私どものほうから、理事者側からこうしろ、ああしろとい

うようなことには、私はなかなかいきなりならないと思っていますから、ですから、

たばこのことも含めて、それは十分に、私どもがやる環境としては、庁舎内はだめで

すよと。あくまでも喫煙所はしっかり定めて、そこでやってくださいと。それは職員

も町民の皆さんも同じ立場でやってください、そういうことでやって、そういう状況

をつくるということが私どもの今やれる最大のことかなというふうに思っていますか

ら、その中で、休憩時間になるかならないかというような、御質問ありますように、

自席を離れるところのやつは、職員の中できちっと話をして、においもそうですけれ

ども、そういうことのないように、不快感のないようにして、不公平感のないように、

きちっと協議して、より働きやすい、環境のいい、そういう環境のできる職場をつくっ

てもらえるような議論にしてもらいたいなと、こういうふうに思って、それをしっか

り職員の中で提起させていただきたいなと、こういうことであります。 

○３番（梅村智秀） 終わります。 

───────────────────────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（高橋利勝） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これで散会します。 

 御苦労さまでした。 

散会宣告（午後 ５時０７分） 

 

 

 

 



- 1 - 
 

令和元年本別町議会第３回定例会会議録（第３号） 

令和元年９月１９日（木曜日） 午前１０時００分開議 

──────────────────────────────────────────── 

○議事日程 

日程第 １ 議案第５９号 令和元年度本別町一般会計補正予算（第７回）について 

日程第 ２ 議案第６０号 令和元年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第２回）

について 

日程第 ３ 議案第６１号 令和元年度本別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

回）について 

日程第 ４ 議案第６２号 令和元年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）

について 

日程第 ５ 議案第６３号 令和元年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２回）

について 

日程第 ６ 議案第６４号 令和元年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

３回）について 

日程第 ７ 議案第６５号 本別町印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正について

日程第 ８ 議案第６６号 本別町税条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第６７号 本別町国民健康保険病院使用料及び手数料徴収条例の一部

改正について 

日程第１０ 議案第６８号 本別町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部

改正について 

──────────────────────────────────────────── 

○会議に付した事件 

日程第 １ 議案第５９号 令和元年度本別町一般会計補正予算（第７回）について 

日程第 ２ 議案第６０号 令和元年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第２回）

について 

日程第 ３ 議案第６１号 令和元年度本別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

回）について 

日程第 ４ 議案第６２号 令和元年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）

について 

日程第 ５ 議案第６３号 令和元年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２回）

について 

日程第 ６ 議案第６４号 令和元年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

３回）について 

日程第 ７ 議案第６５号 本別町印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正について

日程第 ８ 議案第６６号 本別町税条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第６７号 本別町国民健康保険病院使用料及び手数料徴収条例の一部

改正について 

日程第１０ 議案第６８号 本別町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部

改正について 



- 2 - 
 

──────────────────────────────────────────── 

○出席議員（１２名） 

議 長 １２番 高 橋 利 勝 副議長 １１番 藤 田 直 美 

 １番 水 谷 令 子  ２番 柏 崎 秀 行 

 ３番 梅 村 智 秀  ４番 石 山 憲 司 

 ５番 篠 原 義 彦  ６番 大 住 啓 一 

 ７番 山 西 二三夫  ８番 黒 山 久 男 

 ９番 方 川 一 郎  １０番 阿 保 静 夫 

──────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

──────────────────────────────────────────── 

○説明のため出席した者の職氏名 

町 長 髙 橋 正 夫 副 町 長 大和田   収 

会 計 管 理 者 花 房 永 実 総 務 課 長 村 本 信 幸 

農 林 課 長 菊 地  敦 保 健 福 祉 課 長 飯 山 明 美 

住 民 課 長 田 西 敏 重 子ども未来課長 大 橋 堅 次 

建 設 水 道 課 長 大 槻 康 有 企 画 振 興 課 長 高 橋 哲 也 

老人ホーム所長 井戸川 一 美 国保病院事務長 藤 野 和 幸 

総 務 課 主 幹 上 原 章 司 住 民 課 主 幹 小 坂 祐 司 

建設水道課長補佐 小 出 勝 栄 総 務 課 長 補 佐 三 品 正 哉 

教 育 長 佐々木 基 裕 教 育 次 長 阿 部 秀 幸 

社 会 教 育 課 長 坪  忠 男 学校給食共同調理場所長 高 橋  優 

農 委 事 務 局 長 倉 崎 景 一 代 表 監 査 委 員 畑 山 一 洋 

選 管 事 務 局 長 村 本 信 幸   

──────────────────────────────────────────── 

○職務のため議場に出席した者の職氏名 

事 務 局 長 鷲 巣 正 樹 総 務 担 当 主 査 越 後  忠 

  



- 3 - 
 

開議宣告（午前１０時００分） 

──────────────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（高橋利勝） これから、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 議案第５９号 

○議長（高橋利勝） 日程第１ 議案第５９号令和元年度本別町一般会計補正予算（第７

回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 議案第５９号令和元年度本別町一般会計補正予算（第７回）に

ついて、提案理由の説明を申し上げます。 

今回の補正は、防災用軽トラックの購入、１０月１日から実施されます幼児教育、保育

の無償化に伴います調整及び給食費の助成、病院事業会計への負担金の増額補正、地方道

路整備事業、橋梁長寿命化事業の調整が主なものであります。 

予算書の１ページをお開き下さい。 

歳入歳出予算補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億４,４９５万２,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７３億８,９７４万６,０００円とする内容であり

ます。 

それでは、歳出から事項別明細書により、主なものについて御説明いたします。 

１１ページ、１２ページをお開きください。 

２、歳出ですが２段目の２款総務費、１項総務管理費、７目交通防災対策費１４３万９,

０００円の増額補正は、北海道市町村振興協会設立４０周年記念特別支援事業として、市

町村の防災、減災対策の推進を図るため、防災、減災対策事業推進交付金が交付されるこ

ととなり、この交付金を活用して防災用の軽トラック１台を購入するものであります。 

下段の８目企画費、８節報償費、研修会謝礼金３１万円の増額補正は、第７次総合計画

策定にあたり、地域づくりセミナーを３回開催するものであり、１３節委託料、施設運営

業務委託料５０万円の増額補正は、しごと体験交流館の利用日数の増加に伴い管理清掃業

務委託料を調整するものであります。 

下段の１０目電算事務処理費、１９節負担金補助及び交付金、中間サーバー・プラット

フォーム利用負担金２２１万９,０００円の増額補正は、次期システムの更新に係る経費を

増額するものであります。 

下段の１４目基金費２５節積立金２００万円の増額補正は、平成３０年度に貸し付けた

農業振興基金貸付金の元金償還により、基金に積戻しを行うものであります。 

一番下段にあります３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、２３節償還金
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利子及び割引料２,９１５万７,０００円の増額補正は、平成３０年度障がい者自立支援給

付費及び医療費負担金等の実績確定により、平成３０年度に交付されました国と道費負担

金の精算により返還するものであります。 

１３ページ、１４ページをお開きください。 

上段にあります２項老人福祉費、１目老人福祉総務費、１９節負担金補助及び交付金２

３０万円の補正は、本別町居住支援協議会に対する国庫補助事業が採択されたことによる

ものであります。 

 下段の３項児童福祉費、１目児童福祉総務費、１９節負担金補助及び交付金修学前教育

保育施設給食費助成事業補助金２７６万５,０００円の増額補正は、幼児教育、保育無償化

の実施に合わせ、認定子ども園の１号認定及び２号認定の保護者、並びにへき地保育所を

利用する保護者に対し給食費の助成を行うものであります。 

２段下にあります４款衛生費、４項病院費、１目病院公営企業費、１９節負担金補助及

び交付金３億円の増額補正は、町国民健康保険病院の経営改善に向けて、資金不足の解消

を図るため財政支援を行うものであります。 

１５ページ、１６ページをお開きください。 

２段目にあります８款土木費、２項道路橋りょう費、３目道路新設改良費１０万円の減

額補正は、地方道路整備事業の執行見込みによる調整、地域交流施設等機能向上事業によ

る発電機整備事業の確定に伴い調整するものであります。 

その下４目橋りょう維持費、１３節委託料２,８９１万３,０００円の減額、１５節工事

請負費２,８８１万３,０００円の増額補正は、交付金事業の執行見込みにより調整するも

のであります。 

別添の予算説明資料８ページをお開きください。 

８ページ右側２段目にあります補正事業説明の欄をご覧ください。 

社会資本整備総合交付金、本別町管内橋りょう長寿命化事業ですが、橋りょう補修、架

換工事については、補正前１億９,９２８万７千円を補正後２億２,８１０万円に増額し、

下段の調査設計委託については、補正前７,４００万円を補正後４,５０８万７,０００円に

変更するものであります。 

以下、この資料での説明は省略いたします。 

予算書の１５ページ、１６ページにお戻りください。 

下から２段目にあります、５項住宅費、３目空き家等対策費、１９節負担金補助及び交

付金、空き家住宅等除却支援事業補助金３００万円の増額補正は、対象となります老朽空

き家住宅の除去戸数の増加見込みによる調整であります。 

以上で歳出を終わりまして、５ページ、６ページをお開きください。 

１、歳入ですが１段目の９款地方特例交付金、２項１目１節子ども子育て支援臨時交付

金９９５万９,０００円の増額補正は、幼児教育保育の無償化に係る地方負担分を令和元年

度に限り全額国費により補填されるものであります。 
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２段目の１０款１項１目地方交付税の補正は、歳入歳出の差額分を計上するものであり

ます。 

２段下にあります１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、５節児

童福祉費負担金、子どものための教育保育給付費負担金１,１３６万５,０００円の増額補

正は、幼児教育保育の無償化に伴う施設型給付費、地域型保育給付費に係る国庫負担金の

調整であります。 

下段の２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、１節総務費補助金、社会保障、税番号

制度システム整備費補助金１６１万６,０００円の増額補正は、歳出で説明いたしました、

中間サーバー・プラットフォーム利用負担金に対する補助金であります。 

次の２目民生費国庫補助金、２節老人福祉費補助金、住宅市場整備推進等事業費補助金

２３０万円の増額補正は、歳出で説明いたしました、本別町居住支援協議会に対する国庫

補助事業が採択されたことによるものであります。 

次の４目土木費国庫補助金、７ページ、８ページをお開きください。 

２節住宅費補助金、空き家対策総合支援事業補助金１５０万円の増額補正は、歳出で説

明いたしました空き家住宅等除却支援事業補助金３００万円に対して補助されるものであ

ります。 

２段下にあります１５款道支出金、２項道補助金、４目農林水産業費道補助金、１節農

業費補助金中、農地耕作条件改善事業補助金７７０万円の増額補正は、国のガイドライン

が設定されたことにより、北海道が１４パーセントの補助金を増額したことによる調整で

あります。 

一番下段にあります１８款繰入金、２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金３億円の

増額補正は、町国民健康保険病院への財政支援に伴う財源を調整するものであります。 

なお、今回の繰り入れにより、財政調整基金の年度末残高は５億５,６０６万５,０００

円となる見込みであります。 

９ページ、１０ページをお開きください。 

１番上段にあります１３目個性あるふるさとづくり基金繰入金１,２６０万円の減額補

正は、幼児教育、保育無償化に伴い、保育料独自軽減分等に係る財源を調整するものであ

ります。 

以上で歳入を終わらせていただき、４ページをお開きください。 

第２表地方債補正でありますが１、変更。これは、事業費の調整に伴い限度額を変更す

る内容であります。 

起債の目的。公共事業等７,７５０万円を８,１５０万円に。 

防災・減災・国土強靭化緊急対策事業５００万円を３１０万円に。 

辺地対策事業４,４９０万円を４,２１０万円に。 

過疎対策事業３億４,３９０万円を３億３,９４０万円に変更するものであり、起債の方

法、利率、償還の方法は変更ございません。 
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以上、令和元年度本別町一般会計補正予算（第７回）の提案説明に変えさせていただき

ます。よろしく、御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

 質疑は、歳入歳出地方債補正一括とします。 

 大住議員。 

○６番（大住啓一） ２点、細かく言うと歳入の部分絡めて３点になります。 

 まず１点目でございますが、交通防災対策費、軽トラック１３５万９,０００円の補正で

ございます。これは防災関係でということでございますが、我々の認識でいう軽トラック

ということになりますと、排気量など詳しくはないんですが、本当に軽トラを買うのか、

それをどのような用途で使う考え方をしているのか、その辺をお知らせいただきたいとい

うことが１点目。 

 それから２点目と３点目は歳入であります財政調整基金を取り崩しての３億円の話でご

ざいます。３点目ということになりますが、衛生費１４ページでございますけれども３億

円ということでございます。 

 これは昨日の一般質問、並びに議員協議会等でお話しがありました。今回、国保病院に

関係します分については一時借入金２億円を精算したいのだという話を聞いてございます。

であれば、議員協議会等々では細かくお話ししませんでしたが２億円でいいのでないかと。

出すとしてもですね。まだ出すと決まってはないですけども。その辺、どのようなお考え

なのか。 

 それと説明のところに細かくございます。これは出す側がここまで説明を細かくしてく

れるのはありがたいのですが、この内容でいきますと一時借入金にどこに当てはまるのか。

また、病院の会計になっても聞きますけど、このような形でいきますと、一時借入金云々

にいれるんだという項目が見えてこないですね。職員の皆さんは専門家ですから金額３億

円、１９節の負担金の中の３億円。説明欄で負担金として上から行くと、救急何とかから

高度医療までの３００万円まで入れて、額は計算してませんけど多分合うのでしょう。３

億円になるのでしょうが、一時借入金に２億という部分が見えてこないですけども、その

辺私どもがわかりかねるということは、町民の皆さんに聞かれても全然わからないという

ことになるのですね。再三お話ししているのですけども、３億円というお金は沸いてきた

金ではないのです。何回も申し上げますけども、これは町民の皆さん、納税者の税金なの

です。病院のほうで細かくどうのこうの聞きますけども、一般会計から繰り入れるにあた

って一時借入金を補填するのだということであれば、２億円でなんら問題ないと。他にど

のように使い道があるのかということと、この説明欄に書いてあることの整合性と言いま

すか、間違っていないから整合とも言わないかもしれませんけども、詳細を明らかにして

いただきたい。 

 ということは２点目と３点目の歳入も絡めて３点ということでございますので、軽トラ

ックとの関係との報告を求めるものでございます。 
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○議長（高橋利勝） 小坂住民課主幹。 

○住民課主幹（小坂祐司） ただいまの大住議員の質問にお答えしたいと思います。 

 今回、軽トラックを購入と言うことで補正をあげさせていただきました。 

 北海道市町村振興協会からの防災、減災対策交付金ということでありまして、担当とし

ましては有事の際に即動かせる物が防災担当としては持っていないということで資機材の

搬送ですとか、そういう部分に関しまして軽トラックを１台購入させていただいて即時対

応出来るようなふうに体制をとっていきたいということで補正をあげさせていただきまし

た。以上です。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 私の方から病院に対します歳出の方ですね、負担金の関係を御

説明させていただきます。 

まず、病院ばかりではなくて、水道事業会計とかもそうなのですが繰出金等組む場合に

繰出基準というのが国で定められています。まいとし４月に総務省の方から通知として降

りてくるわけなのですけども、ここの病院の歳出の１４ページにあります、緊急医療確保

経費、保健衛生行政経費、これは総務省で定められております繰出基準で病院への財政支

援として認められている経費の項目になります。 

 まいとし、病院に繰り出していく場合には、その繰出基準に基づいて病院事業会計の繰

入基準というのを定めます。それに基づいて毎年度予算編成時期に具体的な金額というの

を積算していきます。ですから、今回大住議員の方からありました、一時借入金の２億と

いう部分の関係なのですけど病院事業会計で、一時借入金で２億入れるというのは、病院

を運営するにあたっていろんな経費ございます。例えば緊急医療にかかる経費ですとか、

そういったものの総体として資金不足が生じているので、今回２億を繰り入れるわけなの

ですけども、一般会計から病院事業会計に繰り出す場合は、総体として繰入基準にのっと

って経費を当てはめていきますので、基準のルールに基づいて２億円を振り分けているん

ですね。ですから、一時借入金の不足分として２億入れるのではなくて、あくまでも病院

事業会計に入れる場合は、この繰入基準に基づいて入れていきますので、その繰入基準の

中に当てはめていって、基準の中に納まる部分、そして当初設定をした基準を超える部分

というのがあります。ですから、それはその基準を超えていますので、基準外という形に

なるんですが、そういった形で総額まず２億円、それと２億円入れてもなお運営経費に不

足が生じるということで昨日藤野事務長からありましたけども、例年ですと１２月ですと

か３月にも補正をして５,０００万円、６,０００万円入れていましたけども、その分も含

めて今回３億円を繰り出して今後の運営経費をしっかりそこで財源補填をしてやっていた

だくという考え方での３億円ということになります。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 補正予算ですから３回しかないので、他の議員の方々がまた質問す

ると思いますが、軽トラの関係でございます。 
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 これは災害の時に物を運ぶということで端的にそういう考えが出来ましたけれども、他

にひもつきた言葉は妥当ではないですが、災害にしか使えないものなのか、一般業務でも

使えるのであれば、住民課の災害担当をしている所管にして、例えば他のイベントだとか

そういうことにも使うことはやぶさかではないのか。その辺を再度お知らせいただきたい

のが１点目。 

 それと、今総務課長から説明ありました。ということは、この説明明細は病院の会計の

中での同じという考え方でよろしいのですか。ということは、我々ある意味素人ですから、

単純な質問をしますけども、我々が財務を考える時、２億円はこっちに使うことだと説明

を受けて、もう１億は３億円になるために、もう１億は運営資金で出すのだよと。その説

明でいいのでないかということになるのですが、それが国の決め方で運用できる部分が何

とか捉えてきた中で積み上げていって３億円になったということか。 

 そのへんをお役所のルールで言うとそういうことになるんでしょうけども、そういうの

であれば、はなから２億円と１億円の運転資金、合わせて３億円を一般会計、本元から企

業会計に出しますと。企業会計の財政上はこれの説明欄と同じ内容でこれから審議させて

いただくとこに組んでいるのですと。わかりやすくそういうことなのですか。 

 それを国のルールにのっとってやるのが行政ですから、それがわからんわけではない。 

 ただ、もう１回国のルールの中で聞きますけど、昨日も一般質問等で話しましたのと、

議員協議会で話したのと被るかもしれませんけども、これは一時借入金が企業会計で返せ

ないっていうのですかね、それで今回財政出動すると思うんですが、そうなった時に、今

北海道なり国のほうから、これは本会議ですから後で聞くのですけども、指導があったの

か、それをしないことには他のことで何か制度上支障をきたすようなことが北海道なり国

のほうからそういう話があっての今回の３億円、一時借入金２億円の指導しなければなら

ないのか。 

 そのへんを明確に、御答弁を求めるものであります。 

○議長（高橋利勝） 小坂住民課主幹。 

○住民課主幹（小坂祐司） ただいまの大住議員の質問にお答えしたいと思います。 

 他業務に使用をしても差し支えないものと担当としては捉えています。以上です。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） それでは私の方からは繰出金の関係でございます。 

 先ほどもちょっとお話しさせていただきましたけども、ルールと言いますか、国が定め

た要するに一般会計から企業会計に出していくことを認められている経費というものがあ

りますので、それに基づいて出しております。ですから、病院事業会計の収益的収入の中

でも同じ項目で同じ金額を受けるようになっております。以上です。 

○議長（高橋利勝） 藤野病院事務長。 

○病院事務長（藤野和幸） 私の方から、大住議員の道からの指導というような御質問で

ございますが、こちら例年春に北海道十勝総合振興局の方で財政状況のヒアリングがござ
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いまして、企業会計も受けております。その際に資金不足が生じたということで、昨日も

申し上げましたが資金不足１０.３％ということで健全化基準の２０％には達しておりま

せんが、これは早急に修正するようにということで助言といいますか、強い罰則が現時点

ではあるわけではございません。 

ただこのヒアリング、秋にもございますので。今後ヒアリングが予定されておりますの

で、そのときに改善状況等の報告が必要になってくるというところでございます。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） ３回目でございますので、トラックの方は理解しました。 

 病院の関係でございますけども、強い助言、役所独特の表現かと思いますが、何故強い

助言であればルール違反したとかペナルティが課せられないということであれば、何故こ

の９月の年度途中でこういうことを行なったのか。その１点だけ、明解にお知らせいただ

きたい。 

○議長（高橋利勝） 藤野病院事務長。 

○病院事務長（藤野和幸） ただいまの何故、今この時期でということでございますけど

も、実はこれも昨日申し上げましたが、２億円つきまして７月末で一時借入金一旦精算し

ておりますが、現状その後非常に資金繰りが厳しい状況でございまして、今回９月にその

精算分と合わせまして９月の補正をあげさせていただいているというところでございます。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） 補足をさせていただきます。 

 何故、今時期かということですけど、春のヒアリングを受けてこのような指導を受けま

した。秋ヒアリングが今後されまして、資金不足解消計画をどう立てるんだというような

部分が今後入ってきます。 

 これを１２月、来年３月ですとそれまで期間がありませんので、今回９月に補正させて

いただきまして道のほうのヒアリングに臨んでいきたいと考えております。以上です。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

 篠原議員。 

○５番（篠原義彦） 今の関連質問でございますけども、２億円借り入れる時点で何故こ

のときに３億円を入れることができなかったのか、そういう議論があったのかなかったの

か。 

 町民のための大事な病院だから潰すわけにはいかないと思います。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） 病院につきましては企業会計で独立採算制が基本と思っています。

この２億円につきましては、昨年度の末には協議をしまして、まずは自分の病院は自分で

自助努力していただきたいと。借金、一時借入していただいて、その中で運用していただ

きたいというのが念頭にありまして、まずはその部分について一般財源のほうも２億円と

３億円という金がそれほど余裕はございませんので、自助努力していただきたいという形
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で、このような形になったことであります。以上です。 

○議長（高橋利勝） 篠原議員。 

○５番（篠原義彦） にっちもさっちもいかなくなってから３億円入れるようなことはし

ないで、やっぱりその時点できちっと対応したほうが良かったと思いますが、今後こうい

うことがまた起きるのか起きないのか、見通しはどうですか。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） まず一借りの部分で、一回きちんと整理をして、また１億円をプ

ラスして、例年大体３億６,０００万円から８,０００万円くらいの一般会計から病院のほ

うに繰り入れをしております。 

 今回、このような形で早めに繰り入れをいたしましたので、あとは病院のほうでしっか

りと病院経営していただいて、今後このようにないように努力していただきたいという形

で進めております。 

 検討委員会の中でも、院長、副院長、町長交えた中でもこのことをしっかりと伝えてあ

りますので、病院改革をしながら今後取り進めていきたいと思っていますので、御理解の

ほどお願いしたいと思っております。以上です。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） いくつかあるので順番に行きます。 

 まず１０ページです。今回、個性あるふるさとづくり基金を取り崩すという形かと思い

ますが、これを今回のを含めて現在の基金残高を伺いたいと思います。 

 次、１４ページの民生費の児童福祉総務費、就学前教育、保育施設給食費助成事業です

が、先日十勝も全体として取り組むということで、ほぼ本町のような形で給食費の助成等

を行なうという中身なのですけども、中には対象外としている２歳児、３歳未満児も対象

にするようなところもあったりということで、全体として今回の本町の取り組みというの

は十勝管内の中ではどのような位置付け、比較として、独自対策をどのように位置づけし

てスタートするのかを最初に伺いたいと思います。 

 それから、その下の国保病院の支援の関係なのですけど、先ほどの質疑を聞いています

と、何といっても病院の存続とか経営改善が必要だということは誰が見てもわかる通りな

んですけども、非常に大きな持ち出しっていう形になります。 

 これはまず、一つには町民の皆さんへの説明っていうことが非常に重要になってくるの

かなと。本当に皆さん心配されている状況なのですけど、そのことについて考えているこ

とがあれば伺いたいと思いますし、道の強力な指導、指摘ということで一時借入を解消し

て、一般会計でそこを置き換える、補填するという形をとるという、一借りではやはりな

かなかそこの部分は難しいと、その根本的な理由について、申し訳ないのですけどお伺い

したいなというふうに思います。 

 次に１６ページ上段の、農地費の関係ですけども多面的機能支払交付金が８０万５,００
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０円の減ということなのですが、私もこの事業を地域の皆と取り組んでいるわけですけど、

年度当初に支払交付金の補助金額が決まってくるというふうに理解しているものですから、

この時期に減になる理由が何かあれば伺いたいなというふうに思います。以上です。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） それでは、私のほうからは１点目にございました、歳入の９ペ

ージ、１０ページの個性あるふるさとづくり基金の繰入金の関係を説明させていただきま

す。 

 今回補正をいたしておりますのは１,２６０万円減額補正いたしまして、基金の方に繰り

戻すという形をとっております。 

 当初予算の方で、個性あるふるさとづくり基金を活用いたしまして、町が独自施策とし

て行なっておりました保育料の軽減。それに当初、基金を充当いたしまして事業を行なっ

ておりましたけども、今回幼児教育保育の無償化に伴いまして、その部分国の方から補填

をされますので、そういった部分の調整等を行なっております。 

 質問にありました、今回の補正後の個性あるふるさとづくり基金の残高でございますが、

今回１,２６０万円を繰り戻すことによりまして、年度末残高の見込みですが１億７,６７

８万５,０００円となる見込みです。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩いたします。 

午前１０時３８分  休憩 

午前１０時３８分  再開 

○議長（高橋利勝） 再開前に引き続き会議を開きます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 個性あるふるさとづくり基金、ふるさと納税の関係ですけども、

令和元年度の予算で計上しておりますのが６,０００万円で計上しております。 

 昨年が５,７００万円ですね。ここ４カ月の状況を見ますと昨年よりは若干増加をしてき

ておりますので、６,０００万円くらいかなと今捉えておりますけども、今後の状況見まし

て補正等で対応したいと考えております。以上です。 

○議長（高橋利勝） 大橋子ども未来課長。 

○子ども未来課長（大橋堅次） 阿保議員の質問にお答えします。 

１０月１日から幼児教育保育の無償化に伴いまして、先日議決をいただきましたように

国の制度に基づきまして条例改正をして、無償化と国は言っているんですけども、ご飯の

部分、給食の部分がかかるようになりました。 

そこの部分を応援している十勝管内の状況なのですが、帯広市を含めて１９市町村、十

勝にはございます。国と全く同じにするのは、帯広市、音更町、新得町。ここは国と全く

同じで無償化という中で給食部分はかかります。 

本別みたく３、４、５歳の部分の給食を応援する町村は１２町村でございます。あと残

りの４町村ですが、ちょっと形は違うのですけど少し応援しています。 
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今回の本別町は３、４、５歳の給食料を応援しますけども、０歳から２歳、昨日の新聞

に出ていましたけども、そこを応援している市町村は完全無償化している上士幌町、足寄

町も含めまして７町村が０歳から２歳の給食の応援もしております。以上であります。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長 

○副町長（大和田収） 私から病院の関係について答弁をさせていただきます。 

 一時借入の部分、それから今後の費用の関係等、考え方等につきましては、９月２８日

土曜日、公民館で開催を予定しております、元気処方フェスティバルが開催されます。病

院祭りです。この中で院長からそのような分を挨拶の中で説明する予定をしております。

そのような大変厳しい病院運営に合わせて検討委員会６回開催をしておりますので、その

中の具体的な取り組みとして、資金不足解消についての考え方、それから地域連携室の充

実を図っていると、そういう部分を説明しながら病院の経営等についてお話ししていきた

いというふうに考えています。 

 そのあと、病院祭りの結果ふまえて広報等にも掲載を予定していきたいと考えておりま

す。以上です。 

○議長（高橋利勝） 菊地農林課長。 

○農林課長（菊地敦） 私のほうからは御質問にありました、多面的機能支払交付金の減

額の関係ですが、まず今回減額をした理由として２点あります。 

 １点が、一地区が取り組みを中止したと、一地区減になったということです。 

 もう１点が、実行にあたって対象となる面積が動きますので、そういった調整が諮られ

て面積の確定がしたということで、その２点に基づいて今回補正をさせていただいており

ます。 

 この時期の補正はということですが、予算を立てた当時についてはこれまで通り１６地

区で計画をしました。最終的に１地区が取りやめをするというのは年度末ぎりぎりの判断

でしたものですから、予算には反映できませんでしたけれども、まず１点がそういう理由

でございます。 

 併せて、面積の調整につきましては事業取り組みが始まってから、その年の作付面積で

すとか対象となる面積が確定しますので、そういったものが今回確定をいたしましたので、

この時期の補正という形でさせていただいている内容となっています。以上です。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） １４ページの病院への支援の関係なのですけど、町民説明は９月

２８日の行事で一定の機会を設けるということなのですけれども、さきほどちょっと申し

上げたのが、一時借入金が道などの指導があって一般会計の持ち出しに切り替えたという

ことなんですけど、これはさきほど大住議員からもあった通り、これはどうしてもそうい

うふうにしなきゃならない性質なものなのかどうなのか。 

 一歩下がって見れば病院会計のなんらかの財政支援が必要だということは議員の皆さん

も全員わかっている話しで、その持ち出しどころが違うということの意味というか、一借
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で補てんするのか、一般会計で補てんするか、そこだけの違いだというふうに思うんです

けどもね。そこの意味を改めて初歩的な話で申し訳ないんですが、そこを改めて一般会計

からの補助にするということの意義という部分を再度伺いたいと思います。 

 それと、ただいまの１６ページの多面的機能支払交付金の関係なのですけれども、同地

区が今年度の活動を中止されたということだと思うんですけど、一般的に言うと全体金額

はこれの２倍くらいになるのかと思うのですけどね。主に面積が変わっていくらか減額に

なるっていうのは、それはわかります。反当たりいくらっていう補助で、２００円とか３

００円とかって補助ですよね。ですから一定の金額があるのはわかるんですけど、多くは

事業そのものを取りやめたということに関わる金額になるのかなというふうに想像してい

ます。 

 それで８０万５,０００円というのが、交付金を受けている団体の当初の全体事業費から

みると、確か半分くらい町が補助しているというふうに記憶していますけども、どれくら

いの事業規模のところが取りやめになったのか、固有名詞はいらないですからね、その辺

を伺いたいと思います。 

○病院事務長（藤野和幸） 道からの助言といいますか、その内容につきましては、あく

までも資金不足を早期に解消するようにという助言でございまして、その方法までについ

ては道から特にこうしなさいとか、一時借入金をさらにするとか、町からどう入れなさい

とかそういうようなアドバイスは受けておりません。あくまでも早期に資金不足を解消す

るようにと、ヒアリングでの助言でございます。 

○議長（高橋利勝） 菊地農林課長。 

○農林課長（菊地敦） 阿保議員がお話しをされたとおり、多くは今回１地区取りやめた

というのが基本的に補正の内容となっています。それで、取りやめた１地区の交付金の予

算上、予定していた額につきましては１３２万円ほどになります。 

 あと、支出してそういった精算の中で８０万円ほどの今回の補正となっていますが、そ

の内容で今回補正をさせていただいていますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） １４ページの病院の関係でただいま説明いただきました。 

 道からどういう種類のもので補てんしなさいと具体的な話はないけれども、今回町とし

ては一時借入を解消して、一般会計で補てんをするという結論に達したと。それで先ほど

来言っているように、非常に初歩的で申し訳ないのですけれども、一借でなくすることの

意義というか町としてそういう判断をされたということなので、そこは改めて伺いたいと

思います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 何度かお話しをさせていただいた経過があるのですけども、病院が

こういうことで経営的にこの借入れをしなきゃならない、どこからかこの資金を持ってこ

なきゃならないということで、それは企業会計含めてですね、立場から、病院の自助努力
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で一時借入を２億円してそれを年次計画含めてですね、順次支払っていくという計画を実

はしたところなのですが、それが実はその後については、先ほどから事務長も答弁してい

ますように、それが北海道の振興局のヒアリングでこれは資金不足については一時借入分

も含めて早期に解消するということが望ましいということで、これをするために早期とい

うことは、秋に北海道でヒアリングがありますから、それまでにはこれを解消するという

ことでありますから、一時借入した分はまた一時借入することにはなりませんので、これ

を解消するためには急遽ですけども、一般会計から補てんをして一時借入の解消をしなく

てはならないと。３億円ということについては、まいとしの１年間の繰入基準であります

から、これについての不足分含めてまたプラスして３億円という結果になりましたけども、

２億円の一時借入についてはそういう自助努力しようと思ったんだけども、その中のそう

いう私のほうからは指導という言葉を使ってしまうんですけども、そういう解消策につい

てということでありますから、どこどこを解消する、どこから資金を持ってくるとか、も

ちろんそれは振興局では言うことはありませんけども、私どもの会計の内情からするとこ

れは一般会計から補てんして解消して、この資金不足を解消するということはこの道しか

ないなということで、急遽秋のヒアリングまでに間に合わせるということで、今回の議会

の提案となったということであります。以上であります。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

 柏崎議員。 

○２番（柏崎秀行） ２点ほど質問させていただきます。 

 １点目ですが、１２ページ１３節委託料しごと体験交流会の頻度が増えたということで

の補正だと聞きました。嬉しいことだと思うのですが、当初どのくらいの予定をして、ど

のくらい増えたのかというのが１点目です。 

 ２点目になります。１４ページ、先ほどから他の議員も質問されていますが、病院の３

億円という補正なのですけども、協議会でもいろんな説明を受けて前向きに取り組んでい

るのだという姿勢も見えています。先ほども言ったように、町民の命を守る病院を無くさ

ないというのは共通の認識だと思っています。その中で、先ほど副町長のほうから、この

時期じゃないと間に合わないのだという中で、もしこの補正がなかったらこの病院はどう

なってしまうのかということを想定しているのか。 

 以上２点、お願いいたします。 

○議長（高橋利勝） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也） 柏崎議員の御質問にお答えいたします。 

しごと体験交流館のほうでございますけども、４月から供用開始ということで施設のほ

うの供用開始しておりますけども、元年度予算につきましては、開設当初ということもご

ざいまして、当初予算の説明の時には１年間の３分の１程度の利用ということを見込んで

おりまして、予算上では１１０日間を想定して予算のほうを計上させていただいていたと

いうところでございます。 
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現在までの利用の状況でございますけども、８月末までの実績が９１日間ということに

なってございます。９月、それから１０月までのすでに予約といいますか、そういった御

相談を受けているのが、１２８という累計になりまして、それとある程度また年内という

ことも当然想定しておりまして、今回その１１０日当初の予算からすでに予約いただいて

いる分と、それからある程度の利用見込みを合わせまして、１１０日に３２日分をプラス

した予算計上となっているところです。以上です。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） ２点目の答弁をさせていただきます。 

 一借をしなくちゃいけない、これからの病院経営にしては１億円足りないので、なんと

かやっていただきたいというような、解消に向けての３億円でございます。 

 そういうことで、これがなかったらということはあまり考えないでいきたいと思ってい

ます。ただ、今やはり町民にとって大切な病院は皆さん御存知かと思います。 

 一次救急、救急病院の告示病院、人工透析等、入院施設、これはしっかりと守っていか

なきゃいけない、病院としても考えています。これは理事者も病院側も一緒の考えでやっ

ていますので、これを基本に今後とも継続していきたいと考えておりますので、今回その

部分で補てんをしていきたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

藤田議員。 

○１１番（藤田直美） 私からは先ほどもありました１２ページ、企画費の施設運営５０

万円の中の部分ですが、先ほどの質問に加えまして清掃業務、管理業務に関わる費用だと

思いますが、清掃管理の資産としては単価的には変わっていないのかどうかということと、

町民懇談会でも農業研修などで多く使ってほしいという効果を期待する声も多かったとい

うことで、どのような研修内容で利用されているのかという内容的なものを伺いたいと思

います。 

 もう１つ、１４ページ民生費の部分ですが、先ほどの質問もありましたが、給食費助成

については少子化対策で重要な施策でもあって、先日の条例改正でも私も食育も保育の一

環と考えておりますので、この条例に賛成いたしましたが、幼児教育保育の無償化によっ

てこれまで本別町が先行して行なっていた負担軽減分ですとか多子軽減ですとか、その部

分に対しても国から一定の財源が入ることとなると思いますが、町の財政負担というのは

軽減されるのかどうか。今回の副食費に関しては補助するということになっておりますの

で、影響額についてどのくらい試算されているのか伺いたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也） 藤田議員の御質問にお答えいたします。 

 今回補正させていただきまして、当然施設のそういった維持、運営費業務の委託という

ことでございますので、当然施設の受け入れ、清掃業務も当然、各部屋の清掃であったり、

衛生設備の清掃だとかいうことで含まれておりまして、基本的には宿泊を当然伴う時のそ
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の分の増加ということでありますので、総体的には清掃の部分についてはそれぞれ時間的

には８時間それぞれ見ております。また受け入れだとか、そういった部分につきましては

１０時間を想定しているところでありまして、それを積算して今回補正という形で計上さ

せていただいております。 

 これまでの利用実績の状況でございますけども、件数、日数的には先ほど言いました１

１０日の当初予算を見ていたところでございますが、件数でいきますと農業関連で１２件。

保健医療福祉関係で９件。その他２件ということの２３件。実人数で、４１名の方が御利

用いただいているというような状況でございます。以上です。 

○議長（高橋利勝） 大橋子ども未来課長。 

○子ども未来課長（大橋堅次） お答えいたします。 

 今回の無償化に伴う町の財源ということなのですけども、まず補正予算書の６ページを

お開き下さい。６ページの１番上９９５万９,０００円が国から入ってきます。歳入でまず

増えます。その下の下、へき地保育所の保育料が無償化になりますので、ここで三角、１

６１万３,０００円少し減ります。その下の１４款の国から今回の無償化に伴う歳入が１,

１３６万５,０００円、ここは増えます。 

 次のページの１５款であります。８ページの上から２段目、北海道の補助金は少し減り

ます。これはルールで、国で減ります。歳入の部分は以上なのですけども、先ほど総務課

長も言っていました１０ページ、当初予算で子育て支援ということで、ここに１,２６０万

円を軽減してる分で応援をしていたのですけど、国のほうから当然お金が入ってくるとい

うことで、ここで歳入の分を減らしております。 

 今度、歳出の分で１４ページ、上から２段目の給食分の応援を２７６万５,０００円応援

します、これが実で増えます。そして下のほうに、扶助費で三角１３７万２,０００円、こ

れは子どもの数ですとか今回の施設型給付で公定価格とか変わりますので、ここで三角１

３７万２,０００円、トータルで３００万円ほどまだ浮いているというか、今回の無償化に

伴うことで３００万円ほどちょっと浮いております。以上であります。 

○議長（高橋利勝） 藤田議員。 

○１１番（藤田直美） 今の３００万円ほど、今年度に関してはこの金額が浮いていると

いうことですが、試算としてまた来年度また予算を立てられると思うのですが、１０月か

らの部分でこの金額だと思いますが、大体１年間の試算としても考えて、この副食費の無

償化というのを立てたと思うのですけど、１年間通して来年度はどれくらいの軽減になる

かというのは試算できているのでしょうか。 

 それとですね、その３００万円ほど浮いているということでしたが、先ほど阿保議員の

ほうからも質問あったように他町村との比較、位置付けも聞きましたが０歳から２歳を対

象としなかった理由というのはどのようなことだったのか。また、子育て会議などでそう

いうお話しとかはなかったのか伺いたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 大橋子ども未来課長。 
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○子ども未来課長（大橋堅次） お答えをいたします。 

 ０歳から２歳までを対象にしなかった理由なのですけども、０歳から２歳の場合は保育

料の中にその分が含まれております。公定価格の中にもそれが含まれていますので、本別

町としては今回０歳から２歳の応援はしておりません。 

他の町では、直営でやっている保育所がございます。そこの部分を応援している町村と

かもありますし、足寄、上士幌、浦幌みたくまるっきり就学前教育保育施設の部分を町が

応援している町もあります。それはそれぞれの町の施策の考え方だと思います。 

 あと来年度以降の試算なのですけども、今回ここで１,２６０万円１回戻しましたけども、

こういうことも今までは予算の中で一般会計の基金のほうから軽減分を応援していますし、

来年度以降は６カ月から１２カ月分の給食料の応援になります。これを応援しても国の制

度３歳、４歳、５歳の無償化による国から入るお金、北海道から入るお金が増えていきま

すので当然来年度分も３歳、４歳、５歳の給食分の応援をしても財政的には問題ないとい

うことで今回提案をしております。以上です。 

○議長（高橋利勝） 藤田議員。 

○１１番（藤田直美） 財政的には来年度は、今回は６カ月分、来年度は１２カ月分とい

うことで先ほど３００万円ほどとおっしゃいましたが６００万円ほどは財政負担が軽減さ

れるという考えでよろしいでしょうか。 

○議長（高橋利勝） 大橋子ども未来課長。 

○子ども未来課長（大橋堅次） 今回の補正で、歳入歳出で３００万円が浮いております。 

 ですから、来年６００万円って答えでなくて来年は来年で１２カ月分ありますし、子ど

もの数も当然変わってきますし、今年の当初予算で３歳、４歳、５歳、本別全体の分の保

育料を下げておりますので、その応援として１,２６０万円を基金から入れておりますので、

その辺の兼ね合いもありますので、来年、今ここでなんぼ浮くんだっていう話は細かい数

字は出てきませんけども、言えることは３歳、４歳、５歳の応援を国がしておりますので、

本別町が応援しなくても国がしてくれていますので、財政的には本別町は今回の制度は有

利に動いたと思っております。以上です。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩いたします。 

午前１１時０５分  休憩 

午前１１時１５分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ほかにございませんか。 

 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 歳出１１ページ１２ページ、２款総務費、１項総務管理費、７目交

通防災対策費、１８節備品購入費のうち、車両軽トラック１３５万９,０００円が計上され

てございます。 
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 こちらですね、こちらの防災用ということで御説明先ほどありましたが、こちらの費用

計上の内訳、積算根拠に至るところについて大まかなもので構いませんので内訳について

お聞かせいただきたい。 

 また、こちら把握している限りで構いませんがメーカーとか仕様、グレード、付属品等

ですね、どういったものが装備されてこの金額になっているのかお伺いをいたすところで

す。 

 続きまして１３ページ１４ページ。 

 ４款衛生費、４項病院費、１目病院公営企業費、１９節負担金補助及び交付金に３億円

計上されてございます。こちら説明欄に６項目、救急医療確保経費からですね、高度医療

経費まで記載されてございます。こちら、この６項目の積算根拠、また項目ごとの具体的

な内容について詳細を明らかにされたい。 

 また、３億円こちら一般会計、財政調整基金を取り崩してというところでございますが、

こちら取り崩して財調の考え方として、当然積み戻しというものも考えられていると思い

ますが、今回取り崩されたものについて積み戻しの見込というものをお持ちなのかどうか。

それをお持ちであれば、いつ、いくらくらい、どのような形でっていうところについて把

握されている限りの見解をお示されたい。 

 また、３億円ということで計上されてございますが、これまで公的な場、議員協議会含

めた公的な場ででは２億円は一時借入金の解消と、１億円は運営費用に充当するというよ

うな趣旨の御説明をいただいていたとこでございますが、本当にこれ３億円というものが

きっちりきっかり必要なのかというところです。この３億円の積算根拠についての妥当性

といいますか、そのへんについてこれまでの経緯も踏まえて御説明をいただきたい。 

 また、３億円計上されている中で、この３億円、これがどのような効果を生んでいくの

かというところについて御見解を示されたい。 

 また、冒頭こちら経営改善のため、資金不足を補うものというところで御説明をいただ

きました。こちらについてどのように、先ほど効果の部分にも該当してくるのですけども、

どのように経営改善されるのかというところについて具体的な御見解をお示しいただきた

い。 

 また、本提案３億円、具体的な数字として各項目ごとに計上されてございますが、この

積算に至る経緯について少しお伺いいたしたいのですが、そもそもこれ誰が起案をされて、

誰が問題というものを把握されて、誰が起案されて、どのような協議を経て、どなたの責

任においてこれが提案されているのかというところについてお聞かせをいただきたい。 

 また、先ほどから公営企業については独立採算が原則ですよというところも述べられて

いるところでありますが、繰出基準についても先ほど総務課長触れられておりました。こ

の一般会計からの繰出金の考え方についてですけども、現在当病院に対する一般会計から

の繰り入れは地公法や同法施行令等の規定や総務省副大臣通知に基づき、救急医療の確保

に要する経費や不採算地区病院の運営に要する経費等について繰入基準を設定し、町の財
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政状況等を緩和した上で費用負担を行なっています。この文言はですね、経費を要して作

成されました本別町国保健康保険病院新改革プランに明示されているものでございます。

こちらを鑑みてこれらの繰出基準についてどのような通知というものが総務省からされて

いるのか。またその繰出基準っていうものについて、先ほど基準超えなんていう御表現も

ございましたが、そういった基準超えというものがあるのか否か。いわゆる適切、適当、

適法になされているのかという点についてお伺いをいたします。 

 先ほど、他の議員からの質疑の中で、このいわゆる補正が通らなければどのようになる

のかということも質疑の中でありました。議員協議会の中でもこれがなされなければ、い

わゆる夕張というような状況も見えてくるというものが担当職員の中からも説明がされま

した。 

 これは考え方なんですけども、いわゆる先ほど来からの質疑の中での認識ですが、どこ

からどのように資金を投入するとかそういったとこの具体的な指示なんかについても、そ

のへんはないよというところでございます。その、いわゆる解消していかなければ、この

資金の状態というものを解消していかなければいけないという考え方は、そのとおりだと

思うんですけど、これそのいわゆる抜本的な改革も含めて検討しなさいということには受

け取れてはいないんでしょうか。そういった趣旨のもの、別に数字をなにかしらの形で解

消しなさいというものの、いわゆる指導というような御表現でございましたけども、指導

だったのか、いわゆる破たんに近い状態というようなところではないのかなと私自身捉え

たんですけど、そのような御認識があるのか否かについてお伺いをいたします。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩します。 

午前１１時２１分  休憩 

午前１１時２２分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 小坂住民課主幹。 

○住民課主幹（小坂祐司） ただいまの梅村議員の御質問にお答えをしたいと思います。 

 メーカーはまだしておりませんが、オートマチックで４ＷＤ車を算定基礎としておりま

す。そのほかに架台のゴムマット、それからウインターブレード、スタットレスタイヤと

ホイール、大きなものとしては後ろにつける作業灯も付けての算定としてきているところ

です。そのほかにはドアのところに本別町と入れる部分も算定として入れております。以

上です。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 私の方からは財政調整基金のまず積み戻しの見込みというとこ

の答弁をさせていただきます。 

 今現在見込んでおりますと言いますか、最終的には今後１２月、３月補正等を経過いた

しまして年度末で確定をさせるわけなのですけども、おおよそ平成３０年度に積み戻して
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いる額というのが１億５,０００万円程度、平成３０年度積み戻しておりますけども、その

程度は積み戻せるのかなというふうに今捉えております。 

 最終的には今回病院のほうの繰出金も先ほどちょっとお話ししましたけども、今回３億

円を入れることによって毎年度１２月ないし３月に繰り入れています、補正をして繰り入

れているんですが、５,０００万円程度繰り入れているのですけど、その額が必要ないだろ

うということで、１億５,０００万円から２億円程度は積み戻せるかなと今捉えております。 

 もう１点。繰入基準の関係でございます。まず根拠的なところでいきますけども、地方

公営企業法の関係でございますが、地方公営企業法の第１７条の２で特定の条件を満たす

経費については自治体が公営企業へ繰出金として経費を負担するというところがありまし

て、その条件というのが毎年４月１日に総務副大臣が通知を出します。それが地方公営企

業繰出金についてということで、公営企業に繰り出しをする基準というのを定めておりま

す。その基準といいますのが、具体的に金額として定めている部分と、こういう経費は一

般会計が地方公営企業会計に負担をしていいよという中身でございます。 

 例えば、病院事業で認められている経費としましては、へき地医療の確保に要する経費

というのがありますけども、これはへき地における医療の確保を図るために必要な経費に

ついて、一般会計が負担する経費ということであります。 

 もう１点が、不採算地区病院の運営に要する経費。これは不採算地区病院の運営に要す

る経費については一般会計が負担するための経費であるということで、ここでいう繰出基

準としては許可病床数が１５０床未満で最寄りの一般病院まで例えば１５キロ以上ありま

すよとか、そういう要件を満たしていればこの基準にのっとって繰り出すことができます

ということで、いろいろな項目ございます。高度医療に要する経費ですとか、リハビリテ

ーション医療に要する経費、こういったものに定められた基準に基づきまして、病院事業

会計のほうで、その年度の繰入基準というのを定めて予算要求を行なってきます。ですか

ら例えば、救急医療の確保に要する経費というのがございますけども、その経費について

は例えば救急医療の維持管理に要する経費、あるいは医師、看護師が待機をする経費、そ

れと救急病床を確保するため４床救急病床がございますけども、それに要する経費ですと

か、そういったものを積み上げたものを毎年度繰入基準として、当初予算の査定の中で定

めております。 

 当初定めた金額を今回３億円入れることによって超えます。それで先ほど私のほうで基

準外、基準を超える繰入金と表現を使いましたけども、それが生じたということでござい

ます。 

○議長（高橋利勝） 藤野病院事務長。 

○病院事務長（藤野和幸） それでは私のほうからも、まず２億円一借りであと１億円を

病院運営に本当に必要であろうかということでございますけども、こちらにつきましては

先ほど副町長からも説明あったかもしれませんが、年度当初に今年度につきましては２億

８,８００万円の繰り入れを予算計上しておりまして、そのうちの２億円につきましてはす
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でに一時借入金の精算に充当してしまったということで、病院会計の運営に使える残りの

経費は８,８００万円程度ということになりまして、病院の経営状況が非常に厳しいという

状況でございましてそれで通常であれば年末、または年度末に追加して繰出金をしている

ところでございますが、この部分につきまして今回資金不足が既に生じてきているという

ことで９月の補正で行なうということでございまして、また資金不足解消の内容につきま

して十勝総合振興局へのヒアリングもございますので、今回の９月で実施するということ

でございます。どのような効果があるかということでございますが、病院の一度不良債務

をなくして経営の新たな立て直しに向かっていくということでございます。 

 経営改善の具体的なというところでございますが、現在経営改善に向けていろいろ協議

しているところでございますが、当然収益の確保と費用の削減、この２つが大きな課題と

なってくると考えております。その中で具体的にということで、まだ検討中ではございま

すが、透析患者の増、外来病棟等の体制の見直し等も今検討しているところでございます。

あと、費用の削減については一番大きなものは人件費でございます、病院は。この辺につ

いても人件費の削減について検討をしているところでございます。 

 あと、今回補正が通らなかった場合はどうなるかという御質問で、夕張と具体的な市の

名前も出ておりましたが、先ほども申し上げましたとおり、現状１０．３％の資金不足を

生じている状況の中で、今回この補正が通らなかった場合、非常に病院にとっては大きな

ダメージとなりますが、万が一そのような状況になった場合は、再度の一時借入などをす

る以外に私は方法ないのかなというふうに考えております。 

 あと最後、病院の破たんに近いようなことではないかと御意見もいただきましたが、こ

の件につきましては、今病院内部でも立ち直しに向けて検討しているところでございます

ので、決して破たんのないように町民にとって必要な病院であり続けたい、なければなら

ない病院でありたいという考え方に基づきまして、病院の経営を改善していきたいと考え

ているところでございます。 

（発言する者あり） 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩いたします。 

午前１１時３３分  休憩 

午前１１時３９分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 藤野病院事務長。 

○病院事務長（藤野和幸） 説明不足がございましたので追加して御説明させていただき

ます。 

 まず、今回の繰出金の起案、責任者等の関係でございますが、今回決裁等は取ってはお

りません。ただ予算策定の段階で、予算策定をいたしまして理事者と協議して今回提出、

そういう形になっておりますので、病院での予算の責任は事務長である私かと考えており

ます。 



- 22 - 
 

 あと今回の補正の繰り出しの根拠につきまして若干説明させていただきます。１項目ず

つ今回の補正に関わる分につきまして御説明いたします。 

 まず、救急医療の確保に要する経費でございますが、こちら基準額が１億５,５６３万２,

０００円でございまして、今回補正額基準内が１,４８０万円、基準外の繰り出しが１億５,

２８０万円ということで救急医療の確保に要する経費につきましては、今回１億６,７６０

万円合計の補正となっております。 

 続きまして、保健衛生行政事務に要する経費でございますが、基準額１,１８５万円。今

回補正は１８０万円ですが、こちらにつきましては繰入基準内の繰り出しとなっておりま

す。 

 続きまして、リハビリテーション医療に要する経費、こちらですが基準額１,５０５万４,

０００円。今回の補正は７００万円の補正でこちら基準内の補正となっております。 

 続きまして、小児医療に要する経費ですが、こちらにつきましては基準額２６１万５,０

００円。今回の補正は６０万円ということで、これは基準内の補正となっております。 

 続きまして、不採算地区病院の運営に要する経費でございますが、こちら基準額９,８８

３万５,０００円。今回の補正ですが基準内の補正が１,８８０万円。基準外の補正が１億

１２０万円。不採算地区の運営に要する経費の合計１億２,０００万円の補正となっており

ます。 

 最後、高度医療に要する経費でございますが、こちら基準額１,００７万４,０００円。

補正額は３００万円で全て基準内の繰り入れとなっております。以上でございます。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） １２ページ１８節備品購入費、軽トラックの件です。こちら費用の

内訳なのですけど項目については備品等何点かあげられておりましたが、内訳車両本体ど

のくらいのものを想定されているのかというところです。形態といたしましては、荷台の

ゴムマットがあったのから、平ボデー形式なのかなと思いましたけども、そちらについて

もお伺いをいたします。 

 続きまして１４ページ１９節負担金補助及び交付金の部分についてでございます。 

 積み戻しの見込について御答弁いただきました。こちら今後の補正の部分が解消されて

なくなるのではないかなと見込のもとですね、１億５,０００万円から２億円くらいの積み

戻しというような御見解が示されましたが、ということは今回３億円取り崩しますけども、

当然のことながら満額ないし満額に近いような積み戻しはできないということは、今の時

点で明白になっているということの認識でよろしいかというところがまず１点です。 

 また、繰出基準についてでございますが、ただいま項目ごとについて御説明をいただき

ました。内、基準外についておおむね２億５,０００万円超ございます。こちら繰出基準を

超えているというところでありますけども、これはいわゆる適法、適切、適当なのかとい

うところについての御認識を新たにお伺いをいたします。 
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 また、いわゆる効果とか今後の見通しの部分についてでございますけども、なにか答弁

の中で思い、例えば地域の病院をなくさないようにとかそういったところについて御答弁

なされておりますが、私お伺いしているのはそこではないのです。地域の医療を守ろうと

か病院を守ろうとかって思いについては、これは皆さん本当に共通認識として持たれてい

ることだと思いますので、そこについての考え方ではなくて、いわゆる今回このように３

億円のお金を投入して具体的にどのように、今後変わっていくのかってところなんですよ。

頑張りますとか、収支改善を目指しますとかっていうところではなくて、具体的にこうい

う方法でいつ頃、いくらくらい、何パーセントくらいの改善とかが見込めるとか、そうい

う具体的なものっていうのが今の時点であるのか否かっていうところなのです。それは今

まで公営企業、病院の運営に携わってどうでもいいやとか、ずさんな考え方で臨んできた

わけではないと、これは当然私も認識しているところでありますけども、すでにある程度

のことはいろいろ対策、対応としてやられてきて今年度から検討委員会というものを立ち

上げて、すでに数カ月経過いたしました。それで過去においては、いわゆる新改革プラン

というものも、いわゆる外部の部分から示されてきて、いろんな内輪での会議、外からの

視点というものも取り入れて、ある一定程度やれるべきことはやられてきたのではないの

かなと。それに至ってこの数カ月くらいで効果や今後の見通しを言われてもってお考えな

のかもしれませんけれども、１年間１２カ月というふうに考えていくともう半分くらい、

半分近くについては経過している。少なくともこれからの数カ月、来年の３月末日までに

どのように変わっていくのか、この３億円を投入して。というところについて具体的なも

のがあるのか否か。あるのであればお示しをいただきたいというところです。 

 また、もう少し詳細についてお伺いをいたしたいんですけども、そもそもこの問題に気

付いたのは誰、どこで、部署という意味ですよ、それを誰と誰と誰、もしくはどことどこ

とどこが協議をしてどなたの責任において、本提案に、この補正予算の提案にいたってい

るのかというところについてお伺いをしているのです。だから、病院のこの提案自体の責

任が病院事務長にあるのか、もしくは行政の長である町長にあるのか、その責任の所在に

ついて改めてお伺いをいたします。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） それでは私のほうから基金の関係について答弁をさせていただ

きます。 

 今、梅村議員のほうからもありましたけども、当初、財政調整基金については４億円取

り崩しを計上しておりまして、今回３億円増額したわけです。ここ数年の状況を見ますと

取り崩した額を超えて積み戻しができないという状況が続いております。そういったこと

も考え、そして今後の町税がどの程度増収できるか見込みが立たない中での見込みであり

ますけども、取り崩した額を積み戻すことは難しいなというふうには今捉えております。 

 基準外の繰入金の関係でございますが、先ほども説明させていただきました、繰出金の

根拠法は地方公営企業法で、総務省が繰出基準っていうのを示しておりますけども、あく
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までも総務省としての考え方ということで、地方公共団体が基準以上の繰り出しをするこ

とを妨げるものではないとされておりますので、そのへんは問題ないと捉えております。

以上です。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） 私のほうから具体的な取り組み等についてお話しをさせていただ

きたいと思います。 

 このような病院の経営が悪化をしてきたという部分については、昨年の秋頃から各病院

の中でも職員を通じて下ろしてきております。このように３億円、一借りで２億円という

部分になりました。３月の予算審査特別委員会の中でも梅村議員のほうから御質問等あり

まして、その中でも新改革プランの反映等々の御指導、御意見をいただいたところでもご

ざいます。その中で、私ども先ほどから説明しておりますように、検討委員会６回を立ち

上げて病院も理事者も一緒になってこの病院改革をどう進めていくかという部分が協議を

してきました。ようやく今、病院の医局、看護師、技術職、事務職が共通認識になりまし

て、どうやったら今の病院を継続をしていこうというふうな形がまとまってきたところで

ございます。今回３億円を投入いたしますけども、その後、やはり公立病院だからいつま

でたっても赤字でもいい、そんな考えを一切持たないでほしい、そういう考えで今取り組

んでいるところでございます。 

 具体的にということでまずは収益の確保、これは一番かなと思います。平成２７年度と

平成３０年度を比較しますと、約８,０００万円以上の差が収益減となっております。当然

人口減少の関係、それから高齢者の部分が増えてきたという部分が、いろいろあろうかと

思いますけども、まずは平成２７年度の部分に戻そうという形で一緒になって取り組んで

いるところです。具体的には、今年の４月から準備を進めてきました、地域連携室の充実

化を図っておりまして、病院、それから町内で言えば老人ホーム、アメニティ本別の３施

設で協力をしているところでもございますし、その中で平均在日数の調整、短縮による診

療単価のアップ、それから町外医療機関からの積極的な入院患者の受け入れ、これは入院

患者の確保に結び付く。それから小規模多機能介護事業所への医師の定期訪問実施。これ

は適切な時期の必要な外来診療の提供ということで、外来患者の確保に繋がるという部分

を考えております。 

 さらには、新改革プランに沿って、在宅復帰支援への強化、回復機能の強化を進めて地

域包括支援システムの構築を進めていきたいと考えております。これは、医局から提案も

ありました夜間診療の開設、金曜日午後の内科外来の診察。それから、諏訪中央病院から

の総合医の受け入れによります在宅医療の充実、地域包括ケアの推進を進めていきたいと

考えておりますし、併せて、先ほど申し上げました９月２８日に開催される元気処方フェ

スティバルの開催。やはり、身近に病院を感じていただきたい、うちの病院の状況を知っ

てもらいたいというような部分で積極的に取り組んでいきたいというふうに考えておりま

す。その形を同時に進めていきたいなというふうに考えているところで、やはり私は収益
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の確保が重要かなというふうに思っています。それについては、先も言いましたけれども、

病院全体を通して共通認識持って進めておりますので、よろしくお願いをしたいと思いま

す。 

 今回の補正に対する責任の所在ということかと思います。 

 補正予算等については、各原課、部局の方で作成をしていただきます。当然当初予算か

ら半年経過して１年経過するとやはりその中では事業ごとに変更も生じてきますので、そ

ういう部分では補正予算は組ませていただいているところです。それに基づきまして、理

事者、町長、私ども等を入れて予算査定と補正予算の査定を行ないます。その中で確定を

していきますので最終的な責任は理事者にあると私は思っております。以上です。 

○議長（高橋利勝） 小坂住民課主幹。 

○住民課主幹（小坂祐司） 梅村議員の御質問にお答えをしたいと思います。 

 車両本体にあっては税込１０１万円を算定基礎としております。ボデーに対しては、ス

タンダードと言っていいのでしょうか、普通の平ボデーを予定をしております。以上です。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） １２ページの軽トラックの部分でございますけども、検討の段階で

例えば特殊架装、パワーゲートですとかそういったものを、防災で使われるということで

ございますし、重量物を積み込みするということも考えられます。防災、対災害というこ

とであれば、そういった視点での検討というものがこれまでなされてきたのか否かについ

てお伺いをいたします。 

 また１４ページ１９節負担金補助及び交付金の部分、３億円の部分についてでございま

す。財調の積み戻しの部分について御答弁いただいた中で、当然これまでにならって積み

戻しの額というのが指し示されましたけども、いわゆる一般会計に対する影響というもの

は今後ないというふうに考えているのか否かでございます。そちらについて御答弁を求め

るものでございます。 

 また、効果等について、この補正を行なうことによっての見込まれる効果等についてで

ございますけれども、運営とか収支改善に向けた思いとか姿勢についてお伺いをしている

のではなくて、私は具体的な部分としてお伺いをしているのでございます。例えば、地域

連携室の機能ですとか外来患者確保ですとかそういった手法の部分についてはお伺いが出

来ました。また平成２７年度の部分っていうのを一つの目標として立ち向かっていくとい

うところもお話しをいただきました。その中で、平成２７年度の部分まで目標どおりに立

ち直れば、いわゆる公立企業、公立病院の運営の原則である独立採算制っていうものにの

っとって、今後の将来的な見通しっていうものが明るいのか否かってところなのです。２

７年度の部分まで戻ったとしても、本当に難しいのではないのかなというふうな議論とか

が本当になされているのか否かについてお伺いをいたします。 

 また、見込まれる効果の部分についても外来の確保について、いつまでに、どのくらい

確保して、どのくらいの収益性を見込んで病院運営の総体的には、いわゆる黒字化ってい
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うものまで持っていけるのかどうか。独立採算っていうものが成立するのか否かについて

でございます。 

 また、補正予算案の提案の経緯と責任者についてという質疑に対しての御答弁でござい

ますが、最終的には理事者であるというところ副町長より御答弁いただきましたけれども、

理事者とおっしゃられても、これだけの人数の方が座られていて、その中で具体的にどな

たを指されているのかを明らかにされたい。以上です。 

○議長（高橋利勝） 小坂住民課主幹。 

○住民課主幹（小坂祐司） ただいまの梅村議員の御質問にお答えをしたいと思います。 

 担当内ではいろいろ種類があるというのは検討させていただきました。ダンプ形式もあ

れば、梅村議員がおっしゃったようなテールリフトですか、といったものも検討させてい

ただいたんですけども、担当としましてはまずは食糧、水、それから毛布ですとかそうい

ったものを優先だろうと、そういうことに至りましてテールリフトにはなくてもいいだろ

うと言ったところの判断をいたしまして、今回スタンダードなモデルとしたところでござ

います。以上です。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 一般会計の影響という部分での答弁ですけども、当然今回の財

政調整基金の取り崩しによりまして、一般会計の財政運営に与える影響というのは大きい

というふうに捉えております。以上です。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） 具体的な数字を示さないということでございますが、やはり病院

でございます。健康な方、または怪我をされた方、病気になった方、いろいろいらっしゃ

ると思いますし、その年度年度でやはり受診される方の数は変わってくるのかなというふ

うに思っております。さらには、医療外収益の人間ドックだとか健診、こういう部分を充

実を図っていきたいというふうに考えておりますが、人口減少等によります減も考えられ

るのかなというふうに考えております。 

併せて、入院の確保については連携室を中心に取り組んでいきたいと考えております。

先ほど平成２７年度に戻るくらいの経営規模にしたいという部分で説明しましたが、やは

り医療収益で９億７,０００万円っていうのがあれば、当該損失もそれほど多くなく、資金

不足も生じないのかなと判断をしております。 

 今、入院に関しましては連携室を中心に入院患者も増えてきているというふうには受け

ておりますので、そういう部分では確保していけるのかなと思います。 

 ただ、いつまでに何パーセント回復する、いつまでに１日の入院患者、外来患者をここ

に持っていくというような数字はなかなか難しいのかなと思っておりますので、それにつ

いてちょっと説明は省略させていただきたいなというふうに思っております。 

 先ほど理事者と言いましたけども、補正予算、新年度予算等について提出するのは町長

であります。以上です。 
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○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。梅村議員、御登壇ください。 

○３番（梅村智秀）〔登壇〕 それでは、議案第５９号令和元年度本別町一般会計補正予算

第７回について反対の立場で討論を行ないます。 

 反対理由についてでございます。 

 ただいま示されました議案書１３ページ１４ページ、第４款衛生費、第４項病院費、１

目病院公営企業費、１９節負担金補助及び交付金、財政調整基金３億円を取り崩し計上さ

れました、この３億円の部分についてでございます。 

 ただいま質疑の中で、一般会計に与える影響は大きい、またこの３億円を投入してもな

お、その効果について不透明である。具体的な改善計画案等が示されていない。そちらに

ついては、説明がなかなか難しいという御答弁もいただきました。 

当然これまでの議員協議会等で、地域連携室の御担当の方であるとか病院事務に携わる

職員の方から、思いであるとかこれからの展望というものは指し示されたところでござい

ます。 

ただし、今こうした町財政が非常に厳しい中、いわゆる病院運営については抜本的な改

革が必要であると、このように考えるところでございます。それをするにあったっても、

当然一定程度の費用っていうものは必要であり、先行きが不透明な部分について３億円も

の巨額なこの税金を投入するのではなく、新しく抜本改革に立ち向かう際に、その際に使

用できる財源として確保しておく必要がございます。 

よって、本提案については反対とさせていただきます。議員諸兄姉の皆様に御賢察を賜

りますようお願い申し上げ、反対討論を閉じさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

 阿保議員、御登壇ください。 

○１０番（阿保静夫）〔登壇〕 原案に賛成の立場で賛成討論を行ないたいと思います。 

 今、本別町の国保病院が抱えている諸課題については、ただいま反対討論の中でも述べ

られていたことはそのとおりだという部分があると思っております。 

 今回の議論の中で精神的なこととか、そういうことはいいんだと、違うんだと、数字だ

という趣旨の話もあったように思っています。でも、私は今回の提案も含めてですがこれ

まで感じているのは、今大切なのは病院関係者、あるいは私たち町民も含めた心の部分が

今もう少し前向きになっていかなきゃならないのじゃないかなっていう部分を思っており

ます。 

 それで言うまでもなく先ほども議論の中であったように、本町の国保病院はこのまちに

とって、なくてはならないもの、入院施設があるということももちろん大事だと思います
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し、規模に比較して非常に診療科目が多いと私はいつも思っております。 

 私自身もいろいろお世話になっておりますけども、いずれにしても町村は住民の命と健

康を守るというのが最大の義務でありまして、それを条件のある限り、そこをしっかりと

守っていく、そのために国保病院を、経営を改善していくという立場で今取り組んでいる。 

 こないだ議員協議会でこれからの取り組みということで、いろいろ示されております。

今始まったばかりという部分も確かにあると思いますが、この中で痛く感じたのはやはり

病気になって困っている弱い立場の人に手を差し述べるという、例えば訪問診療なんかも

そうですけど、そういう立場での改善方向性になるかも示されております。 

 町民から信頼される病院になっていけば、自ずとそれに経営部分、お金の部分もついて

くるのじゃないかなということを私は思う次第です。 

 これまで諏訪中央病院の先生等などに、病院の大変な時期をこうやって乗り越えたとい

う中にも同じような趣旨が示されているというふうに思っております。 

 本町においても、そういう取り組みを通じて我が町の町国保病院をしっかりとした経営

のできる病院へ再生をしていく、そういう立場で議員としても支援、応援をしていければ

という立場で今回の提案については賛成をしたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 次に原案に反対者の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） これで討論を終わります。 

 これから、議案第５９号令和元年度本別町一般会計補正予算（第７回）についてを採決

します。 

 この採決は起立によって行ないます。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（高橋利勝） 起立者１０人。 

 よって起立多数です。 

 お座りください。 

 したがって、議案第５９号令和元年度本別町一般会計補正予算第７回については、原案

のとおり可決されました。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩をいたします。 

午後 ０時１０分  休憩 

午後 １時３０分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 議案第６０号 
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○議長（高橋利勝） 日程第２ 議案第６０号令和元年度本別町国民健康保険特別会計補

正予算（第２回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 田西住民課長。 

○住民課長（田西敏重） 議案第６０号令和元年度本別町国民健康保険特別会計補正予算

（第２回）について、提案理由の説明を申し上げます。 

今回の主な補正は、平成３０年度の決算が確定したことに伴い基金を積み立てるもので

ございます。 

予算書の１ページをお願いします。 

歳入歳出予算補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３,４７４万４,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億９,１７５万９,０００円とする内容でござい

ます。 

それでは、歳出から事項別明細書により、説明させていただきます。 

５ページ、６ページをお願いします。 

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、１８節備品購入費５万４,０００円の増

額につきましては、国保総合システム端末更新の差額分を補正するものです。 

６款１項１目基金積立金３,３７７万４,０００円の増額補正は、平成３０年度決算によ

り、剰余金を基金に積み立てるものでございます。 

積立金の状況ですが、平成３０年度末現在７,５５３万９,０００円、今回の積立金３,３

７７万４,０００円の計１億９３１万３,０００円となります。 

７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金９１万６,０００円の増額補正は、

特定健康診査等負担金平成３０年度超過交付額の返還でございます。 

続きまして、歳入ですが３ページ、４ページをお願いします。 

１款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税５万４,０００円の増額補正

は歳入歳出の差額分を計上するものです。 

６款１項繰越金、２目その他繰越金３,４６９万円の増額補正は、一般被保険者分の前年

度からの繰越金でございます。 

以上、令和元年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第２回）の提案説明に変えさ

せていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

 質疑は歳入歳出一括といたします。 

 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） 歳出の５ページ、６ページに関するところですが、基金積立が３,

３７７万４,０００円ということで、新たな国保制度に移行してからこの積立がどういうふ

うに積み立てられてきたのかということを、まず最初に伺いたいと思います。 
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 そして繰越金が一定額生じるということは、その年の国保運営としてどうだったのか、

どういうことだったのか。疾病に罹る方が予定より少ないとか多いとか、そういうような

いろいろな理由っていうかあると思うのですけど、それが第１点と、それから積立目標と

か基準っていうのは示されているのか。この程度、例えば本別の国保会計であれば基金積

立の目標はこれくらいの金額っていうふうなものがあるのであれば伺いたいということで

す。 

○議長（高橋利勝） 田西住民課長。 

○住民課長（田西敏重） お答えいたします。 

 基金の積立につきましては、医療費の支払いということではなくて、医療費の支払いに

つきましては北海道のほうからそのまま医療費の金額が入ってきまして、そのまま支出し

ますのでそこのっていうのは出てきません。それで、一番金額が変わってくる積立で影響

するのが、保険料の支払いから収入が入ってきた部分が、増えた部分が多ければ今積み立

てる形になっています。いくらの基準っていうのは、決まってはおりませんで、ある程度

の安定的に、保険料の収入のほうは平成２９年度の時には基金が６,３００万円ほど崩した

りしてますので、収入が減ったときにはある程度の基金っていうのが必要だと考えており

ます。以上です。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） 医療費ではなくて国保料の関係だというのがすみません。私言い

方間違えました。 

 それで、例えば介護保険だと基金積立が確か６,０００万円くらいを一定の目標にしてい

るというような話で、それをどうしてって聞いたら１カ月分の支払うための金額だという

ような話をされていたのがあって、介護保険に関しては早く基金６,０００万円超えないか

なといつも見ているわけですけども、それで介護保険料を下げるっていうようなことにい

くと。国保の場合は今回は積み上がって１億９,０００万円ということですので、そういう

ような見通しっていうか、そういうような考え方、そういう活用の仕方っていうことはこ

の国保会計の中で考えられるのかどうかを伺いたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 田西住民課長。 

○住民課長（田西敏重） お答えします。 

 国保の場合、そういう今そこから支払うというものはないので、１カ月にその金額を医

療費として支払うということはありませんので、なんぼの基金を積み立てるっていうこと

はないのですけども、ある程度の基金を持っていないと、さっき言った収入が減になった

ときにはそこから補てんするという形になりますので、昨年については、基金は崩しては

いないのですけど、今年予算上には、基金を崩す予定はないとなっているのですけど、今

現在で算出すると６００万円ほど基金を崩す決算予定にはなっております。以上です。 

○議長（高橋利勝） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（高橋利勝） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６０号令和元年度本別町国民健康保険特別会計補正予算第２回につい

てを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６０号令和元年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第２回）

については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 議案第６１号 

○議長（高橋利勝） 日程第３ 議案第６１号令和元年度本別町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 田西住民課長。 

○住民課長（田西敏重） 議案第６１号令和元年度本別町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２回）につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

今回の補正内容につきましては、平成３０年度の決算が確定したことに伴い、繰越金の

精算でございます。予算書の１ページをお願いします。 

歳入歳出予算補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１万６,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３,３３３万４,０００円とする内容でございます。 

それでは、歳入から事項別明細書により説明させていただきます。 

３ページ、４ページをお願いします。 

歳入ですが、３款１項１目繰越金１１万６,０００円につきましては、平成３０年度決算

に基づく繰越金でございます。 

５ページ、６ページをお願いします。 

歳出ですが、３款諸支出金、２項繰出金、１目一般会計繰出金１１万６,０００円につき

ましては、平成３０年度決算に基づく一般会計への繰出金でございます。 

以上、令和元年度本別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）の提案説明と変え

させていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 
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 質疑は、歳入歳出一括とします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６１号令和元年度本別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）

についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６１号令和元年度本別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）

については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 議案第６２号 

○議長（高橋利勝） 日程第４ 議案第６２号令和元年度本別町介護保険事業特別会計補

正予算（第２回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美） 議案第６２号令和元年度本別町介護保険事業特別会計補正

予算（第２回）について、提案理由の説明を申し上げます。 

 今回の補正は、平成３０年度の決算額の確定による精算であります。 

予算書の１ページをお開き下さい。 

歳入歳出予算補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３,８３１万７,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１０億１,９６４万７,０００円とする内容であり

ます。 

それでは、事項別明細書により御説明いたします。 

３ページ、４ページをお開きください。 

１、歳入ですが４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、２節過年度分３万３,

０００円の補正は、前年度の実績額の確定による精算交付金であります。 

次の段の７款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、４節低所得者保険料軽

減繰入金１,０００円の補正は、前年度の実績額の確定による精算であります。 
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次の段の８款１項１目１節繰越金３,８２８万３,０００円の補正は、平成３０年度決算

額の確定による前年度繰越金であります。 

予算書の５ページ、６ページをお開きください。 

２、歳出ですが４款１項１目基金積立金１,８３０万３,０００円の補正は、前年度繰越

金を基金に積戻しするものです。 

なお、積立金の状況ですが、平成３０年度末の基金残高３,８３６万４,０００円。 

今回積立金１,８３０万３,０００円を合わせますと５,６６６万７,０００円となる見込

みであります。 

次の段の５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金１,５００万４,０００

円の補正は、前年度の実績額確定に伴う精算で、介護給付費を国・支払い基金及び道へ、

また、地域支援事業費を国及び道に償還するものです。 

次の５款諸支出金、２項繰出金、１目一般会計繰出金５０１万円の補正は、前年度の実

績額確定に伴う一般会計への精算償還金であります。 

以上、令和元年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）の提案説明に変えさ

せていただきます。どうぞ、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

 質疑は歳入歳出一括とします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６２号令和元年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）に

ついてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６２号令和元年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）

については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 議案第６３号 

○議長（高橋利勝） 日程第５ 議案第６３号令和元年度本別町公共下水道特別会計補正

予算（第２回）についてを議題とします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有） 議案第６３号令和元年度本別町公共下水道特別会計補正予

算（第２回）について、提案理由の説明を申しあげます。 

今回の補正は、個別排水処理施設整備事業によります浄化槽設置基数変更によるもので

ございます。 

それでは、補正予算書の１ページをお開き下さい。 

歳入歳出予算補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６３０万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ５億１,２７８万２,０００円とする内容でございます。 

それでは、歳出から事項別明細書により御説明を申し上げます。 

４ページ、５ページをお開きください。 

下段にあります２款土木費、１項下水道費、２目個別排水処理施設新設費、１５節工事

請負費６３０万円の増額は、勇足元町、美里別東下、西美里別地区での建物の新築に伴い

ます新たな申込みが３件ありましたので、増額し対応するものでございます。 

上段の歳入でありますが、４款１項繰入金、１目１節一般会計繰入金個別排水処理施設

整備事業２１０万円の増額と、中段になります７款１項町債、１目土木債、１節下水道債

４２０万円の増額は、歳出でも説明いたしました合併処理浄化槽の設置個数の増によるも

のでございます。 

３ページへお戻りください。 

第２表、地方債補正、１変更の起債の目的。個別排水処理施設整備事業の限度額３,０５

０万円を３,４７０万円に改めるものでございます。起債の方法、利率、償還の方法は変更

ありません。 

以上、令和元年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２回）の提案説明とさせてい

ただきます。どうぞ、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

 質疑は歳入歳出、地方債補正一括とします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６３号令和元年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２回）につ

いてを採決します。 
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 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６３号令和元年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２回）に

ついては、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議案第６４号 

○議長（高橋利勝） 日程第６ 議案第６４号令和元年度本別町国民健康保険病院事業会

計補正予算（第３回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 藤野病院事務長。 

○病院事務長（藤野和幸） 議案第６４号令和元年度本別町国民健康保険病院事業会計補

正予算（第３回）につきまして、提案理由の御説明を申しあげます。 

 今回の補正につきましては、収益的収入では、一般会計からの繰入金を３億円増額して

病院の収支改善と資金不足の解消を図り、収益的支出においては、夜間外来の実施に伴う、

窓口会計事務の委託料の増となっております。 

 補正予算書の１ページをお開きください。 

 第２条の収益的収入及び支出でありますが、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の

予定額を次のとおり補正するもので、収入の第１款病院事業収益、第１項医業収益を１億

７,７００万円増額、第２項医業外収益を１億２,３００万円増額し、収益の合計を１３億

８,８９９万１,０００円とするものであります。 

支出では、第１款病院事業費用、第１項医業費用を３３万５,０００円増額し、費用の合

計を１２億６,３０４万１,０００円とするものであります。 

次に３ページ、４ページをお願いします。 

 補正予算説明書でありますが、収益的収入及び支出の収入では、１款病院事業収益、１

項医業収益、３目その他医業収益、３節一般会計負担金１億７,７００万円の増額補正の内

訳は、救急医療確保経費が１億６,７００万円増、保健衛生行政経費１８０万円増、リハビ

リテーション医療経費７００万円増、小児医療に要する経費６０万円増となっております。 

すぐ下の２項医業外収益、３目負担金交付金、１節一般会計負担金１億２,３００万円の

増は、不採算地区病院運営経費１億２,０００万円増、高度医療経費３００万円増で、いず

れも、病院の資金不足解消と収支の改善を図るため一般会計からの繰入金を増額するもの

です。 

 一般会計からの３億円の繰入金の増額補正ですが、平成３０年度、病院の収益悪化によ

り現金の不足が生じ、総務省の基準に基づく資金不足比率が１０％となり、経営健全化基

準である２０％を上回ってはいないものの、北海道からは早期に解消するよう助言を受け
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ており、一般会計から３億円を繰り入れて資金不足の解消と収支の改善を図るものです。 

今回の補正後の繰入額の合計は５億８,７７０万８,０００円となり、前年度３億６,１５

９万８,０００円と比較しますと２億２,６１１万１,０００円増の繰入額となります。 

 また、今回の繰入金３億円のうち、２億円は資金不足の解消に充当し、１億円は、今後

の収支の見込みから運転資金に充当するものです。 

 なお、一般会計からの繰入金はここ数年３億２,０００万円から３億７,０００万円近く

で推移しており、今年度は当初に２億８,８００万円を予算計上しており、今回、運営資金

については１億円を増額することにより、通常の運営資金としての繰入額は合計３億８,８

００万円となります。 

 また、一般会計からの繰り入れは、従前から総務省の定めました繰入基準に基づき行っ

てまいりましたが、現在の当院の収益的収支における繰入基準額は３億３,４８５万３,０

００円で、今回の補正により基準内の繰入金が３億３,３７０万８,０００円、基準外の繰

入金が２億５,４００万円となっております。 

 なお、一般会計から病院への繰入金につきましては、その一部が交付税措置されており、

例年２億２,０００万円程度が国から町へ交付されているところでございます。 

次に下段支出ですが、収益的支出１款病院事業費用１項医業費用３目経費１５節委託料

３３万５,０００円の増は、６月から開始しました毎週水曜日の夜間外来による、会計窓口

の診療報酬請求事務の委託時間の延長によるものです。委託時間を午後５時１５分から午

後７時１５分まで２時間延長をしているところでございます。 

以上、令和元年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第３回）の説明とさせて

いただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

 質疑は収益的収入及び支出一括とします。ございませんか。 

 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それではお伺いをいたします。 

 本件について、多額の補正予算を組むということについて、いわゆる病院の現場はどの

ように受け止められていらっしゃるのか。私が言う現場というのは、いわゆる一定の権限

等を持つ責任者ってことだけではなくて、現場の末端の職員さん含めてという意味でござ

います。１番目は現場はどのように受け止めているのかってところですね。 

 また答弁に際して、その声を聞いた広聴って部分と実態の周知という部分についてはど

のように行なわれているのかっていうのがまず１点目。 

 ２点目でございますが、病院のこうした運営が非常に厳しいと、収支改善、資金不足の

解消というものが求められているというところは、これまでの説明から理解いたしました。

こうしたところにまで至る今日までの、これまでの運営の責任、またこうして補正予算を

提案をされてこれからの運営の責任というものは、どこに、どなたにあるとお考えなのか、

というのが２番目。 
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 ３番目、これは先ほどの一般会計のほうでも質疑をさせていただきましたが、補正予算

の提案責任者というものは理事者、つまりは町長ということでよろしいのか否かってこと

が３番目。 

 続きまして４番目が、この病院の運営がこうした現状、実態であるよというところにつ

いて、現状等広く町民等に周知したり、町民からの意見というものに耳を傾ける、そうし

た意見徴収、または議論の場というものについて設けようとかってことは議論や検討がな

されてきたのか否か。 

 続きまして５番目ですけども、こうした公営企業、病院運営についてがいわゆる独立採

算がというものが原則論としてあります。地方公営企業法の観点による一般会計からの繰

り入れというもの、能率的な運営を行なってもなお、客観的に困難であると認められると

いうような文言がございますが、現状というものは能率的な運営というものが妥当になさ

れているというような御認識なのか否か。 

 続きまして、これから新たに取り組んでおられるものとして、例えば地域連携室の拡充

とか、いわゆる夜間外来、夜間診療の開始とかそういったとこで外来の確保等何点かある

と思いますが、それら改めまして現在取り組まれている具体的な活動とか取り組みについ

て全て述べられて、先ほどの答弁の中で具体的な長期的ないつ、どこで、どのように収支

改善をするだとかこういう数字を見込んでいるとかないというふうにお伺いをしましたが、

改めまして中長期的なものがないのであれば、直近の現状、現在どのように取り組んで、

どのようなことを、どのように取り組んでいるのかということの項目についてと、直近の

状況というものについて具体的にお答えを求めます。 

 また、この病院の運営に関して、いわゆる新改革プランというもの、こちらを尊重して

今まで活用もされてきたというふうに認識しているところでございますが、改めましてこ

の病院の新改革プラン、これを策定するにあたって総額いくらの経費をこれまで要してき

たのかっていうところと、またこの改革プランに基づいて点検、評価、講評について数値

が大きく影響すると、６月になれば収支決算の見込も立つ、その後にしっかりとした評価

をしながら進めるということを平成３１年度の予算審査特別委員会で御見解を示されまし

た。現状、こうした実態に至るにあたってこの新改革プランをどのように検討されてきた

のかという実態について具体的なものをお伺いいたします。 

 また、先ほどの一般会計の補正予算の中で御答弁がありました、収支を見直すために人

件費の削減、人件費がウエイトが大きいよというような趣旨の御答弁がありまして、現時

点で人件費の削減等を視野に入れたというようなところがあるのか否か。 

 また併せまして、先ほど一部重複するかもしれませんが、いわゆる地域連携室であった

りとかそういった新たな取り組みのところで、何か具体的に、例えば人事を見直しして、

いわゆるそういったところに強い思いや取り組み姿勢を持っている職員さんを投入すると

か、具体的な人事の事案なんかも見直すような検討結果とかがこれまであったのか、また

はこれからあるのか否か。 
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 また、先立て議員協議会で示されました資料の末尾に、規模やサービス内容について見

直していくと、適切な病院の在り方というところについてそのような記載がございました。

具体的にどのような規模やどんなサービス内容っていうものを想定されて記載されたのか。

これからの取り組みという本当一番最後ですね。改めまして、これからの取り組みを進め

ると同時に、今後の診療圏域の人口減少やそれに応じたサービス提供体制を想定した、収

支の状況等について総合的に勘案し適切な病院の在り方、規模やサービス内容について検

討を進めるというふうに記載がございます。こちらについての質疑でございます。 

 そして最後に、このように補正予算の提案がなされておりまして、二元代表制の一躍を

担うこの議会、または我々議員というものがこれに対して一定の評決をしていくというと

ころについて、それに対して議会や議員というものにはどのような責任が生じるというふ

うに執行機関の長としてお考えか、そちらについて御見解を示していただきたい。以上で

ございます。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩いたします。 

午後 ２時０６分  休憩 

午後 ２時１６分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 藤野病院事務長。 

○病院事務長（藤野和幸） 梅村議員の御質問にお答えいたします。 

 もし、漏れることがございましたらまたのちほどお願いいたします。 

 まず収益悪化、そのへんの現場の受け止め方といいますか、管理職を含めましてという

ことですけども、病院の運営悪化の状況につきましては、もちろん院内会議等で周知して

おりますが、一般の職員につきましても各部局に事務のほうで回りまして、病院の経営状

況の悪化については昨年度以来説明しているところでございます。 

 病院の運営の責任と、これからの運営の責任といいますか、そのへんの関係でございま

すが、こちらにつきましては先ほど一般質問のほうでも答弁したとおりということで、３

番目の町の責任者ということにつきましては、先ほど答弁したところかと思います。 

 続きまして、病院の運営の現状を町民への周知ということでございますけども、国民健

康保険運営協議会、病院モニター会議、あと健康長寿のまちづくり会議、あと自治会連合

会等のなかで病院の運営状況または病院への協力のお願い等もさせていただいているとこ

ろでございます。 

 続きまして、病院能率的な運営がされているのかどうかというような御質問でございま

したが、現状能率的に運営していると考えているところでございます。 

 続きまして、地域連携室、夜間外来等の状況ということでございますけども、地域連携

室の活動によりまして、こちらも既に何度か御説明したかと思いますが、他院から帯広等

からも入院が増えてきている、また紹介等もきているのが現実で増えている、１０人程度

増えているというとこでございます。また、帯広の病院から透析患者についても２名、春
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から増となっておりまして、また透析については１名、今検討といいますか、もう１人追

加の可能性があるところでございます。 

 あと病院の長期な計画はないということで、直近の状況というようなことでございます

が、少しずつではございますが収益の改善に努めておりまして、現在入院患者１日平均５

０人を超えるような状況で、昨年よりも入院患者増えているような状況でございます。 

 収益につきましても、５月６月ですと３,０００万円を切る２,９８０万円前後の入院収

益でございましたが、７月８月は３,０００万円を超える収益をあげているということで、

７月ですと３,１４０万円、８月ですと３,４４０万円ほどに入院収益の増に繋がっている

ところでございます。 

 続きまして、新公立病院の改革プラン、こちらの経費の関係でございますが、今手元に

２９年の資料がないものですから平成３０年、平成３１年は２７０万円程度の経費をかけ

ておりまして、３年間で総額９００万円程度の経費になるのかと考えております。 

 現在この検証といいますか、それについては現在検討中でございます。 

 収支見直しとして、人件費の削減ということでありましたが、人件費の削減につきまし

ては、今後退職された看護師等の補充の関係とか、そのへんをまず見直していく。あと病

院の外来体制等の見直しによる看護師、看護助手の体制の見直し等を図りまして、人件費

の削減に繋げていきたいと考えております。 

 先日お配りいたしました資料の最終ページ、今後の診療圏域の人口減少やそれに応じた

サービス提供を想定した収支の状況等について、総合的に勘案し適切な病院の在り方、規

模やサービス内容について検討を進めるというところでございますが、こちらにつきまし

ては、ただいま検討中というところでございまして、今この場で明確なお答えは申し訳あ

りませんが、できないところでございます。 

 あと、議会、議員の責任ということでございましたが、こちらにつきましては私どもの

立場からは申し上げるものではないのかと考えております。 

 以上、梅村議員の質問に対する回答とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 勘定いたしましたら、１１項目についてお伺いをいたしました。 

 そのうち答弁としてちょっと漏れているなというところもございましたので、改めてお

伺いをいたします。 

 まず１番目、現場はどう受け止めているのかというところでございます。院内会議等を

やったよという周知とか方法についてはお伺いをいたしましたが、どう受け止めているの

かということは、どういう反応を示しているのですかということなのです。現場の職員さ

んたちはどのような反応を示しているんですかというのがまず１番目。 

 次２番目、これまでの運営の責任とこれからの運営の責任、これについてはどこに、ま

たは誰にあるのかというところで、先ほどのということでございましたが、議案別になっ

てございますので改めての答弁を求めるものでございます。 
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 ３番目についても同じでありまして、この本提案のものについて、先ほどだから私、一

般会計の補正予算と同様なのかと前置きさせてもらいましたけれど、議案が別でございま

すので、この提案の責任というのは誰にあるのかというものについて、改めて明言をする

必要があると考えてございます。答弁の責任として必要があるということでございます。 

 ４番目、病院運営についての町民に対する周知や意見聴取ということでございますが、

何例か示されまして現在やられているよということでございますけど、新たにこうして過

去に例がないような多額の補正予算を組まれたわけですから、現状について改めて個々の

町民に改めて丁寧に周知をするというような場を設けたり、お考えがあるのかないのかと

いうところでございます。 

 次５番目、能率的な運営を行なっているということでございますが、その根拠について

お示しをいただきたい。なぜ能率的な運営が行なわれているんだよというふうにお考えな

のか、その答弁の根拠を求めるものでございます。 

６番目、地域連携室ということで私一つ特定して言いましたが、地域連携室だけについ

てお伺いしているのではなくて、今新たな取り組みとしてやっていること全てについてお

答えいただいて、今こういうことやっていますよ、それについて出来れば何年何月頃にこ

ういう効果を見込みたいとか具体的に御答弁いただく、本来べきなんですけど、先ほど来

からの答弁から推測するに、中長期的な具体的な数字とか持ち合わせていないのであれば、

先ほど入院について一つ指し示していただいたように、現在数字としてこのくらいの人数

が増えて、このくらいの数字がプラスとなっておりますとか、変わらない横ばいなのです

とか、今新たに取り組んでいる具体的な施策等について、全てにおいてお答えをいただき

たいということでございます。 

次の改革プランの部分についてでございますけども、検討中というふうにおっしゃられ

ましたけど、約１,０００万円近いお金をかけて作られた、また本町の地域医療に対して心

血を注いで、御助言等いただきました地域包括ケア研究所、また鎌田先生等らが、中心と

なってこのような提言をいただいたという中で、貴重な税金を使って作られた改革プラン

をどのように検討しているのか。検討しているのはわかりますよ、ただ作らせて終わりじ

ゃないので、どのように検討している、検討しているにもこのような現況に至っていると

いうところも知りたいわけですから、どのように検討されているのか、かいつまんでで構

いません。最重要点課題としては、このように考えているんですとか、特にここの部分に

ついては重点的に取り組んでいるのですとか、そういったところについて指し示しをお願

いいたしたい。 

続きまして、人件費の部分でありますが、見直しというお言葉使われておりますけど体

制の見直しとおっしゃっておりますけど、端的に申し上げてですね、給料を下げるという

ことなのか、人員を減らすということなのか。どういう趣旨でこの人件費の見直しという

ことを謳われているのかについて改めて御説明をいただきたい。 
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 またその次、こちら御答弁いただけなかったのですけども、運営を見直していくって中

で人事の部分についても、ですから姿勢を強く持っている方とか、そういった方とかの投

入とか、そういったところを検討されてこられた実績があるのか、またはこれからされる

お考えとかがあるのかというところについてお伺いいたします。 

 続きまして、適切な病院の在り方ということでありますが、こちら資料として指し示さ

れている中で、ということは具体的なものはないということであるにも関わらず、適切な

病院、規模やサービス内容ということについて、謳われておりますけど、結局はだから思

いや考えはあるのだけども具体的なものは何もないのだよということで受け止めよろしい

のかお伺いをいたします。 

 １１番目、議会や議員の責任というものについて、事務長から御答弁いただきましたけ

ども執行機関としての長としてのお考えをお伺いしたんです。町長どのようにお考えなの

かについてお伺いをいたしているところでございます。 

 以上、１１点改めて御答弁を求めるものでございます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 梅村議員の答弁をさせていただきますが、あえて私のほうに最後の

質問いただきましたけども、言っている趣旨は私どもからして、その質問に対してどうこ

うと答える立場ではありませんし、それはできれば議員の立場で質問いただいている梅村

議員も独自に考えていただければと思いますから、そういうことで答弁させていただきま

す。 

○議長（高橋利勝） 藤野病院事務長。 

○病院事務長（藤野和幸） 梅村議員の再質問に対してお答えいたします。 

 まず、病院の現状の職員の受け止め方ですが、やはり人様々と言えば様々なのです、本

当に。実態といたしまして、自分達の職場がなくなると危機感を持つ方もいれば、そこま

で考えない、思いが至らない方も残念ながらおられるのも事実であります。 

 ただ我々としては、こういう現状でありますので今後も病院の危機については周知して

いきたい。 

 また、今回３億円を繰り入れ、予算計上するこのことにつきましても、病院内にもすで

に議会は通っておりませんが、予算計上をするということで周知をしているところでござ

います。 

 あと、町民への周知ということでございますが、こちら先ほど一般質問の中でも副町長

もお答えしたかと思いますけれども、９月２８日のフェスティバル、この中で院長の基調

講演の中にも今の病院の現状、状況についての説明は入って参りますし、また広報でも同

じように周知していきたいと考えております。 

 地域連携室による新たな取り組みを全て説明ということでございますけれども、地域連

携室が出来たことによりまして今進めていることは、午前中と重複するかもしれませんが、

病院と老人ホーム、アメニティ本別３施設連携による患者を町外へ出さず町内で完結させ



- 42 - 
 

るようなシステム、または当院の医師が定期的に小規模多機能施設等を訪問し入所者の状

態を確認することによる外来患者の増へと繋げていく。 

また、先ほども申しましたが、連携室を通じまして、帯広等から１０名ほどの患者の増、

透析患者２名増、また現在調整中の方もおられるというようなことでございます。 

 あと医師による地域訪問、各自治会等講演会、勉強会、また学校等にもうちの医師が訪

問して、医療の勉強会というようなことで本別中学校ですと、がんについての勉強会とい

うことで当院の医師が訪問したりなど、今まで５件ほど自治会等へ訪問させていただいて

おります。また今後も、今のところ現時点で６件ほど、また地域への訪問の予定が入って

いるところでございます。 

 また、地域連携室だけではなく病院全体でございますが、元気処方フェスティバルとい

うイベントを今月末に実施いたしまして、従前は１０年以上前ですが病院で実施していた

ものですが、この度は中央公民館のほうに会場を移しまして我々が町民の、町の中に入っ

ていくというようなことで出来る限り町民の皆さんに参加しやすいようなイベントも実施

するところでございます。 

 あと、人件費の関係ですけどもこちら給料を減らすのか人員を減らすのかというような

御質問かと思いますが、内部の体制の変更によりまして人員、人数を減らす方向で進めた

いと考えております。 

 あと、病院改善のための人事といいますか、ということでございますが、地域連携室に

新たな人事異動で職員変わりまして、地域連携室を中心に入退院等の増に取り組んでいる

ところでございますし、また外来の窓口会計についても、今後外来の診療報酬の請求事務

等、誤り等、また請求漏れのないよう専門の職員を配置することが必要かと考えておりま

すので、こちらについても今後採用していきたいと考えているところでございます。 

 資料の最後のもっと具体的にということであるのかもしれませんが、これが先ほど申し

ました地域連携室含めたすでに取り組んでいるようなことが、規模やサービス内容という

ことに繋がるのかなと考えております。 

 あと、本別町国保病院の改革プランの関係でございますが、こちら今うちの病院で取り

組んでいる状況といたしまして、回復機能の強化ということで入院の収益アップのために

は施設基準というものがございまして、こちらその基準によりまして入院の単価が変わっ

て参ります。その単価を上げるための今、検証をしているところでございます。在院日数

とかそういった基準がございますので、それをクリアできるかどうか実験的に取り組んで

いるところでございます。 

 同じように地域連携室を中心に在宅復旧、こちらも改革プランの中にございまして、在

宅復旧の支援をすることによりまして、先ほどの在院日数の短縮等にも繋がっていくのか

なと。あと夜間外来、こちら６月から実施しておりまして、こちらですと６、７、８と３

カ月の実績でございますけれども、毎週１回、３カ月で６９人ということでございます。

患者さん。 
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 入院収益４３万６,４６０円ということで、経費につきましては人件費等、超過勤務にな

りますので時間外の人件費等の分で２８万９,５７１円ということで、６、７、８月の３カ

月でいけば１４万６,８１９円の増となっておりますが、こちらの光熱費、施設の維持管理

は含んでおりませんので、単純に収益と人件費だけの比較でございますが、夜間外来もそ

のような状況になっているところでございます。 

 また改革プランの中で無駄のない病院ということで、無駄というわけではないんですけ

ど、外来診療の見直しも図りまして、応援の外来ですね、こちら例えば泌尿器科外来、毎

週１回年間ですと５２回ほど来ていただいていましたが、月に２回でこういったことで委

託料２５０万円の削減等にも繋げているところでございます。 

 また、当院は常勤の医師がいるのは耳鼻咽喉科と内科、外科だけですのでそれ以外の外

来につきましては応援診療いただいているところですが、そちらについても見直しといい

ますか、今後の在り方について検討しているところでございます。 

 あと、これまでの責任とこれからの責任、今回の提案につきましては、予算の提案は病

院側からの提案につきましては、事務長である私が責任になるのかなと考えております。 

 以上、報告とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） 私のほう、補足を一つだけ、独立採算制で能率的運営をされてい

るかという御質問が漏れていたかと思います。これにつきましては、毎週月曜日に医局会

議を開いて先生方の共通認識を持って１週間にあたる体制の確認をしております。 

 その中において、総婦長、婦長等を通じて看護師、それから専門技術職のほうと流れを

とっておりますので、入院及び外来等についてはスムーズに運営ができるように能率的な

運営が図られていると感じております。 

 それから資料で説明しました、一番最後の部分、人口減少、それに応じたサービスの提

供云々という御質問があったと思います。 

 最後に事務長が説明したとおりでございまして、まだはっきり言えない部分は事務長に

もあろうかと思います。これは検討委員会の中でも今、ようやく議題に上がってきたとこ

ろが６０床が本当にいいのかどうかって部分。今、９診療科を持っております、常勤の医

師と外来の医師がいらっしゃいますので、その部分も本当に今の町民ニーズに応えた診療

体制かとそういう部分もありますので、その辺も含めて今後この部分も病院改革と併せて

進めていきたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） お伺いした中で改めまして何点か、まず答弁の中できちんと御答弁

いただけてないのではないのかなという認識なんですけど、２番目にお伺いいたしました、

これまでの運営責任とこれからの運営責任はどこに、誰にあるのかというところですが、

病院事務長にあるというようなお考えなんですか、全て。そこについて改めましてお伺い

をいたします。 
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 また、その次いただきました、この本予算提案についても理事者である町長ではなくて、

理事者の中でも病院の事務長にあると、この今審議しているこの議案ですよ、この提案責

任も事務長にあるというようなお考えなのでしょうか。 

 また、改革プランの部分についてなんですけども、改革プランの検討いろいろやられて

いるという中で、改革プランの１５ページに第６経営形態の見直しというものがございま

す。その一部でございますけれども、病院事業管理者の権限の元、予算、人事管理を適切

に推進していくことが必要ではないかと考えられます。また、さらに踏み込んで町が必要

とする医療サービスの質、量を維持することを条件に指定管理者に運営を委ねることも考

えられます。こうしたところが明文されてございますが、こちらについて検討なされたり、

またこの記載についてどのような御見解をお持ちなのか、改めてお伺いをいたします。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 改革プランのほう、私から答弁させていただきますが、梅村議員の

今読み上げたとおり、改革プランとしてこういう方式も考えられるのではないですかとい

うことを提案をいただきました。それは内部で協議しました。正直言ってかなり厳しい反

発もあったことも事実であります。その中で議論しました。ドクター始めスタッフの皆さ

んとも協議して、今こういうことでは正直言ってここでは勤務出来ないという人も中には、

そういう意思表示も出て来るのかなと思いましたけど、そうではなくて、そういうことも

将来考えられるかもしれないけれど、現状は今まで積み上げてきた本別の国保病院の伝統

だとかですね、町民のニーズに応えていくだけの、町になくてはならない病院として、こ

れからも今の機能をしっかりと持ちながら、これを持続、継続していくために、どうした

らいいのかっていうところの議論にしました。 

 それで、その改革プランにある分については、究極本当に努力しても立ちいかない、例

えば先ほどから副町長が答弁していますように、今回このような財政出動が出て来ました

けど、せめて２７年時点に戻ればそんなに大きな財政出動もなくですね、今の機能を持続

継続しながらこれからの病院も運営できると。そのようなことの中で、最終的に改革プラ

ンについては参考としてはさせていただきますけども、今の時点ではその持続継続できる、

この診療体制をどうやったら皆で頑張っていけるかっていうことに集中して、それぞれ協

議させていただきました。 

 それで前回の議会の中で御質問ありました。本当に大丈夫なのかというふうにありまし

たけども、どういうふうに動くにも、どういうふうに機構を変えるにも、やはり働いてい

る分、みんなが同じ方向に向いて統一した認識を持たなければどこにも行けないと。例え

ばどこかに運営してもらう、それこそ指定管理者にしてもらうと思っても内部がバラバラ

なようでは指定管理者も受けてくれる人はいないだろうと、そういうことも含めてまずは

内部の意思統一をしっかりとして、共通認識を持って目標を定めながらいこうと。その目

標が今までの本町の国保病院の機能をしっかり維持できるということ含めてのこの改革プ

ランを通しての、また新しい協議の中で出てきたそういう結果であります。そのことにつ
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いては、やりながらも４月から始めましたそれぞれ内部の協議も６回重ねました。それで

も、その中で少し申し上げますけども、１万人いた時の、これもお話ししたと思うんです

が、この診療体制ベッド数含めてですね、今７,０００人という中ではそれが本当に維持で

きるのかどうか、それについては先ほど事務長が言ったのは、それは見直しをするという

ことは人件費を下げるのか、人をどうするのかという御質問でしたけども、それは人件費

を下げるということには言及はしませんけども、そういう体制を見直しながら、例えば６

０床が５０床、それが妥当かどうかは別だけど、そういうことも含めて十分に検討しなが

ら、そういう体制を見直しして適正な診療報酬が入るように、また収益がしっかりと確保

できるようなそういう内部の改革をしながらやっていく。 

 そういうことで道半ばでありますけども、しっかり協議をさせていただきながら進んで

いるってことでありますので、今梅村議員が求めるようにどうなんだと、結果的にやって

いるのかやっていないのかってことでありますけど、やっていることは間違いありません

が、これまだ決算委員会でありませんから、そこまではっきりした決算が出ることはあり

ませんけども、そういう取り組みの中で今進めながらですね、本当に本別の国保病院がど

うしたら持続継続できるかってことを真摯に、真剣に臨みながら今、改革に向かって一つ

一つ想定されるものを含めて、検討協議をしていって、実行性のあるものは先ほどからお

話がありますように、例えば連携室でそれぞれ病診連携含めて、いろいろな本町に入院、

外来含めて、新しい患者さんの紹介も含めても今までそういった相談窓口がなかった、な

かなか本町の病院に、そういう体制がとれなかった。さらにまた小規模の事業所など含め

て、また外来や訪問診療含めて住民サービスもそうですけども、直接言ってみれば診療報

酬なんですね、点数をしっかりとれるようなそういう働きをしていく。 

 さらにもう一つ言えば、ドクターの当たり方の中で日直、当直の回数もどうなるかとこ

んなことも含めて、あらゆる面でこの改革プランをきっかけに議論をさせていただいて、

何度も申し上げますがこの先、持続継続できる病院の体制をしっかりみんなで作り上げて

いこう、こういうことでありますので、その辺は御理解いただきたいと思います。 

 もう一つはこの、責任者は誰なのかということでありますが、誰が責任だってことはあ

りませんが、全ては、どんなことでももちろん町のトップでありますから、私の責任なの

は間違いありません。ただ、この運営責任ということは、私が、責任があるだけの問題で

なくて、その例えば病院の院長始め管理職、特に連帯で、みんなで責任でありますから、

そして理事者側もそうでありますから、そういう意識の中で、みんなでしっかりやってい

こうとなりますが、梅村議員が求めているものについては私が責任者であるということは

間違いありませんから、そのことはしっかりと申し上げたいと思います。以上でございま

す。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

○３番（梅村智秀） 議事進行の発言です。 

○議長（高橋利勝） いや、もう３回ですから。 
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○３番（梅村智秀） 議事進行に関する発言です。御理解されています、議長。 

○議長（高橋利勝） ３回ですからだめです。 

○３番（梅村智秀） 議事進行に関する発言っていう取り扱い、議長御存知ですか。 

○議長（高橋利勝） 他に。 

○３番（梅村智秀） 議事進行に関する発言っていう取り扱い、議長御存知ないのですか。 

○議長（高橋利勝） わかりました。じゃあ、内容について発言を許します。 

○３番（梅村智秀） ただいま御答弁漏れがございましたので、そちらについて、質疑に

ついては会議規則において３回までというふうに取り決められてございますが、議論がか

み合わないですとか、答弁漏れがあった場合、議長の権限において質疑の回数を増やす、

または適切なる答弁を促すことがございます。 

漏れたものの中で一つお伺いしているのが、本議案の提案についての提案責任者は病院

事務長なのかという質疑について御答弁が漏れてございます。運営の責任についてはただ

いま町長から御答弁ございましたので、答弁漏れがあったということについて議長に御判

断を委ねるところでございます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 私、舌足らずだったかもしれませんがどういう場所においても、梅

村議員が求めていることは私が町長としての立場ですから、どういう場面も、この病院で

あろうが、特別会計であろうが企業会計であろうが一般会計であろうが、その分について

はこの議場に皆さんに提案する場合は、全て私の責任において出しているっていうことを、

そのことを申し上げたつもりでありますから、御理解ください。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

 まず原案に反対者の発言を許します。 

 梅村議員、御登壇ください。 

○３番（梅村智秀）〔登壇〕 それでは、議案第６４号令和元年度本別町国民健康保険病院

事業会計補正予算（第３回）について反対の立場で討論を行ないます。 

 ただいまの質疑から明らかになったように、現場の職員には危機感を覚えていると。こ

れは当然その今後の雇用が維持されるのかとか、そういったものも含まれているのかなと

解するところでございます。 

 当然こちら誤解なくいただきたいのは、本別町においてこの病院を守るということは重

要な課題でございます。地域の医療、町民福祉の維持、向上、ひいては町民の命と健康、

そして今述べました１００名以上の病院関係職員の雇用とその家族の生活を守る、そうし

た責務がございます。けして病院の必要性や重要性を否定しているのではありません。地

域に必要な病院をどのように守っていくのか、どのように維持していくのか、存続させる
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ためにはどのような選択があるのか、方法があるのか、それをもう今となっては抜本的改

革をしていく、そうしたところに向けて議論というものがなされて前に進んでいかなけれ

ばいけない、そうした時期に来ていると私は認識するところでございます。 

 先ほど、いわゆる運営指定管理を受ける、簡単に言うと運営を他に任せるということで

ございます。こちらについて一定程度の反発、そういったものがあったというところでご

ざいますが、こちらについてもその議論の中、私、把握、承知はしてございませんが、正

しい情報というものが伝えられているのか、これは一例でございますけども、広尾町、こ

ちらも独立行政法人化、帯広市の民間の病院に委託されてございます。こちらについてい

た職員、実質上、その運営病院の考えといたしましては、地域の医療は地域の人達が守る、

こうした理念のもと、みずから自主的に公務員という立場が失われるということを理由に

された２、３名、３、４名その程度のものが自主退職をされただけで、その雇用というも

のは全て守られているという個人の政治活動の中でそういった情報を得ているところでご

ざいます。 

 これまでのただの議論から推測するに、いわゆる町国保病院、こうした公営企業が持つ

自身の料金収入によって賄う独立採算の原則、こうしたものはもう既に成立しない、そう

したことの証左であるというような御答弁が多々ございました。もはや、そうした検討会

議とかそうしたものについてはやり尽くされているのではないか。そして今新しく起ころ

うとしている地域医療連携室、こちらの担当の職員の方の熱意ある取り組みであるとか、

事務方の職員さんの思いであるとか、そういったものまた新たに地域でイベントを復活さ

せようとそうしたものも、職員さんの自主的なものがあると、こうしたものも示されたと

ころでございます。こうした方々の思いを無駄にせず、この地域医療というものを守って

いくにあたっては、繰り返しになりますが、抜本的改革が必要であるとその改革を推し進

めるときに、貴重な町の財源というものを確保しておかなければならない。そうしたもの

のために、この３億円というものの補正予算を使っていくということに対して、私は反対

でございます。 

 現在までの運営の責任、これからの運営の責任というものに対して、この町で起こるこ

とは町長に責任があるんだよというような、そういった趣旨の御答弁もありました。 

 でも、その中で一部、院長始め連帯責任のようなものも示されましたし、少なくとも僕

自身は町長含め、我々議会議員もそうですが、いわゆる任期というものを持ち合せてござ

います。これは選挙というものを経て有権者である町民から期限付きの、有限の信頼委託

契約をいただいているというものでございます。こちら本別町の未来に渡って慎重なる審

議を重ねて、あるべき地域医療を守るためにしっかりとした議論がなされて、それが行動

に移ってそうした未来が具現化出来るように、目に移るようにしていかなければならない

責任というものは我々にあるものでございます。 

 この財政難、時代の流れが大きくうねる中、３年先５年先を見通していくのは大変困難

な時期でございます。その中でこうして期限を与えられた我々政治家の使命といたしまし
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ても、そうした実情を鑑みて然るべき勇気をもって決断をすべき時はする、そうしたこと

が必要であります。病院運営は町の存続に大きな影響をもつ、そのためにも、前に進むた

めにも適切な時期に適切な判断と一歩踏み出す勇気、こうしたものを持っていく、そうし

て地域の医療、町民の命、健康、そして雇用を守っていく、こうした必要性があると考え、

私は本議案に対して反対をいたします。議員諸兄姉の御賢察を賜りますようお願い申し上

げ、反対討論を閉じさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

 大住議員、御登壇ください。 

○６番（大住啓一）〔登壇〕 本補正予算案に対しまして賛成の立場で討論をさせていただ

きます。 

 この案件につきましては、先の議員協議会、また昨日の一般質問、前段の一般会計補正

予算の中での審議、多くの時間を割き、また多くの議論がなされました。答弁の中で執行

者、町長を始め担当課長等々の答弁の中でこれから院長を始めとして町民の皆さんへの細

かく説明をしていく、その旨の発言がございました。 

 本町にとって国保病院は、なくてはならない存在ということで我々議員だけでなく、多

くの町民の方々が理解しているところでございます。 

 後期高齢になりまして、日本全国津々浦々の病院も大変な問題を抱えているところでご

ざいますけども、本別町の諸先輩がこれからも長くこの町で生きていただくためにも、必

要な病院ということで私は認識しております。 

 多くの税金を投入するということにつきましては、議員諸兄のいろんな異議がなされま

した。ここは町長、執行者の皆さんも真摯に受け取っていただいたということで私も判断

してございますので、議員諸兄におきましては、今回の国保病院の補正予算会計につきま

しては、御賛同を得た中での賛成を求めて私の討論とさせていただきます。よろしく御賛

同をお願い申し上げます。 

○議長（高橋利勝） 次に原案に反対者の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） これで討論を終わります。 

 これから、議案第６４号令和元年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第３回）

についてを採決します。 

 この採決は起立によって行ないます。 

 本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（高橋利勝） 起立者１０人。 

 よって起立多数です。 
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 お座りください。 

 したがって、議案第６４号令和元年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第３

回）については、原案のとおり可決されました。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩をいたします。 

午後 ３時 １分 休憩 

午後 ３時１５分 再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第６５号 

○議長（高橋利勝） 日程第７ 議案第６５号本別町印鑑登録及び証明に関する条例の一

部改正についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 田西住民課長。 

○住民課長（田西敏重） 議案第６５号本別町印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正

について、提案内容の御説明を申しあげます。 

本改正案につきましては、住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、令和元年１１月５

日からの氏に変更があった者については、申し出により住民票に旧氏の記載が可能となり

ます。この制度改正に伴い、自治体が行う印鑑登録事務について準拠すべき事項として総

務省が定めた、「印鑑登録証明事務処理要領」が改正となったため、当該要領に基づき、印

鑑登録証明書に旧氏併記ができるよう改正及びその他所要の規定を整備するものでござい

ます。 

それでは、改正文の朗読を持って提案に代えさせていただきます。 

 なお、括弧書きの朗読は省略させていただきます。 

本別町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

本別町印鑑登録及び証明に関する条例（昭和５５年条例第９号）の一部を次のように改

正する。 

第２条中「基き」を「基づき」に、「に登録」を「の住民基本台帳に記録」に改める。 

第５条第１号中「住民票に記載」を「住民基本台帳に記録」に改め、「、名」の次に「、

旧氏（住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号。以下「令」という。）第３０条

の１３に規定する旧氏をいう。以下同じ。）」を加え、「住民基本台帳法施行令（昭和４２年

政令第２９２号）第３０条の２６」を「令第３０条の１６」に改め、「又は氏名」の次に「、

旧氏」を加える。 

第７条第２項を次のように改める。 

第２項、前項の規定による印鑑登録原票は、磁気ディスク（これに準ずる方法により一

定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。）をもって調製するこ

とができる。 
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第８条第４項中「第８条」を削り、「第３項」を「前項」に改める。 

第９条第２号中「、氏」の次に「（氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされ

ている旧氏を含む。）」を加え、「に変更を生じたとき」を「の変更により、登録している印

鑑が第５条第１号の規定に該当することとなったとき」に改め、同条中第５号を第６号とし、

第４号の次に、次の１号を加える。 

第５号、前条第２項の規定により再交付を受け、亡失した印鑑登録証を発見したとき。 

第１３条中「ときは」の次に「、印鑑登録者に係る」を、「写し」の次に「（印鑑登録原票

に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録し、これを

出力したものを含む。）」を加え、「印鑑登録原票の複写（印鑑登録原票に登録されている印

影を電子計算機により調製し、これを出力したものを含む。）により」を「あわせて所定の

事項を記載した印鑑登録証明書を」に改める。 

附則。この条例は、令和元年１１月５日から施行する。 

以上、本別町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の提案説明とさせて

いただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６５号本別町印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正についてを採

決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６５号本別町印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正については、

原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第８ 議案第６６号 

○議長（高橋利勝） 日程第８ 議案第６６号本別町税条例の一部改正についてを議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 田西住民課長。 
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○住民課長（田西敏重） 議案第６６号本別町税条例の一部改正について、提案内容の御

説明を申しあげます。 

今回の改正は、地方税法の改正により、令和元年１０月 1 日以降、自動車取得税が廃止

される一方、自動車の取得者に対して課される都道府県税である自動車税環境性能割及び

軽自動者の取得に対して課される市町村税の軽自動車税環境性能割が創設され、軽自動車

税環境性能割に係る賦課徴収については、当分の間、町に代わり北海道が行うこととされ

たことにより、軽自動車税環境性能割の非課税及び減免について、北海道の規定する自動

車税環境性能割と同様の取扱いとする必要があるため、条例の一部を改正をするものでご

ざいます。 

 それでは、改正文の朗読を持って提案に代えさせていただきます。 

 なお、括弧書きの朗読は省略させていただきます。 

 本別町税条例の一部を改正する条例。 

 本別町税条例（昭和２９年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

附則、第１５条の３の見出しを削り、同条中「対しては」の次に「、道における自動車

税の環境性能割の減免の例により」を加え、同条を附則第１５条の３の２とし、附則第１

５条の２の２、の次に、次の１条を加える。 

 軽自動車税の環境性能割の非課税及び減免の特例。 

 第１５条の３、当分の間、軽自動車税の環境性能割において、法第４４５条第２項の規定の

適用を受けるべき軽自動車は、第８１条の２の規定にかかわらず、道が法第１４８条第２項の

規定により条例で定める自動車に相当するものとして町長が定める三輪以上の軽自動車とす

る。 

 第２項、前項の規定に該当する三輪以上の軽自動車に対して、法第４４５条第２項の規定を

受けるための手続その他必要な事項については、この条例の規定にかかわらず、道における自

動車税の環境性能割の課税免除の例による。 

附則。この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 以上、本別町税条例の一部を改正する条例の提案説明とさせていただきます。よろしく

御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６６号本別町税条例の一部改正についてを採決します。 
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 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６６号本別町税条例の一部改正については、原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議案第６７号 

○議長（高橋利勝） 日程第９ 議案第６７号本別町国民健康保険病院使用料及び手数料

徴収条例の一部改正についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 藤野病院事務長。 

○病院事務長（藤野和幸） 議案第６７号本別町国民健康保険病院使用料及び手数料徴収

条例の一部改正について、提案理由の御説明を申しあげます。 

 今回の改正につきましては、消費税及び地方消費税の改正に伴い、課税扱いとなってお

ります現行の使用料及び手数料について、消費税率の改定分に係る改正、及び金額の表示

を内税方式から外税方式へと変更するため、条例改正を提案するものでございます。 

 それでは、改正条文を御説明させていただきます。なお、条文中の括弧書きの朗読は省

略させていただきます。 

 本別町国民健康保険病院使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例。 

 本別町国民健康保険病院使用料及び手数料徴収条例、昭和５６年条例第１０号の一部を

次のように改正する。 

 第５条に次の１項を加える。 

 第３項、前項に定める使用料等は、区分ごとの金額に消費税法、昭和６３年法律第１０

８号に定める消費税の税率及び地方税法、昭和２５年法律第２２６号に定める地方消費税

の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの金額に加えた額とする。 

 この場合において、１円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。 

 別表使用料の部中２,１６０円を２,０００円に。 

３,２４０円を３,０００円に。６,４８０円を６,０００円に。 

５２０円を４８０円に。６２０円を５７０円に改め、同表手数料等の部、診断料の款、

診断料の項中２,１６０円を２,０００円に。 

３,２４０円を３,０００円に改め、同部文書料の款中２,１６０円を２,０００円に。 

１,０８０円を１,０００円に。３,２４０円を３,０００円に。 

５,４００円を５,０００円に改める。 

 附則、施行期日、第１項、この条例は令和元年１０月１日から施行する。 

 経過措置、第２項、この条例の施行日前に使用されたものに係る使用料については、な
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お従前の例による。 

 以上、本別町国民健康保険病院使用料及び手数料徴収条例の一部改正についての説明と

させていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６７号本別町国民健康保険病院使用料及び手数料徴収条例の一部改正

についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６７号本別町国民健康保険病院使用料及び手数料徴収条例の一部改

正については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 議案第６８号 

○議長（高橋利勝） 日程第１０ 議案第６８号本別町消防団員の定員、任免、服務に関

する条例の一部改正についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 議案第６８号本別町消防団員の定員、任免、服務等に関する条

例の一部改正について、提案理由の説明を申しあげます。 

今回の改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法

律の整備に関する法律が、令和元年６月１４日に公布され、同法第４４条により地方公務

員法第１６条（欠格条項）等が改正されたことに伴い、条例を改正する必要が生じました

ので、提案をするものであります。 

改正の概要でありますが、地方公務員法の改正に伴い、条例第４条第１号による成年被

後見人又は被保佐人は団員になることができないとする規定を削除するものであります。 

それでは、改正条文により説明をさせていただきます。 

なお、括弧書きの朗読は省略させていただきます。 

本別町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例。 
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本別町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例（平成２７年条例第２７号）の一部

を次のように改正する。 

第４条中第１号を削り、第２号を第１号とし、同条第３号中「免職」を「懲戒免職」に

改め、同号を同条第２号とし、同条第４号を同条第３号とする。 

第５条第２項第１号中「前条第３号」を「前条第２号」に改める。 

附則。この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。 

 以上、議案第６８号本別町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正す

る条例についての、提案説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） 第４条中の第１号を削るということで、被後見人が今度は団員に

なれるという趣旨ですね。それでお伺いするのは、これまでの中で第４条第１号が適用に

なって、団員になれなかったというような例はあったのでしょうか。 

○議長（高橋利勝） 上原総務課主幹。 

○総務課主幹（上原章司） ただいまの御質問ですけども、過去においてそのようなこと

はございませんでした。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６８号本別町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部改正

についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６８号本別町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部改

正については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（高橋利勝） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これで散会いたします。 

 御苦労さまでした。 
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散会宣告（午後 ３時３６分） 
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開議宣告（午前１０時００分） 

──────────────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（高橋利勝） これから、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 認定第１号ないし日程第９ 認定第９号 

○議長（高橋利勝） 日程第１ 認定第１号平成３０年度本別町一般会計歳入歳出決算認

定について、ないし日程第９認定第９号平成３０年度本別町国民健康保険病院事業会計決

算認定について、以上９件についてを一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 認定第１号平成３０年度本別町一般会計歳入歳出決算認定について、村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 認定第１号平成３０年度本別町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて、概要を説明させていただきます。 

平成３０年度本別町一般会計歳入歳出決算書をご覧ください。 

４ページ、５ページをお開き下さい。歳入の決算状況であります。 

歳入合計は、予算現額７０億８９０万７,０００円。 

収入済額決算額６９億９,８６４万９,６９２円。 

不納欠損額２０４万３,４３２円。収入未済額３,２１２万４,５２７円であります。 

８ページ、９ページをお開き下さい。 

歳出の決算状況でありますが、歳出合計は予算現額７０億８９０万７,０００円。 

支出済額、決算額でありますが６８億５,７８９万１,５８８円。翌年度繰越額１,４８６

万円。 

不用額１億３,６１５万５,４１２円であります。 

歳入歳出差引残額は１億４,０７５万８,１０４円であります。 

決算額は、前年度と比較すると歳入６．７％減、歳出が７．２％減の決算となりました。 

主な要因といたしましては、新規事業として、畑作構造転換事業４,４２２万３,０００

円、農地耕作条件改善事業３,６３３万１,０００円、小中学校煙突改修事業４,８０６万円

などを実施しましたが、畜産酪農収益力強化整備等特別対策事業２億６,５６１万円、勇足

小学校大規模改修事業２億５,５８６万３,０００円などの大型事業が終了したことなどに

よるものであります。 

次に、１０ページをお開きください。 

実質収支額は、３、歳入歳出差し引き額１億４,０７５万８,０００円から、４翌年度へ

繰越すべき財源８６万円を差し引いた１億３,９８９万８,０００円の黒字決算となってお

ります。 
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以下、これからは決算資料のほうで説明させていただきます。 

別冊の、平成３０年度本別町各会計決算資料をご覧ください。 

一般会計の資料は１ページから５７ページまでとなっております。 

まず、決算資料１４ページの第１表をご覧下さい。 

普通会計決算収支の状況でありますが、中ほどの実質収支Ｅ欄の一番下、平成３０年度

合計欄をご覧下さい。歳入歳出差引額から翌年度へ繰越すべき財源８６万円を引いた実質

収支は１億３,９８９万８,０００円の黒字を保っております。 

本年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は３,０７５万７,００

０円の黒字でありますが、一番右側の実質単年度収支をご覧ください。 

これは単年度収支に財政調整基金への積立金及び地方債の繰上償還金を黒字とみなし、

財政調整基金取り崩し額を赤字と見なして調整した額でありますが１億４,９８１万９,０

００円の赤字となりました。 

次に、１５ページの第２表をご覧下さい。歳入決算額の状況であります。 

表の右側、平成３０年度の欄をご覧ください。 

それでは、一番上の町税の状況ですが、総額で９億５,１５６万円の決算額となり、前年

度と比較すると２,７３４万３,０００円３.０％の増となりました。 

 税別の内訳ですが、２１ページの第４表をご覧下さい。 

 一番上の区分欄中ほど、収入済額の合計ｇ欄の上から３行目、（１）の市町村民税は４億

５,７０６万５,０００円で対前年度７.５％の増となっております。 

主な内容としては、②の個人所得割が３,２２７万１,０００円９．８％の増、④の法人税

割が１１２万１,０００円２．２％の減になったことによるものであります。 

（２）固定資産税ですが、下の行にあります①純固定資産税は４億８２２万４,０００円

で、対前年３１６万５,０００円０．８％の減となり、内容としましては、土地が１．１％

の減、家屋が２．７％の減、償却資産が１．３％の増となりました。 

なお、（１）市町村民税と（２）の①純固定資産税の２税で町税総額の９０．９％を占め

ています。 

それでは１５ページの第２表にお戻り下さい。 

上から１０行目にあります地方交付税につきましては、２８億５,６６５万円で、前年度

と比較すると１億３,８１７万７,０００円４．６％の減となりました。 

地方交付税の内訳は、普通交付税が２５億４,２７２万２,０００円で、対前年１億２,６

５３万６,０００円４．７％の減、特別交付税は３億１,３９２万８,０００円で、対前年１,

１６４万１,０００円３．６％の減となりました。 

普通交付税については、基準財政収入額が町民税所得割及び法人税割の増、自動車取得
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税交付金の増等の影響により１,４６６万４,０００円１．５％の増となったことに加え、

基準財政需要額がトップランナー方式導入による単位費用の減、歳出特別枠廃止による地

域経済・雇用対策費の大幅な減少などにより１億１,４７４万７,０００円３．１％の減と

なったことが大きな要因となっております。 

なお、交付税総額ではピークの平成１２年度、４３億６,４７３万９,０００円と比較い

たしますと１５億８０８万９,０００円３４．６％の大幅な減少となっております。 

次に、１行飛んで、分担金及び負担金は２,６３３万６,０００円で、対前年６１２万４,

０００円１８．９％の減でありますが、これは、道営畑地帯総合整備事業受益者負担金が

なくなったことが主な要因あります。 

１行飛びまして、国庫支出金は６億６,６３４万１,０００円で、対前年６,６６５万６,

０００円９．１％の減となりましたが、これは、子どものための教育保育給付費負担金、

社会資本整備総合交付金のうち公営住宅整備事業等が増加したものの、平成２８年発生公

共土木施設災害復旧事業費負担金、臨時福祉給付事業費補助金、既存建築物等の省ＣＯ２

改修などが減少したことによるものであります。 

その下の道支出金は、３億９,４９５万４,０００円で、対前年１億９,２６８万８,００

０円３２．８％の減となりました。これは農地耕作条件改善事業補助金、畑作構造転換事

業費補助金等が増加したものの、地域づくり総合交付金のうち、とかち東北部広域連携事

業補助金、畜産酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金等が減少したことによるもので

す。 

その下の財産収入は、５,３８８万３,０００円で、対前年７７７万９,０００円、１６．

９％の増となりましたが、これは、保育間伐生産材売払い収入の増によるものであります。 

その下の寄付金は、６,８８２万７,０００円で、対前年 ２,２０４万５,０００円２４．

３％の減となりました。主な寄付金は、個性あるふるさとづくり基金が１,８２０万２,０

００円の減、農業振興基金への指定寄付が２２０万１,０００円の減となっております。 

その下の繰入金でありますが、一般会計における繰入金の決算額は４億６,１７７万３,

０００円で、対前年１億６,０１９万１,０００円５３．１％の増となっております。 

繰入金の主なものは、財政調整基金３億３,０００万円、減債基金５,０００万円であり

ますが、財政調整基金は、歳入確保の見通しがつかなかったことにより取り崩しましたが、

最終的には１億４,９４２万４,０００円の積み戻しをしましたが、１億８,０５７万６,０

００円の減額となっております。 

２行飛んで、町債でありますが、決算額は７億１,２９５万７,０００円で、対前年２億

５,７９２万１,０００円２６．６％の減となりました。 
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 これは、公共事業等債、公営住宅建設事業債、緊急防災・減災事業債は増額となりまし

たが、勇足小学校大規模改修の完了に伴う学校教育施設等整備事業債の減、過疎対策事業

債では、明渠排水事業、国営利別川左岸土地改良事業負担金、地方創生拠点整備事業が減

となったことが主な要因であります。 

町債の構成比は、１０．２％で昨年より２．８ポイント減となっております。 

なお、説明いたしました内容につきましては、決算資料の５ページ以降に記載されてお

ります。 

次に、歳出の決算状況でありますが、２２ページの第５表をご覧下さい。 

行政目的別に分類した歳出決算状況でありますが、表の右側、平成３０年度の欄をご覧下

さい。 

増減率で見ますと、農林水産業費が、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業、国営

利別川左岸土地改良事業負担金の終了等により３８．２％の減、消防費が、化学消防ポン

プ自動車購入事業に伴う、とかち広域消防事務組合負担金等により１８．５％の増、教育

費が、勇足小学校大規模改修事業の終了により２６．１％の減、災害復旧費が、平成２８

年の台風に伴う災害復旧事業の終了により９９．８％の減となっております。 

次に、２３ページの第６表をご覧下さい 

これは、各年度の歳出決算額を、経済的な性質により分類したものでありますが、表の

右端、平成３０年度の欄をご覧下さい。 

義務的経費である人件費、扶助費、公債費の決算額は、上の行から人件費が１１億８,１

９３万２,０００円、５行目の扶助費が４億９,２９２万７,０００円、３行下の公債費が６

億６,８７９万４,０００円となり、合計は２３億４,３６５万３,０００円で前年度と比較

し７,７４７万９,０００円３．２％の減となっておりますが、構成比では３４．２％、１．

４ポイントの増となっています。 

うち、人件費は、対前年３,７６４万５,０００円の減となり、構成比では１７．２％と前

年度より０．７ポイントの増となっております。 

５行目にあります扶助費は、身体障害者等自立支援医療の減、及び臨時福祉給付金が終

了したことにより、対前年２,９１０万２,０００円５．６％の減となっております。 

３行下の公債費は、対前年１,０７３万２,０００円１．６％の減となりましたが、臨時

財政対策債が増となったものの、学校教育施設等整備事業債、過疎対策事業債の元利償還

が減となったことが主な要因であります。 

 次に、下から５行目にあります投資的経費の決算額は１１億１,６０２万６,０００円で、

対前年３億５,７４５万８,０００円２４．３％の減となり、構成比でも３．６ポイントの
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減となっております。これは、勇足小学校大規模改修事業、畜産酪農収益力強化整備等特

別対策事業などの大型事業の終了のほか、社会資本整備総合交付金事業、道路事業の減な

どが主な要因であります。 

投資的経費の内訳は、３０ページから３５ページの第１４表に、町道改良舗装の状況は

３６ページの第１５表に添付してございますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 

次に、今後の財政運営の指標となります経常収支比率、地方債、債務負担行為、積立金

の状況について説明させていただきます。 

まず、２４ページの第７表をご覧ください。 

経常収支決算額の推移でありますが、歳入では、町税以下、経常収入である一般財源の

額を、歳出では、人件費以下、経常的経費に充当された一般財源の額の推移を表したもの

であります。 

経常収支比率は、財政構造の弾力性があるかどうかの指標となりますが、表の右側、平

成３０年度の欄、下から２行目の歳出合計３４億３,０７９万１,０００円を、中ほどにあ

ります歳入合計３９億９,０３２万５,０００円で除した率が一番下の欄の８６．０％とな

りますが、前年度より１．１ポイント上昇しており、依然として財政構造は硬直化した状

況が続いております。 

次に、飛びまして４４ページの第２０表をご覧下さい。 

町債現在高の状況でありますが、平成３０年度末における地方債の現在高は、右から４

列目、差引現在高Ｅ欄の一番下合計の欄になりますが、７１億７,８２５万３,０００円と

なりました。 

左端の２９年度末現在高Ａ欄と比較しますと８,６９０万１,０００円１．２％の増とな

ります。 

これは、４の学校教育施設等整備事業債、９の過疎対策事業債借入額が減となったもの

の、総体で元金償還額を借入額が上回っていることが要因であります。 

 次に、４６ページの第２２表をお開き下さい。 

この表は、平成３０年度までに借入した町債の、令和元年度以降の年度別償還見込額を

推計したものであります。 

なお、この表は令和元年度以降の借入を加味しておりませんので、あくまでも目安とし

て作成したものであります。 

次に、４７ページの第２３表をご覧下さい。 

町債繰上償還額及び公債費比率の状況であります。中段にございます財政構造の弾力性

を判断する指標の公債費比率でありますが、平成３０年度は５．２％となり、前年度を０．
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６ポイント上回っています。 

その下の公債費が財政に及ぼす負担を表す指標であります起債制限比率は、３ヵ年平均

で２．４％となり、前年度を０．９ポイント上回りました。 

 次に、４８ページの第２４表をご覧下さい。 

 債務負担行為比率は、債務負担行為額の標準財政規模に占める割合でありますが、平成

３０年度欄の下から２行目にありますとおり１．５％で、戸籍電算システム導入事業、ご

み収集運搬業務委託料が終了したことなどにより一般財源が減少し、０．９ポイント減少

しました。 

 なお、年度別の内訳は次のページ以降に載せております。 

次に、５２ページの第２６表をご覧下さい。 

積立金の状況でありますが、表の下から２段目の合計欄をご覧ください。 

平成３０年度末基金積立金の現在高ですが、表の右端の欄、合計額３４億２,９９０万８,

０００円で、前年度末現在高と比較すると２億２,４７４万９,０００円６．１％の減とな

っております。 

 平成３０年度は、基金から４億５,６２４万１,０００円を取り崩しており、財政調整基

金を中心に２億３,１４９万２,０００円を積み戻しておりますが、新規積立額は、財政調

整基金１億４,９３３万７,０００円、減債基金３９３万５,０００円、農業振興基金２,０

００万円、個性あるふるさとづくり基金５,７４１万円となっております。結果、取り崩し

額全額を積み戻すことができませんでした。 

 なお、説明いたしました内容につきましては、決算資料の７ページ以降に記載されてお

ります。 

次に、５３ページ、第２７表をご覧下さい。 

健全化判断比率の状況であります。 

次の５４ページ第２８表は連結実質赤字比率等の算出表、次の５５ページ第２９表は実

質公債費比率の算出表、次の５６ページ、第３０表は将来負担比率の算出表でありますが、

各指標の算定結果につきましては、１０日に報告第８号で報告しておりますので、ここで

の説明は省略させていただきます。 

平成３０年度の一般会計決算の特徴は、歳入では、町税が前年度と比較して３．０％増、

地方消費税交付金が１．６％増となりましたが、地方交付税については、普通交付税は４．

７％の減、特別交付税も３．６％の減となったことから、臨時財政対策債を合わせた総額

についても、対前年４．６％の減となりました。 

地方交付税の歳入総額に占める割合は４０．８％と依然として高い状況が続いており、
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交付額は平成１２年度のピーク時に対し１５億８０８万９,０００円３４．６％の減少とな

っており、これは歳入決算額に対し２１．５％に相当する額であり、本町の財政は依然厳

しいものとなっています。 

したがって、歳出では、経常経費の削減、事業の選択と限られた財源の計画的、重点的

配分に努め、引き続き黒字決算で終わることが出来ましたが、依然、財政の硬直化は続い

ております。 

今後の経済情勢も、人口の減少、高齢化の進展、雇用問題などにより依然として厳しい

状況が続き、町税の大幅な増額は見込めない中で、引き続き厳しい財政運営が予想される

ため、国の施策、特に地方交付税の動向などを注視すると伴に、経常的な収入の確保や更

なる経常経費の削減を図り、財政の健全化に努めながらの財政運営が重要と考えておりま

す。 

町民生活の安定を図るためには、本町財政の実情を職員のみでなく、町民の皆さんとも、

しっかり共有し合い、長期的な健全財政の確立を図るとともに、機動的・弾力的な行財政

運営にあたらなければならないと考えております。 

今後とも、議員各位の御助言と御協力をお願い申し上げ、平成３０年度本別町一般会計

決算の説明とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 次に、認定第２号平成３０年度本別町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定について、ないし認定第３号平成３０年度本別町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算認定について、以上２件について提案理由の説明を求めます。 

 田西住民課課長。 

○住民課課長（田西敏重） 認定第２号平成３０年度本別町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定について、決算の概要を説明させていただきます。 

 国民健康保険制度は、国民生活を支える重要な役割を担っておりますが、高齢化や医療

技術の高度化、生活習慣病の増加等に伴い一人当たり医療費は微増しております。 

 近年、市町村に生じた所得水準や医療費水準の差により、保険料水準に大きな開きが生

じており、特に小規模市町村では財政が不安定になりやすいといった構造的な問題をかか

えています。こうした現状を改善し、国保制度の安定的な運営に向け、平成２７年５月に

成立した国民健康保険法の改正が行われ、平成３０年度より運営主体を市町村から都道府

県の広域化になっております。 

 それでは初めに、決算資料に基づき本会計の運営の概要について説明させていただきま

す。 

 決算資料の６０ページをお願いいたします。 

 まず、平成３０年度における年間平均の加入者の状況でありますが、世帯数は１，１７

３世帯、前年比５８世帯の減となっております。 
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 被保険者数は２,１２７人で加入割合につきましては世帯数で町全体の３２．８％、被保

険者数は３０．９％となっており、前年比では世帯数で１．３ポイント、被保険者数で１．

１ポイントの減となっております。 

 次に、医療費の状況について御説明申し上げます。 

 資料の７４ページをお願いいたします。 

 一般分につきましては、上の表の下段、療養諸費計が７億８,５６０万５,４１１円、前

年比６．２６％の減、下の表の下段、右から２番目にあります一人当たりの医療費給付総

額は３６万７,３８８円、前年比１.０８％の減となっております。 

７５ページをお願いします。 

下の表の４、退職者医療費の推移の下段、右から２番目の退職者分の医療費等の合計額

は２２２万５,９３０円で、前年比６９．９８％の減となっております。 

７６ページをお願いします。 

右から２番目の一人当たりの医療給付総額は２７万８,２４１円、前年比３２．２２％の

減となっております。 

７７ページをお願いします。 

表の下段、右から４番目の全体の医療費、費用額の総額は７億８,７８３万２,０００円、

前年比６．８２％の減、その２列右の一人当たりの医療費、費用額は３７万３９６円で、

前年比１．１２％の減となっております。 

次に、決算の概要について、歳入歳出決算書の事項別明細書により主なものについて歳

入から説明させていただきます。 

特別会計決算書の２ページ、３ページをお願いします。 

歳入は予算額の１１億９,５８８万２,０００円に対して収入済額は１１億８,３３５万

２,３１６円で９９％の執行率となっております。前年度と比較しますと１６．２％の減と

なっております。 

次に、４ページ、５ページをお願いします。 

歳出は支出済額の合計額が１１億４,８６６万２,０１５円で、予算額に対し９６．１％

の執行率となっており、前年比１５．１％の減となっております。 

次に、事項別明細書の１０ページ、１１ページをお願いします。 

歳入の内訳でありますが、主な項目について説明させていただきます。 

１款国民健康保険税の収入済額は、３億２５９万９,２９６円、収納率につきましては現

年度分が９７．５％、前年比０．５％の減、滞納繰越分が２１．４％で前年比４．７％の

増となりました。 

不納欠損額２８１万４,１０６円は生活困窮などによるものなどで合計２５人分、３９件

となっております。 

次に、同じページの下のほう、３款道支出金の収入済額は６億９,５１９万８,３５３円

で、主な内訳は１項道補助金１目保険給付費等交付金１節保険給付金等交付金、普通交付
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金の６億５,３７０万４,３５３円と、２節保険給付費等交付金、特別交付金の４,１４９万

４,０００円となっております。 

１２ページ、１３ページをお願いします。 

５款繰入金１億２,５２６万４,４５４円は、他会計繰入金で、基金繰入金は 0 円となっ

ております。 

次に、同じページの下段の６款繰越金は前年度繰越金の５,９２３万１,２１０円となっ

ております。 

次に、歳出を説明させていただきます。 

１６ページ、１７ページをお願いします。 

１款総務費につきましては、事業運営に係る事務的経費でありますが、支出済額は３,３

３４万３,１０３円となっております。 

２款保険給付費の支出済額は６億５,３８６万７,６２９円、前年比７．４％の減で、主

な内訳は１項療養諸費が５億７,５５１万１,９０３円で前年比７．１％の減となっており

ます。 

続きまして、１８ページ、１９ページをお願いします。 

２項高額療養費は１,３４２件分で７,４０６万１,６１０円となっております。 

４項出産育児諸費、１目出産育児一時金は９件で３９３万２,２２６円となっております。 

５項葬祭費につきましては１２件で３６万円となっております。 

次に、同じページの下のほう、３款国民健康保険事業費納付金の支出済額は３億４,１６

７万４,０００円で、主な内訳は１項医療給付費分が２億３,８６５万７,０００円、２項、

後期高齢者支援金等分が７,４１３万円、次ページの３項介護納付金分が２,８８８万７,０

００となっております。 

５款保健事業費は５,０４５万４,５４８円で、その内訳は生活習慣病の発症や重症化を

予防するための１項特定健康診査等事業費７６１万１,９４２円と、２項保健事業費５３万

８,２３３円、３項健康管理センター事業費４,２３０万４,３７３円となっております。 

２２ページ、２３ページをお願いします。 

６款基金積立金は５,１７９万４０９円、７款諸支出金は１,７５３万１,９８３円となっ

ております。 

戻りまして、６ページをお願いします。 

実質収支に関する調書によります歳入歳出差引額は３,４６９万円となっております。 

次に、基金の状況について説明を申し上げます。 

８ページをお願いします。財産に関する調書の一番下の表３、基金につきましては、前

年度末残高が２,３７４万８,０００円、決算年度中の増減高が５,１７９万１,０００円の

増で、決算年度末残高は７,５５３万９,０００円となったところであります。 

以上で、認定第２号平成３０年度本別町国民健康保険特別会計決算の説明とさせていた

だきます。 
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続きまして、認定第３号平成３０年度本別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について、決算の概要を説明させていただきます。 

はじめに、本会計は７５歳以上の方と６５歳から７４歳までの一定の障がいを持たれた

方の医療費について、他の会計からは独立した形で、都道府県単位の広域連合によって運

営されております。なお、運営方法につきましては、広域連合は、保険料の賦課、医療の

給付などの財政運営、市町村は保険料の徴収、資格の異動の受付などをおこなっておりま

す。 

では、決算書並びに決算資料に基づきまして御説明させていただきます。 

決算資料の７８ページをお願いします。 

ページの下段、平成３０年度の加入状況は、年間平均で７５歳以上が１,５２２人、６５

歳から７４歳までの一定の障がいのある人が５４人で、合わせて１,５７６人で前年度とい

ずれも同じ加入者数となっております。 

次に、７９ページの表の左から３番目の一番下の欄、収納額計は保険料の納入額８,６２

２万２,６８０円で、前年度に対して５．１％の増となっており、収納率では現年度分が９

９．７％、滞納繰越分が７６．３％、合わせて９９．７％となっております。 

次に、決算の概要につきまして歳入歳出決算書の歳入から御説明させていただきます。 

決算書の２５ページ、２６ページをお願いします。 

歳入は、予算額合計で１億３,１０３万４,０００円に対して、収入済額は１億３,０５３

万２,６５８円で９９．６％の執行率となっており、前年度に対して５．８％の増となって

おります。 

続きまして２７ページ、２８ページをお願いします。 

支出済額の合計は１億３,０４１万６,８７１円で、予算に対しまして９９．５％の執行

率となっており、前年度に対して５．７％の増となっております。 

次に、決算事項別明細書の３１ページ、３２ページをお願いします。 

歳入の内訳ですが、主な項目について説明させていただきます。 

１款、後期高齢者医療保険料につきましては、決算資料でも申し上げましたが、収入済

額が８,６２２万２,６８０円、２款国庫支出金６９万３,０００円、３款繰入金は４,３４

１万９,１３８円で、前年度に対しまして６．７％の増となっております。 

次に、歳出でありますが、３３ページ、３４ページをお願いします。 

中ごろにあります、２款後期高齢者医療広域連合納付金は１億２,７５８万１,７１８円

で、前年度に対して５．５％の増となっております。 

次に、歳入歳出差引でありますが、ページ戻りまして２９ページをお願いします。 

実質収支に関する調書によります歳入歳出差引残高は１１万６,０００円となっており

ます。 

以上で、認定第３号平成３０年度本別町後期高齢者医療特別会計決算の説明とさせてい

ただきます。宜しくお願いいたします。 
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○議長（高橋利勝） 暫時休憩いたします。 

午前１０時５５分  休憩 

午前１１時１０分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、認定第４号平成３０年度本別町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

提案理由の説明を求めます。 

 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美） 認定第４号平成３０年度本別町介護保険事業特別会計歳入

歳出決算認定につきまして、決算の概要を説明申し上げます。 

はじめに各会計決算資料により、決算と介護保険事業の概要につきまして説明させてい

ただきます。 

各会計決算資料の８０ページをお開き下さい。 

本別町介護保険事業特別会計は、平成１２年４月に創設された介護保険制度に基づき、

本別町が保険者として実施する介護保険事業に関する収入、支出を会計区分するもので、

平成３０年度は第７期介護保険事業計画の初年度になります。 

中段から決算の概要を記載しておりますが、歳出は支出済額９億８,７７２万６,０００

円で、予算現額１０億１,７７３万７,０００円に対しまして９７．１％の執行率であり、

歳入は、収入済額１０億２,６０１万円で、予算現額１０億１,７７３万７,０００円に対し

まして１０８％の執行率となっております。 

平成３０年度の運営状況でありますが、次の８１ページから説明させていただきます。 

一般状況ですが、（１）の介護保険対象人口は、前年度末より１６２人減の６,９１２人

で、（２）の第１号被保険者数は前年度末より１５人減の２,８９６人となっております。

年齢区分ごとの状況は、６５歳から７４歳の前期高齢者は前年より２５人減少しており、

７５歳以上の後期高齢者につきましては１０人増となっております。 

（６）の要介護認定者数は、４８８人で前年度と比較して、１６人の増となっておりま

す。 

次に、１ページ飛びまして、８３ページをお開き下さい。 

（２）の介護保険料の収納状況につきましては、収納率は９９．６％で、未収額は２３

件８６万５,２８０円となっております。 

 次に、８４ページをお開き下さい。 

４、保険給付状況につきましては、表の一番下ですけれども給付費合計が８億５,４２７

万６,４４５円で前年度と比べて１．２％増加しております。 

主な内容ですが、居宅サービスでは訪問介護は６．４％の増、通所リハビリが５．３％

の減、短期入所生活介護が１６．４％の減、上から６段目の通所介護が８７．７％の減と

なっているのは、平成３０年４月より地域密着型通所介護に指定変更したことによるもの

です。 
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地域密着型サービスは、小規模多機能型居宅介護が６．５％の増、認知症対応型共同生

活介護が１１％の増、居宅サービスから変更となった地域密着型通所介護が１,８２４．

５％の増となっており、在宅サービス給付費全体の５９．４％を占めております。 

在宅サービス全体では３．６％の増となり、施設サービスは介護療養型医療施設が６３．

３％減少し、全体では０.２％の増となっております。 

下段の５、計画と実績ですが、第７期介護保険事業計画の平成３０年度における給付見

込額８億８,１９９万８５４円に対し、実績額は８億５,４２７万６,４４５円となり達成度

は９６．９％となっております。 

以上が、平成３０年度における介護保険事業の概要であります。 

次に、決算の内容につきまして、特別会計歳入歳出決算書により御説明いたします。 

決算書の３６ページ、３７ページをお開き下さい。 

 歳入決算の状況です。一番下段の歳入合計ですが予算現額１０億１,７７３万７,０００

円。収入済額１０億２,６００万９,６００円、前年度対比１．１％の増。不納欠損額３９

万５０円。収入未済額３７８万７,９６０円となっております。 

３８ページ、３９ページをお開き下さい。 

歳出決算の状況です。一番下段の歳出合計ですが、予算現額１０億１,７７３万７,００

０円。支出済額９億８,７７２万５，８７０円、前年度対比０．５％増。不用額３,００１

万１,１３０円となっております。 

歳入歳出差引残額は、３,８２８万３,７３０円となりました。 

続きまして、４０ページをお開き下さい。実質収支に関する調書です。 

歳入総額は１０億２,６０１万円、歳出総額が９億８,７７２万６,０００円で、歳入歳出

差引額が３,８２８万４,０００円、翌年度へ繰越すべき財源はありませんので、実質収支

額は３,８２８万４,０００円となります。 

次に、４２ページをお開き下さい。基金の状況です。 

介護保険基金につきましては、前年度末現在高が１,７３２万９,０００円、決算年度中

増減高が２,１０３万４,０００円の増、決算年度末現在高は３,８３６万３,０００円とな

りました。 

４４ページ、４５ページをお開き下さい。 

歳入です。１款１項介護保険料は、前年度対比４．７％増の１億９,６６７万９,５８０

円で、歳入総額に占める割合は１９．２％となっております。 

２款分担金及び負担金は、地域支援事業に伴う利用者負担金で通所型介護予防事業、認

知症高齢者見守り事業など合わせて３９万６,７００円となっております。 

３款国庫支出金は、保険給付に対する法定負担割合による負担金と、調整交付金、地域

支援事業交付金、事業費補助金、保険者機能強化推進交付金の合計で、前年度と比べ６．

１％増の２億３,８５５万４,７９４円となっております。 

４款１項支払基金交付金は、介護給付費交付金と地域支援事業交付金で、第２号被保険
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者の保険料から交付されるものです。 

前年度と比べ０．６％増の２億３,９１２万９,７３８円となっております。 

４６ページ、４７ページをお開きください。 

５款道支出金は、保険給付額に対する法定負担割合による負担金と財政安定化基金交付

金及び地域支援事業交付金で、1項道負担金から３項道補助金までの合計で、前年度と比べ

１．３％増の１億４,４２６万５,７２９円となっております。 

７款繰入金１項他会計繰入金は、前年度対比４．３％減の１億７,３９９万１,０００円

で、歳入総額に占める割合は、１７％となっております。 

次に、５０ページ、５１ページをお開き下さい。 

歳出ですが、１款総務費１項総務管理費１目一般管理費につきましては、介護保険事業

の一般管理経費と地域包括ケアプロジェクト推進事業、権利擁護人材育成事業、及び総合

的な介護人材確保策などに係る経費であります。 

２項賦課徴収費は、介護保険料の賦課徴収に係る経費で、３項介護認定審査会費は、十

勝東北部介護認定審査会の負担金及び要介護認定等に伴う経費であります。 

２款保険給付費１項介護サービス諸費は、居宅、施設サービス給付費等に係る経費であ

り、合計で前年度比１．２％増の８億５,４２７万６,４４５円となっており、歳出総額の

８６．５％を占めております。 

５２ページ、５３ページをお願いします 

３款地域支援事業費１項１目介護予防、日常生活支援総合事業費は、通所型介護予防事

業及び介護予防、生活支援サービス事業などに係る経費となっております。 

２項包括的支援事業、任意事業費は、地域包括支援センターの運営及び介護相談員に係

る経費、生活支援体制整備事業費などとなっております。 

５４ページ、５５ページをお開き下さい。 

４款１項１目基金積立金につきましては、介護保険基金の利子と平成２９年度決算など

による積み戻し分を積み立てたところであります。 

５款諸支出金は、第１号被保険者への介護保険料還付、国庫支出金及び一般会計への前

年度精算償還金となっております。 

以上で、認定第４号平成３０年度本別町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の説明

とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 次に、認定第５号平成３０年度本別町介護サービス事業特別会計歳

入歳出決算認定について提案理由の説明を求めます。 

 井戸川老人ホーム所長。 

○老人ホーム所長（井戸川一美） 認定第５号平成３０年度本別町介護サービス事業特別会計

歳入歳出決算認定につきまして、決算の概要を御説明申し上げます。 

 はじめに、決算資料により介護サービス事業運営の概要と決算の概要につきまして、説明を

させていただきます。 
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 決算資料の８５ページをお開き願います。 

 本別町介護サービス事業特別会計は、特別養護老人ホームの施設運営費並びに在宅要介護認

定者、要介護認定につきましては１から５まであります。その、居宅介護支援事業。要支援認

定者、要支援につきましては１と２があります。その、介護予防支援事業を合せた会計でござ

います。 

 中段にあります決算の概要でありますが、歳出は、支出済額２億９，３３９万７,０００円で

予算現額２億９，６５３万７,０００円に対しまして９８．９％の執行率であります。 

 歳入は、収入済額２億９,５８０万６,０００円で、予算現額２億９,６５３万７,０００円に対

しまして９９．８％の執行率となりました。 

 それでは、平成３０年度のサービス事業内容でありますが、次の８６ページをお開き願いま

す。 

 特別養護老人ホームの状況につきましては、施設入所者の年度末の利用者数は定員５０人に

対しまして５０人で、内訳につきましては、男性１２人、女性３８人となってございます。 

なお、平成３０年度内の入退所者の内訳は、入所者が１６人、退所者１６人となってござい

ます。また、利用者の平均利用年数につきましては、３年９か月となっているところでござい

ます。 

 介護度別の入所者数は、要介護４と５の方を合わせまして、いわゆる介護度が高いという方

たちなんですけども３９人となってございまして、全体の７８％を占めております。 

全体要介護度の平均につきましては４．１６となっておりまして、前年度は３．９４でござ

いますので高介護度化が進んでいるという状況となってございます。 

 次に、ショートステイの利用状況ですが、定員５人に対しまして、年間１日当り平均利用人

数は３．８９人の利用となってございます。 

 次に、８７ページをお開き願います。 

 居宅介護・介護予防サービス計画実績状況につきましては、居宅介護支援では、１,２１１件

で対前年度比２４件の増、介護予防支援では４４９件で、対前年度比２９件の減となってござ

います。 

 続きまして、決算内容につきましては、特別会計歳入歳出決算書の事項別明細書により主な

ものを御説明申し上げます。 

 決算書の６５ページ、６６ページをお開き願います。 

 歳入でございますが、1 款サービス収入１項１目介護給付費収入は、対前年度費０．１％減

の１億９,００８万２,６４５円で、歳入総額の６４．２％を占めています。その内、１節施設

介護サービス費収入及び２節短期入所生活介護費収入、いわゆる施設収入でございますが、合

わせまして１億６,７３０万６,７４５円、２目自己負担金収入、利用者の自己負担金収入でご

ざいますけども３,４０５万９３４円で収納率につきましては９９．９５％となってございます。 

 １目３節居宅介護サービス計画費収入は、対前年度比２．２％増の２,０７８万８，２００円、

４節居宅予防支援サービス計画費収入は、対前年度比５．９％減の１９８万７,７００円となっ
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てございます。 

３款寄付金収入につきましては１０８万円で、個人３名の方から御寄付をいただいていると

ころでございます。 

４款繰入金は、対前年度比３．９％増の６,６８９万２,４１５円となってございます。 

５款繰越金は、対前年度比２１．８％減の３６６万８,０７３円となってございます。 

次に、６７ページ、６８ページをお開き願います。 

６款諸収入１項１目１節雑入は１万９,０３７円となってございます。 

 次に、６９ページ、７０ページをお開き願います。 

 歳出でございますが、１款介護サービス事業費１項施設介護サービス事業費は、対前年度比

２．４％増の２億５,６０５万９,６８０円で、歳出総額の８７．３％を占めてございます。 

 人件費が賃金を含めまして、２億８８６万６,６５０円で支出総額の８１．６％となっている

ところでございます。 

 １８節の備品購入費の内容につきましては、当初予算でエアーマットレス、これは褥床の予

防に使われるマットレスでございますけども、これを４台、寄付をいただいたものの中から、

その都度補正させていただきまして、コールマット１２台、加湿器６台等を購入させていただ

いてございます。 

 下段、２項居宅介護サービス事業費１目居宅介護支援事業費及び７１ページ、７２ページの

２目介護予防支援事業費は、居宅介護サービス計画作成に伴う経費でございまして、人件費、

居宅介護支援職員４名分を含めまして、対前年度比同程度の３,７３３万７,２２３円となって

いるところでございます。 

 歳出総額は２億９,３３９万６,９０３円となりまして、歳入歳出差し引き額は２４０万９,５

０４円となっているところでございます。 

 次に、６１ページにお戻り願います。 

 実質収支に関する調書につきましては、歳入総額は２億９,５８０万６,０００円、歳出総額

２億９,３３９万７,０００円となり、実質収支額は２４０万９,０００円となってございます。 

 以上で、平成３０年度本別町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定の説明とさせてい

ただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（高橋利勝） 次に、認定第６号平成３０年度本別町簡易水道特別会計歳入歳出決算認

定について、ないし認定第８号平成３０年度本別町水道事業会計決算認定について、以上３件

について提案理由の説明を求めます。 

 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有） 認定第６号平成３０年度本別町簡易水道特別会計歳入歳出

決算認定について、決算の概要を説明申し上げます。 

まず、最初に本別町全体の給水状況について説明をさせていただきます。 

 決算資料の８８ページをお願いいたします。 

 本別市街地の上水道を中心に、本別町３カ所、士幌町から給水を受けている朝陽地区の
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４カ所の簡易水道と２ヶ所の専用水道、勇足西営農用水道により、給水が行われておりま

す。 

 本町が管理運営している簡易水道は勇足、仙美里、美里別の３カ所で、農業用防除施設

は、勇足及び美里別簡易水道区域内で、１９２基に給水しているところでございます。 

 平成３０年度におけます総配水量は２３万１,５１２㎥で総有収水量は２１万５,８３３

㎥です。また、年度末の給水人口は前年度比２．４７％減の１,２２６人で、普及率は前年

度より０．５３ポイント増の７８．９９％となっております。なお、有収率につきまして

は、前年度より２．７６ポイント増の９３．２３％となったところでございます。 

 平成３０年度の主な事業と決算の概況につきまして、決算書の事項別明細書により主な

内容について、歳出から説明させていただきます。 

別冊の特別会計歳入歳出決算書の８９、９０ページをお願いいたします。 

 １款１項簡易水道費、中ほどの２目維持修繕費１５節工事請負費の主な内容につきまし

ては、老朽化による機器更新４機種と配水管の移設工事、計量法によります７９基の量水

器の更新工事を実施しております。 

３目基金費は基金の利子を積み立てるもので、年度末の簡易水道基金は１５２万５,８６

３円となっております。 

３款公債費は次のページ、９１、９２ページをお願いいたします。 

１項公債費は起債償還の１目元金２目利子で、年度末における起債の未償還元金は５億

８,０５８万３,９８４円となっております。 

下段の歳出の合計ですが、予算額１億７２５万５,０００円に対し、支出済額は１億５４

６万５,０７４円で、執行率は９８.３３％となっております。 

 次に、歳入でありますが８５、８６ページをお願いいたします。 

 ２款１項使用料及び手数料、１目水道使用料の収入済額は前年度比０．４５％増の４,１

６２万７,８２７円で、収納率は現年度分で９９．７９％、過年度分で１９．４３％となっ

ております。 

次のページ、８７、８８ページをお願いいたします。 

下段の歳入の合計ですが、予算額１億７２５万５,０００円に対し、収入済額は１億７６

１万９,５８２円となっております。 

 続きまして、７８ページをお願いいたします。 

 実質収支に関する調書でありますが、歳入歳出差し引き額２１５万５,０００円が、実質

収支額となり翌年度へ繰り越すこととしております。 

以上で、平成３０年度本別町簡易水道特別会計決算の説明とさせていただきます。 

次に、認定第７号平成３０年度本別町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について、

決算の概要を説明申し上げます。 

まず最初に、本別町全体の下水道の普及状況について説明をさせていただきます。 

決算資料の９７ページをお願いいたします。 



- 20 - 
 

中段になりますが、本町の平成３０年度末における下水道の普及状況につきましては、

処理区域面積が２８８．０ｈａ、管路延長が５万１,６０７ｍ、世帯数が２,８９７戸、人

口が４,７３４人となっております。 

また、都市計画区域内の下水道普及率は９５．８７％、水洗化率は９２．０６％となっ

ております。 

なお、浄化槽を含めた汚水処理人口は５,８６３人となり、汚水処理人口普及率は８３．

２７％となったところでございます。 

 次に、平成３０年度の主な事業と決算の概況につきましては、決算書の事項別明細書に

より主な内容について、歳出から説明をさせていただきます。 

 １０６、１０７ページをお願いいたします。 

 １款総務費２項施設管理費２目処理場管理費１３節委託料の内、業務委託料３,８８６万

７,９１２円の内訳ですが、処理場の維持整備業務委託料が３,１７５万２,０００円、汚泥

処理業者による運搬処理委託料が５７９万６,５８４円、汚泥利用組合への運搬委託料が９

５万２,１２８円と、コンポスト運搬委託料が３６万７,２００円となっております。 

 次のページ、１０８、１０９ページをお願いいたします。 

 ２款土木費１項下水道費１目下水道新設費１５節工事請負費５,７４５万６,０００円の

内訳は、マンホール改修工事及び汚水管渠新設工事４４２万８,０００円、終末処理場の電

気設備機器、主変圧器盤、低圧分岐盤ほか３機種の更新工事を５,３０２万８,０００円で

実施しております。 

 ２目個別排水処理施設新設費１５節工事請負費２,４５１万６,０００円は、合併処理浄

化槽７基分の新設工事費でございます。 

 ３款１項公債費は起債償還元金利子で、年度末における起債の未償還元金は２５億３,４

８５万２,８２３円となっております。 

次のページ、１１０、１１１ページをお願いいたします。 

下段の歳出の合計は、予算額４億６,７０１万５,０００円に対し、支出済額が４億６,４

５３万３,０８２円で、執行率は９９．４７％となっております。 

次に、歳入でございますが、１０２、１０３ページをお願いいたします。 

 ２款使用料及び手数料１項使用料１目公共下水道使用料の収入済額は６,６３４万７,３

６０円で、収納率は現年度分で９９．４９％、過年度分は３４．０６％、２目の個別排水

処理施設使用料は調定額１,２２３万２,２７７円で完納をしております。 

次のページ、１０４、１０５ページをお願いいたします。 

下段の歳入の合計は、予算額４億６,７０１万５,０００円、収入済額４億６,８３８万６

９９円となったところであります。 

次に、９８ページをお願いいたします。 

 実質収支に関する調書でございますが、歳入歳出差し引き額は３８４万８,０００円とな

っており、翌年度に繰り越すこととしております。 
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以上で、平成３０年度本別町公共下水道特別会計決算の説明とさせていただきます。 

続きまして、認定第８号平成３０年度本別町水道事業会計決算認定について、決算の概

要を説明申し上げます。 

別冊になっております水道事業決算書の１１ページをお願いいたします。 

 まず最初に、平成３０年度における水道事業の概況ですが、給水戸数は２,６５０戸、給

水人口は４,８８０人、総配水量は５４万２,４３３㎥、総有収水量は前年度比２．２２％

減の４３万２,４８４㎥、有収率につきましては７９．７３％となっているところでござい

ます。 

 次に、１４ページをお願いいたします。 

平成３０年度の主な工事でございますが、平成２９年度からの繰越であります本別町上

水道第１取水施設災害復旧工事、及び本別町浄水場機器更新、配水施設機器設置工事とし

て、浄水場の後次亜注入ポンプ更新と配水施設のパネルヒーターの設置を行っております。 

 繰越工事につきましては、平成２９年９月１８日の台風１８号の豪雨災害によりまして、

第１取水施設の一部が被災し、復旧工事を進めておりましたが、平成３０年３月８日から

９日の大雨によりまして、年度内の完成が出来なくなったため、３０年度へ繰越し、同年

４月２０日に完成をしているところでございます。 

１５ページをお開き下さい。 

計量法による量水器更新工事により、３２８個のメーター器の取り替えを行っておりま

す。 

 次に、決算の概況について説明させていただきます。 

１ページ、２ページにお戻りください。 

（１）の収益的収入及び支出は、消費税込みの数字となっております。 

収入の総額では、前年度比０．２８％減の１億７,０６８万９,１２８円となっており、

内訳は水道使用料が主な１項営業収益では、前年度比１．８１％減の１億１,９４２万７,

９４７円、２項の営業外収益では、前年度比３．５０％増の５,１２６万１,１８１円とな

っておりますが、増額の主なものは一般会計からの補助金が対前年５３５万６,０００円の

増となっているところでございます。 

 次に、支出の総額ですが、前年度比０．８５％減の１億６,６９２万３,１４８円となり、

１項営業費用は、固定資産減価償却費、固定資産除却費などの減により、前年度比２．６

２％減の１億４,８１２万４,００３円となり、２項の営業外費用は、消費税納付の増によ

り、前年度比１５．７７％増の１,８７９万９,１４５円、３項の特別損失はありませんで

した。 

なお、税抜き額の明細は２０ページから２７ページに記載しておりますが、説明は省略

させていただきます。 

 次に、３ページ、４ページをお願いいたします。 

（２）資本的収入及び支出につきましても、消費税込みの数字となっております。 
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収入総額は、水道管整備や機器更新工事の企業債の減により、前年度比３２．０％減の

２,７７９万８,０００円となっております。 

 支出の総額では、前年度比１９．８％減の８,５９４万４,９３２円で、内訳は１項建設

改良費では、主に工事請負費の減により前年度比３３．０６％減の４,７５３万２,０７６

円となっており、平成２９年度発生の災害復旧費２,５５９万６,０００円は３０年度に繰

越をし、支出をしております。 

 ２項企業債償還金では、前年度比６．２３％増の３,８４１万２,８５６円となっており

ます。 

資本的収支では、５,８１４万６,９３２円の不足額が生じましたが、過年度分損益勘定

留保資金５,４８８万１,４１６円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３２

６万５,５１６円で補てんいたしました。 

なお、税抜き額の明細は２８、２９ページに記載されておりますが、説明は省略させて

いただきます。 

次に、５ページをお願いいたします。 

損益計算書でありますが、消費税抜きの数字となっております。 

１の営業収益は給水収益が主で、合計では前年度比１．８１％減の１億１,０５９万５,

６７０円となっております。 

２の営業費用は、合計で前年度比２．７２％減の１億４,５８７万２,４０２円となって

おり、３の営業外収益は、前年度比３．５０％増の５,１２５万９,３１０円となっており

ます。 

４の営業外費用は、企業債利息が主なもので、前年度比６．９０％減の１,５２０万１,

６５１円となっております。５の特別損失はございません。 

なお、平成３０年度末における未償還元金は９億４,０５８万６,５１０円となっており

ます。 

全ての項目を差し引きますと、当年度は７８万９３１円の純利益となったところでござ

います。 

 ６ページから１０ページまでの剰余金計算書、剰余金処分計算書、貸借対照表、注記表

につきましては、説明を省略させていただきます。 

 次に、１６ページをお願いいたします。 

 下段に記載されております、供給単価と給水原価でございますが、１㎥あたり供給単価

は対前年８６銭増の２５４円８６銭、給水原価は経常費用と有収水量とも減ってはいます

が、有収水量の減少率のほうが多かったため、対前年４円２銭増の３４６円９６銭となっ

たところでございます。 

 以上で、平成３０年度水道事業会計決算の説明とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩します。 

午前１１時５７分  休憩 
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午後 １時３０分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、認定第９号平成３０年度本別町国民健康保険病院事業会計決算認定について、提

案理由の説明を求めます。 

 藤野病院事務長。 

○病院事務長（藤野和幸） 認定第９号平成３０年度本別町国民健康保険病院事業会計決

算認定について、決算の概要を御説明いたします。 

 決算書の１１ページをお願いいたします。 

 平成３０年度の病院事業報告書から説明させていただきます。 

 １、概況の（１）総括事項でありますが、平成３０年度における病院事業会計の決算は、

損益勘定において、消費税抜きで、収入１１億１,４７３万７,４４７円、消費税込みでは１

１億１,８３８万７,５９３円、このうち一般会計からの繰入金は昨年度比３,１６４万４,０

００円増の３億６,１５９万８,０００円であります。 

 支出は１２億３,８８３万４,８４８円、消費税込みでは１２億２,８２６万３,４２４円と

なり、差し引き１億２,４０９万７,４０１円の損失をもって終了したところであります。 

 また、資本勘定につきましては、消費税込みで、収入８,７０５万９,０１０円、支出１億

２,０９３万６,２５７円で、差し引き３,３８７万７,２４７円の不足額を生じたところであ

ります。 

 次に、１３ページをお願いいたします。 

 ２、工事（１）建設工事の概況、②器械及び備品購入費は、Ｘ線発生装置など７品目８

台、消費税込みで３,２５３万２,１９２円の器械、備品を購入いたしました。 

 次に、１４ページの３、業務（１）業務量でありますが、イの入院は、延べ患者数合計

で１５,４５６人。１日平均４２．３人で、前年度比、延べ患者数で１,８１７人。１日平均

では５．０人の減となり、ロの外来は、延べ患者数合計で４１,４５４人。１日平均１７１．

３人で、前年度比、延べ患者数で２,９３０人。１日平均で１１．４人の減少となったとこ

ろであります。 

 次の１５ページ、１６ページをお願いいたします。 

 上段の表（２）事業収入に関する事項でありますが、消費税抜きの数値となっておりま

す。医業収益は８億８,９０８万４,０９０円、前年度比５．５％の減少で、うち入院収益は

３億５,９６９万６,５９９円、前年度比１１．１％の減、外来収益は３億１,１１０万９８６

円、前年度比２．２％の減となっております。 

 入院収益の減少は、１日平均患者数が４７．３人から４２．３人に減少したことなどに

よるもの、また、外来収益の減少は、１日平均患者数が１８２．７人から１７１．３人に

減少したことが主な要因で、入院は内科、外科、耳鼻咽喉科共に患者数の減少、外来は主

に外科患者数の減少が影響しているものと考えております。 

 その他医業収益は、２億１,８２８万６,５０５円で、ほぼ前年同額。 
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医業外収益は、２億２,５６５万３,３５７円で、前年度に比べ３,３８４万１,１４５円１７．

６％の増加となりましたが、一般会計負担金３,４３４万９,０００円の増が主な要因であり

ます。 

 事業収入合計は、１１億１,４７３万７,４４７円で、前年度比１,８３１万６,６９２円１．

６％減の決算となったところでございます。 

下段の表（３）事業費に関する事項でありますが、医業費用は１１億９,１２１万９,９０

２円で、前年度比１．７％の減となりました。内訳は給与費が７億７,５７６万１,１９８円

で、前年度に比べ９６２万３,９０５円１．２％の減でありますが、うち給料は２億９,９５

６万１,４８２円で、前年度比２２４万８,５７５円０．８％の増となりましたが、手当が１

億７,７９２万３,２０８円で、前年度比３１２万３４７円１．７％の減、賃金が１億６５８

万４,１４８円、前年度比７１８万５,８１１円６．３％の減となったためです。 

 材料費は１億３,４０８万５３１円で、前年度比１２．１％の減でありますが、うち、薬

品費が５,６０４万３,０９３円、前年度比１,７９９万９,０１０円２４．３％の減となった

ためです。 

 経費は１億９,１４８万４,３８５円で、前年度比４３１万１,１１７円２．２％の減であり

ます。 

 減価償却費は、器械備品減価償却費の増により８,３６２万７,４７４円となり、前年度比

１,３６０万５０９円１９．４％の増です。 

 資産減耗費は２２６万３,００６円で、前年度比１４２万９,８７９円３８．７％の減であ

りますが、固定資産除却費が１５１万３,８４７円５０．２％減となったのが主なものです。 

 医業外費用は、４,７６１万４,９４６円で前年度比６００万４,１６３円１１．２％減とな

りました。 

 下から４段目、特別損失は支出ありません。 

 以上、事業費合計は１２億３,８８３万４,８４８円、前年度比２,６４４万７１円２．１％

減の決算となったところでございます。 

 次に、戻りまして５ページをお開きください。 

 財務諸表の平成３０年度の損益計算書でありますが、消費税抜きの数字となっておりま

す。１の医業収益の合計８億８,９０８万４,０９０円から、２の医業費用合計１１億９,１２

１万９,９０２円を差し引いた医業収支は３億２１３万５,８１２円の医業損失となり、３の

医業外収益合計２億２,５６５万３,３５７円から、４の医業外費用合計４,７６１万４,９４

６円を差し引いた医業外収支は、１億７,８０３万８,４１１円の黒字となり、事業収支合計

では、１億２,４０９万７,４０１円の当年度純損失となります。 

一番下段、当年度未処理欠損金は、前年度繰越欠損金１９億２,０１３万８,８３７円を加

えた２０億４,４２３万６,２３８円となります。 

次に、８ページの貸借対照表をご覧ください。 

資産の部の下段のほうになりますが、２の流動資産合計は２億２,０３４万５，０６７円、
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次の９ページ、負債の部４、流動負債は、病院の運営資金を確保するため、２億円の一時

借入を行ったため、合計４億６１０万６,４９２円となっており、そのうち（２）イ、の１

年以内に償還予定の企業債９,３５９万１,７９８円は、補てん財源を算出する際には含まれ

ないとされていることから、これを除いた流動負債は、３億１,２５１万４,６９４円となり、

流動負債が流動資産を上回り９,２１６万９,６２７円の資金不足となった状況でございま

す。 

 戻りまして３ページ、４ページをお願いします。 

 資本的収支でありますが、消費税込みの数値となっております。収入の１款資本的収入

決算額は８,７０５万９,０１０円で、１項企業債が１,２００万円、２項出資金６,７９５万

円など、器械、備品購入費及び企業債元金償還等にかかる財源として受け入れたものであ

ります。 

 支出では、１款資本的支出決算額１億２,０９３万６,２５７円で、内訳は、１項建設改良

費は３,２５４万６,９７７円で、先ほど事業報告で申し上げました器械備品購入費であり、

２項企業債償還金８,８３８万９,２７０円は、企業債償還金の元金分です。 

 差し引きいたしますと、資本的収入が資本的支出額に不足する額は３,３８７万７,２４７

円となりますが、過年度分損益勘定留保資金３,１９９万２,９５２円及び当年度分消費税及

び地方消費税資本的収支調整額１８８万４,２９５円で補てんしたところであります。 

 以上、平成３０年度本別町国民健康保険病院事業会計決算の説明とさせていただきます。

どうぞよろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これで提案説明を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま一括議題となっております、認定第１号平成３０年度本別町一般会計歳入歳出

決算認定について、ないし認定第９号平成３０年度本別町国民健康保険病院事業会計決算

認定について、以上９件については議長、及び議会選出監査委員を除く１０名の議員を持

って構成する。 

 平成３０年度各会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託し閉会中の継続審査にし

たいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第１号平成３０年度本別町一般会計歳入歳出決算認定について、ない

し認定第９号平成３０年度本別町国民健康保険病院事業会計決算認定について、以上９件

については議長及び議会選出監査委員を除く、１０名の委員をもって構成する平成３０年

度各会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して閉会中の継続審査とすることに決

定いたしました。 

 暫時休憩します。 
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午後 １時４５分  休憩 

午後 １時５１分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま設置されました平成３０年度各会計決算審査特別委員会の正副委員長の互選の

結果について申し上げます。 

 委員長に阿保静夫委員。 

 副委員長に篠原義彦委員と決定いたしました。 

 以上、報告といたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 同意第３号 

○議長（高橋利勝） 日程第１０ 同意第３号教育委員会委員任命について同意を求める

件についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 髙橋町長、御登壇ください。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 同意第３号教育委員会委員任命について同意を求める件につ

きまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 令和元年１０月２０日をもって任期満了となります教育委員会委員について、中川郡本

別町○○○○○にお住まいの鈴木清志さんを、人格、識見とも適任と判断し、再任いたし

たく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定によって、議会の同

意を求めるため提案した次第でございます。 

 御同意をいただきますよう、よろしくお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせて

いただきます。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから同意第３号教育委員会委員任命について同意を求める件を採決します。 

 この採決は起立によって行ないます。 

（発言する者あり） 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） ただいまの起立採決に異議がございます。 

 無記名投票を行なうよう申し立てます。 

（「賛成」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） ただいま大住議員から無記名投票の動議発言がありました。 

 この動議は賛成者がありますので、成立しました。 

 したがって、同意第３号教育委員会委員任命について同意を求める件は会議規則第８１
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条第２項の規定によって、無記名投票にて採決します。 

 議場を閉鎖いたします。 

（議場閉鎖） 

○議長（高橋利勝） ただいまの出席議員数は１１人であります。 

 次に、立会人を指名いたします。 

 会議規則第３２条第２項の規定により、藤田直美副議長、及び石山憲司議員を指名いた

します。 

 投票用紙を配布いたします。 

（投票用紙配付） 

○議長（高橋利勝） 念のため申し上げます。投票用紙裏側の枠内に、本件を可とする方

は賛成と、否とする方は反対と記載願います。 

 なお、投票中、白票など賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規

則第８４条の規定により、否とみなします。 

 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 配布漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

（投票箱点検） 

○議長（高橋利勝） 異常なしと認めます。 

 ただいまから、投票を行ないます。 

 事務局長が、議席番号と氏名を読み上げますので、順次投票願います。 

○議会事務局長（鷲巣正樹） それでは、読み上げます。 

 １番、水谷令子議員、２番、柏崎秀行議員、３番、梅村智秀議員、４番、石山憲司議員、

５番、篠原義彦議員、６番、大住啓一議員、７番、山西二三夫議員、８番、黒山久男議員、

９番、方川一郎議員、１０番、阿保静夫議員、１１番、藤田直美議員。 

 以上、終わります。 

（投  票） 

○議長（高橋利勝） 投票漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 これから、開票を行ないます。 

 藤田直美副議長及び石山憲司議員、開票の立ち会いをお願いします。 

（開  票） 

○議長（高橋利勝） 投票の結果を報告いたします。 

 投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票０票です。 
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 有効投票のうち、賛成９票、反対２票。 

 したがって、同意第３号は教育委員会委員任命について同意を求める件は同意すること

に決定されました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 意見書第６号 

○議長（高橋利勝） 日程第１１ 意見書案第６号林業・木材産業の成長産業化に向けた

施策の充実・強化を求める意見書についてを議題とします。 

 提案趣旨の説明を求めます。 

 黒山久男議員、御登壇ください。 

○８番（黒山久男）〔登壇〕 意見書案第６号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の

充実・強化を求める意見書。 

 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条の規定により提出いたします。 

 なお、案文を朗読し提案にかえさせていただきます。 

 本道の森林は全国の森林面積の約４分の１を占め、国土保全、地球温暖化防止、林産

物の供給等の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に発揮させるた

めには、「植えて育てて、伐って使って、また植える」といった森林資源の循環利用を進

める必要がある。 

森林の整備を進め、木材を積極的に利用していくことは、山村地域を中心とする雇用、

所得の拡大による地方創生にも大きく貢献するものである。 

 道では、森林の公益的機能の維持増進と森林資源の循環利用の実現に向け、森林整備

事業及び治山事業や林業成長産業化総合対策事業等を活用し、植林・間伐や路網の整備、

山地災害の防止、木造公共施設の整備、林業事業体の育成など、さまざまな取り組みを

進めてきたところである。 

 今後、人工林資源が本格的な利用期を迎える中、既存の制度や森林環境譲与税を活用

した地域の特性に応じた森林整備の着実な推進や、森林資源の循環利用による林業、木

材産業の成長産業化の実現に向けて施策の充実・強化を図ることが必要である。 

 よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

 記 

 １、森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業、木材産業の振興と山村における雇用

の安定化を図るため、森林整備事業及び治山事業の財源を十分かつ安定的に確保するこ

と。 

２、森林整備事業の都道府県、市町村負担分の起債を可能とする地方債の特例措置を

継続すること。 

３、森林資源の循環利用を通じて林業、木材産業の成長産業化を実現するため、地域
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の実情を十分に踏まえ、森林整備から木材の加工、流通、利用までの一体的な取り組

みや森林づくりを担う林業事業体や人材の育成に必要な支援措置を充実、強化するこ

と。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 なお、提出先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科

学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復興大臣。以上でござ

います。 

 議員各位の御賛同よろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、意見書案第６号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求

める意見書についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって意見書案第６号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求

める意見書については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 意見書第７号 

○議長（高橋利勝） 日程第１２ 意見書案第７号日米貿易交渉大枠合意の撤回と国会批

准は行わないことを求める意見書を議題とします。 

 提案趣旨の説明を求めます。 

 阿保静夫議員、御登壇ください。 

○１０番（阿保静夫）〔登壇〕 意見書第７号日米貿易交渉大枠合意の撤回と国会批准は行

なわないことを求める意見書。 

 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条の規定により提出をするものです。 

 なお、案文の朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

 ８月２５日、日米首脳は日米貿易交渉が「大枠合意」に達し、９月下旬の国連総会の

際の首脳会談での署名を目指すと報道されています。「８月には素晴らしい数字が発表で
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きる」と公言したトランプ大統領の発言通りに、参議員選挙後わずか 1 カ月で「大枠合

意」に達したことに、農業者は戸惑いと怒りを禁じえません。「大枠合意」というものの、

その内容はいっさい明らかにされていません。茂木内閣府特命担当（経済財政政策）大

臣は記者会見で「中身については答えられない」の一点張りです。ＴＰＰが「大枠合意」

した時には、数百ページにわたる政府説明書が公表されていますが、今回の隠蔽主義は

まさに異様と言わざるを得ません。ライトハイザー米通商代表部代表は、「今回の合意に

より、牛肉、豚肉、乳製品、ワインやエタノールなどの米国農産品７０億ドル（約７,

３８０億円）相当の市場開放につながる」と数字を誇示しました。しかし、日本政府は

内容を国民に知らせないまま、首脳間で署名し、１０月上旬に予定されている臨時国会

で批准しようとしています。 

 ＴＰＰ11 が昨年１２月、日欧ＥＰＡが本年２月に発効しました。さらに日米貿易協定

が締結されれば、かつて経験したことのない農産物市場解放となり、日本の農業と食料

にもたらす打撃は計り知れません。先般、農水省は２０１８年度の日本のカロリー自給

率が３７％と史上最低になったと発表していますが、今回の「大枠合意」は自給率の低

下にさらに拍車をかけることは明らかです。 

 よって、政府においては、日米貿易協定の「大枠合意」は撤回し、臨時国会での批准

は行わないことを強く求めます。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 なお、提出先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、内閣府特命担

当経済財政政策大臣です。 

 皆さまの御賛同のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 何点かお伺いいたします。 

 まず、上から３行目、４行目にかけてです。 

 参議院選挙後、わずか１カ月で大枠合意に達したことに、農業者は戸惑いと怒りを禁じ

得ませんという記載がございますが、ここで言う農業者とはどういった方を差されている

のか。 

 本町の農業者という意味合いなのか、日本全国中の農業者という意味合いなのか。 

 いずれであってもよろしいですけども、それらの意向確認というのはどのようになされ

たのかというところが、まず１点。 

 ２点目、その後段でございます。 

 大枠合意というものの、とございますが、大枠合意とはいつ誰がどのように言われたの

かについてお伺いいたします。 

 ３点目。その内容は一切明らかにされていませんというような記載がございますが、一

切明らかにされていないのであれば、どうやってこの内容を把握されたのか。 
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 その事実についてお伺いをいたします。 

 ４点目。こうした問題、昨今であれば米中間のように、こうした貿易問題というものは

経済問題、そうしたところに留まらず、外交全般、各利害関係国との緊張感を生むと、そ

ういったところまで影響を及ぼすことは明らかでございます。 

 そうした観点から本件については、そうした懸念材料となりえないかという点について

御見解を以上４点お伺いをいたすところでございます。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） 全部で４点かと思いますけども、抜けたらあとでまた指摘してい

ただきたいと思います。 

 まず最初は、農業者は戸惑いと怒りを禁じ得ません、一般論的に言っているつもりです。 

 本町の農業者ももちろんですが、日本全国の農業者という意味で言っております。 

 これの根拠というのは、お承知かと思いますけども、ＴＰＰが結ばれるということで十

勝がまさに発信源となって、全国的な大きな運動、特に本別がまさに全国の先進を切った

というふうに私は考えていますし、おそらく何年かすれば歴史に刻まれる中身じゃないか

なというふうに思っています。そういう一般的なことを言っていますので、もちろん輸入

している農業者もいるし、農業というのは多様なものですから、これを取り上げてどうこ

うという考えは特になくて、やはり日本国内で農業生産している方という趣旨で言ってい

るつもりですので、特に線引きをしているということではありませんので、よろしくお願

いをしたいと思います。 

 大枠合意の中身がわからないのに、大枠合意というふうに言っているのはどういうこと

かという趣旨だったというふうに思います。 

 これは私は実際にその場所に行って、英語を聞いたりしているわけではありません。 

 基本的に報道されている中で、８月２６日のときに冒頭一行目に書いてあるように、大

枠合意に達しましたということが報道されました。 

 最近になって、その中身がちょっと明らかになってきましたよね。 

 肉関係とかチーズとか乳製品関係でかなり輸入輸出が増えるのじゃないかというような

趣旨の報道がされていますが、この意見書を提案した時期にはまさにその中身がそうでは

ないかという話はありましたけども、大枠合意しましたということだけが当時の茂木大臣

のほうから、そういうインタビュー記事等がのりました。そういうことで書いたつもりで

す。 

 メモしたつもりですけども、正確にまだ２つくらいしか答えられてないと思うのですけ

ど、もう一度不足な部分を質問していただきたい。申し訳ない。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 議事進行に関する発言です。 

 議長にこの際申し上げます。ただいま、質疑に対して的確な答弁というものがなされて

おりませんでした。会議規則にのっとって定められている質疑の回数というものがござい
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ますが、議長のお計らいによって適切なる答弁というものを求めるものでございますので、

質疑の回数というものについて格段の御配慮を、御賢察を賜るところでございます。 

○議長（高橋利勝） 質疑の回数については規則にありますけども、例えば答弁漏れとか

答弁がなかなかわかりづらいという分については、議長の判断でするということですので、

議事進行とは関係ありません。それはきちっとそういうふうに謳ってありますので、そう

いうことで理解をしていただきたいと思います。 

 ただ、結果としては答弁漏れということで御指摘いただいたらその分はさらに質問する

ということになりますので、そういうことで御理解をいただきたいと思います。 

 従いまして、もう１度答弁漏れも含めて質問していただいて、それは１回目ということ

になると思いますので、その点については３回を超えて質問するということも。 

 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 先ほど、御答弁をいただけなかった部分もございますので、改めて

お伺いをいたします。 

 １番目にお伺いいたしました、農業者とは誰を指すのですかというところで一般論とい

うような御趣旨のところ御答弁いただきました。全国の方々を対象とされているというと

ころでございました。御答弁の中にも、いわゆる輸出入をやられている方もいらっしゃる

というところでございます。にもかかわらず、農業者とひとくくりにされることについて、

いわゆる文章上の問題というものを感じられないのかというところですね。 

 また、併せて意向の確認をどのようにというところの御答弁だと思うんですが、いわゆ

るＴＰＰというようなことでお話しがございましたが、本件の意見書って別にＴＰＰに関

する意見書ではございませんので、ＴＰＰとは明らかに別の問題でございますので、その

辺の御見解を改めてお伺いいたします。 

 先ほど御答弁漏れがありましたのが、その後段、大枠合意と言うもののと記載がござい

ますが、大枠合意は誰がいつ言われたのですかという、この表現を誰がされたのですかと

いうことをお伺いしているんでございます。こちらについて御答弁いただいておりません

ので、改めてお伺いをいたすところでございます。 

 ２番目について。その内容は一切明らかにされていないというにも関わらず、どのよう

にしてこの内容のものを書かれていったのか、内容をどうやって把握されたのですかとい

うところのお伺いをいたしました。こちらについて、これを出したときはなかったんだけ

ども、最近されましたよというところでありましたので、出した時点で一切内容が、一切

明らかにされていませんということは、何も、何一つ明らかにされていないということな

のに、何一つ明らかにされていないにも関わらず、その内容について触れるというところ

は憶測でお話しをされているのかなとか、その他別の方がお話しをされていることとかを

もって、推測をされているのかなというふうに察するところでございますが、一切明らか

にされていないというふうに断言されているのであれば、何を根拠にこの内容について触

れられているのかというところをお伺いしていたのでございます。 
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 最後、４番目にお伺いしたところですが、いわゆるこうした貿易問題、ＴＰＰなんかも

含むと思いますけども、一般的に貿易問題というものについては、いわゆる貿易摩擦によ

って経済的な観点の問題に留まらず、外交全般とか、それらに関わる利害関係国との緊張

感を生むような材料、別の問題に波及する懸念ということはありますよねと。米国と中国、

中東等そういったところとの問題を見れば、昨今は明らかですよねと。 

 これは米中間に関わらずいにしえより繰り返されているようなものでございます。 

 本件、それをこのような表題のような意見書を上げることによって、そうした懸念材料

になりうるというふうにはお考えにならないか、御見解をお示しくださいというところお

伺いいたしました。 

 以上、４点。答弁漏れも併せて改めてお伺いをいたすところでございます。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） まず、最初の１つ目ですが、農業者とは誰を指してどういう範囲

で言っているのかということは、最初の答弁と同じなのですけども、農業というのはいろ

いろな形態があるので、確かに輸出をしている方もいらっしゃいます。ただ、圧倒的な生

産の農家というのは、国内で生産をし、それを流通するということに関わっている方が非

常に多いと、本別町を見てもそのとおりです。そういう状況の中で一般的でここで農業者

というのはそういう方々を指しています。そういうふうに理解をしていただきたいと、私

は少なくともそういうふうに考えて書きました。 

 それからここの部分で言ったと思うのですけど、ＴＰＰとは別だと言うのですけど、昔

で言うガットウルグアイランドというのがあって、いわゆる世界の貿易交渉の一番芯にな

っているのがガットウルグアイだったと思うのですけども、そこからずっと派生をしてき

ていてＥＰＡとかＦＴＡとかＴＰＰとかっていうようなことで、いろいろな呼び方をして

いますけど、中身は要するに自由貿易にしなさいと。うちの物を買いなさい、あんたのと

ころも買うけどというような趣旨なのですけど、それが平等か平等じゃないかってことが

ずっと議論されてきている歴史を見た時に、私は、名前は違っても根っこは同じという捉

え方をしていますので、ＴＰＰとは違うのじゃないかというのも一つの見識だとは思いま

すけども、それは考え方が違うのかなと思います。自由貿易の中で、それぞれの国の得意

分野で貿易を進めていくという考え方なのですけども、そのことによって例えばＴＰＰ運

動の時、何故ああいう大きな問題になったかというと、一言で言うと十勝が壊れちゃうよ

っていうことなんですね。生産の十勝が。そういう認識で少なくとも何千人という規模の

集会をやってきたというのも事実ですから、そういうことも踏まえて言っているつもりで

す。 

 それから大枠合意は誰が言っているか。これはもちろん先ほども言ったとおり、報道し

かありませんけども、政府関係者、それから茂木大臣、当時の担当大臣のコメントという

ことで何度も紹介をされております。そういうことで大枠合意ということを、報道を中心

に知ったというふうに、それでそのことを書いているつもりです。 
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 一切明らかにされていない。今も乳製品や肉がアメリカとしては日本に買ってほしいん

だということをトランプさんが言いだしたというのがあるんですけども、当初からそれは

予想されていました。それで、ＦＴＡもＴＰＰ１１の中身で言われるんじゃないかと言っ

て、そう言われたと思われると報道しかされていません。私はその中身を知る状況ではあ

りません。 

 ただ報道としては、そういう報道がかなり複数行なわれているのでそのことを捉えて書

いたつもりです。大枠合意しましたというようなことで報道がされております。 

 それから貿易問題、これも見解はそれぞれあると思います。外国との関係なのだから。

こういう地方一議会でどうこうするって問題ではないっていうような趣旨かと思いますけ

ども、先ほど来言っているように特に牛肉とか乳製品、畑作物のことは今回あんまり言わ

れてないようですけども、まさに十勝や本別、道東の基幹作物の一つだと思うのですね。

そういうことが今回報道の範疇でいうと、その部分が対象品目になるというような報道が

今されているときに、国同士の関係ももちろんあるかもしれませんが、やはり一つのその

国内の一産業のこれからの先行きを危うくするという点では、これはやはり黙っていられ

ない。少なくともこの本別町にいる、基幹産業農業であるような本町としてこういうよう

な趣旨の意見書をやはり国に出さなくてはならない考え方で今回提案をしたということで

す。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 改めましてお伺いをいたします。 

 １番目にお伺いいたしました、農業者とはというところです。ただいま御答弁の中でも

圧倒というようなお言葉とか、国内での流通をされている方が多いというような趣旨のこ

とは、おっしゃるとおりだと私も認識してございます。 

 ただ少なからずとも本町においては、そうしたところは、いわゆるＴＰＰというものに

賛成なんだよというような意向を持たれている農業者の方もいらっしゃいます。 

 ただ一つ、誤解なくいただきたいのは、私は文言の表現のことを言っているわけでござ

いますので、なのでいろいろな農業者の方がいらっしゃるのに、例えば一部の農業者とか

大多数の農業者はというような表現ではなくて、農業者とひとくくりにすること自体に問

題を感じませんか。中身じゃないんです。賛成反対、賛否の問題でもないんです。表現の

お話しですっていうところです。農業者というような御表現について適切だとお思いです

かっていうところでございます。 

 またＴＰＰの流れというもので言ったり、大きな枠で言えば自由貿易に関することだよ

と。それは私も見解を異にするところですけれども、ここで、表題で謳われている、これ

も表現の問題です。日米貿易交渉大枠合意の撤回と国会批准は行なわないことを求める意

見書という表題の中にＴＰＰという文言が一言もないです。にもかかわらず、ＴＰＰとい

うようなお話しをされましたけども、それが適切だとお考えですかというところなのです。

やはりそういう意味で似ていたり、同じような課題ではありますけど、今回表題にある日
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米貿易交渉というものとＴＰＰは別問題、別のものですよねというところの見解でござい

ます。そちらについて改めましてお伺いをいたすところでございます。 

 ２番目、大枠合意というところでございます。茂木大臣等がその後ということで、説明

というか、御発表されたというところでございます。 

 私の知り得る限り、私も報道から得た情報ということで中心にお話しをさせていただき

ますけども、日本農業新聞、こちらの記載をそのまま引用させていただきます。 

 事実上の大枠合意に至ったことを示唆した。また別の表現でございます。閣僚会議の決

着を合意とは言わず方向性の共有という言葉で説明したというような表現が、いわゆる報

道、日本農業新聞の中にございますので、この茂木大臣は、いわゆる茂木大臣であるとか

政府の公式見解として大枠合意をしたと、報道の中ではこの言葉が躍っていますよ。でも、

政府とか担当大臣、当時の茂木大臣がこのような発表、説明ということをされたんですか。 

 こちらについてお伺いをしているところでございます。こちら中身がいいとか悪いとか

ってことじゃないですよ、表現の問題でございます。 

 大枠合意というもののというような御表現がありますから、誰が言っているのですかっ

ていう御確認でございました。 

 また４番目。いわゆる貿易問題に留まらず、近隣諸国との緊張関係を生んだり、外交全

般の問題に波及する恐れはありませんか、というところであって、それでもやらねばいけ

ないとかそうしたお気持ち、姿勢の部分についてお伺いをしているのではなくて、波及す

る可能性、蓋然性っていうものがあるか否か、そちらの御見解についてお伺いしているの

でございます。 

 以上４点。改めまして御答弁を求めるものでございます。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） 基本的に今質問されていることに具体的に、しかも正確に答えれ

るという能力は基本的にないかもしれませんが、意見書はこういう考えで出しますという

ことを、まず最初に皆さんに御披露して、同意をしていただければ出したいという中身で

すので、そのことが前提になると思います。 

 それから表現の問題ということなので、農業者という表現がこれに関わる農業者ってい

う表現にしたほうがいいのか、そのへんがいろいろあると思いますけども、先ほど来言っ

ているように現状の中で農業者と言ったときに、やはりこういう影響を受けるという特に

十勝の農業者、しかも今知り得る情報の中で言うと、畜産酪農の農業者という言い方にも

なるかもしれません。いずれにしても、時間の経過と共に内容が少しずつ明らかになって

きているという現状の中で、少なくともその方向に向かっているということだけは報道で

知り得るということですから、ここは特に他意、特別な意味はもちろん持っていませんけ

ども、我々農業者、十勝の農業者、日本の農業者というようなそういう趣旨の表現で皆さ

んに提案をしていますので、もしこの表現に合意が出来なければそれはそういう判断にな

るかなと思います。 
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 ２番目。ＴＰＰを例に出すのは別問題だと、この意見書の中でＴＰＰについては一切触

れていないつもりです。なぜかと言いうとそもそもアメリカはＴＰＰ１１に俺は入らない

よと言ったとこですから。ですからそこに、あえてＴＰＰの話をする必要ない。その代わ

りにＴＰＰと同じかそれ以上のレベルで日米の国間の貿易交渉を進めるのだってことは、

繰り返しトランプさんが、それも報道ですよ、繰り返し言っていることは御承知のとおり

です。 

 だから、そういう意味では私はＴＰＰにアメリカが入らなかった思惑がそれぞれあるの

でしょう。いろいろな制約もあるからね。だけども、今報道されている現時点で言うと、

日本側から言わせればＴＰＰ以上の大枠は超えさせないよという主張もしているという報

道でされています。 

 ただトランプさんからすれば、ＴＰＰレベルあるいはそれ以上ということで会談がされ

たという報道ですから、その中身は知らされないまでも方向性が知らされているというふ

うにおさえて、このように表現をしているところです。 

 繰り返しになりますけど、ＴＰＰということを言葉上含めて書いたつもりはありません

のでそこは誤解のないようにお願いします。 

 大枠合意という表現は、基本的には私たち知り得るのは日本の報道機関による報道です

し、テレビだったりします。何回も大枠合意に達したとみられる、大枠合意に達しました。

そういう政府の見解ですっていう報道は、いちいち全部報道機関名はわかりませんけども、

テレビでも何回も見ているところでございますので、このへんはそういう認識で間違いな

いのかなと一市民としてはそういうふうに捉えたところでございます。 

 ④の外交問題、貿易以外の外交問題になるのじゃないかと。アメリカと中国がまさにそ

ういう感じで。ああいうこともあるでしょう。ただ、自由貿易交渉そのものが外交問題で

すから、それはそういうことに波及する可能性はもちろんあると思いますよ。あると思い

ますけども、今ここで提案されていることは農産物の自由化、大枠合意の方向で進めると

いうのはだめじゃないのか、国会で決めるのはだめだよっていう趣旨です。 

 それを、そのものをアメリカの考え方もあるでしょうし、そのことをここで議論するの

は、ここで議論出来る中身でないというふうに思います。 

 貿易交渉そのものは外交問題そのものだと思っていますよ。国と国との関係だと思って

います。ただ、基本的に対等平等であるってことと安心安全であるってことが基本にない

と、食料の貿易交渉っていうことにはならないと思っています。 

 梅村議員も御承知かと思いますけれど、このこととタイミングを同じくして農薬の基準

を変えたり、今まで使えなかったラウンドアップという強力な除草剤なのですが、それを

使えるようになったり、あと今日は資料を持ってきていませんし、数字も言えませんけど

もアメリカの食料品異物混入基準というものがありまして、数字を言えないからあれです

けど、例えばスパゲッティの中にネズミの毛が何本までＯＫだとか、トマトピューレの缶

詰の中に虫の卵が何個までいいよとかっていうのが、基準としてはあるのですよ。僕はも
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ちろん日本語訳でしかわかりませんけども、そういうものをこれによって子どもたちに食

わせるなんてこと絶対にならないという固い決意、信念もありますし、そのことは今度の

一般質問でやろうと思っていたのですけど、いずれにしても食の安全とか安心、熱を加え

れば体に悪くないという考え方とは日本人の考え方とは違うと思うのですよね。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。もう少し短めにというか。 

○１０番（阿保静夫） はい、すみません。という中身が含まれているのが外国との貿易

関係だと思うものですから、ここでの表現は、私が考えた表現ですけども今お答えしたよ

うな中身を含めた気持ちを含めて、少なくとも本別町の基幹産業の農業であるこの本別町

としてこの意見書が出ていくことは非常に意義があると思いますので、是非賛同をお願い

したいと思います。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 阿保議員に申し上げたいのは、先入観というか思いこみというかな

のかもしれませんけど、私中身の是非については一切触れていないのです。表現について

お伺いをしているだけでございますから、例えば農業者ここには該当しないのだとかって

ことではなくて、農業者に対して一部の農業者とか大多数の農業者とかって、この表現だ

と農業者全員というふうに、私もまがりなりにも畜産農家の端くれでございますから、動

物を飼って就農している実態もありますから、そういう意味では私も畜産農業者でござい

ます。本当に表現について、中身がこれは適切かどうかをお伺いしているのではないとい

うことを御理解いただきたいというところです。 

 今お伺いしたところで言うと、そのあとＴＰＰという部分についても、阿保議員のほう

からＴＰＰというようなところ、１番目の質疑に対しての御答弁ありましたので私言った

まででございますから、そちらも御理解をいただければというところです。 

 ２番目のこの大枠合意というところ。確かに報道、マスコミ関係、新聞ないしニュース

等を拝見するに大枠合意という言葉が躍っているんです。それは私も認識しているところ

でございます。 

 ただ、調べるところ、私も一つの報道機関として日本農業新聞、こちらを参照して先ほ

ど御披瀝させていただきましたような表現、繰り返しますけど、大枠合意に至ったことを

示唆した、あとはその方向性を共有したというようなところが、茂木大臣から答弁として、

説明としてあったんだよというところなのでございます。確かに大枠合意という言葉が躍

っているってことは事実でございますけども、ということであればここでの御表現という

ものに関してはマスコミの報道とか、マスコミが引用している言葉というものをこちらに

当てはめたっていうところであるのかというところなのです。なので、そのへんエビデン

スとして、いつ、誰が、どこで発言されたのかというところが大切ではないかなと意見書

においてのこの表現という意味でございます。 

 あと、いわゆる貿易問題、外交、新たな問題まで波及しませんかというとこでございま

すけども、いわゆるここでも表現のあるトランプ大統領、なかなか、いわゆる、なんて言
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うんでしょうか、手法が強引と言いますか、剛腕な方だなと私は認識を持っているところ

でございます。一例として挙げました米中間の問題においても、いわゆるＷＴＯも介さず

に独力での解決に向かうような、やはり強引な手法というものを採用しているというとこ

ろの認識は私も同じく持っているところなのです。そういった中で、他の問題に波及する

ような、飛び火するような懸念はありませんかっていうふうにお伺いしたまでですから、

その上でもその姿勢を持ってここで意見書として提案して本別町議会として出すべきだと

お思いとかいうところでなくて、そういう飛び火する懸念ということがおありかどうかっ

ていうところなんです。意気込みとかをお伺いしているのではなくて、こちらについては、

そうなるだろうけども、それでも出すのだとお気持ちのところじゃなくて、そうなり得る

可能性、蓋然性があるか否かというところでございますので、端的にお答えいただければ

なというところでございます。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） 大枠合意に達したという表現が、両方に取っていただきたいとい

うふうに改めて思います。大枠合意が決まったという表現にはしておりませんので、それ

がそれぞれの報道機関がいろいろなエッセンスが加わっているのかどうかはわかりません

けれども、いろいろな最後の語尾の部分が変わっている。政府の発表は政府の発表であっ

たりもしているわけですから、到達したということで言ったかどうかということは、一つ

判断にしていただきたいというふうに思います。 

 それから外交関係をここで私に問われても、なかなか難しいのですけれども食料視点と

いう考えから言えば、私は当然のことを言っているんだと思っています。自分の国の食料

を自分で守ろうっていうことを提案しているつもりですので、しかも国連家族農業の年だ

っていうのは御存知だと思うのですけども、そういう中で小さな農業も守っていくってい

うのが国連総会の中で議論されているこの時代に、下手すると小さな農家が潰されるよう

なそういう中身に繋がりかねないという懸念も、表現はしていませんけど、そういうＴＰ

Ｐ運動の時もそういうことがあったりして、そういうことを考えてこのスペースの中でこ

ういう表現に達したということでありますので、それぞれの認識、表現の違いの認識はあ

るかもしれませんけども、趣旨としては日本の食料資源を守ろう、安全な食料を守ろうと

いうことで国に向けて申し上げていきたいという趣旨の中身だと捉えていただきたいと思

います。 

○議長（高橋利勝） ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 梅村議員。御登壇ください。 

○３番（梅村智秀）〔登壇〕 それでは意見書案第７号日米貿易交渉大枠合意の撤回と国会
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批准は行なわないことを求める意見書。 

 提出者、阿保静夫議員。 

 賛成者、篠原義彦議員、山西二三夫議員。同、方川一郎議員より御提案がありました本

提案に対しまして反対の立場で討論を始めさせていただきます。 

 まず私が反対させていただくのは、中身についての賛否ということではございません。 

 まず、この質疑の中で繰り返しさせていただきました、例えばこの大枠合意というもの

とか農業者とか、様々な表現の部分でございます。 

 こちら、意見書というものは本別町議会の総意として国に対して、出すわけでございま

すから文言というものについてはしっかり精査、推こうされて出すべきであると、このよ

うに考えるところでございます。 

 この意見書の中で記載があるように、隠ぺい主義はまさに異様とこのような表現がござ

います。さすがにちょっと表現も強いなと感じるところでございます。 

 ただし、私自身もこの情報公開という姿勢、どうも後ろ向きだな、先送り主義だなとい

うのは同様に感じるところでございます。ただし、表現が適切かというところに疑義があ

るというところでございます。 

 先ほど来から、質疑の中で何点か表現というものについて述べさせていただきましたけ

れども、やはり国に対して本別町議会として出す意見書でございますから、しっかりと文

章を推敲して出すべきだというところでございます。 

 繰り返し、繰り返し述べさせていただきますが、この中身、こちらを、賛否を評してる

ものではございませんということを前置きさせていただきます。 

 また、この意見書というものについての考え方でございますけども、当時の自治省、現

在の総務省より過去２回にわたって、いわゆる地方議会からこのこと、外交問題に関連す

るような意見書というものの提出については慎重にあるべきだというような申し送りがご

ざいます。本来であれば、この所管というものはやはり国が行なうものでございますし、

外交問題は中央政府、国が担当すべき事項であるというところで、原則としては地方議会

の対象外であるというところの見解が示されているところでございます。 

 そういったこれらの理由をもって、内容をしっかりと推敲した上で改めて我が議会の意

向とするものと再検討されたというとこでございますので、本意見書案については反対と

させていただきます。 

 議員諸兄姉の御賢察を賜りますようお願いを申し上げ、反対討論を閉じさせていただき

ます。 

○議長（高橋利勝） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

 大住議員。御登壇ください。 

○６番（大住啓一）〔登壇〕 意見書第７号について賛成の立場で討論をさせていただきま

す。 

 趣旨説明、阿保議員からありました。 
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 梅村議員からの質疑、それに対する答弁もございました。 

 るる、いろいろ考え方はあるようでございますけれども、私ども地方本別町議会として

地元に根差した考え方の中での意見書だというふうに私は考えております。 

 この基幹産業の本別の農業家者戸数が３００戸を切ってきた今、一番喫緊に考えならな

きゃならない諸問題だというふうに認識しております。 

 外交云々のお話しはございますけれども、政府に対し、地方の議会として基幹産業を守

ると、その１点からでも基本的なスタンスとして当意見書については賛成すべきだと考え

ておりますので、議員各位の御賛同を得た中で賛成討論とさせていただきます。 

 よろしく御賛同いただけますようにお願い申し上げます。 

○議長（高橋利勝） 原案に反対者の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） これで討論を終わります。 

 これから、意見書案第７号日米貿易交渉大枠合意の撤回と国会批准は行わないことを求

める意見書についてを採決します。 

 この採決は起立によって行ないます。 

 本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（高橋利勝） 起立者１０人。よって起立多数です。 

 お座りください。 

 したがって、意見書案第７号日米貿易交渉大枠合意の撤回と国会批准は行わないことを

求める意見書については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１３ 常任委員会の閉会中の所管事務調査 

○議長（高橋利勝） 日程第１３ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件を議題としま

す。 

 総務、産業厚生、広報広聴各常任委員長から所管事務のうち、会議規則第７５条の規定

によってお手元に配布しました、所管事務の調査事項について閉会中に継続審査の申し出

がありました。 

 お諮りします。 

 申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、総務、産業厚生、広報広聴各常任委員長から申し出のあった所管事務につ

いて閉会中の継続調査の申し出は、申し出のとおり決定いたしました。 
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──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１４ 議会運営委員会の閉会中の継続調査 

○議長（高橋利勝） 日程第１４ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議題と

します。 

 議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定によってお手元に配布しました所掌事務

の調査事項について閉会中の継続調査の申し出がありました。 

 お諮りします。 

 本件の申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定

いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１５ 議員派遣 

○議長（高橋利勝） 日程第１５ 議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本件については会議規則第１２９条の規定によって、お手元にお配りしました派遣内容

のとおり議員を派遣したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議員派遣の件はお手元にお配りしました派遣内容のとおり、議員を派遣す

ることに決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（高橋利勝） これで本日の日程は全部終了いたしました。 

 お諮りします。 

 本定例会に付されました事件は、全部終了いたしました。 

 会議規則第７条の規定によって本日で閉会したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会は本日で閉会することを決定いたしました。 

 会議を閉じます。 

 令和元年第３回本別町議会定例会を閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 

閉会宣告（午後 ３時００分） 
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